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　令和６年度市政概要を発刊しました。　令和６年度市政概要を発刊しました。

　本書は、主として昨年度一年間の市政全般について網羅し、それを部門別に　本書は、主として昨年度一年間の市政全般について網羅し、それを部門別に

編さんしたものです。皆様方に市政のあらましを御理解いただく上で常に座右編さんしたものです。皆様方に市政のあらましを御理解いただく上で常に座右

に置かれ御活用いただければ幸甚に存じます。に置かれ御活用いただければ幸甚に存じます。

　なお、編集に際して資料の提供をいただきました関係各位に心から感謝の意　なお、編集に際して資料の提供をいただきました関係各位に心から感謝の意

を表します。を表します。

　　令和６年１２月１日　　令和６年１２月１日

土浦市議会土浦市議会

　　議長　島岡  宏明　　議長　島岡  宏明

は　し　が　きは　し　が　き



　今や土浦市は首都圏の衛星工業都市として奬又観光都市として華やかな脚光を浴びているが、　今や土浦市は首都圏の衛星工業都市として奬又観光都市として華やかな脚光を浴びているが、
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残さない残さない
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ロシアによるウクライナ侵攻に断固抗議する決議

　ロシアによるウクライナへの侵攻は、国際社会の平和と安全を脅かす、断じて容認する　ロシアによるウクライナへの侵攻は、国際社会の平和と安全を脅かす、断じて容認する

ことができない暴挙である。ことができない暴挙である。

　このような力による一方的な現状変更は、明白な国際法違反であり、国際社会の秩序の　このような力による一方的な現状変更は、明白な国際法違反であり、国際社会の秩序の

根幹を揺るがすもので、看過できるものではない。根幹を揺るがすもので、看過できるものではない。

　ここに土浦市議会は、ロシアに対し、一連のウクライナへの軍事進攻に厳重に抗議する　ここに土浦市議会は、ロシアに対し、一連のウクライナへの軍事進攻に厳重に抗議する

ものである。ものである。

　政府においては、国際社会と緊密に連携しつつ、毅然たる態度でロシアに対して制裁措　政府においては、国際社会と緊密に連携しつつ、毅然たる態度でロシアに対して制裁措

置の徹底及び強化を図り、即時無条件でのロシア軍の完全撤退を求めるべきである。置の徹底及び強化を図り、即時無条件でのロシア軍の完全撤退を求めるべきである。

　以上、決議する。　以上、決議する。

令和４年３月１日令和４年３月１日

　　　　　　　　　　　 土　浦　市　議　会
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小田方は小田城奪還に失敗。小田方は小田城奪還に失敗。

天皇陛下御即位記念第７４回国民体育大会開催天皇陛下御即位記念第７４回国民体育大会開催２０１９　令和元２０１９　令和元

－ 1 －
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大河内松平氏ら大河内松平氏ら

－ 2 －



市勢の伸展や市勢の伸展や、土浦海軍航空隊（通称予科練）なども誕生したことによって、その玄関口に位置する、土浦海軍航空隊（通称予科練）なども誕生したことによって、その玄関口に位置する

土浦は海軍の町として全国的に有名となった。土浦は海軍の町として全国的に有名となった。

　この前後、土浦海軍航空隊跡には陸上自衛隊武器学校が開設、右籾の第一海軍航空廠跡には、同じ　この前後、土浦海軍航空隊跡には陸上自衛隊武器学校が開設、右籾の第一海軍航空廠跡には、同じ

く陸上自衛隊武器補給処が開設された。また、霞ヶ浦を水源とする上水道は旧市街地よりしだいに全く陸上自衛隊武器補給処が開設された。また、霞ヶ浦を水源とする上水道は旧市街地よりしだいに全

市におよび、工業用水としても利用されている。霞ヶ浦とその周辺が日本水郷国定公園に指定され、市におよび、工業用水としても利用されている。霞ヶ浦とその周辺が日本水郷国定公園に指定され、

土浦はその玄関口として多くの観光客を迎えた。また、常磐線電化に伴い、東京のベットタウンとし土浦はその玄関口として多くの観光客を迎えた。また、常磐線電化に伴い、東京のベットタウンとし

ても機能していく。ても機能していく。

　その後、筑波研究学園都市の熟成や常磐自動車道の全線開通、つくば市誕生の中にあって、本市は　その後、筑波研究学園都市の熟成や常磐自動車道の全線開通、つくば市誕生の中にあって、本市は

筑波研究学園都市とともに、首都圏基本計画及び第四次全国総合開発計画において、首都機能分散の筑波研究学園都市とともに、首都圏基本計画及び第四次全国総合開発計画において、首都機能分散の

受け皿となる業務核都市に位置付けられ、２１世紀の国土（多極分散型国土）形成に貢献すべく役割を受け皿となる業務核都市に位置付けられ、２１世紀の国土（多極分散型国土）形成に貢献すべく役割を

担ってきた。担ってきた。

　平成２６年１０月には、測定方法の変更に伴い、霞ヶ浦の湖面面積が９．２７㎢と確定され、湖面面積を　平成２６年１０月には、測定方法の変更に伴い、霞ヶ浦の湖面面積が９．２７㎢と確定され、湖面面積を

含めた本市の面積は１２２．８９㎢となった。含めた本市の面積は１２２．８９㎢となった。

－ 3 －
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令和６年１月１日現在 令和６年１月１日現在 

海抜１.８m（土浦市大和町９－１）海抜１.８m（土浦市大和町９－１）

18.7318.73

15.3115.31

17.7017.70

29.0629.06

42.0942.09

－ 4 －
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（令和６年４月１日現在) （令和６年４月１日現在) 

１４１，９７７人１４１，９７７人

５９，４３５
６０，１６３
６３，０９３
６３，９９５
６５，２７０
６６，３５６
６７，７３５

１３９，４１４
１３８，５１７
１４２，０７４
１４１，８４４
１４１，９８０
１４２，０６６
１４２，２０２

６９，４８９
６９，１１３
７０，９３５
７０，８０１
７０，９１８
７１，０５６
７１，１９８

６９，９２５６９，９２５
６９，４０４６９，４０４
７１，１３９７１，１３９
７１，０４３７１，０４３
７１，０６２７１，０６２
７１，０１０７１，０１０
７１，７１，００４

９９．４
９９．６
９９．７
９９．７
９９．８
１００．１
１００．３

６７，０２１世帯６７，０２１世帯 ７１，０７４人７１，０７４人 ７０，９０３人７０，９０３人

３０年
令和　　元年
　 　２年

３年
４年
５年
６年
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（令和 2年 10 月 1日国勢調査）（令和 2年 10 月 1日国勢調査）

分　類　項　目分　類　項　目
茨城県茨城県 土浦市土浦市

H27.10.1H27.10.1
国勢調査国勢調査

総数(人)総数(人) 割合(％)割合(％) 総数(人)総数(人) 雇用者雇用者 割合(％)割合(％) 総数(人)総数(人) 割合(％)割合(％)

第
一
次
産
業

第
一
次
産
業

Ａ　農業Ａ　農業 67,12867,128 4.9 4.9 1,9191,919 491491 3.0 3.0 2,1852,185 3.2 3.2 

Ｂ　林業Ｂ　林業 689689 0.0 0.0 2 2 0.0 0.0 7 0.0 0.0 

Ｃ　漁業Ｃ　漁業 1,4641,464 0.1 0.1 1010 6 0.0 0.0 1111 0.0 0.0 

小　　計小　　計 69,28169,281 5.2 5.2 1,9311,931 499499 3.1 3.1 2,2032,203 3.2 3.2 

第
二
次
産
業

第
二
次
産
業

Ｄ　鉱業，採石業，砂利採取業Ｄ　鉱業，採石業，砂利採取業 476476 0.0 0.0 1010 1010 0.0 0.0 2020 0.0 0.0 

Ｅ　建設業Ｅ　建設業 102,612102,612 7.5 7.5 4,3254,325 3,4223,422 6.7 6.7 4,6944,694 6.96.9

Ｆ　製造業Ｆ　製造業 277,052277,052 20.3 20.3 11,02211,022 10,68610,686 17.1 17.1 11,72711,727 17.317.3

小　　計小　　計 380,140380,140 28.8 28.8 15,35715,357 14,11814,118 24.4 24.4 16,44116,441 24.224.2

第

三

次

産

業

第

三

次

産

業

Ｇ　電気・ガス・熱供給・水道業Ｇ　電気・ガス・熱供給・水道業 6,9636,963 0.5 0.5 348348 340340 0.5 0.5 355355 0.50.5

Ｈ　情報通信業Ｈ　情報通信業 26,00226,002 1.9 1.9 1,2801,280 1,1951,195 2.0 2.0 1,2541,254 1.81.8

Ｉ　運輸業，郵便業Ｉ　運輸業，郵便業 79,94579,945 5.9 5.9 4,1144,114 3,9863,986 6.4 6.4 3,9503,950 5.85.8

Ｊ　卸売業，小売業Ｊ　卸売業，小売業 193,540193,540 14.2 14.2 10,17610,176 9,3579,357 15.8 15.8 10,78610,786 15.915.9

Ｋ　金融業，保険業Ｋ　金融業，保険業 24,17424,174 1.8 1.8 1,3521,352 1,3081,308 2.1 2.1 1,5581,558 2.32.3

Ｌ　不動産業，物品賃貸業Ｌ　不動産業，物品賃貸業 18,89418,894 1.4 1.4 1,1971,197 983983 1.9 1.9 1,2541,254 1.81.8

Ｍ　学術研究，専門・技術サービス業Ｍ　学術研究，専門・技術サービス業 59,43259,432 4.4 4.4 2,9752,975 2,5192,519 4.6 4.6 2,9802,980 4.44.4

Ｎ　宿泊業，飲食サービス業Ｎ　宿泊業，飲食サービス業 60,30260,302 4.4 4.4 3,5073,507 2,9752,975 5.4 5.4 3,8773,877 5.75.7

Ｏ　生活関連サービス業，娯楽業Ｏ　生活関連サービス業，娯楽業 49,20449,204 3.6 3.6 2,4042,404 1,7501,750 3.7 3.7 2,6322,632 3.93.9

Ｐ　教育，学習支援業Ｐ　教育，学習支援業 64,21464,214 4.7 4.7 3,3163,316 3,0723,072 5.1 5.1 3,3563,356 4.94.9

Ｑ　医療，福祉Ｑ　医療，福祉 156,491156,491 11.5 11.5 7,9687,968 7,5997,599 12.4 12.4 7,1027,102 10.410.4

Ｒ　複合サービス事業Ｒ　複合サービス事業 10,45010,450 0.8 0.8 544544 539539 0.8 0.8 566566 0.80.8

Ｓ　Ｓ　サービス業（他に分類されないもの）サービス業（他に分類されないもの） 75,15775,157 5.5 5.5 3,7483,748 3,3363,336 5.8 5.8 3,8313,831 5.65.6

Ｔ　公務（他に分類されるものを除く）Ｔ　公務（他に分類されるものを除く） 47,31547,315 3.5 3.5 2,7792,779 2,7792,779 4.3 4.3 2,9022,902 4.34.3

小　　計小　　計 872,083872,083 66.0 66.0 45,70845,708 41,73841,738 72.6 72.6 46,40346,403 68.368.3

U　分類不能の産業U　分類不能の産業 41,44041,440 3.0 3.0 1,5221,522 723723 2.4 2.4 2,8922,892 4.3 4.3 

合　　　計合　　　計 1,362,9441,362,944 100.0 100.0 64,51864,518 57,07857,078 100.0 100.0 67,93967,939 100.0 100.0 

　（注）雇用者には役員を含まない。人員総数には「不詳」を含む。　（注）雇用者には役員を含まない。人員総数には「不詳」を含む。

（２）産業別１５歳以上就業者数（２）産業別１５歳以上就業者数

（単位：％）（単位：％）

第一次産業第一次産業 5.25.2 3.13.1 3.23.2

第二次産業第二次産業 28.828.8 24.424.4 24.224.2

第三次産業第三次産業 66.066.0 72.672.6 68.368.3
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（令和６年４月１日現在／議席番号順）（令和６年４月１日現在／議席番号順）

１  土浦市議会議員名簿１  土浦市議会議員名簿

議席議席 氏　　　名氏　　　名 住　　　　所住　　　　所 電 話 番 号電 話 番 号

１ 根　本　法　子根　本　法　子 中高津二丁目10－5 A-201中高津二丁目10－5 A-201 826-8395826-8395

２ 目　黒　英　一目　黒　英　一 北荒川沖町10北荒川沖町10－2121 842-2987842-2987

３ 平　石　勝　司平　石　勝　司 神立町672神立町672－3636 893-5633893-5633

４ 吉　田　千鶴子吉　田　千鶴子 中村南一丁目7中村南一丁目7－2 841-5286841-5286

５ 福　田　勝　夫福　田　勝　夫 神立東一丁目24神立東一丁目24－2－2 831-6288831-6288

６ 古　沢　喜　幸古　沢　喜　幸 中694中694－5－5 842-3510842-3510

７ 栁　澤　健　二栁　澤　健　二 小松一丁目401小松一丁目401－1－1 090-2932-6368090-2932-6368

８ 菅　井　歩　美菅　井　歩　美 右籾2340右籾2340－28－28 070-9109-1773070-9109-1773

９ 吉　田　直　起吉　田　直　起 常名309常名309－3－3 821-2568821-2568

1010 滝　田　賢　治滝　田　賢　治 沢辺1410沢辺1410－1－1 862-2216862-2216

1111 田　中　義　法田　中　義　法 永国156永国156 802-5531802-5531

1212 平　岡　房　子平　岡　房　子 菅谷町1140菅谷町1140－14－14 070-2013-5504070-2013-5504

1313 奥　谷　　　崇奥　谷　　　崇 右籾12右籾12－11－11 070-4340-8535070-4340-8535

1414 矢　口　勝　雄矢　口　勝　雄 下高津一丁目5下高津一丁目5－8－8 823-4725823-4725

1515 勝　田　達　也勝　田　達　也 神立町3623神立町3623 831-0525831-0525

1616 島　岡　宏　明島　岡　宏　明 右籾1882右籾1882 841-0296841-0296

1717 今　野　貴　子今　野　貴　子 小松一丁目1小松一丁目1－14－14 893-4820893-4820

1818 下　村　壽　郎下　村　壽　郎 乙戸1017乙戸1017 841-1176841-1176

1919 鈴　木　一　彦鈴　木　一　彦 藤沢3583藤沢3583 080-4201-7812080-4201-7812

2020 小　坂　　　博小　坂　　　博 桜町一丁目13桜町一丁目13－3－3 090-3149-2009090-3149-2009

2121 篠　塚　昌　毅篠　塚　昌　毅 荒川沖西二丁目20荒川沖西二丁目20－4－4 841-1170841-1170

2222 海老原　一　郎海老原　一　郎 真鍋三丁目13真鍋三丁目13－1－1 821-4350821-4350

2323 寺　内　　　充寺　内　　　充 中央二丁目9中央二丁目9－21－21 821-6757821-6757

2424 竹　内　　　裕竹　内　　　裕 下高津四丁目8下高津四丁目8－4－4 822-6998822-6998

－ 9 －

議
会



島 岡 宏 明

勝 田 達 也
塚 原 圭 二
鈴 木 一 彦

小　坂　　　博

島 岡 宏 明 令 ２． ６．１８令 ２． ６．１８

 ３． ６．１７ ３． ６．１７
 ４． ６．２４ ４． ６．２４

 ５． ４．３０ ５． ４．３０
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（定数　３０）（定数　３０）

（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）
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（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）

－ 12 －



（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３６）（定数　３６）

（定数　３２）（定数　３２）

（定数　３２）（定数　３２）

（定数　３２）（定数　３２）

（定数　３２）（定数　３２）

※川原場明朗　平成７．５．２９退職　※宮本次男　平成７．６．６繰上げ当選※川原場明朗　平成７．５．２９退職　※宮本次男　平成７．６．６繰上げ当選
※中田正剛　平成１０．７．１７退職※中田正剛　平成１０．７．１７退職
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（定数　３２）（定数　３２）

（定数　２８）（定数　２８）

（定数　２８）（定数　２８）

（定数　２８）（定数　２８）

（定数　２４）（定数　２４）

（定数　２４）（定数　２４）

※柴原伊一郎　令和４．５．３１死亡※柴原伊一郎　令和４．５．３１死亡

※宮﨑　正　平成１９．５．２４退職　※川原場明朗　平成１９．６．１繰上げ当選※宮﨑　正　平成１９．５．２４退職　※川原場明朗　平成１９．６．１繰上げ当選
※中田正広　平成１９．１１．６退職※中田正広　平成１９．１１．６退職

根本　法子根本　法子

古沢　喜幸古沢　喜幸

田中　義法田中　義法

島岡　宏明島岡　宏明

篠塚　昌毅篠塚　昌毅

目黒　英一目黒　英一

栁澤　健二栁澤　健二

平岡　房子平岡　房子

今野　貴子今野　貴子

海老原一郎海老原一郎

平石　勝司平石　勝司

菅井　歩美菅井　歩美

奥谷　　崇奥谷　　崇

下村　壽郎下村　壽郎

寺内　　充寺内　　充

吉田千鶴子吉田千鶴子

吉田　直起吉田　直起

矢口　勝雄矢口　勝雄

鈴木　一彦鈴木　一彦

竹内　　裕竹内　　裕

福田　勝夫福田　勝夫

滝田　賢治滝田　賢治

勝田　達也勝田　達也

小坂　　博小坂　　博

－ 14 －



（令和６年４月１日現在） （令和６年４月１日現在） 

（令和６年４月１日現在） （令和６年４月１日現在） 

総 務 市 民 委 員 会総 務 市 民 委 員 会

文 教 厚 生 委 員 会文 教 厚 生 委 員 会

産 業 建 設 委 員 会産 業 建 設 委 員 会

予 算 決 算 委 員 会予 算 決 算 委 員 会

議 会 運 営 委 員 会議 会 運 営 委 員 会

広 報 広 聴 委 員 会広 報 広 聴 委 員 会

総 務 係総 務 係

議 事 調 査 係議 事 調 査 係
議会事務局議会事務局

議会図書室議会図書室

党派党派
当選回数当選回数

公明党公明党 日本共産党日本共産党 社民党社民党 無所属無所属

1 1 1 1 5

2 1 2

3 4

4 1

5 3

6 1 1 1

7 1

8 1

9

1010

計 4 2 1 1717
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(令和６年４月１日現在) (令和６年４月１日現在) 

(令和６年４月１日現在) (令和６年４月１日現在) 

(令和６年６月２０日現在) (令和６年６月２０日現在) 

(令和６年６月２０日現在) (令和６年６月２０日現在) 

名　称名　称 正・副委員長正・副委員長 委　　　　　員委　　　　　員 所　管　事　項所　管　事　項

総務市民総務市民
（正）奥谷　　崇（正）奥谷　　崇

（副）滝田　賢治（副）滝田　賢治

栁澤　健二　　栁澤　健二　　菅井　歩美菅井　歩美

目黒　英一目黒　英一　　　　小坂　　博小坂　　博

篠塚　昌毅篠塚　昌毅　　古沢　喜幸　　古沢　喜幸

ア　市長公室の所管に関する事項ア　市長公室の所管に関する事項
イ　総務部の所管に関する事項イ　総務部の所管に関する事項
ウ　市民生活部の所管に関する事項ウ　市民生活部の所管に関する事項
エ　会計課の所管に関する事項エ　会計課の所管に関する事項
オ　消防本部の所管に関する事項オ　消防本部の所管に関する事項
カ　カ　選挙管理委員会の所管に属する事項選挙管理委員会の所管に属する事項
キ　公平委員会の所管に属する事項キ　公平委員会の所管に属する事項
ク　監査委員の所管に属する事項ク　監査委員の所管に属する事項
ケ　 固定資産評価審査委員会の所管にケ　 固定資産評価審査委員会の所管に
関する事項関する事項

コ　他の常任委員会に属しない事項コ　他の常任委員会に属しない事項

文教厚生文教厚生
（正）矢口　勝雄（正）矢口　勝雄

（副）田中　義法（副）田中　義法

根本　法子　　平岡　房子根本　法子　　平岡　房子
福田　勝夫　　勝田　達也福田　勝夫　　勝田　達也
鈴木　一彦　　吉田千鶴子鈴木　一彦　　吉田千鶴子

ア　保健福祉部の所管に関する事項ア　保健福祉部の所管に関する事項
イ　イ　こども未来部の所管に関する事項こども未来部の所管に関する事項
ウ　教育委員会の所管に属する事項ウ　教育委員会の所管に属する事項

産業建設産業建設
（正）平石　勝司（正）平石　勝司

（副）今野　貴子（副）今野　貴子

吉田　直起　　島岡　宏明吉田　直起　　島岡　宏明
下村　壽郎下村　壽郎　　　　海老原一郎海老原一郎
寺内　　充　　竹内　　裕寺内　　充　　竹内　　裕

ア　産業経済部の所管に属する事項ア　産業経済部の所管に属する事項
イ　都市政策部の所管に属する事項イ　都市政策部の所管に属する事項
ウ　建設部の所管に属する事項ウ　建設部の所管に属する事項
エ　農業委員会の所管に属する事項エ　農業委員会の所管に属する事項

予算決算予算決算

（正）平石　勝司（正）平石　勝司

（副）矢口　勝雄（副）矢口　勝雄

栁澤　健二　　菅井　歩美栁澤　健二　　菅井　歩美
吉田　直起　　滝田　賢治吉田　直起　　滝田　賢治
田中　義法　　根本　法子田中　義法　　根本　法子
平岡　房子　　福田　勝夫平岡　房子　　福田　勝夫
奥谷　　崇　　目黒　英一奥谷　　崇　　目黒　英一
勝田　達也　　島岡　宏明勝田　達也　　島岡　宏明
今野　貴子　　下村　壽郎今野　貴子　　下村　壽郎
鈴木　一彦　　小坂　　博鈴木　一彦　　小坂　　博
篠塚　昌毅　　海老原一郎篠塚　昌毅　　海老原一郎
吉田千鶴子　　古沢　喜幸吉田千鶴子　　古沢　喜幸
寺内　　充　　竹内　　裕寺内　　充　　竹内　　裕

一般会計の予算の議案並びに一般一般会計の予算の議案並びに一般
会計及び特別会計の決算の認定の会計及び特別会計の決算の認定の
議案に関する事項議案に関する事項

名　称名　称 正・副委員長正・副委員長 委　　　　　員委　　　　　員 所管事項所管事項 設置年月日設置年月日

議会運営議会運営
（正）吉田千鶴子（正）吉田千鶴子

（副）目黒　英一（副）目黒　英一

菅井　歩美菅井　歩美　　　　田中　義法田中　義法
矢口　勝雄矢口　勝雄　　　　勝田　達也勝田　達也
小坂　　博小坂　　博　　　　　　　　　　　　　　

議会運営に議会運営に
関する事項関する事項

平成３年６月２５日平成３年６月２５日

名　称名　称 正・副委員長正・副委員長 委　　　　　員委　　　　　員 所管事項所管事項 設置年月日設置年月日

広報広聴広報広聴
（正）（正）鈴木　一彦鈴木　一彦

（副）（副）奥谷　　崇奥谷　　崇

滝田　賢治　　滝田　賢治　　田中　義法田中　義法
目黒　英一　　矢口　勝雄目黒　英一　　矢口　勝雄
今野　貴子　　平石　勝司今野　貴子　　平石　勝司
吉田千鶴子　　　　　　　吉田千鶴子　　　　　　　

議会報告会に関す議会報告会に関す
ることること
議会報の編集議会報の編集
議会ホームページ議会ホームページ
放映に関すること放映に関すること

平成２７年５月１９日平成２７年５月１９日

５  常任委員会５  常任委員会

６  議会運営委員会６  議会運営委員会

７  広報広聴委員会７  広報広聴委員会

(4)  党派別・年齢別(4)  党派別・年齢別

党派党派

当選回数当選回数
公明党公明党 日本共産党日本共産党 社民党社民党 無所属無所属

25歳～29歳25歳～29歳

30歳～39歳30歳～39歳 2

40歳～49歳40歳～49歳 2

50歳～59歳50歳～59歳 3 5

60歳～69歳60歳～69歳 6

70歳～79歳70歳～79歳 1 2 1 2

80歳～89歳80歳～89歳

計 4 2 1 1717

－ 16 －



（令和６年４月１日現在：所属人数及び届出順）（令和６年４月１日現在：所属人数及び届出順）

会　派　名会　派　名 代 表 者代 表 者 経理責任者経理責任者 人数人数 氏　　　名氏　　　名

１ 郁　政　会郁　政　会 海老原一郎海老原一郎 奥谷　　崇奥谷　　崇 ９

海老原一郎　　篠塚　昌毅海老原一郎　　篠塚　昌毅
小坂　　博　　今野　貴子小坂　　博　　今野　貴子
勝田　達也　　矢口　勝雄勝田　達也　　矢口　勝雄
奥谷　　崇　　滝田　賢治奥谷　　崇　　滝田　賢治
栁澤　健二　　　　　　　栁澤　健二　　　　　　　

４ 新　勇　会新　勇　会 島岡　宏明島岡　宏明 菅井　歩美菅井　歩美 ４
鈴木　一彦鈴木　一彦　　　　島岡　宏明島岡　宏明

田中　義法田中　義法　　　　菅井　歩美菅井　歩美

２
公　明　党公　明　党

土浦市議団土浦市議団
平石　勝司平石　勝司 目黒　英一目黒　英一 ４

吉田千鶴子吉田千鶴子　　　　平石　勝司平石　勝司

目黒　英一目黒　英一　　　　根本　法子根本　法子

５
日本共産党日本共産党

土浦市議団土浦市議団
古沢　喜幸古沢　喜幸 福田　勝夫福田　勝夫 ２ 古沢　喜幸古沢　喜幸　　　　福田　勝夫福田　勝夫

３ 政　新　会政　新　会 寺内　　充寺内　　充 竹内　　裕竹内　　裕 ２ 竹内　　裕竹内　　裕　　　　寺内　　充寺内　　充

６ 社民党土浦社民党土浦 平岡　房子平岡　房子 平岡　房子平岡　房子 １ 平岡　房子平岡　房子　　　　　　　　　　　　　　

(令和６年４月１日現在) (令和６年４月１日現在) 

平成８年４月１日平成８年４月１日 令和６年４月１日令和６年４月１日

(令和６年４月１日現在) (令和６年４月１日現在) 

平成１３年４月１日平成１３年４月１日

６月 １．６７５／１００６月 １．６７５／１００

１２月 １．６７５／１００１２月 １．６７５／１００

議員報酬・期末手当議員報酬・期末手当

会　　　　議　　　　名会　　　　議　　　　名 回数（延べ）回数（延べ） 会期日数会期日数

定　　　　　　例　　　　　　会定　　　　　　例　　　　　　会 4 7979

臨　　　　　　時　　　　　　会臨　　　　　　時　　　　　　会 1 1

全　 　員 　　協　　 議　　 会全　 　員 　　協　　 議　　 会 1616 1515

常　任　委　員　会常　任　委　員　会

総 務 市 民 委 員 会総 務 市 民 委 員 会 1313 1313

文 教 厚 生 委 員 会文 教 厚 生 委 員 会 1313 1313

産 業 建 設 委 員 会産 業 建 設 委 員 会 1010 1010

予 算 決 算 委 員 会予 算 決 算 委 員 会 1212 1212

議 会 運 営 委 員 会議 会 運 営 委 員 会 1717 1717

合 計合 計 8686 160160

１１  議会活動状況（令和５年）１１  議会活動状況（令和５年）

   （１）定例会等開催状況   （１）定例会等開催状況
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（令和 5年）（令和 5年）

主事　１人　　会計年度任用職員　１人主事　１人　　会計年度任用職員　１人

次長補佐　１人　　主査　１人次長補佐　１人　　主査　１人

機　　構機　　構（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

４

１

区　分区　分 会　　期会　　期

本

会

議

日

数

本

会

議

日

数

条

例

条

例

予

算

予

算

決

算

決

算

契

約

契

約

財
産
の
取
得
処
分

財
産
の
取
得
処
分

専

決

処

分

等

専

決

処

分

等

選

任

・

任

命

選

任

・

任

命

諮

問

諮

問

そ

の

他

そ

の

他

意

見

書

意

見

書

決

議

決

議

請

願

・

陳

情

請

願

・

陳

情

選

挙

選

挙

調

査

調

査

傍

聴

者

数

傍

聴

者

数

第１回第１回

定例会定例会

（2/28～3/22）（2/28～3/22）

2222
5 2626 1515 2 3 4 6363

第１回第１回

臨時会臨時会

（5/19）（5/19）

1
1 2 4 3 5

第２回第２回

定例会定例会

（6/6～6/22）（6/6～6/22）

1717
5 7 3 2 3 2 1 1 7070

第３回第３回

定例会定例会

（9/5～9/26）（9/5～9/26）

2222
5 7 6 3 3 2 1 3 1 3 5858

第４回第４回

定例会定例会

（12/5～12/21）（12/5～12/21）

1717
5 1010 7 2 2 1212 1 3838

計 7979 2121 5050 3333 3 5 4 4 7 1 2020 1 9 4 234234

審　
　
　

議　
　
　

結　
　
　

果

審　
　
　

議　
　
　

結　
　
　

果

可　　　決可　　　決 5050 3333 5 4 2020 1

否　　　決否　　　決

承　　　認承　　　認 4

同　　　意同　　　意 7 1

選　　　任選　　　任

認　　　定認　　　定 3

報　　　告報　　　告

採　　　択採　　　択 3

不　採　択不　採　択

継 続 審 査継 続 審 査 6

取　下　げ取　下　げ

選　　　挙選　　　挙 4

許　　　可許　　　可

推　　　薦推　　　薦

却　　　下却　　　下

撤　　　回撤　　　回
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(令和５年度) (令和５年度) 

１,６１８冊（令和６年４月１日現在）

308 118 5 251,121

60

30

58,600

委員会名委員会名 期　日期　日 視察地視察地 調査事項調査事項

総務市民委員会総務市民委員会

７月２５日～２７日７月２５日～２７日

広島県　三原市広島県　三原市 デジタル化の推進についてデジタル化の推進について

広島県　尾道市広島県　尾道市 シティプロモーション事業についてシティプロモーション事業について

岡山県　岡山市岡山県　岡山市 災害に強いまちづくりについて災害に強いまちづくりについて

１月２５日～２６日１月２５日～２６日
静岡県　浜松市静岡県　浜松市

消防局による SNS を活用した消防広報活動の消防局による SNS を活用した消防広報活動の

取組について取組について

静岡県　島田市静岡県　島田市 湯日小学校跡地利活用事業について湯日小学校跡地利活用事業について

文教厚生委員会文教厚生委員会

７月１２日～１４日７月１２日～１４日

岡山県　岡山市岡山県　岡山市 在宅介護総合特区について在宅介護総合特区について

香川県　小豆島町香川県　小豆島町
小豆島町すくすく子育ち応援アクションプラ小豆島町すくすく子育ち応援アクションプラ

ンについてンについて

香川県　高松市香川県　高松市 屋島山上交流拠点施設「やしまーる」について屋島山上交流拠点施設「やしまーる」について

１月２９日～３０日１月２９日～３０日

静岡県　沼津市静岡県　沼津市 子育て支援策について子育て支援策について

静岡県　伊東市静岡県　伊東市
医療・福祉人材確保のための新生活応援事業に医療・福祉人材確保のための新生活応援事業に

ついてついて

産業建設委員会産業建設委員会

７月２５日～２７日７月２５日～２７日

北海道　釧路市北海道　釧路市
釧路川リバーサイド緑地における「ふるさと釧路川リバーサイド緑地における「ふるさと

の川整備事業」についての川整備事業」について

北海道　帯広市北海道　帯広市
スノーピーク十勝ポロシリキャンプフィールスノーピーク十勝ポロシリキャンプフィール

ドの経緯・運営についてドの経緯・運営について

北海道　　　　北海道　　　　

　中川郡池田町　中川郡池田町

池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の経緯・運営に池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の経緯・運営に

ついてついて

１月１５日～１６日１月１５日～１６日

群馬県　前橋市群馬県　前橋市
前橋市アーバンデザイン及び中心市街地の活性前橋市アーバンデザイン及び中心市街地の活性

化について化について

栃木県　宇都宮市栃木県　宇都宮市
宇都宮LRTを活用した公共交通ネットワーク宇都宮LRTを活用した公共交通ネットワーク

についてについて

議会運営委員会議会運営委員会 １１月８日～９日１１月８日～９日

愛知県　刈谷市愛知県　刈谷市
議場内ディスプレイの設置及び活用方法につい議場内ディスプレイの設置及び活用方法につい

て

愛知県　半田市愛知県　半田市
議会改革の取組について、ＩＣＴの活用につ議会改革の取組について、ＩＣＴの活用につ

いていて

広報広聴委員会広報広聴委員会 ８月２１日～２２日８月２１日～２２日
長野県　飯綱町長野県　飯綱町

議会だよりモニター制度、議会政策サポート議会だよりモニター制度、議会政策サポート

についてについて

新潟市　上越市新潟市　上越市 議会報告会、意見交換会について議会報告会、意見交換会について

（令和５年度）（令和５年度）
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（５）他都市議会行政視察（来浦分）（５）他都市議会行政視察（来浦分）

 視察日視察日 議会名議会名 人数人数 視察項目視察項目 担当課担当課

１ ８月２３日８月２３日
茨城県鹿嶋市議会茨城県鹿嶋市議会

広報広聴委員会広報広聴委員会
２

学生議会について学生議会について

（こども模擬議会）（こども模擬議会）
広報広聴課広報広聴課

２ １０月４日１０月４日
埼玉県蓮田市議会埼玉県蓮田市議会

総務委員会総務委員会
８ ＤＸ推進についてＤＸ推進について

行革デジタル行革デジタル

推進課推進課

３ １０月１８日１０月１８日
北海道芦別市議会北海道芦別市議会

総務常任委員会総務常任委員会
８

新治学園義務教育学校につい新治学園義務教育学校につい

て
指導課指導課

４ １０月３０日１０月３０日
岐阜県羽鳥市議会岐阜県羽鳥市議会

産業建設委員会産業建設委員会
７

レンコン生産日本一と消費量レンコン生産日本一と消費量

日本一を目指す取組について日本一を目指す取組について
農林水産課農林水産課

５ １０月３１日１０月３１日
愛知県知多郡東浦町議会愛知県知多郡東浦町議会

経済建設委員会経済建設委員会
７

地域のニーズに対応したコ地域のニーズに対応したコ

ミュニティ交通の運行についミュニティ交通の運行につい

て

都市計画課都市計画課

６ １１月８日１１月８日
茨城県行方市議会茨城県行方市議会

教育厚生委員会教育厚生委員会
１１１１

部活動地域移行の取組につい部活動地域移行の取組につい

て
指導課指導課

７ １１月８日１１月８日
石川県七尾市議会石川県七尾市議会

新政会新政会
３

水郷筑波サイクリング環境整水郷筑波サイクリング環境整

備事業について備事業について

サイクルシサイクルシ

ティ推進室ティ推進室

８ １月１５日１月１５日
長崎県佐世保市議会長崎県佐世保市議会

市民クラブ市民クラブ
７

会員制乗り合いタクシーにつ会員制乗り合いタクシーにつ

いていて
高齢福祉課高齢福祉課

９ １月２２日１月２２日

千葉県富里市議会千葉県富里市議会

とみさと議会報編集特とみさと議会報編集特

別委員会別委員会

９ 議会広報について議会広報について 議会事務局議会事務局

１０１０ １月２３日１月２３日
静岡県浜松市議会静岡県浜松市議会

環境経済委員会環境経済委員会
１０１０ ごみの有料化についてごみの有料化について 環境衛生課環境衛生課

１１１１ １月２４日１月２４日
山形県天童市議会山形県天童市議会

議員有志議員有志
９

予算・決算の分科会方式によ予算・決算の分科会方式によ

る審議る審議
議会事務局議会事務局

１２１２ １月３０日１月３０日
三重県いなべ市議会三重県いなべ市議会

いなべ未来いなべ未来
４

まちづくり活性化バス「キラまちづくり活性化バス「キラ

ラちゃん」についてラちゃん」について
都市整備課都市整備課

１３１３ ２月１４日２月１４日
大阪府泉南郡岬町議会大阪府泉南郡岬町議会

議員有志議員有志
４

水郷筑波サイクリング環境整水郷筑波サイクリング環境整

備事業について備事業について
政策企画課政策企画課

計 ８９８９

（令和５年度）（令和５年度）
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令元令元.12.25～ 12.25～ 令 5.12.2412.2424

25

26

27

東 郷 和 男東 郷 和 男

栗 原 正 夫栗 原 正 夫

片 山 壮 二片 山 壮 二

小 林　　　 勉小 林　　　 勉

 〃   2 . 4. 1～   4. 1～  〃  4. 3.31 3.31

 〃   4 . 4. 1～   4. 1～  〃  6. 6.30 6.30

 〃   6 . 4. 1～  4. 1～ 在　任　中在　任　中

〃20. 7. 1～ 〃24. 6.30
〃24. 7. 1～ 〃28. 6.30
〃28. 7. 1～ 令元令元.11.21

〃25. 4.26～平29. 4.25

昭
〃
〃
〃

昭
〃
〃
平

2424
・
2525

1616
・
1717
・
1818
・
1919
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(令和６年４月１日現在) (令和６年４月１日現在) 

令和３年４月１日令和３年４月１日令和２年４月１日令和２年４月１日

662

8

2

4

6

89

185

20

976

14

680

8

2

4

7

77

184

20

982

16

684

8

2

4

6

78

190

20

992

17

700

8

2

4

7

83

194

21

1,019

21

644

8

2

4

6

95

177

20

956

14

770

9

3

4

6

187

185

27

1,191

770

9

3

4

6

187

216

27

1,222

770

9

3

4

6

187

216

27

1,222

770

9

3

4

6

187

216

27

1,222

770

9

3

4

6

187

185

27

1,191

令和４年４月１日令和４年４月１日 令和５年４月１日令和５年４月１日令和６年４月１日令和６年４月１日

議 会 事 務 局議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

監 査 委 員 事 務 局監 査 委 員 事 務 局

農 業 委 員 会 事 務 局農 業 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局及び教育委員教育委員会事務局及び教育委員

会の所管に属する教育機関の職員会の所管に属する教育機関の職員

－ 24 －



(令和６年４月１日現在) (令和６年４月１日現在) 

区　分区　分

所　属所　属
職員数職員数

左 の 内 訳左 の 内 訳

男 女

市長公室市長公室 1 1

秘 書 課秘 書 課 6 3 3

政 策 企 画 課政 策 企 画 課 1010 8 2

行 政 経 営 課行 政 経 営 課 7 7

Ｄ Ｘ 推 進 課Ｄ Ｘ 推 進 課 8 7 1

財 政 課財 政 課 8 6 2

広 報 広 聴 課広 報 広 聴 課 1313 7 6

総務部 総務部 1 1

総 務 課総 務 課 1212 9 3

防 災 危 機 管 理 課防 災 危 機 管 理 課 7 5 2

人 事 課人 事 課 1212 9 3

管 財 課管 財 課 1515 1212 3

課 税 課課 税 課 2929 1414 1515

納 税 課納 税 課 2525 1717 8

市民生活部市民生活部 1 1

市 民 活 動 課市 民 活 動 課 1010 7 3

地区コミュニティセンター地区コミュニティセンター 1717 1111 6

人 権 推 進 課人 権 推 進 課 7 5 2

生 活 安 全 課生 活 安 全 課 9 7 2

消 費 生 活 セ ン タ ー消 費 生 活 セ ン タ ー 2 2

市 民 課市 民 課 2424 1111 1313

支 所 等支 所 等 1212 7 5

環 境 保 全 課環 境 保 全 課 1111 1111

環 境 衛 生 課 環 境 衛 生 課 1818 1414 4

清 掃 セ ン タ ー清 掃 セ ン タ ー 1212 1212

保健福祉部 保健福祉部 1 1

社 会 福 祉 課社 会 福 祉 課 2424 2020 4

障 害 福 祉 課障 害 福 祉 課 1818 7 1111

つ く し の 家つ く し の 家 9 6 3

高 齢 福 祉 課高 齢 福 祉 課 2929 1212 1717

国 保 年 金 課 国 保 年 金 課 2626 1414 1212

健 康 増 進 課健 康 増 進 課 2222 5 1717

こども未来部こども未来部 1 1

こ ど も 政 策 課こ ど も 政 策 課 9 4 5

こ ど も 包 括 支 援 課こ ど も 包 括 支 援 課 1616 4 1212

療 育 支 援 セ ン タ ー療 育 支 援 セ ン タ ー 1111 5 6

保 育 課保 育 課 1717 8 9

保育所・認定こども園等保育所・認定こども園等 7979 7979

産業経済部産業経済部 1 1

商 工 観 光 課商 工 観 光 課 1313 1212 1

勤 労 青 少 年 ホ ー ム勤 労 青 少 年 ホ ー ム 3 2 1

農 林 水 産 課農 林 水 産 課 1313 1111 2

都市政策部都市政策部 1 1

都 市 計 画 課都 市 計 画 課 1212 1111 1

都 市 整 備 課都 市 整 備 課 9 9

公 園 ・ 施 設 管 理 課公 園 ・ 施 設 管 理 課 9 8 1

建 築 指 導 課建 築 指 導 課 1111 9 2

建設部建設部 1 1

道 路 管 理 課道 路 管 理 課 1717 1414 3

道 路 補 修 事 務 所道 路 補 修 事 務 所 6 5 1

道 路 建 設 課道 路 建 設 課 2222 2020 2

住 宅 営 繕 課住 宅 営 繕 課 1313 1111 2

下 水 道 課下 水 道 課 2424 2121 3

会計課会計課 6 1 5

市 長 事 務 部 局 計市 長 事 務 部 局 計 700700 418418 282282

水 道 課水 道 課 2121 1919 2

水道企業職員計水道企業職員計 2121 1919 2

議会事務局議会事務局 8 5 3

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局 2 2

監査委員事務局監査委員事務局 4 3 1

農業委員会事務局農業委員会事務局 7 5 2

教育委員会教育委員会

事 務 局事 務 局 5050 3333 1717

教 育 施 設教 育 施 設 3333 1919 1414

教 育 委 員 会 職 員 計教 育 委 員 会 職 員 計 8383 5252 3131

消防消防

消防本部消防本部 2525 2424 1

土 浦 消 防 署土 浦 消 防 署 8585 8282 3

南 分 署南 分 署 1515 1515

荒 川 沖 消 防 署荒 川 沖 消 防 署 2323 2323

神 立 消 防 署神 立 消 防 署 2323 2323

新 治 消 防 署新 治 消 防 署 2323 2323

消防職員計消防職員計 194194 190190 4

合計合計 1,0191,019 694694 325325

他の地方公共団体等への派遣職員他の地方公共団体等への派遣職員 2121 1818 3

国 土 交 通 省国 土 交 通 省 1 1

茨 城 県茨 城 県 2 2

茨城租税債権管理機構茨城租税債権管理機構 1 1

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療広域連合 1 1

社 会 福 祉 協 議 会社 会 福 祉 協 議 会 4 3 1

産 業 文 化 事 業 団産 業 文 化 事 業 団 2 2

観 光 協 会観 光 協 会 2 1 1

農 業 公 社農 業 公 社 2 2

いばらき消防指令センターいばらき消防指令センター 4 4

か す み が う ら 市か す み が う ら 市 1 1

日 本 消 防 協 会日 本 消 防 協 会 1 1

区　分区　分

所　属所　属
職員数職員数

左 の 内 訳左 の 内 訳

男 女

内訳内訳

（２）所属別職員数（２）所属別職員数
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（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

※フルタイム再任用職員を含み、特定任期付職員を含みません。※フルタイム再任用職員を含み、特定任期付職員を含みません。

区　分区　分 現　行　給　料　月　額現　行　給　料　月　額 期　　末　　手　　当期　　末　　手　　当

市　　　　長市　　　　長 ９６８，０００円９６８，０００円 ６月　１６７．５/１００６月　１６７．５/１００

副　市　長副　市　長 ７９０，０００円７９０，０００円 １２月　１６７．５/１００１２月　１６７．５/１００

区　　　　　分区　　　　　分 職 員 数（人）職 員 数（人） 平均給料（円）平均給料（円） 平均年令（才）平均年令（才）

行 政 職 給 料 表行 政 職 給 料 表 ７９６　７９６　 302,728　302,728　 40.7　40.7　

消 防 職 給 料 表消 防 職 給 料 表 ２０１　２０１　 305,790　305,790　 37.2　37.2　

企 業 職 給 料 表企 業 職 給 料 表 ２０　２０　 318,820　318,820　 44.6　44.6　

技 能 労 務 職 給 料 表技 能 労 務 職 給 料 表 ２２　２２　 284,227　284,227　 53.8　53.8　

合 計合 計 １，０３９　１，０３９　 303,239　303,239　 40.3　40.3　

級　別級　別 職員数（人）職員数（人） 平均給料（円）平均給料（円） 最高給料（円）最高給料（円） 最低給料（円）最低給料（円） 平均年齢（才）平均年齢（才）

８　級８　級 １１１１ 463,972463,972 470,000470,000 458,500458,500 57.257.2

７　級７　級 １４１４ 433,007433,007 446,200446,200 428,600428,600 56.056.0

６　級６　級 ３８３８ 405,786405,786 411,300411,300 402,600402,600 55.655.6

５　級５　級 ６５６５ 389,696389,696 394,000394,000 379,800379,800 51.551.5

４　級４　級 １２３１２３ 367,663367,663 382,000382,000 348,400348,400 48.548.5

３　級３　級 １４６１４６ 321,059321,059 351,000351,000 256,200256,200 47.047.0

２　級２　級 ２４３２４３ 258,951258,951 295,700295,700 216,200216,200 34.934.9

１　級１　級 １５６１５６ 218,164218,164 249,400249,400 166,600166,600 26.926.9

合　計合　計 ７９６７９６ 302,728302,728 470,000470,000 166,600166,600 40.740.7

－ 26 －



（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

２

３

４

５

８１８１

８２８２

６７６７

６８６８

２

２

０

０

３

３

１８９１８９

１９１１９１

令和元令和元

令和５年１０月令和５年１０月
令和５年１０月～令和６年２月令和５年１０月～令和６年２月

令和５年７月実施令和５年７月実施

実施せず実施せず

令和５年７月令和５年７月
令和５年７月令和５年７月

土浦地区交通安全協会……………令和５年５月土浦地区交通安全協会……………令和５年５月

土浦市スポーツ協会………………令和５年５月土浦市スポーツ協会………………令和５年５月

現金出納検査
例月現金出納検査………毎月２５日例月現金出納検査………毎月２５日

土浦市地区長連合会補助金の返還を求める住民監査請求………………１件土浦市地区長連合会補助金の返還を求める住民監査請求………………１件

老人福祉センター「うらら」エアコン更新工事費用の返還を求める住民監査請求………１件老人福祉センター「うらら」エアコン更新工事費用の返還を求める住民監査請求………１件

土浦市女性団体連絡協議会補助金の返還を求める住民監査請求………１件土浦市女性団体連絡協議会補助金の返還を求める住民監査請求………１件
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（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

令和　２年　４月　１日令和　２年　４月　１日
令和　６年　４月　１日令和　６年　４月　１日

令和　２年　３月３１日令和　２年　３月３１日
令和　６年　３月３１日令和　６年　３月３１日

令和 元 年　６月　４日令和 元 年　６月　４日
令和　３年　４月　１日令和　３年　４月　１日
令和　５年　６月２３日令和　５年　６月２３日

下　村　壽　郎下　村　壽　郎
内　田　卓　男内　田　卓　男
寺　内　　　充寺　内　　　充

藤　田　雪　絵藤　田　雪　絵
市　原　和　弘市　原　和　弘

平成３１年　４月３０日平成３１年　４月３０日
令和　３年　３月３１日令和　３年　３月３１日
令和　５年　４月３０日令和　５年　４月３０日
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　　 （オ） 審査請求又は処分の取消しの訴え　　 （オ） 審査請求又は処分の取消しの訴え
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令和２年度令和２年度

令和３年度令和３年度

令和４年度令和４年度

令和５年度令和５年度

5151 5555 188188 295295  99 99％ 1 1
 5 5 2121   26 26 100100％ 

 1 15656 7676 188188 321321  99 99％

令和元年度令和元年度

2121 2020 7979 120120 100100％

 9 9  8 8   19 19  89 89％ 2 2
 2 23030 2828 7979 139139  97 97％

令和元年度から令和５年度までの情報開示の請求等の状況は、次のとおりである。令和元年度から令和５年度までの情報開示の請求等の状況は、次のとおりである。

こども未来部※１こども未来部※１

都市産業部都市産業部

※１　令和３年度に子ども・子育てに関する部署が再編され、こども未来部が新設された。※１　令和３年度に子ども・子育てに関する部署が再編され、こども未来部が新設された。
※２　令和３年度に都市産業部が分割再編され、産業経済部及び都市政策部となった。　※２　令和３年度に都市産業部が分割再編され、産業経済部及び都市政策部となった。　

都市政策部※２都市政策部※２

産業経済部※２産業経済部※２

令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

4343
2121
186186
1414

6
6

276276
5

7
1414

302302

2424
3636
183183
9

1
3
9

265265
1111

5
1313

294294

2929
5454
175175
1010
1

9
5

283283

1
1
2
5

292292

6
2
1

1
1313
9
3232
3
1
2

3838

1515
3

6
1414
3838
2

2
1

4343

1
1414
4
1
3

1111
1212

1

4

5151

令和２年度令和２年度

229229
1414
7
4

1

4
259259
2

8
2626

295295

8
2

8

6
2424

2

2626

令和元年度令和元年度

7979
1414
1010
3

1
107107

1
1212

120120

5
2

6
1313
5

1

1919
340340 337337 343343321321139139

6969

101 101 

 62 62

9393

6565

6262

138138

128128

168168

302302

294294

292292

 99 99％

100100％

100100％

 2 2

 

 

1212

1616

2222

2020

2121

2525

 2 2

 

 

 38 38

 43 43

 51 51

 89 89％

 86 86％

 92 92％

 4 4

 6 6

 4 4

 6 6

 6 6

 4 4

8181

117117

 84 84

113113

8686

8787

140140

128128

168168

340340

337337

343343

 97 97％

 97 97％

 97 97％
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６　個人情報保護制度

（１）個人情報保護制度の概要（１）個人情報保護制度の概要

　　ア　用語の意義　　ア　用語の意義
　　 （ア）個人情報　　 （ア）個人情報

　　　　　生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。　　　　　生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

　　 （イ）実施機関　　 （イ）実施機関

　　　　　個人情報の保護の責務を有し、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるものとされる市　　　　　個人情報の保護の責務を有し、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるものとされる市

の機関は、次のとおりである。の機関は、次のとおりである。

　　　　　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価　　　　　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価

審査委員会、消防長及び議会審査委員会、消防長及び議会

　　イ　市の保有する個人情報の取扱い　　イ　市の保有する個人情報の取扱い
　　　　個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守してい　　　　個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守してい

る。る。

　　 （ア）個人情報の保有の制限　　 （ア）個人情報の保有の制限

　　　　　個人情報の保有は、法令の定める所掌事務等を遂行するために必要な場合に限っている。　　　　　個人情報の保有は、法令の定める所掌事務等を遂行するために必要な場合に限っている。

　　 （イ）利用目的の明示　　 （イ）利用目的の明示

　　　　　本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に利用目的　　　　　本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に利用目的

を明示しなければならない。を明示しなければならない。

　　 （ウ）不適正な利用の禁止・適正な取得　　 （ウ）不適正な利用の禁止・適正な取得

　　　　　違法又は不当な方法により個人情報を利用したり、不正の手段により個人情報を取得して　　　　　違法又は不当な方法により個人情報を利用したり、不正の手段により個人情報を取得して

はならない。はならない。

　　 （エ）正確性の確保　　 （エ）正確性の確保

　　　　　利用目的の範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならな　　　　　利用目的の範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならな

い。い。

　　 （オ）安全管理措置　　 （オ）安全管理措置

　　　　　個人情報の漏えい等の防止その他の安全管理措置を講じなければならない。　　　　　個人情報の漏えい等の防止その他の安全管理措置を講じなければならない。

　　 （カ）従事者の責務　　 （カ）従事者の責務

　　　　　個人情報の取扱いに従事する職員は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他　　　　　個人情報の取扱いに従事する職員は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせたり、不当な目的に利用してはならない。人に知らせたり、不当な目的に利用してはならない。

　　 （キ）利用及び提供の制限　　 （キ）利用及び提供の制限

　　　　　法令に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用したり、提供し　　　　　法令に基づく場合等を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用したり、提供し

てはならない。てはならない。

　　ウ　自分の個人情報を管理するための開示請求等を保護　　ウ　自分の個人情報を管理するための開示請求等を保護
　　　　市が保有する個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の制度を設け、誰もが自分の　　　　市が保有する個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の制度を設け、誰もが自分の

個人情報を主体的に管理できる仕組みとした。個人情報を主体的に管理できる仕組みとした。

　　　　なお、開示等の請求を行うことができる者は、プライバシーを保護する観点から、個人情報　　　　なお、開示等の請求を行うことができる者は、プライバシーを保護する観点から、個人情報

の本人のほか、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人に限の本人のほか、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人に限

定している。定している。

　　　　開示等の請求を行う者は、請求の内容に応じて、所定の請求書を実施機関に提出しなければ　　　　開示等の請求を行う者は、請求の内容に応じて、所定の請求書を実施機関に提出しなければ

ならない。その際、本人又はその法定代理人若しくは本人から委任された代理人であることのならない。その際、本人又はその法定代理人若しくは本人から委任された代理人であることの

確認をするため、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書、委任状等の提示又は提出確認をするため、運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書、委任状等の提示又は提出

をしなければならない。をしなければならない。

　　 （ア）開示請求　　 （ア）開示請求

　　　　　誰でも、市が保有する自分の個人情報の開示を請求することができる。　　　　　誰でも、市が保有する自分の個人情報の開示を請求することができる。

　　　　　実施機関は、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかについ　　　　　実施機関は、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかについ

て決定しなければならない。また、14日以内に開示するかどうかを決定できない場合は、決て決定しなければならない。また、14日以内に開示するかどうかを決定できない場合は、決

定期間を30日を限度として延長することができる。定期間を30日を限度として延長することができる。
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実　施　期　間実　施　期　間 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

市　

長　

部　

局

市　

長　

部　

局

市 長 公 室市 長 公 室 1 2

総 務 部総 務 部 8 1 3 2

市 民 生 活 部市 民 生 活 部 1 6 9 7 6

保 健 福 祉 部保 健 福 祉 部 1919 1111 1212 1616 5

こども未来部※１こども未来部※１

都 市 産 業 部都 市 産 業 部 1

産 業 経 済 部 ※２産 業 経 済 部 ※２

都 市 政 策 部 ※２都 市 政 策 部 ※２ 1 1

建 設 部建 設 部 2

会 計 課会 計 課 1 1

市 長 部 局 計市 長 部 局 計 2020 2828 2626 2626 1616

教 育 委 員 会教 育 委 員 会 2 1

農 業 委 員 会農 業 委 員 会 1 3 4

消 防 長消 防 長 1 9 1 1

総 計総 計 2020 2929 3838 3131 2121

※１　令和３年度に子ども・子育てに関する部署が再編され、こども未来部が新設された。※１　令和３年度に子ども・子育てに関する部署が再編され、こども未来部が新設された。

※２　令和３年度に都市産業部が分割再編され、産業経済部及び都市政策部となった。　※２　令和３年度に都市産業部が分割再編され、産業経済部及び都市政策部となった。　

　　 （イ）訂正請求　　 （イ）訂正請求

　　　　　市が保有する自分の個人情報の内容が事実でないと思料するときは、誰でも、その訂正を　　　　　市が保有する自分の個人情報の内容が事実でないと思料するときは、誰でも、その訂正を

請求することができる。なお、訂正の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にし請求することができる。なお、訂正の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にし

なければならない。なければならない。

　　　　　実施機関は、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に訂正するかどうかについ　　　　　実施機関は、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に訂正するかどうかについ

て決定しなければならない。また、30日以内に訂正するかどうかを決定できない場合は、決て決定しなければならない。また、30日以内に訂正するかどうかを決定できない場合は、決

定期間を60日を限度として延長することができる。定期間を60日を限度として延長することができる。

　　 （ウ）利用停止請求　　 （ウ）利用停止請求

　　　　　市が保有する自分の個人情報について利用目的の範囲を超えて保有されている、違法又は　　　　　市が保有する自分の個人情報について利用目的の範囲を超えて保有されている、違法又は

不当な方法により利用されている、不正な手段により取得されている、利用目的以外の目的不当な方法により利用されている、不正な手段により取得されている、利用目的以外の目的

のために利用され、又は提供されていると認めるときは、誰でも、その利用停止を請求するのために利用され、又は提供されていると認めるときは、誰でも、その利用停止を請求する

ことができる。なお、利用停止の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなけことができる。なお、利用停止の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなけ

ればならない。ればならない。

　　　　　実施機関は、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に利用停止するかどうかに　　　　　実施機関は、請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に利用停止するかどうかに

ついて決定しなければならない。また、30日以内に利用停止するかどうかを決定できない場ついて決定しなければならない。また、30日以内に利用停止するかどうかを決定できない場

合は、決定期間を60日を限度として延長することができる。合は、決定期間を60日を限度として延長することができる。

　　 （エ）審査請求又は処分の取消しの訴え　　 （エ）審査請求又は処分の取消しの訴え

　　　　　開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する処分に不服があるときは、行政不服審査法　　　　　開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する処分に不服があるときは、行政不服審査法

により審査請求ができる。また、水戸地方裁判所に処分の取消しの訴えをすることができる。により審査請求ができる。また、水戸地方裁判所に処分の取消しの訴えをすることができる。

（２）個人情報保護制度の運用状況（２）個人情報保護制度の運用状況
　　　　令和元年度から令和５年度までの個人情報保護制度の運用状況は、次のとおりである。　　　　令和元年度から令和５年度までの個人情報保護制度の運用状況は、次のとおりである。

　　ア　開示請求の状況　　ア　開示請求の状況

　　　　　　　　令和元年度から令和５年度までにあった開示請求は、次のとおりである。令和元年度から令和５年度までにあった開示請求は、次のとおりである。

　　 （ア）開示請求の件数　　 （ア）開示請求の件数
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（イ）開示請求に対する決定の状況（イ）開示請求に対する決定の状況

決定等の内容決定等の内容 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

開 示開 示 7 6 8 6 5

一 部 開 示一 部 開 示 1313 1616 2626 2121 1414

非 開 示非 開 示 1 1 1

不 存 在不 存 在 6 3 3 2

合 計合 計 2020 2929 3838 3131 2121

決定の内容決定の内容 令和３年度令和３年度

訂 正 決 定訂 正 決 定 ４

非　訂　正非　訂　正 ２

合　　計合　　計 ６

イ   訂正請求に対する決定の状況イ   訂正請求に対する決定の状況
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７  住居表示整備事業７  住居表示整備事業
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参 議 院 議 員参 議 院 議 員

県議会議員補欠県議会議員補欠

市 長市 長

衆 議 院 議 員衆 議 院 議 員

参 議 院 議 員参 議 院 議 員

市 議 会 議 員市 議 会 議 員

県 議 会 議 員県 議 会 議 員

市 長市 長

市 議 会 議 員市 議 会 議 員

県 知 事県 知 事

57,58857,588

58,65958,659

58,01258,012

57,99057,990

57,98957,989

58,59258,592

58,73058,730

無投票無投票

57,69657,696

58,26858,268

58,58058,580

59,40159,401

58,82258,822

58,75958,759

58,75758,757

59,16759,167

59,24059,240

58,34858,348

58,76658,766

116,168116,168

118,060118,060

116,834116,834

116,749116,749

116,746116,746

117,759117,759

117,970117,970

116,044116,044

117,034117,034

24,22524,225

25,83525,835

21,231          21,231          

19,12219,122

18,50818,508

30,32730,327

27,35327,353

22,42822,428

16,32016,320

26,22926,229

25,94925,949

22,41122,411

19,59419,594

18,80518,805

30,55430,554

27,29427,294

24,22324,223

17,43517,435

50,45450,454

51,78451,784

43,64243,642

38,71638,716

37,31337,313

60,88160,881

54,64754,647

46,65146,651

33,75533,755

42.0742.07

44.0444.04

36.6036.60

32.9732.97

31.9231.92

51.7651.76

46.5746.57

38.8738.87

28.0128.01

44.7744.77

43.6843.68

38.1038.10

33.3533.35

32.0032.00

51.6451.64

46.0746.07

41.5141.51

29.6729.67

43.4343.43

43.8643.86

37.3537.35

33.1633.16

31.9631.96

51.7051.70

46.3246.32

40.2040.20

28.8428.84

31. 4. 2131. 4. 21

 1. 7. 21 1. 7. 21

 1.11. 10 1.11. 10

 3. 9.  5 3. 9.  5

 3. 9.  5 3. 9.  5

 3.10. 31 3.10. 31

 4. 7. 10 4. 7. 10

 4.12. 11 4.12. 11

 5. 4. 23 5. 4. 23

 5.10. 22 5.10. 22

3131

2 2 

令元令元 58,81858,818

58,64058,640

59,49259,492

59,45759,457

118,310118,310

118,097118,097

※各年９月１日現在。※各年９月１日現在。

3 3 

4 4 

5 5 

58,70358,703

59,02959,029

59,13059,130

59,24059,240

59,38159,381

59,44259,442

117,943117,943

118,410118,410

118,572118,572
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31.　4. 2131.　4. 21

 1.　7. 21 1.　7. 21

 1. 11. 10 1. 11. 10

 3.　9.  5 3.　9.  5

 3.　9.  5 3.　9.  5

 3. 10. 31 3. 10. 31

 4.  7. 10 4.  7. 10

 4. 12. 11 4. 12. 11

 5.  4. 23 5.  4. 23

 5. 10. 22 5. 10. 22

3131

5

2

2

3

2

8

3

3232

2

2424

2

1

1

1

1

2

3

2424

1

2,791.5412,791.541

23,75223,752

23,61023,610

659,459659,459

21,57921,579

125,703125,703

23,53823,538

－

3,3133,313

29,59829,598

1,2221,222

11,61711,617

落(次）落(次）19,54119,541

落(次）落(次）168,876168,876

落(次）落(次）12,05012,050

落(次）落(次）113,570113,570

12,34812,348

－

1,120.4041,120.404

落(次）落(次）3,6103,610

落(次）落(次）11,11011,110

県議会議員補欠県議会議員補欠

県 議 会 議 員県 議 会 議 員

市 長市 長

衆 議 院 議 員衆 議 院 議 員

参 議 院 議 員参 議 院 議 員

市 議 会 議 員市 議 会 議 員

県 知 事県 知 事
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※令和５年度は１１月１８日に開催※令和５年度は１１月１８日に開催

６３団体（令和６年４月現在）６３団体（令和６年４月現在）

※令和５年度は令和６年２月４日に開催※令和５年度は令和６年２月４日に開催

（ＩＰ無線）（ＩＰ無線）

　携帯電話の電波網を利用した防災関係機関との無線通信システムで市役所と各関係機関及び　携帯電話の電波網を利用した防災関係機関との無線通信システムで市役所と各関係機関及び

関係機関相互の通信が可能となるもので、現在１００箇所に設置関係機関相互の通信が可能となるもので、現在１００箇所に設置

 （３）土浦市地域防災サポーターの育成 （３）土浦市地域防災サポーターの育成
　　　　災害発生時の被害を軽減するには、市民一人ひとりの防災意識を高め、地域住民による共助　　　　災害発生時の被害を軽減するには、市民一人ひとりの防災意識を高め、地域住民による共助

の取り組みを促進させる必要がある。の取り組みを促進させる必要がある。

　　　　地域の連携や防災力の強化を図るため、防災訓練や研修会の企画、運営等、地域の防災活動　　　　地域の連携や防災力の強化を図るため、防災訓練や研修会の企画、運営等、地域の防災活動

を支える「地域防災サポーター」を育成する。を支える「地域防災サポーター」を育成する。

地域防災サポーターの条件地域防災サポーターの条件

　　　　・防災士の有資格者　　　　・防災士の有資格者

　　　　・ボランティアとして地域での防災活動を行う意思のある方　　　　・ボランティアとして地域での防災活動を行う意思のある方

　　　　地域防災サポーター数：７１名（令和６年４月現在）　　　　地域防災サポーター数：７１名（令和６年４月現在）
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旧庁舎旧庁舎

旧本庁舎旧本庁舎

本庁舎本庁舎

本庁舎の必要性本庁舎の必要性

本庁舎の基本理念本庁舎の基本理念

本庁舎の位置の選定本庁舎の位置の選定

本庁舎の基本コンセプト本庁舎の基本コンセプト
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現庁舎に移転現庁舎に移転

本庁舎が駅前に移転本庁舎が駅前に移転
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執務室

市民総合窓口・福祉総合窓口

執務室・こどもランド
学習センター

学習センター

執務室・議会

執務室

店舗

執務室

上空通路

土浦駅

ウララ 2 ウララ 駐車場

断面構成図

銀行・店舗

店舗
福祉の店

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

B1F

RF

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

目指しました。目指しました。

建物を耐震補強 保有水平耐力１．５倍にＵＰ建物を耐震補強 保有水平耐力１．５倍にＵＰ

－ 42 －



市民総合窓口、福祉総合窓口市民総合窓口、福祉総合窓口
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１　総合計画１　総合計画

　第９次土浦市総合計画の概要　第９次土浦市総合計画の概要

　 （１）計画策定の趣旨　 （１）計画策定の趣旨

　　　本市は、平成３０（２０１８）年に策定した第８次土浦市総合計画に基づき、「水・みどり・人が　　　本市は、平成３０（２０１８）年に策定した第８次土浦市総合計画に基づき、「水・みどり・人が

きらめく　安心のまち　活力のまち　土浦」の実現を目指し、「地域力」と「市役所力」が一体きらめく　安心のまち　活力のまち　土浦」の実現を目指し、「地域力」と「市役所力」が一体

となった協働のまちづくり、行財政改革の推進と市民サービスの向上の２つを計画推進の基本姿となった協働のまちづくり、行財政改革の推進と市民サービスの向上の２つを計画推進の基本姿

勢に位置付け、市民や団体、ＮＰＯなどと共に、これまでより一歩進んだ協働によるまちづくり勢に位置付け、市民や団体、ＮＰＯなどと共に、これまでより一歩進んだ協働によるまちづくり

と、効率的で無駄のない行財政基盤を確立させることによる、持続可能なまちづくりを進めてきと、効率的で無駄のない行財政基盤を確立させることによる、持続可能なまちづくりを進めてき

ました。ました。

　　　しかしながら、今日、我が国においては、明治３２（１８９９）年の統計開始以来、年間の出生数　　　しかしながら、今日、我が国においては、明治３２（１８９９）年の統計開始以来、年間の出生数

が初めて９０万人を割り込むなど、少子化が予想を超えるスピードで進行しています。また、経済が初めて９０万人を割り込むなど、少子化が予想を超えるスピードで進行しています。また、経済

のグローバル化や地球規模での環境問題の顕在化、ＩＣＴ社会の進展など、社会構造そのものがのグローバル化や地球規模での環境問題の顕在化、ＩＣＴ社会の進展など、社会構造そのものが

大きな転換期を迎えており、本市を取り巻く社会経済情勢は急激に変化しています。大きな転換期を迎えており、本市を取り巻く社会経済情勢は急激に変化しています。

　　　さらに、新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、これまで培ってきた社会の在り方や価値　　　さらに、新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、これまで培ってきた社会の在り方や価値

観、また、行動様式を根本から覆すような劇的な変化をもたらしており、市民の生活や地域の経観、また、行動様式を根本から覆すような劇的な変化をもたらしており、市民の生活や地域の経

済活動はもとより本市の財政状況への影響は計り知れないことから、市政運営も、新型コロナウ済活動はもとより本市の財政状況への影響は計り知れないことから、市政運営も、新型コロナウ

イルス感染症収束後の社会形態を見据えたものに迅速に変化させていかなければなりません。イルス感染症収束後の社会形態を見据えたものに迅速に変化させていかなければなりません。

　　　一方で、平成２７（２０１５）年９月に、国連において開催されたサミットにおいて、全会一致で　　　一方で、平成２７（２０１５）年９月に、国連において開催されたサミットにおいて、全会一致で

採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない」という理念の下、持続可採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない」という理念の下、持続可

能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、令和１２（２０３０）年を年限とする１７の国際目標が能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、令和１２（２０３０）年を年限とする１７の国際目標が

掲げられており、本市においても、ＳＤＧｓの理念・考え方を十分に踏まえ、様々な評価軸を組掲げられており、本市においても、ＳＤＧｓの理念・考え方を十分に踏まえ、様々な評価軸を組

み込んだ上で、各施策・事業を推進していく必要があります。み込んだ上で、各施策・事業を推進していく必要があります。

　　　このようなことから、現計画の期間内ではあるものの、改めて、時代の潮流を見定めた上で、　　　このようなことから、現計画の期間内ではあるものの、改めて、時代の潮流を見定めた上で、

社会経済情勢のあらゆる変化に柔軟かつ的確に対応するとともに、市民の誰もが個性と多様性を社会経済情勢のあらゆる変化に柔軟かつ的確に対応するとともに、市民の誰もが個性と多様性を

互いに尊重し、それぞれの夢や希望がかない、生きがいを感じ、その人らしく暮らせるまちづく互いに尊重し、それぞれの夢や希望がかない、生きがいを感じ、その人らしく暮らせるまちづく

りを実現するため、令和４（２０２２）年度を初年度とする新たな総合計画を策定したものです。りを実現するため、令和４（２０２２）年度を初年度とする新たな総合計画を策定したものです。

　 （２）計画の位置付け　 （２）計画の位置付け

　　　本計画は、本市が策定する計画の中で最上位に位置付けられる計画として、今後とも長期的な　　　本計画は、本市が策定する計画の中で最上位に位置付けられる計画として、今後とも長期的な

展望に立った計画的な市政運営を行うための総合的な計画となります。展望に立った計画的な市政運営を行うための総合的な計画となります。

　　　具体的には、社会経済情勢等の変化に的確に対応し、市勢の一層の発展を図るため、本市の目　　　具体的には、社会経済情勢等の変化に的確に対応し、市勢の一層の発展を図るため、本市の目

指すべき将来の姿とそれを実現するための政策の方針を明らかにし、将来のまちづくりの指針と指すべき将来の姿とそれを実現するための政策の方針を明らかにし、将来のまちづくりの指針と

するとともに、令和４（２０２２）年度からの総合的かつ計画的な市政運営のための基本方針とすするとともに、令和４（２０２２）年度からの総合的かつ計画的な市政運営のための基本方針とす

るものです。るものです。

　 （３）総合計画の構成　 （３）総合計画の構成
　　　第８次土浦市総合計画では、構成を「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層構造と　　　第８次土浦市総合計画では、構成を「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層構造と

していますが、基本計画については、５年ごとの見直しとなり、社会経済情勢の急激な変化に柔していますが、基本計画については、５年ごとの見直しとなり、社会経済情勢の急激な変化に柔

軟に対応できず、また、個別計画との峻別が曖昧になるなどのデメリットもありました。軟に対応できず、また、個別計画との峻別が曖昧になるなどのデメリットもありました。

　　　このようなことから、第９次土浦市総合計画の構成については、昨今の社会経済情勢の目まぐ　　　このようなことから、第９次土浦市総合計画の構成については、昨今の社会経済情勢の目まぐ

るしい変化にいち早く対応できるよう、基本構想及び実施計画の２層構造の体系とし、基本計画るしい変化にいち早く対応できるよう、基本構想及び実施計画の２層構造の体系とし、基本計画

については、現計画の方針に該当する部分を基本構想に含めた上で、各分野の個別計画に置き換については、現計画の方針に該当する部分を基本構想に含めた上で、各分野の個別計画に置き換

え、基本構想と実施計画を接続する役割を担わせるものとします。え、基本構想と実施計画を接続する役割を担わせるものとします。
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〇基本構想… 〇基本構想… まちの将来像を定めるとともに、将来像を実現するための政策の方針を体系的に示すものまちの将来像を定めるとともに、将来像を実現するための政策の方針を体系的に示すもの

〇基本計画…〇基本計画…基本構想に基づき、取り組むべき施策・事業を体系的に示すもの基本構想に基づき、取り組むべき施策・事業を体系的に示すもの

〇個別計画…〇個別計画…基本構想に基づき、取り組むべき施策・事業を個別に示すもの基本構想に基づき、取り組むべき施策・事業を個別に示すもの

〇実施計画… 〇実施計画… 各計画に定めた主な事業を中心に、財政状況や社会情勢と整合を図りながら、実施する各計画に定めた主な事業を中心に、財政状況や社会情勢と整合を図りながら、実施する

事業を定めるもの事業を定めるもの

　（４）総合計画の期間　（４）総合計画の期間

　　　基本構想の期間は、令和４（２０２２）年度から令和１３（２０３１）年度までの１０年間とします。　　　基本構想の期間は、令和４（２０２２）年度から令和１３（２０３１）年度までの１０年間とします。

また、実施計画は基本構想に掲げた政策方針を実現する個別計画を具現化するための計画であまた、実施計画は基本構想に掲げた政策方針を実現する個別計画を具現化するための計画であ

り、計画期間は３年間とします。さらに、計画の実効性と弾力性を確保するため、毎年度、ローり、計画期間は３年間とします。さらに、計画の実効性と弾力性を確保するため、毎年度、ロー

リング方式による見直しを行います。リング方式による見直しを行います。

　（５）基本構想　（５）基本構想

　ア　まちの将来像　ア　まちの将来像

　 （ア）将来像　 （ア）将来像

　　　将来像は、本市の長期的かつ総合的なまちづくりの指針である総合計画の中で、令和１３　　　将来像は、本市の長期的かつ総合的なまちづくりの指針である総合計画の中で、令和１３

（２０３１）年度を目途に目指す「まちづくりの方向性や将来の姿」を目標として明示するもので（２０３１）年度を目途に目指す「まちづくりの方向性や将来の姿」を目標として明示するもので

す。す。

　　　社会経済情勢等のこれからの変化や本市の抱える課題を踏まえて、次のように設定します。　　　社会経済情勢等のこれからの変化や本市の抱える課題を踏まえて、次のように設定します。
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　〇将来像の概念　〇将来像の概念

　・「夢のある土浦」の創生～誰もがその人らしく暮らせるまち～　・「夢のある土浦」の創生～誰もがその人らしく暮らせるまち～

　　　市民の誰もが、それぞれ抱く夢や希望をかなえることができるよう、その人らしく暮らすこと　　　市民の誰もが、それぞれ抱く夢や希望をかなえることができるよう、その人らしく暮らすこと

ができる、あたたかさあふれるまちを創っていきます。ができる、あたたかさあふれるまちを創っていきます。

　　　そして、未来を担う子どもたちが、こうして育まれた環境の中で安心して人生のスタートを切　　　そして、未来を担う子どもたちが、こうして育まれた環境の中で安心して人生のスタートを切

り、郷土愛を深め、生涯を通して土浦で生きていくことを心から誇りに思えるよう、全ての市民り、郷土愛を深め、生涯を通して土浦で生きていくことを心から誇りに思えるよう、全ての市民

にとって「夢のある土浦」を実現します。にとって「夢のある土浦」を実現します。

　・「元気のある土浦」の創生～「地域の宝」で人を呼び込むまち～　・「元気のある土浦」の創生～「地域の宝」で人を呼び込むまち～

　　　土浦に活力をもたらすために、市民の暮らしを豊かにするとともに、更なる産業発展を促進し　　　土浦に活力をもたらすために、市民の暮らしを豊かにするとともに、更なる産業発展を促進し

ます。あわせて、本市の「地域の宝」に磨きをかけるとともに、時代の変化に応じて、新たな地ます。あわせて、本市の「地域の宝」に磨きをかけるとともに、時代の変化に応じて、新たな地

域の魅力を生み出すことで、本市ならではの魅力あふれるまちを創っていきます。域の魅力を生み出すことで、本市ならではの魅力あふれるまちを創っていきます。

　　　さらに、創り出した魅力を通じて、土浦に人を呼び込むことで、活気あふれる「元気のある土　　　さらに、創り出した魅力を通じて、土浦に人を呼び込むことで、活気あふれる「元気のある土

浦」を実現します。浦」を実現します。

〇将来像を支える３つの視点〇将来像を支える３つの視点

　　　将来像「夢のある、元気のある土浦」を実現するため、次の３つの視点に基づき、この総合計　　　将来像「夢のある、元気のある土浦」を実現するため、次の３つの視点に基づき、この総合計

画を推進していきます。画を推進していきます。

　・人と人がつながり合い、地域社会を支える　・人と人がつながり合い、地域社会を支える

　　　特に関係の深いカテゴリー：人権　市民協働　福祉・医療　防災・防犯　子育て　教育　　　特に関係の深いカテゴリー：人権　市民協働　福祉・医療　防災・防犯　子育て　教育

　　　コロナのまん延をきっかけとして、人と人とのつながりの在り方自体が変わりつつある中で、　　　コロナのまん延をきっかけとして、人と人とのつながりの在り方自体が変わりつつある中で、

多様性と包容力にあふれた地域共生社会の構築に向けて、市民の誰もが居場所と役割を持つこと多様性と包容力にあふれた地域共生社会の構築に向けて、市民の誰もが居場所と役割を持つこと

ができ、家庭で、地域で、職場でそれぞれが自分らしく活躍できるまちづくりを進めます。ができ、家庭で、地域で、職場でそれぞれが自分らしく活躍できるまちづくりを進めます。

　　　さらに、こうしたまちづくりを礎に、福祉や医療、防災・防犯、子育て、教育といった各分野　　　さらに、こうしたまちづくりを礎に、福祉や医療、防災・防犯、子育て、教育といった各分野

において、人と人がつながり合い、地域社会を支えるための各種施策を推進していきます。において、人と人がつながり合い、地域社会を支えるための各種施策を推進していきます。

　・本市ならではの魅力を通じて地域の活力を生み出す　・本市ならではの魅力を通じて地域の活力を生み出す

　　　特に関係の深いカテゴリー：産業　観光　自然環境　歴史・文化　情報発信　福祉・医療　子育て　　　特に関係の深いカテゴリー：産業　観光　自然環境　歴史・文化　情報発信　福祉・医療　子育て

　　　市民が本市の魅力である「地域の宝」を再認識するとともに、本市の特性を生かした新たな魅　　　市民が本市の魅力である「地域の宝」を再認識するとともに、本市の特性を生かした新たな魅

力を創出することで、郷土愛を育み、かつ、住環境や雇用環境、子育て環境などの側面から市民力を創出することで、郷土愛を育み、かつ、住環境や雇用環境、子育て環境などの側面から市民

満足度の高いまちづくりを進めます。満足度の高いまちづくりを進めます。

　　　さらに、こうして生み出される人やまちの魅力を効果的に発信し、移住、産業立地や観光交流　　　さらに、こうして生み出される人やまちの魅力を効果的に発信し、移住、産業立地や観光交流

等につなげることで、地域の活力を生み出すための各種施策を推進していきます。等につなげることで、地域の活力を生み出すための各種施策を推進していきます。

　・将来にわたって、持続可能な地域を創造する　・将来にわたって、持続可能な地域を創造する

　　　特に関係の深いカテゴリー：自然環境　都市形成　子育て　教育　行財政運営　広域連携　　　特に関係の深いカテゴリー：自然環境　都市形成　子育て　教育　行財政運営　広域連携

　　　今の子どもたちが夢や希望を持って羽ばたくことができるよう、技術革新が生む世の中の在り　　　今の子どもたちが夢や希望を持って羽ばたくことができるよう、技術革新が生む世の中の在り

方の変化を予測しながら、自然環境保全と都市形成の両立や子育て及び教育環境の充実を図ると方の変化を予測しながら、自然環境保全と都市形成の両立や子育て及び教育環境の充実を図ると

ともに、時代の変化に対応した行政運営や中長期的視点に立った財政運営を行います。ともに、時代の変化に対応した行政運営や中長期的視点に立った財政運営を行います。

　　　さらに、県南地域の中心都市として、リーダーシップを発揮することで、将来にわたって、持　　　さらに、県南地域の中心都市として、リーダーシップを発揮することで、将来にわたって、持

続可能な地域を創造するための各種施策を推進していきます。続可能な地域を創造するための各種施策を推進していきます。

　 （イ）人口の見通し　 （イ）人口の見通し

　　　結婚・出産・子育て世代の出生率の向上や青年・壮年世代の転出超過の改善、中高年世代の転　　　結婚・出産・子育て世代の出生率の向上や青年・壮年世代の転出超過の改善、中高年世代の転

入の促進などを始め、人口減少を克服（抑制）するとともに、人口構造の若返りに向けた実効性入の促進などを始め、人口減少を克服（抑制）するとともに、人口構造の若返りに向けた実効性
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の高い施策を進めることで、令和１３（２０３１）年の将来目標人口を次のとおり設定します。の高い施策を進めることで、令和１３（２０３１）年の将来目標人口を次のとおり設定します。

　　　あわせて、シティプロモーションに積極的に取り組み、本市の知名度を高めることで、「交流人　　　あわせて、シティプロモーションに積極的に取り組み、本市の知名度を高めることで、「交流人

口」及び「関係人口」を拡大し、本市への人口流入につなげます。口」及び「関係人口」を拡大し、本市への人口流入につなげます。

　 (ウ）土地利用の考え方　 (ウ）土地利用の考え方

　　　本市の地勢や現況を踏まえ、基本構想を実現する空間として、土地利用の考え方を以下のよう　　　本市の地勢や現況を踏まえ、基本構想を実現する空間として、土地利用の考え方を以下のよう

に示します。に示します。

○市街地ゾーン… ○市街地ゾーン… ＪＲ土浦駅を拠点とする都心部とＪＲ荒川沖駅及びＪＲ神立駅を中心とする副都心ＪＲ土浦駅を拠点とする都心部とＪＲ荒川沖駅及びＪＲ神立駅を中心とする副都心

については、相互に連携し、かつ、補完しながら、一体的に多様な都市機能の集積については、相互に連携し、かつ、補完しながら、一体的に多様な都市機能の集積

を図ります。あわせて、藤沢周辺地区及びおおつ野地区は、それぞれの地域特性をを図ります。あわせて、藤沢周辺地区及びおおつ野地区は、それぞれの地域特性を

生かした良好な市街地の形成を図ります。生かした良好な市街地の形成を図ります。

 

 

土地利用イメージ図土地利用イメージ図
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○集落環境ゾーン… ○集落環境ゾーン… 人口減少による集落の空洞化・過疎化を防ぐとともに、適切な土地利用を誘導す人口減少による集落の空洞化・過疎化を防ぐとともに、適切な土地利用を誘導す

ることで、自然と生活がほどよく両立し、共存するゾーン形成を図ります。ることで、自然と生活がほどよく両立し、共存するゾーン形成を図ります。

○自然環境ゾーン… ○自然環境ゾーン… 環境保全活動の充実を図るとともに、自然を活用した交流機関の提供など、市民環境保全活動の充実を図るとともに、自然を活用した交流機関の提供など、市民

の生活を豊かにする取組を推進します。の生活を豊かにする取組を推進します。

◇都市軸… ◇都市軸… 各市街地ゾーンや周辺を結び、市民が暮らしやすく、地域が持続可能となる交通ネット各市街地ゾーンや周辺を結び、市民が暮らしやすく、地域が持続可能となる交通ネット

ワークを構築します。あわせて、スマートインターチェンジの整備を推進し、まちに活力ワークを構築します。あわせて、スマートインターチェンジの整備を推進し、まちに活力

をもたらすため、交通ネットワークを生かして、各インターチェンジ周辺地区の適切な土をもたらすため、交通ネットワークを生かして、各インターチェンジ周辺地区の適切な土

地利用の誘導を図ります。地利用の誘導を図ります。

◇自然軸… ◇自然軸… 筑波山麓、霞ヶ浦とその間を流れる桜川から成る自然軸を基軸として、生態系のつながり筑波山麓、霞ヶ浦とその間を流れる桜川から成る自然軸を基軸として、生態系のつながり

を守るとともに、自然に親しむための環境整備を図ります。を守るとともに、自然に親しむための環境整備を図ります。

◇広域交通軸… ◇広域交通軸… 未来の交通ネットワークの形成に向けて、つくばエクスプレスの本市への延伸の実現未来の交通ネットワークの形成に向けて、つくばエクスプレスの本市への延伸の実現

を目指します。を目指します。

イ　リーディングプロジェクトイ　リーディングプロジェクト

　　　将来像「夢のある、元気のある土浦」を実現するため、優先的・重点的に取り組むべき政策と　　　将来像「夢のある、元気のある土浦」を実現するため、優先的・重点的に取り組むべき政策と

して、４つのリーディングプロジェクトを定め、まちづくりを進めていきます。して、４つのリーディングプロジェクトを定め、まちづくりを進めていきます。

〇リーディングプロジェクト１　子どもが夢と希望を持ち、生き生きと育つまちづくり〇リーディングプロジェクト１　子どもが夢と希望を持ち、生き生きと育つまちづくり

　　　「かがやけ！土浦の子どもたち」を合い言葉に、未来を担う子どもたちが地域とのつながりの中　　　「かがやけ！土浦の子どもたち」を合い言葉に、未来を担う子どもたちが地域とのつながりの中

で心身共に健やかに、生き生きと育ち、土浦を故郷として誇りに思うことができるまちを目指しで心身共に健やかに、生き生きと育ち、土浦を故郷として誇りに思うことができるまちを目指し

ます。ます。

【成果指標】【成果指標】年少人口割合：１０．９％（Ｒ２）→１１．４％（Ｒ１３）年少人口割合：１０．９％（Ｒ２）→１１．４％（Ｒ１３）

【政策方針及び主導する取組】【政策方針及び主導する取組】

　１　子育て環境の充実　１　子育て環境の充実

　　・本市全体の保育の質の向上　　・本市全体の保育の質の向上

　　・時代の変化に応じた子育て支援の充実　　・時代の変化に応じた子育て支援の充実

　　・仕事と子育ての両立　　・仕事と子育ての両立

　２　経済的支援の充実　２　経済的支援の充実

　　・子育てにかかる経済的支援制度の不断の見直し　　・子育てにかかる経済的支援制度の不断の見直し

　３　教育環境の充実　３　教育環境の充実

　　・時代の変化に応じた個別最適な学びと協働的な学びの提供　　・時代の変化に応じた個別最適な学びと協働的な学びの提供

　　・学校施設の環境改善　　・学校施設の環境改善

　　・小学校の適正配置　　・小学校の適正配置

〇リーディングプロジェクト２　未来につなげる「地域の宝」を生かしたまちづくり〇リーディングプロジェクト２　未来につなげる「地域の宝」を生かしたまちづくり

　　　本市の持つ自然環境や歴史文化、日本一の生産量を誇るれんこんや花火競技大会、充実したサ　　　本市の持つ自然環境や歴史文化、日本一の生産量を誇るれんこんや花火競技大会、充実したサ

イクリング環境などの「地域の宝」を最大限に生かして本市の魅力を創造し、戦略的に発信するイクリング環境などの「地域の宝」を最大限に生かして本市の魅力を創造し、戦略的に発信する

ことで、人口還流を強化し、持続的に発展できるまちを目指します。ことで、人口還流を強化し、持続的に発展できるまちを目指します。

【成果指標】【成果指標】観光入込客数：８０８，１０２人（Ｒ２）→１，７５５，０００人（Ｒ１３）観光入込客数：８０８，１０２人（Ｒ２）→１，７５５，０００人（Ｒ１３）

【政策方針及び主導する取組】【政策方針及び主導する取組】

　１　「地域の宝」を核とした魅力の創造　１　「地域の宝」を核とした魅力の創造

　　・サイクリングを活用した地域活性化　　・サイクリングを活用した地域活性化

　　・広域連携による観光の推進　　・広域連携による観光の推進

　　・「イベント」資源の効果的活用　　・「イベント」資源の効果的活用

　　・歴史・文化の継承　　・歴史・文化の継承
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　２　「地域の宝」の戦略的な発信　２　「地域の宝」の戦略的な発信

　　・シティプロモーション戦略の展開　　・シティプロモーション戦略の展開

〇リーディングプロジェクト３　暮らしやすさ、働きやすさが人を呼ぶまちづくり〇リーディングプロジェクト３　暮らしやすさ、働きやすさが人を呼ぶまちづくり

　　　多様化・高度化する市民ニーズを的確に把握し、市民の暮らし満足度を高める取組を推進する　　　多様化・高度化する市民ニーズを的確に把握し、市民の暮らし満足度を高める取組を推進する

とともに、産業の更なる発展を促すことで、本市に住む誰もが暮らしやすく、また、働きやすいとともに、産業の更なる発展を促すことで、本市に住む誰もが暮らしやすく、また、働きやすい

まちを目指します。まちを目指します。

【成果指標】【成果指標】社会移動数：＋１７３人／年（Ｒ２）→現状値以上（Ｒ１３）社会移動数：＋１７３人／年（Ｒ２）→現状値以上（Ｒ１３）

【政策方針及び主導する取組】【政策方針及び主導する取組】

　１　暮らしの質の向上　１　暮らしの質の向上

　　・都市拠点への都市機能の誘導　　・都市拠点への都市機能の誘導

　　・公共交通不便地域の解消　　・公共交通不便地域の解消

　　・土浦港周辺地区の土地利用の推進　　・土浦港周辺地区の土地利用の推進

　　・主要幹線道路等の整備　　・主要幹線道路等の整備

　　・公園の機能充実　　・公園の機能充実

　　・つくばエクスプレスの土浦への延伸の実現に向けた取組の推進　　・つくばエクスプレスの土浦への延伸の実現に向けた取組の推進

　２　地域経済の活性化　２　地域経済の活性化

　　・インターチェンジ周辺地区の土地利用の促進　　・インターチェンジ周辺地区の土地利用の促進

　　・スマートインターチェンジの整備の推進　　・スマートインターチェンジの整備の推進

　　・農業振興の推進　　・農業振興の推進

　　・ＩＴ関連企業等のオフィスの市内移転の促進　　・ＩＴ関連企業等のオフィスの市内移転の促進

〇リーディングプロジェクト４　安心な市民生活を支える災害に強いまちづくり〇リーディングプロジェクト４　安心な市民生活を支える災害に強いまちづくり

　　　自然災害の激甚化や感染症の流行期等に自然災害が発生した場合の複合災害に備え、ハード・　　　自然災害の激甚化や感染症の流行期等に自然災害が発生した場合の複合災害に備え、ハード・

ソフトの両面から、災害被害を最小化し、市民の生命、財産、そして生活を守る取組を推進するソフトの両面から、災害被害を最小化し、市民の生命、財産、そして生活を守る取組を推進する

ことで、市民が安心して暮らせる災害に強いまちを目指します。ことで、市民が安心して暮らせる災害に強いまちを目指します。

【成果指標】【成果指標】自主防災組織率：８５．４％（Ｒ２）→１００％（Ｒ１３）自主防災組織率：８５．４％（Ｒ２）→１００％（Ｒ１３）

【政策方針及び主導する取組】【政策方針及び主導する取組】

　１　防災・減災対策の充実　１　防災・減災対策の充実

　　・地域防災力の強化　　・地域防災力の強化

　２　防災インフラの整備　２　防災インフラの整備

　　・土砂災害による急傾斜地崩壊防止対策　　・土砂災害による急傾斜地崩壊防止対策

　　・橋梁の安全対策　　・橋梁の安全対策

ウ　基本目標ウ　基本目標

　　　将来像「夢のある、元気のある土浦」を実現するため、市政運営全体を包括する８つの基本目　　　将来像「夢のある、元気のある土浦」を実現するため、市政運営全体を包括する８つの基本目

標を定め、まちづくりを進めていきます。標を定め、まちづくりを進めていきます。

　〇基本目標１　心豊かに住み続けることのできるまちづくり　〇基本目標１　心豊かに住み続けることのできるまちづくり

　　　結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた、切れ目のない総合的な施策を推進する　　　結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた、切れ目のない総合的な施策を推進する

とともに、時代の変化に応じたより良い教育環境の整備や学校教育の充実、多様な生涯学習の機とともに、時代の変化に応じたより良い教育環境の整備や学校教育の充実、多様な生涯学習の機

会の提供やスポーツに親しむ環境の充実を図ります。会の提供やスポーツに親しむ環境の充実を図ります。

　　・ 関連するキーワード：結婚・出産・子育て　学校教育　青少年育成　スポーツ・レクリエーショ　　・ 関連するキーワード：結婚・出産・子育て　学校教育　青少年育成　スポーツ・レクリエーショ

ン　生涯学習ン　生涯学習
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　〇基本目標２　未来につなげる魅力あるまちづくり　〇基本目標２　未来につなげる魅力あるまちづくり

　　　「地域の宝」を積極的に活用し、観光や交流、ひいては移住・定住にもつなげることで地域の活　　　「地域の宝」を積極的に活用し、観光や交流、ひいては移住・定住にもつなげることで地域の活

性化を促進するとともに、長い歴史に培われた誇り高い文化・芸術・風景を守り、次の世代に引性化を促進するとともに、長い歴史に培われた誇り高い文化・芸術・風景を守り、次の世代に引

き継ぐ取組を推進します。き継ぐ取組を推進します。

　・関連するキーワード：観光振興　移住・定住　歴史・芸術・文化　景観形成　・関連するキーワード：観光振興　移住・定住　歴史・芸術・文化　景観形成

　〇基本目標３　「しごと」を核とした活力のあるまちづくり　〇基本目標３　「しごと」を核とした活力のあるまちづくり

　　　時代の変化に合わせて、本市の強みを生かした産業振興を図るとともに、更なる企業誘致や消　　　時代の変化に合わせて、本市の強みを生かした産業振興を図るとともに、更なる企業誘致や消

費者の新たな需要の創出、中心市街地へのにぎわい創出等の取組を促進し、魅力ある都市環境を費者の新たな需要の創出、中心市街地へのにぎわい創出等の取組を促進し、魅力ある都市環境を

形成します。形成します。

　　・関連するキーワード：中心市街地活性化　商工業・農業振興　企業誘致　労働環境　　・関連するキーワード：中心市街地活性化　商工業・農業振興　企業誘致　労働環境

　〇基本目標４　全ての市民が安心して暮らせるまちづくり　〇基本目標４　全ての市民が安心して暮らせるまちづくり

　　　大規模災害発生時の社会経済活動の維持・継続や広域的な連携も視野に、災害被害を最小に抑　　　大規模災害発生時の社会経済活動の維持・継続や広域的な連携も視野に、災害被害を最小に抑

えるための防災・減災の取組の充実・強化を図るとともに、日常生活での犯罪・事故等の危険をえるための防災・減災の取組の充実・強化を図るとともに、日常生活での犯罪・事故等の危険を

未然に防ぐため、地域ぐるみで取組を進めます。未然に防ぐため、地域ぐるみで取組を進めます。

　　・関連するキーワード：防災　防犯　消防・救急　交通安全　水害対策　消費生活　　・関連するキーワード：防災　防犯　消防・救急　交通安全　水害対策　消費生活

　〇基本目標５　多様性を認め合い、包容力を育むまちづくり　〇基本目標５　多様性を認め合い、包容力を育むまちづくり

　　　人権意識の醸成と平和意識の啓発や男女共同参画社会、多文化共生社会などの実現に向けた取　　　人権意識の醸成と平和意識の啓発や男女共同参画社会、多文化共生社会などの実現に向けた取

組、市民との協働の更なる深化など、一人ひとりがお互いへの理解を深め、支え合う地域共生社組、市民との協働の更なる深化など、一人ひとりがお互いへの理解を深め、支え合う地域共生社

会の実現に向けた各種取組を推進します。会の実現に向けた各種取組を推進します。

　　・ 関連するキーワード：人権・平和　男女共同参画　多文化共生　市民協働・地域コミュニティ・　　・ 関連するキーワード：人権・平和　男女共同参画　多文化共生　市民協働・地域コミュニティ・

ボランティアボランティア

　〇基本目標６　ふれあいとあたたかさにあふれる福祉のまちづくり　〇基本目標６　ふれあいとあたたかさにあふれる福祉のまちづくり

　　　市民・社会・行政で支える地域福祉を推進するとともに、高齢者福祉や医療体制・社会保障制　　　市民・社会・行政で支える地域福祉を推進するとともに、高齢者福祉や医療体制・社会保障制

度の充実、障害者福祉の取組などを通じて、市民や事業者等と行政が相互にパートナーシップを度の充実、障害者福祉の取組などを通じて、市民や事業者等と行政が相互にパートナーシップを

確立し、様々な分野で全世代型の社会保障を実現します。確立し、様々な分野で全世代型の社会保障を実現します。

　　・関連するキーワード：地域福祉　高齢者福祉　医療・社会保障　障害者福祉　　・関連するキーワード：地域福祉　高齢者福祉　医療・社会保障　障害者福祉

　〇基本目標７　未来につなげる環境にやさしいまちづくり　〇基本目標７　未来につなげる環境にやさしいまちづくり

　　　脱炭素・ゼロカーボンに向けた取組などを通じて、国際社会と共に地球環境問題の解決を目指　　　脱炭素・ゼロカーボンに向けた取組などを通じて、国際社会と共に地球環境問題の解決を目指

すとともに、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向け、市民・事業者・行政の連携による、すとともに、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向け、市民・事業者・行政の連携による、

人と自然が共生するための環境保全の取組を推進します。人と自然が共生するための環境保全の取組を推進します。

　　・関連するキーワード：ＳＤＧｓ・脱炭素　自然環境保全　循環型社会・環境衛生　水道　　・関連するキーワード：ＳＤＧｓ・脱炭素　自然環境保全　循環型社会・環境衛生　水道

　〇基本目標８　効率的な行財政運営による持続可能なまちづくり　〇基本目標８　効率的な行財政運営による持続可能なまちづくり

　　　市民サービスのデジタル化や社会経済情勢の変化を踏まえた社会基盤の整備などを推進すると　　　市民サービスのデジタル化や社会経済情勢の変化を踏まえた社会基盤の整備などを推進すると

ともに、広域行政の推進や公共施設マネジメントなどを通じて、持続可能で安定的な行財政基盤ともに、広域行政の推進や公共施設マネジメントなどを通じて、持続可能で安定的な行財政基盤

を確立します。を確立します。

　　・ 関連するキーワード：広域連携　都市基盤整備　土地利用　情報発信　行政運営　財政・マネ　　・ 関連するキーワード：広域連携　都市基盤整備　土地利用　情報発信　行政運営　財政・マネ

ジメントジメント
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令和５年度は月平均約令和５年度は月平均約7,2327,232人の利用があった。人の利用があった。
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官 公 庁官 公 庁 1 126126 603603 257257 1 5 5 0 127127 1,1251,125
学 校学 校 5 0 4 4 0 0 4 1 4 2222
学 術・ 研 究・ 団 体学 術・ 研 究・ 団 体 0 0 2 2020 0 1 0 0 0 2323
同業組合・農業組合同業組合・農業組合 0 0 0 2424 0 0 0 0 0 2424
会 社会 社 1616 0 2929 1,0301,030 1616 106106 2 2 1515 1,2161,216
各 種 団 体各 種 団 体 3232 5353 1515 872872 8282 5959 207207 287287 4545 1,6521,652
興 行興 行 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8
クラブ・教室・研究会クラブ・教室・研究会 2727 2 1414 253253 8787 2727 138138 879879 203203 1,6301,630
演 奏 団 体演 奏 団 体 6 0 0 0 0 0 1 0 6 1313
個 人個 人 0 0 1 2929 1010 3 4040 1616 9 108108
合 計合 計 9191 181181 668668 2,4892,489 196196 201201 397397 1,1851,185 413413 5,8215,821

6,6606,660
8,7108,710
4,3504,350
5,5655,565
1,2101,210
1,5701,570
3,6353,635
4,7154,715
1,8101,810
2,2952,295
3,0253,025
3,9903,990
3,7503,750
4,8404,840
1,9351,935
1,2101,210
1,3301,330
2,4202,420
1,8101,810
1,9351,935
1,2101,210
1,2101,210
2,4202,420
1,4401,440
2,0552,055
1,3301,330
1,3301,330
2,1752,175
1,5701,570
715715

10,40010,400
13,43013,430
6,6606,660
8,5908,590
2,1752,175
2,7852,785
6,2906,290
8,1108,110
3,2553,255
4,1204,120
5,4405,440
7,0207,020
6,4106,410
8,3508,350
3,3953,395
2,1752,175
2,4202,420
4,3504,350
3,2553,255
3,3953,395
2,1752,175
2,1752,175
4,3504,350
2,5452,545
3,7503,750
2,4202,420
2,4202,420
3,9903,990
2,7852,785
1,2101,210

13,43013,430
17,43017,430
8,5908,590
11,25011,250
2,9102,910
3,6353,635
8,1108,110
10,53010,530
4,1204,120
5,4405,440
7,0207,020
9,0709,070
8,3508,350
10,77010,770
4,2354,235
2,9102,910
3,1453,145
5,8155,815
4,1204,120
4,2354,235
2,9102,910
2,9102,910
5,8155,815
3,3953,395
4,8404,840
3,1453,145
3,1453,145
5,2105,210
3,6353,635
1,5701,570

27,35027,350
35,58035,580
17,54017,540
22,87022,870
5,5655,565
7,1307,130
16,22016,220
20,95020,950
8,2208,220
10,65010,650
13,91013,910
18,03018,030
16,58016,580
21,54021,540
8,5908,590
5,5655,565
6,1706,170
11,14011,140
8,2208,220
8,5908,590
5,5655,565
5,5655,565
11,14011,140
6,5406,540
9,5609,560
6,1706,170
6,1706,170
10,16010,160
7,1307,130
3,1453,145

令和５年度利用状況令和５年度利用状況
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「市民くらしの便利帳」「市民くらしの便利帳」

 デジタルサイネージを活用した広報 デジタルサイネージを活用した広報

 カタログポケットによる広報紙等の電子書籍化、多言語化 カタログポケットによる広報紙等の電子書籍化、多言語化

町内会配布、公共施設への配布、電子書籍の配信町内会配布、公共施設への配布、電子書籍の配信

https://www.city.tsuchiura.lg.jphttps://www.city.tsuchiura.lg.jp

〇土浦市（公式）ＬＩＮＥ土浦市（公式）ＬＩＮＥ

　イベント情報、災害情報、広報紙の発行等の行政情報を、自動通知でかつリアルタイムで提供している。　イベント情報、災害情報、広報紙の発行等の行政情報を、自動通知でかつリアルタイムで提供している。

上旬号１２回・中旬号８回（４・８・１２月は発行なし）上旬号１２回・中旬号８回（４・８・１２月は発行なし）

Ａ４判・２色・４色刷りＡ４判・２色・４色刷り

〇土浦市（公式）Ｘ （旧 Twitter）土浦市（公式）Ｘ （旧 Twitter）

また、手話通訳付きの記者会見動画をYouTube で配信している。また、手話通訳付きの記者会見動画をYouTube で配信している。
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子ども模擬議会子ども模擬議会

　土浦市とはどういう「まち」なのかと考えることにより、自分たちの住む地域に関心を持たせ、　土浦市とはどういう「まち」なのかと考えることにより、自分たちの住む地域に関心を持たせ、

地域に対する理解と愛着を深めてもらう。また、子どもたちが「より良い土浦市にするために地域に対する理解と愛着を深めてもらう。また、子どもたちが「より良い土浦市にするために

どうすればいいか」を自ら考え、提案を議員として模擬議会で発表することにより、行政と議どうすればいいか」を自ら考え、提案を議員として模擬議会で発表することにより、行政と議

会の役割を理解させる。併せて、優れた提案を市政に反映させる。会の役割を理解させる。併せて、優れた提案を市政に反映させる。

〇令和４年度〇令和４年度

　・開催日　令和４年８月９日（火）　・開催日　令和４年８月９日（火）

　・会　場　市議会議場　・会　場　市議会議場

　・対象者　市内８公立中学校・義務教育学校　８年生　９名　・対象者　市内８公立中学校・義務教育学校　８年生　９名

　　　　　　議長：１名　　議員：８名（各校１名）　　　　　　議長：１名　　議員：８名（各校１名）

〇令和５年度〇令和５年度

　・開催日　令和５年８月１８日（金）　・開催日　令和５年８月１８日（金）

　・会　場　市議会議場　・会　場　市議会議場

　・対象者　市内１６公立小学校・義務教育学校　６年生　１６名　・対象者　市内１６公立小学校・義務教育学校　６年生　１６名

　　　　　　議長：２名　　議員：１４名（各校１名　※議長校を除く）　　　　　　議長：２名　　議員：１４名（各校１名　※議長校を除く）

（男女共同参画センター研修室３）（男女共同参画センター研修室３）

・メールメール

処理件数処理件数

通数通数 市長公室市長公室 総務総務 市民生活市民生活保健福祉保健福祉こども未来こども未来 都市政策都市政策産業経済産業経済 建設建設 教育教育 消防消防 その他その他 合計合計

４年度４年度 3030 4 2 9 4 2 2 1 3 9 0 1 3737

５年度５年度 4646 8 2 4 1313 3 2 3 3 7 3 5 5353

（内容により複数課が処理しているため、通数とは異なります。）（内容により複数課が処理しているため、通数とは異なります。）

処理件数処理件数

区分区分

年度年度
総　数総　数

請　願請　願
陳　情陳　情
要望等要望等

法　律法　律

相　談相　談

司法書士司法書士

相　談相　談

行政書士行政書士

相　談相　談

行　政行　政

相　談相　談

社労士社労士

相　談相　談

土地家屋土地家屋
調査士調査士
相　談相　談

窓　口　相　談窓　口　相　談 E-mailE-mail

問い合わせ問い合わせ来庁相談来庁相談 電話相談電話相談 計

4 2,0522,052 3535 326326 6060 4747 101101 1111 3131 137137 984984 1,1211,121 320320

5 1,8041,804 3535 340340 6060 2727 187187  7 7 2323 107107 714714 821821 304304

　決まったテーマにより、市長が市民からの市に対する意見やアイデア等を直接聴き、市政運営　決まったテーマにより、市長が市民からの市に対する意見やアイデア等を直接聴き、市政運営

の参考にする。の参考にする。

　○令和５年度　○令和５年度

　　・開催日　令和５年５月１０日から令和５年５月２３日まで（全８回）　　・開催日　令和５年５月１０日から令和５年５月２３日まで（全８回）

○令和２年度○令和２年度

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて中止。　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて中止。

　代替で郵送等による意見募集を実施（２月１６日～３月１６日）　提出者数　１２名　代替で郵送等による意見募集を実施（２月１６日～３月１６日）　提出者数　１２名

市民と市長の対話集会市民と市長の対話集会
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　　・会　場　本庁舎及び各中学校地区公民館（一中地区公民館を除く）　　・会　場　本庁舎及び各中学校地区公民館（一中地区公民館を除く）

　　・テーマ　「夢のある、元気の土浦」の実現に向けて　　・テーマ　「夢のある、元気の土浦」の実現に向けて

　　・対　象　各中学校地区の住民　　・対　象　各中学校地区の住民

　　・述べ参加者　１８２名　　・述べ参加者　１８２名

（３）シティプロモーション（３）シティプロモーション

　本市が「存在感のある、選ばれるまち」となり持続的に発展していくため、まちの地域資源を活　本市が「存在感のある、選ばれるまち」となり持続的に発展していくため、まちの地域資源を活

用して創出したさまざまな魅力を戦略的に内外に発信する。用して創出したさまざまな魅力を戦略的に内外に発信する。

ア　市のイメージアップに関することア　市のイメージアップに関すること

○土浦市シティプロモーションサイト「意外と○○！つちうら」○土浦市シティプロモーションサイト「意外と○○！つちうら」

　「つちうら」まちのレポーター（市民）がお知らせするグルメ、イベント情報を発信　「つちうら」まちのレポーター（市民）がお知らせするグルメ、イベント情報を発信

　　　　http://www.tsuchiura-pr.jphttp://www.tsuchiura-pr.jp

○土浦市公式　Facebook、Instagram、YouTube、X（旧Twitter）○土浦市公式　Facebook、Instagram、YouTube、X（旧Twitter）

　土浦市の情報を発信　土浦市の情報を発信

○インターネットを活用した情報発信○インターネットを活用した情報発信

　 主に２０代～３０代の首都圏在住者及び市民に向け、土浦で体験できるアクティビティの魅力伝え　 主に２０代～３０代の首都圏在住者及び市民に向け、土浦で体験できるアクティビティの魅力伝え

る動画を制作。ホームページ、ＳＮＳ等で公開。歴史文化編、イベント編、れんこん編、ワカサギ・る動画を制作。ホームページ、ＳＮＳ等で公開。歴史文化編、イベント編、れんこん編、ワカサギ・

シラウオ編、総集編の５本を制作。シラウオ編、総集編の５本を制作。

○移住体験ツアーの実施○移住体験ツアーの実施

　「自転車のまち土浦」テレワーク移住体験ツアー　　「自転車のまち土浦」テレワーク移住体験ツアー　

　 本市が選ばれるまちとなるよう地方への移住に関心のある方に、土浦でテレワークと自転車を　 本市が選ばれるまちとなるよう地方への移住に関心のある方に、土浦でテレワークと自転車を

活用した生活体験をしてもらい、まちの魅力や、充実した福祉・教育環境、都心へのアクセス活用した生活体験をしてもらい、まちの魅力や、充実した福祉・教育環境、都心へのアクセス

の良さなどを知ってもらう。の良さなどを知ってもらう。

　 １２月１４日～１６日（２泊３日）　 １２月１４日～１６日（２泊３日）

イ　シティプロモーションの企画、調整、実施及び推進に関することイ　シティプロモーションの企画、調整、実施及び推進に関すること

○「第２期つちうらシティプロモーション戦略プラン」の推進○「第２期つちうらシティプロモーション戦略プラン」の推進

　 令和元年度に策定した「第２期つちうらシティプロモーション戦略プラン」の進捗の管理及び　 令和元年度に策定した「第２期つちうらシティプロモーション戦略プラン」の進捗の管理及び

新規事業の企画調整を実施新規事業の企画調整を実施

　計画期間：令和２年度～令和６年度の５年間　計画期間：令和２年度～令和６年度の５年間

○職員向けシティプロモーション研修○職員向けシティプロモーション研修

　職員の情報発信力強化を図るため、SNSの活用等階層別に研修会を実施　職員の情報発信力強化を図るため、SNSの活用等階層別に研修会を実施

○「学祭TSUCHIURA」の開催○「学祭TSUCHIURA」の開催

　市内等には高校が１０校あり、近隣市町村から学生が集う「学びのまち」であることから、「まちの　市内等には高校が１０校あり、近隣市町村から学生が集う「学びのまち」であることから、「まちの

　財産」である高校生が一堂に会し、企画の段階から高校生が主役となってイベントを開催する　財産」である高校生が一堂に会し、企画の段階から高校生が主役となってイベントを開催する

　ことにより、土浦への愛着心を育むとともに、賑わい創出と本市のイメージアップ及び市民の　ことにより、土浦への愛着心を育むとともに、賑わい創出と本市のイメージアップ及び市民の

　郷土愛の醸成を図る。　郷土愛の醸成を図る。

　 うらら大屋根広場特設ステージでの、市内高等学校等の生徒による、それぞれの学校のＰＲと　 うらら大屋根広場特設ステージでの、市内高等学校等の生徒による、それぞれの学校のＰＲと

部活動を披露するステージイベントと、土浦市民ギャラリーでの生徒が作成した美術等作品、部活動を披露するステージイベントと、土浦市民ギャラリーでの生徒が作成した美術等作品、

各校の紹介物品の展示を実施。各校の紹介物品の展示を実施。

ウ　イメージキャラクターに関することウ　イメージキャラクターに関すること

○つちまる着ぐるみの貸出運用によるPR活動○つちまる着ぐるみの貸出運用によるPR活動

　市のイベントをはじめ地域や企業など様々な場面での活用　市のイベントをはじめ地域や企業など様々な場面での活用
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　運用実績　令和５年度　７８件　運用実績　令和５年度　７８件

○つちまるファンクラブの設置○つちまるファンクラブの設置

　メールマガジン「つちめーる」の配信　メールマガジン「つちめーる」の配信

　協賛店の会員のサービス　協賛店の会員のサービス

エ　フィルムコミッションの推進エ　フィルムコミッションの推進

　映画・テレビドラマ・CMなどのロケーション撮影を誘致し、ロケが円滑に進むようサポートす　映画・テレビドラマ・CMなどのロケーション撮影を誘致し、ロケが円滑に進むようサポートす

る事業で、積極的にロケ支援することで、本市の知名度向上や地域活性化を図る。る事業で、積極的にロケ支援することで、本市の知名度向上や地域活性化を図る。

○ロケ地に関する相談及び案内○ロケ地に関する相談及び案内

　撮影イメージにあったロケ地紹介　撮影イメージにあったロケ地紹介

　ロケハン等への同行・案内　ロケハン等への同行・案内

　撮影に必要な許可等の手続支援　撮影に必要な許可等の手続支援

　飲食店、宿泊施設の紹介　飲食店、宿泊施設の紹介

　エキストラ手配の支援　エキストラ手配の支援

その他撮影に関する各種相談その他撮影に関する各種相談

○撮影時の立会い○撮影時の立会い

○フィルムコミッション専用ホームページの運営、管理○フィルムコミッション専用ホームページの運営、管理

　　　　http://www.tsuchiura-fc.jphttp://www.tsuchiura-fc.jp

○支援作品のPR○支援作品のPR

　パネル展の開催　パネル展の開催

　ロケ地マップポスター、冊子の作成　ロケ地マップポスター、冊子の作成

○撮影支援実績○撮影支援実績

　令和５年度　撮影件数４６件　経済波及効果７，１４２千円　令和５年度　撮影件数４６件　経済波及効果７，１４２千円
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５　行財政改革５　行財政改革

１　第６次土浦市行財政改革大綱実施計画の成果等について１　第６次土浦市行財政改革大綱実施計画の成果等について

（１）概　要（１）概　要

　第６次土浦市行財政改革大綱は、平成３０年度に策定し、令和元年度から令和５年度の５年間を　第６次土浦市行財政改革大綱は、平成３０年度に策定し、令和元年度から令和５年度の５年間を

推進期間として、行財政改革の取組みを行っています。推進期間として、行財政改革の取組みを行っています。

（２）実施状況　（２）実施状況　

　第６次土浦市行財政改革大綱を推進する実施計画には、推進項目として６６件を掲げております。　第６次土浦市行財政改革大綱を推進する実施計画には、推進項目として６６件を掲げております。

令和５年度の実施状況は、全６６項目の内、「実施」が５８件、「準備・検討」が３件、「未実施」が令和５年度の実施状況は、全６６項目の内、「実施」が５８件、「準備・検討」が３件、「未実施」が

５件となりました。５件となりました。

（３）達成状況（３）達成状況

　実施計画に挙げられた６６項目の取組みについて、最終目標値に対する令和５年度の達成状況を　実施計画に挙げられた６６項目の取組みについて、最終目標値に対する令和５年度の達成状況を

度合いとして示したものです。度合いとして示したものです。

　第６次　第６次土浦市行財政改革大綱における６つの基本方針ごとの達成状況は次のとおりです。土浦市行財政改革大綱における６つの基本方針ごとの達成状況は次のとおりです。

年 度　年 度　

　分 類　分 類
Ｒ１年度Ｒ１年度 Ｒ２年度Ｒ２年度 Ｒ３年度Ｒ３年度 Ｒ４年度Ｒ４年度 Ｒ５年度Ｒ５年度

項　目　数項　目　数 ６６６６ ６６６６ ６６６６ ６６６６ ６６６６

実　　　施実　　　施 ５７５７ ５７５７ ５６５６ ５７５７ ５８５８

準備・検討準備・検討 ５ ４ ３ ３ ３

未　実　施未　実　施 ４ ５ ７ ６ ５

基本方針基本方針

　分 類　分 類

（1）市 民（1）市 民

と の 協と の 協

働・地域働・地域

力の強化力の強化

（2）持 続（2）持 続

可能な財可能な財

政運営の政運営の

確立確立

（3）効率（3）効率

的・効果的・効果

的な行政的な行政

運営の確運営の確

立

（4）機 能（4）機 能

的 な 組的 な 組

織・人材織・人材

づくりづくり

(5) 適 正(5) 適 正

な公共施な公共施

設マネジ設マネジ

メントのメントの

推進推進

(6) 情 報(6) 情 報

発信・Ｉ発信・Ｉ

ＣＴ社会ＣＴ社会

への対応への対応

合　計合　計

項　目　数項　目　数 １５１５ １６１６ １０１０ １２１２ ７ ６ ６６６６

Ａ（１００％以上Ａ（１００％以上

　　～８１％）　　～８１％）
９ １１１１ ６ ６ ２ ４ ３８３８

Ｂ（８０％～６１％）Ｂ（８０％～６１％） ２ １ ０ １ １ ０ ５

Ｃ（６０％～４１％）Ｃ（６０％～４１％） １ ０ １ ０ ２ １ ５

Ｄ（４０％未満）Ｄ（４０％未満）

　　及び判定不能　　及び判定不能
３ ４ ３ ５ ２ １ １８１８

－ 60 －



２　第６次行財政改革大綱の取組状況のまとめ２　第６次行財政改革大綱の取組状況のまとめ

（１）新型コロナウイルスの影響（１）新型コロナウイルスの影響

　令和２年度以降、新型コロナウイルスの影響により、イベントや講座などの人が集まる事業が　令和２年度以降、新型コロナウイルスの影響により、イベントや講座などの人が集まる事業が

できなかったこともあり、協働推進事業の推進などの一部の事業については進捗が思わしくありできなかったこともあり、協働推進事業の推進などの一部の事業については進捗が思わしくあり

ませんでしたが、令和５年度になり、進捗状況が改善傾向になっています。ませんでしたが、令和５年度になり、進捗状況が改善傾向になっています。

（２）目標を達成した取組み（２）目標を達成した取組み

　令和５年度には全体の３分の２程度の取組みは、おおむね目標を達成し、ふるさと土浦応援寄　令和５年度には全体の３分の２程度の取組みは、おおむね目標を達成し、ふるさと土浦応援寄

付事業の推進やコンビニ交付の推進など、目標を大きく上回る達成状況の取組みもあって、一定付事業の推進やコンビニ交付の推進など、目標を大きく上回る達成状況の取組みもあって、一定

程度の成果をあげていると考えられます。程度の成果をあげていると考えられます。

　これらの取組みについては、各課にて目標を再設定し、引き続き取組みを続けていきます。　これらの取組みについては、各課にて目標を再設定し、引き続き取組みを続けていきます。

（３）目標未達の取組み（３）目標未達の取組み

　職場内研修（ＯＪＴ）の確立による人材育成の推進など、いくつかの人事関係の取組みについ　職場内研修（ＯＪＴ）の確立による人材育成の推進など、いくつかの人事関係の取組みについ

ては、人材育成基本方針の見直しに伴う検討等のため、アンケートを実施しなかったことにより、ては、人材育成基本方針の見直しに伴う検討等のため、アンケートを実施しなかったことにより、

実施状況が未実施となっています。実施状況が未実施となっています。

　未実施の取組みや進捗状況の良くない取組みについては、取組み目標や目標値を再検討するな　未実施の取組みや進捗状況の良くない取組みについては、取組み目標や目標値を再検討するな

ど、今後のあり方検討していきます。ど、今後のあり方検討していきます。

（４）今後の取組方針（４）今後の取組方針

　第６次行財政改革大綱実施計画の６６項目の中には、他の計画等に紐づけられている取組みに　第６次行財政改革大綱実施計画の６６項目の中には、他の計画等に紐づけられている取組みに

ついても掲載されております。ついても掲載されております。

　これらの取組みは重複して進捗管理をする必要性は薄いことから、今後は個々の計画に基づく　これらの取組みは重複して進捗管理をする必要性は薄いことから、今後は個々の計画に基づく

各課の取組みに委任するものとします。各課の取組みに委任するものとします。
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３　行財政集中改革プランについて３　行財政集中改革プランについて

 （１）概　要 （１）概　要

　今までの個別的な取組を集約する「行財政改革大綱」の取組に代わり、行財政経営の基本的な構　今までの個別的な取組を集約する「行財政改革大綱」の取組に代わり、行財政経営の基本的な構

造や手続手法など、全庁に影響のある事項について、短期間で集中的に取り組むための「行財政集造や手続手法など、全庁に影響のある事項について、短期間で集中的に取り組むための「行財政集

中改革プラン」を策定し、取組みを推進しています。中改革プラン」を策定し、取組みを推進しています。

 （２）行財政集中改革プランの内容 （２）行財政集中改革プランの内容

ア　計画期間　ア　計画期間　

　令和６年度～８年度まで（３年間）　令和６年度～８年度まで（３年間）

イ　取組の視点イ　取組の視点

　「市の有する資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の質の向上と最大限の活用」　「市の有する資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の質の向上と最大限の活用」

ウ　計画の構成ウ　計画の構成

　行財政改革の視点で取組を検討すべき課題に対し、特に喫緊に取り組むべき課題や複数の検討課　行財政改革の視点で取組を検討すべき課題に対し、特に喫緊に取り組むべき課題や複数の検討課

題に効果があると考えられる「重点取組項目」を定め、これらについて実施目標を設定します。題に効果があると考えられる「重点取組項目」を定め、これらについて実施目標を設定します。

エ　重点取組項目エ　重点取組項目

 （ア）業務プロセスの見直し （ア）業務プロセスの見直し

　全庁の業務における手続き（業務プロセス）の棚卸し、業務量の把握を通して、適切な人員配　全庁の業務における手続き（業務プロセス）の棚卸し、業務量の把握を通して、適切な人員配

置や業務量の圧縮・平準化を図ります。置や業務量の圧縮・平準化を図ります。

 （イ）政策におけるデータ利活用の推進 （イ）政策におけるデータ利活用の推進

　政策立案に関する課題整理、施策検討においてデータを利活用することにより、より効果的な　政策立案に関する課題整理、施策検討においてデータを利活用することにより、より効果的な

施策検討、計画立案、既存事業の効果向上を図ります。施策検討、計画立案、既存事業の効果向上を図ります。

 （ウ）窓口サービスの向上検討 （ウ）窓口サービスの向上検討

　「ア　業務プロセスの見直し」による手順の見直しを踏まえ、デジタルを活用する等の方法によ　「ア　業務プロセスの見直し」による手順の見直しを踏まえ、デジタルを活用する等の方法によ

り、窓口サービスの向上を検討します。り、窓口サービスの向上を検討します。

 （エ）オープンデータの発信拡大 （エ）オープンデータの発信拡大

　自治体オープンデータの発信を拡大することにより、市政情報の発信、市の状況発信の向上を　自治体オープンデータの発信を拡大することにより、市政情報の発信、市の状況発信の向上を

目指します。目指します。

【取組みの視点】【取組みの視点】
市の有する資源（「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」）の質の向上と最大限の活用市の有する資源（「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」）の質の向上と最大限の活用

≪土浦市行財政集中改革プラン≫≪土浦市行財政集中改革プラン≫
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６　ＩＣＴ施策の推進６　ＩＣＴ施策の推進

（１）ＩＣＴ（情報通信技術）施策の状況（１）ＩＣＴ（情報通信技術）施策の状況

　ＩＣＴについては、平成１４年度に住民基本台帳ネットワーク、平成１５年度には総合行政ネット　ＩＣＴについては、平成１４年度に住民基本台帳ネットワーク、平成１５年度には総合行政ネット

ワーク（ＬＧＷＡＮ）とそれぞれ接続し、国・県と一体化した行政サービスの提供が可能になりました。ワーク（ＬＧＷＡＮ）とそれぞれ接続し、国・県と一体化した行政サービスの提供が可能になりました。

　平成２７年度に市庁舎が移転したことに伴い、無線ＬＡＮの導入及び耐障害性の高い庁内ネットワー　平成２７年度に市庁舎が移転したことに伴い、無線ＬＡＮの導入及び耐障害性の高い庁内ネットワー

クを構築しました。クを構築しました。

　平成２８年度に新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化のため、いばらき情報セキュリティ　平成２８年度に新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化のため、いばらき情報セキュリティ

クラウドに参加し、庁内ネットワークをインターネットから分離しました。クラウドに参加し、庁内ネットワークをインターネットから分離しました。

　平成２９年度に社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に基づく情報連携を開始しました。　平成２９年度に社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に基づく情報連携を開始しました。

　令和元年度に、基幹業務におけるコスト削減、職員の利便性、業務効率化及び情報セキュリティの　令和元年度に、基幹業務におけるコスト削減、職員の利便性、業務効率化及び情報セキュリティの

向上を図るため、県内８市町村で協定を締結し、翌年度から自治体クラウドの運用を開始しました。向上を図るため、県内８市町村で協定を締結し、翌年度から自治体クラウドの運用を開始しました。

　令和２年度に、感染症等の流行時においても業務継続性を確保するため、市職員のテレワークシス　令和２年度に、感染症等の流行時においても業務継続性を確保するため、市職員のテレワークシス

テムを導入しました。テムを導入しました。

　令和３年度に、紙の削減と業務効率の向上を図るためペーパーレス会議システムを導入しました。　令和３年度に、紙の削減と業務効率の向上を図るためペーパーレス会議システムを導入しました。

また、セキュリティを担保し円滑な情報共有を図るため、自治体専用チャットツールを導入しました。また、セキュリティを担保し円滑な情報共有を図るため、自治体専用チャットツールを導入しました。

　令和４年度に、オンライン申請を推進するため、電子申請ツールを導入しました。　令和４年度に、オンライン申請を推進するため、電子申請ツールを導入しました。

　令和５年度には、地図情報を速やかに取得するため、Wｅｂ 住宅地図を、事務の効率化のためＡＩ　令和５年度には、地図情報を速やかに取得するため、Wｅｂ 住宅地図を、事務の効率化のためＡＩ

による会議録自動生成システム及び生成ＡＩを導入しました。による会議録自動生成システム及び生成ＡＩを導入しました。

　今後も、さらなる利便性・安全性の向上につながるＩＣＴ施策を展開してまいります。　今後も、さらなる利便性・安全性の向上につながるＩＣＴ施策を展開してまいります。

（２）ＩＣＴ施策の内容（２）ＩＣＴ施策の内容

運用年度運用年度 主なＩＣＴ施策内容主なＩＣＴ施策内容

平成１４年度平成１４年度

平成１５年度平成１５年度

平成１６年度平成１６年度

平成１７年度平成１７年度

平成１８年度平成１８年度

平成１９年度平成１９年度

平成２０年度平成２０年度

平成２１年度平成２１年度

平成２２年度平成２２年度

平成２３年度平成２３年度

平成２４年度平成２４年度

平成２５年度平成２５年度

平成２７年度平成２７年度

平成２８年度平成２８年度

平成２９年度平成２９年度

令和 元 年度令和 元 年度

令和 ２ 年度令和 ２ 年度

令和 ３ 年度令和 ３ 年度

令和 ４ 年度令和 ４ 年度

令和 ５ 年度令和 ５ 年度

統合型地理情報システム、住民基本台帳ネットワークシステム統合型地理情報システム、住民基本台帳ネットワークシステム

携帯電話に対応したホームページの構築携帯電話に対応したホームページの構築

例規データベースシステム、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）接続例規データベースシステム、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）接続

公的個人認証システム、電子申請・届出システム、戸籍電子情報システム公的個人認証システム、電子申請・届出システム、戸籍電子情報システム

市議会会議録検索システム、市主要公共施設間の光ケーブル接続市議会会議録検索システム、市主要公共施設間の光ケーブル接続

電子入札システム電子入札システム

図書館ホームページの蔵書予約システム、簡単申請・受付システム図書館ホームページの蔵書予約システム、簡単申請・受付システム

庁内ＬＡＮのＬＧＷＡＮ接続庁内ＬＡＮのＬＧＷＡＮ接続

市ホームページリニューアル市ホームページリニューアル

市税・保育料のコンビニ納付、証明書自動交付機市税・保育料のコンビニ納付、証明書自動交付機

一部郵便局における、各種証明書の申請・交付一部郵便局における、各種証明書の申請・交付

市議会本会議のインターネットによる録画中継市議会本会議のインターネットによる録画中継

土浦市公共施設予約システム（文化施設・生涯学習施設の仮予約）土浦市公共施設予約システム（文化施設・生涯学習施設の仮予約）

土浦市公共施設予約システム（スポーツ施設の仮予約）、新庁舎・新消防庁舎のネッ土浦市公共施設予約システム（スポーツ施設の仮予約）、新庁舎・新消防庁舎のネッ

トワーク整備トワーク整備

いばらき情報セキュリティクラウドへ参加いばらき情報セキュリティクラウドへ参加

新図書館のネットワーク整備、マイナンバー情報連携開始新図書館のネットワーク整備、マイナンバー情報連携開始

基幹業務システム等の共同利用及び運用に関する協定を締結基幹業務システム等の共同利用及び運用に関する協定を締結

自治体クラウドの運用開始、テレワークシステム導入自治体クラウドの運用開始、テレワークシステム導入

ペーパーレス会議システム導入、自治体専用チャットツール導入ペーパーレス会議システム導入、自治体専用チャットツール導入

電子申請ツール導入電子申請ツール導入

Wｅｂ Wｅｂ 住宅地図、ＡＩ会議録自動生成ツール、生成ＡＩ導入住宅地図、ＡＩ会議録自動生成ツール、生成ＡＩ導入
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７　企業誘致７　企業誘致

（１）概　要（１）概　要

　　 　雇用機会の創出や産業振興による本市の持続可能な発展を目指し、戦略的な企業誘致を推進し　　 　雇用機会の創出や産業振興による本市の持続可能な発展を目指し、戦略的な企業誘致を推進し

ます。ます。

（２）事業内容（２）事業内容

　　ア 　不動産関係協会と協定を締結し、協会の協力の下、市内で事業用の不動産を探す企業等の事　　ア 　不動産関係協会と協定を締結し、協会の協力の下、市内で事業用の不動産を探す企業等の事

業者が必要とする民有地の情報を提供するなど、新たな企業誘致体制により効果的に対応を進業者が必要とする民有地の情報を提供するなど、新たな企業誘致体制により効果的に対応を進

めます。めます。

　　イ 　企業誘致の総合的な窓口として、公共施設の跡地や民間の遊休土地等の不動産情報と共に、　　イ 　企業誘致の総合的な窓口として、公共施設の跡地や民間の遊休土地等の不動産情報と共に、

国や県、本市の補助金等取りまとめることで、市内外へ本市の企業立地の優位性を積極的にＰ国や県、本市の補助金等取りまとめることで、市内外へ本市の企業立地の優位性を積極的にＰ

Ｒします。Ｒします。

情報連携等に関する

協定締結

立地希望企業 土　浦　市 会員宅建業者
・茨城県宅建協会

・不動産協会茨城県本部

◆事業用地の取得相談◆事業用地の取得相談

◆ 事業用地に適した物件◆ 事業用地に適した物件

の情報提供申請の情報提供申請

◆ 不動産関係協会へ物件◆ 不動産関係協会へ物件

情報の提供依頼（立地情報の提供依頼（立地

希望企業名は秘匿）希望企業名は秘匿）

◆会員宅建業者から◆会員宅建業者から

　情報収集　情報収集

◆物件情報の提供◆物件情報の提供◆物件の内容を検討◆物件の内容を検討

◆ 交渉を希望する物件に◆ 交渉を希望する物件に

ついて会員宅建業者へついて会員宅建業者へ

直接連絡直接連絡

相対での具体的な交渉・調整・契約相対での具体的な交渉・調整・契約

◆立地希望企業への通知◆立地希望企業への通知

◆ 物件の具体的な内容説◆ 物件の具体的な内容説

明

➡ ➡ ➡ ➡

➡

➡ ➡

➡

◆候補となる物件の検討◆候補となる物件の検討
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８　公共施設マネジメント８　公共施設マネジメント

（１）概　要（１）概　要

　高度経済成長期に集中的に整備した公共施設が老朽化し、今後一斉に更新時期を迎えることか　高度経済成長期に集中的に整備した公共施設が老朽化し、今後一斉に更新時期を迎えることか

ら、「土浦市公共施設等総合管理計画」で掲げる公共施設管理の方針に基づき、施設の適正配置、ら、「土浦市公共施設等総合管理計画」で掲げる公共施設管理の方針に基づき、施設の適正配置、

サービス向上及び安全性の確保を図ります。サービス向上及び安全性の確保を図ります。

（２）事業内容（２）事業内容

ア　公共施設等再編・再配置計画の策定ア　公共施設等再編・再配置計画の策定

　土浦市公共施設等総合管理計画で掲げる公共施設管理の方針を推進するための実行計画とし　土浦市公共施設等総合管理計画で掲げる公共施設管理の方針を推進するための実行計画とし

て、令和４年度に土浦市公共施設等再編・再配置計画を策定し、早急に検討が必要な１０施設のて、令和４年度に土浦市公共施設等再編・再配置計画を策定し、早急に検討が必要な１０施設の

配置方針の策定のほか、計画期間における基本方針やスケジュールを定めました｡配置方針の策定のほか、計画期間における基本方針やスケジュールを定めました｡

　　　・計画期間：令和５年度～令和２４年度　　　・計画期間：令和５年度～令和２４年度

　　　・対象施設：「公共施設」に分類される１８８施設（インフラ施設を除く）　　　・対象施設：「公共施設」に分類される１８８施設（インフラ施設を除く）

イ 　公共施設の配置方針の策定イ 　公共施設の配置方針の策定

　令和４年度に配置方針を策定した施設を除く１７８施設について、令和５年度から令和７年度に　令和４年度に配置方針を策定した施設を除く１７８施設について、令和５年度から令和７年度に

かけ、施設評価や類型別・地区別方向性の検討を行った上で配置方針を策定の上、「土浦市公共施かけ、施設評価や類型別・地区別方向性の検討を行った上で配置方針を策定の上、「土浦市公共施

設等再編・再配置計画」を改訂します。設等再編・再配置計画」を改訂します。

　〇再編・再配置計画の基本方針　〇再編・再配置計画の基本方針
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１　令和６年度予算１　令和６年度予算

（１）予算総括表（１）予算総括表

（単位：千円・％）（単位：千円・％）

会　　計　　別会　　計　　別
令和６年度令和６年度 令和５年度令和５年度 比　　　較比　　　較

予 算 額予 算 額 構成比構成比 予 算 額予 算 額 構成比構成比 増 減 額増 減 額 伸率伸率

一　般　会　計一　般　会　計 56,730,00056,730,000 57.357.3 55,280,000 55,280,000  57.0  57.0 1,450,0001,450,000 2.62.6

特　
　
　
　

別　
　
　
　

会　
　
　
　

計

特　
　
　
　

別　
　
　
　

会　
　
　
　

計

公 共 用 地公 共 用 地

先 行 取 得 事 業先 行 取 得 事 業
341,679341,679 0.40.4 361,281361,281 0.40.4 △ 19,602△ 19,602 △ 5.4△ 5.4

駐 車 場 事 業駐 車 場 事 業 138,093138,093  0.1  0.1 57,95557,955  0.1  0.1 80,13880,138 138.3138.3

国 民 健 康 保 険国 民 健 康 保 険 13,685,46213,685,462 13.813.8 14,288,34114,288,341 14.714.7 △ 602,879△ 602,879 △ 4.2△ 4.2

後期高齢者医療後期高齢者医療 2,637,5192,637,519 2.72.7 2,294,1622,294,162 2.42.4 343,357343,357 15.015.0

介 護 保 険介 護 保 険 12,774,92212,774,922 12.912.9 12,376,11412,376,114 12.812.8 398,808398,808 3.23.2

　 農 業 集 落　 農 業 集 落
×
　 排 水 事 業　 排 水 事 業

― ― 134,736134,736  0.1  0.1 △ 134,736△ 134,736 皆減皆減

企　

業　

会　

計

企　

業　

会　

計

水 道 事 業水 道 事 業 4,544,2434,544,243 4.64.6 4,645,8654,645,865 4.84.8 △ 101,622△ 101,622 △ 2.2△ 2.2

下 水 道 事 業下 水 道 事 業 8,088,0828,088,082 8.28.2 7,491,5467,491,546  7.7  7.7 596,536596,536 8.08.0

小 計小 計 42,210,00042,210,000 42.742.7 41,650,00041,650,000 43.043.0 560,000560,000 1.31.3

合　　　　　　計合　　　　　　計 98,940,00098,940,000 100.0100.0 96,930,00096,930,000  100.0  100.0 2,010,0002,010,000 2.12.1
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（２）令和６年度主要事業（２）令和６年度主要事業

【総務費】【総務費】

土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 10,05810,058

水郷筑波サイクリング環境整備事業水郷筑波サイクリング環境整備事業 39,88639,886

公共施設等再編・再配置推進事業公共施設等再編・再配置推進事業 4,0234,023

新公共施設予約システム導入事業新公共施設予約システム導入事業 1,2981,298

地域公民館整備事業地域公民館整備事業 22,80022,800

自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業 800800

ふるさと土浦応援寄附事業ふるさと土浦応援寄附事業 498,065498,065

【民生費】【民生費】

こども計画策定事業こども計画策定事業 4,1544,154

子育て世帯訪問支援事業子育て世帯訪問支援事業 705705

児童手当支給事業児童手当支給事業 2,019,8402,019,840

公立保育所民間活力導入事業公立保育所民間活力導入事業 260260

【衛生費】【衛生費】

各種予防接種事業（子宮頸がん予防接種）各種予防接種事業（子宮頸がん予防接種） 57,71457,714

１か月児健康診査支援事業１か月児健康診査支援事業 4,7964,796

清掃センターごみクレーン外整備事業清掃センターごみクレーン外整備事業 330330

【農林水産業費】【農林水産業費】

土浦ブランドアッププロジェクト推進事業土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 1,4201,420

日本一のれんこん産地推進事業日本一のれんこん産地推進事業 8,2478,247

畑地帯総合整備事業（虫掛地区）畑地帯総合整備事業（虫掛地区） 3,0003,000

かんがい排水事業（木田余地区）かんがい排水事業（木田余地区） 13,20013,200

【商工費】【商工費】

土浦全国花火競技大会開催事業土浦全国花火競技大会開催事業 85,000 85,000 

【土木費】【土木費】

橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業 600,025600,025

道路新設改良事業道路新設改良事業 400,000 400,000 

都市下水路整備事業／小規模排水路整備事業都市下水路整備事業／小規模排水路整備事業 89,50089,500

地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業 83,68783,687

地域地区等調査事業地域地区等調査事業 16,05416,054

開発候補地調査検討事業開発候補地調査検討事業 8,5008,500

スマートインターチェンジ整備事業スマートインターチェンジ整備事業 30,72330,723

インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業 63,94363,943

田村沖宿線延伸道路整備事業田村沖宿線延伸道路整備事業 46,55046,550

荒川沖木田余線（Ⅱ期）整備事業荒川沖木田余線（Ⅱ期）整備事業 421,898421,898

木田余神立線街路事業（Ⅱ期）木田余神立線街路事業（Ⅱ期） 480,812480,812

都市公園等長寿命化事業都市公園等長寿命化事業 151,455151,455

川口ショッピングモール歩行空間再構築事業川口ショッピングモール歩行空間再構築事業 6,5006,500

まちなか定住促進支援事業まちなか定住促進支援事業 19,99219,992

中心市街地まちなか再生事業中心市街地まちなか再生事業 16,87916,879

住生活基本計画策定及び公営住宅等長寿命化計画住生活基本計画策定及び公営住宅等長寿命化計画
見直し事業見直し事業

8,4678,467

【消防費】【消防費】

警防救急事業警防救急事業 21,45121,451

救助資器材整備事業救助資器材整備事業 370370

救急資器材整備事業救急資器材整備事業 905905

常備消防車両更新事業常備消防車両更新事業 81,69781,697

【教育費】【教育費】

教育相談室管理運営事業教育相談室管理運営事業 27,02827,028

地域スポーツ・文化クラブ運営事業地域スポーツ・文化クラブ運営事業 22,43322,433

上大津地区統合小学校整備事業上大津地区統合小学校整備事業 109,407109,407

小学校・中学校長寿命化改良事業小学校・中学校長寿命化改良事業 71,59271,592

家庭教育支援事業家庭教育支援事業 490490

コミュニティ・スクール推進事業コミュニティ・スクール推進事業 4,4544,454

指定文化財等管理事業指定文化財等管理事業 2,9912,991

文化財整備・活用事業文化財整備・活用事業 7,2967,296

上高津貝塚長寿命化改良事業上高津貝塚長寿命化改良事業 24,06824,068

上高津貝塚再整備事業上高津貝塚再整備事業 10,77910,779

重要資料公開推進事業重要資料公開推進事業 7,9587,958

図書館サービス推進事業図書館サービス推進事業 10,03710,037

小学校口腔衛生推進事業小学校口腔衛生推進事業 1,0031,003

【特別会計・企業会計】【特別会計・企業会計】

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 3,8113,811

配水管施設整備事業／老朽管更新事業配水管施設整備事業／老朽管更新事業 408,250408,250

公共下水道（汚水）整備事業公共下水道（汚水）整備事業 291,000291,000

公共下水道雨水排水路整備事業公共下水道雨水排水路整備事業 919,059919,059

（単位：千円）（単位：千円）
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（３）一般会計歳入予算（３）一般会計歳入予算

款　　　　　別款　　　　　別
令和６年度令和６年度

予算額予算額

令和５年度令和５年度

予算額予算額

比　　　　　較比　　　　　較

増減額増減額 伸　率伸　率

１ 市 税市 税 23,580,15723,580,157 22,889,78022,889,780 690,377690,377 3.03.0

２ 地 方 譲 与 税地 方 譲 与 税 507,228507,228 486,520486,520 20,70820,708 4.34.3

３ 利 子 割 交 付 金利 子 割 交 付 金 12,99012,990 18,50918,509 △ 5,519△ 5,519 △ 29.8△ 29.8

4 配 当 割 交 付 金配 当 割 交 付 金 111,320111,320 140,136140,136 △ 28,816△ 28,816 △ 20.6△ 20.6

５ 株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金 131,954131,954 93,52893,528 38,42638,426 41.141.1

６ 法人事業税交付金法人事業税交付金 648,533648,533 484,406484,406 164,127164,127 33.933.9

７ 地方消費税交付金地方消費税交付金 3,728,1643,728,164 3,813,0283,813,028 △ 84,864△ 84,864 △ 2.2△ 2.2

８
ゴ ル フ 場ゴ ル フ 場
利 用 税 交 付 金利 用 税 交 付 金 3,0093,009 6,5566,556 △ 3,547△ 3,547 △ 54.1△ 54.1

９ 環境性能割交付金環境性能割交付金 56,77356,773 42,55442,554 14,21914,219 33.433.4

１０１０
国有提供施設等所在国有提供施設等所在
市町村助成交付金市町村助成交付金 11,80711,807 11,88811,888 △ 81△ 81 △ 0.7△ 0.7

１１１１ 地 方 特 例 交 付 金地 方 特 例 交 付 金 753,730753,730 145,008145,008 608,722608,722 419.8419.8

１２１２ 地 方 交 付 税地 方 交 付 税 4,885,1794,885,179 4,521,5754,521,575 363,604363,604 8.08.0

１３１３
交 通 安 全 対 策交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金特 別 交 付 金 18,44018,440 20,69820,698 △ 2,258△ 2,258 △ 10.9△ 10.9

１４１４ 分担金及び負担金分担金及び負担金 384,736384,736 390,416390,416 △ 5,680△ 5,680 △ 1.5△ 1.5

１５１５ 使用料及び手数料使用料及び手数料 1,309,4611,309,461 1,299,2071,299,207 10.25410.254 0.80.8

１６１６ 国 庫 支 出 金国 庫 支 出 金 9,719,4559,719,455 9,284,0599,284,059 435,396435,396 4.74.7

１７１７ 県 支 出 金県 支 出 金 4,383,8784,383,878 4,125,7654,125,765 258,113258,113 6.36.3

１８１８ 財 産 収 入財 産 収 入 147,546147,546 92,52092,520 55,02655,026 59.559.5

１９１９ 寄 附 金寄 附 金 1,000,5021,000,502 700,502700,502 300,000300,000 42.842.8

２０２０ 繰 入 金繰 入 金 1,907,8191,907,819 1,912,9021,912,902 △ 5,083△ 5,083 △ 0.3△ 0.3

２１２１ 繰 越 金繰 越 金 300,000300,000 300,000300,000 ― ―

２２２２ 諸 収 入諸 収 入 606,623606,623 1,097,2031,097,203 △ 490,580△ 490,580 △ 44.7△ 44.7

２３２３ 市 債市 債 2,520,6962,520,696 3,403,2403,403,240 △ 882,544△ 882,544 △ 25.9△ 25.9

歳　入　合　計歳　入　合　計 56,730,00056,730,000 55,280,00055,280,000 1,450,0001,450,000 2.62.6

（単位：千円・％）（単位：千円・％）
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（４）一般会計歳出予算（４）一般会計歳出予算

款　　　　　別款　　　　　別
令和６年度令和６年度

予算額予算額

令和５年度令和５年度

予算額予算額

比　　　　　較比　　　　　較

増減額増減額 伸　率伸　率

１ 議 会 費議 会 費 327,741327,741 331,697331,697 △ 3,956△ 3,956 △ 1.2△ 1.2

２ 総 務 費総 務 費 5,266,2255,266,225 5,074,9055,074,905 191,320191,320 3.83.8

３ 民 生 費民 生 費 24,083,71724,083,717 22,808,74722,808,747 1,274,9701,274,970 5.65.6

4 衛 生 費衛 生 費 4,601,1284,601,128 3,948,0253,948,025 653,103653,103 16.516.5

５ 農 林 水 産 業 費農 林 水 産 業 費 613,071613,071 586,832586,832 26,23926,239 4.54.5

６ 商 工 費商 工 費 1,097,6891,097,689 1,111,1821,111,182 △ 13,493△ 13,493 △ 1.2△ 1.2

７ 土 木 費土 木 費 6,510,7636,510,763 6,909,6456,909,645 △ 398,882△ 398,882 △ 5.8△ 5.8

８ 消 防 費消 防 費 2,047,6112,047,611 1,950,3981,950,398 97,21397,213 5.05.0

９ 教 育 費教 育 費 5,155,2585,155,258 5,773,3345,773,334 △ 618,076△ 618,076 △ 10.7△ 10.7

１０１０ 公 債 費公 債 費 6,956,7936,956,793 6,715,2216,715,221 241,572241,572 3.63.6

１１１１ 災 害 復 旧 費災 害 復 旧 費 4 1414 △ 10△ 10 △ 71.4△ 71.4

１２１２ 予 備 費予 備 費  70,000  70,000  70,000  70,000 ― ―

歳　出　合　計歳　出　合　計 56,730,00056,730,000 55,280,00055,280,000 1,450,0001,450,000 2.62.6

（単位：千円・％）（単位：千円・％）
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23,565,87723,565,877
43.4 　43.4 　
520,818520,818
1.0 　1.0 　

1,457,4171,457,417
2.7 　2.7 　
111,561111,561
0.2 　0.2 　
434,649434,649
0.9 　0.9 　
352,388352,388
0.6 　0.6 　

1,896,6561,896,656
3.5 　3.5 　

1,435,4681,435,468
2.6 　2.6 　

1,435,4681,435,468
29,774,83429,774,834
54.9 　54.9 　
483,194483,194
0.9 　0.9 　
15,22715,227
－ 　－ 　
84,52984,529
0.2 　0.2 　
51,18851,188
0.1 　0.1 　
－

－ 　－ 　
2,677,7062,677,706
4.9 　4.9 　
7,1087,108
－ 　－ 　
69,24569,245
0.1 　0.1 　
21,28121,281
－ 　－ 　
12,24812,248
－ 　－ 　

252,774252,774
0.5 　0.5 　

3,785,2563,785,256
7.0 　7.0 　
22,32222,322
－ 　－ 　

7,651,8417,651,841
14.1 　14.1 　

3,559,5633,559,563
6.6 　6.6 　
20,42020,420
－ 　－ 　

5,814,3185,814,318
10.7 　10.7 　

5,311,5145,311,514
24,528,22024,528,220
45.1 　45.1 　

54,303,05454,303,054
100.0　100.0　

53,800,25053,800,250

元年度元年度

22,956,22522,956,225
32.7 　32.7 　
289,250289,250
0.4 　0.4 　

1,378,8821,378,882
2.0 　2.0 　
86,32986,329
0.1 　0.1 　
613,346613,346
0.9 　0.9 　
672,927672,927
1.0 　1.0 　

2,065,4812,065,481
3.0 　3.0 　

1,184,3241,184,324
1.7 　1.7 　

1,184,3241,184,324
29,246,76429,246,764
41.8 　41.8 　
486,821486,821
0.7 　0.7 　
15,76915,769
－ 　－ 　
75,56275,562
0.1 　0.1 　
105,229105,229
0.1 　0.1 　
228,152228,152
0.3 　0.3 　

3,218,3873,218,387
4.6 　4.6 　
6,4126,412
－ 　－ 　
－

－ 　－ 　
35,08135,081
－ 　－ 　
11,81911,819
－  　－  　
135,933135,933
0.2 　0.2 　

4,390,0784,390,078
6.3 　6.3 　
23,32923,329
－ 　－ 　

23,743,10623,743,106
33.8 　33.8 　

3,796,0563,796,056
5.4 　5.4 　
1,7541,754
－ 　－ 　

4,692,5234,692,523
6.7 　6.7 　

4,287,1434,287,143
40,966,01140,966,011
58.2 　58.2 　

70,212,77570,212,775
100.0　100.0　

69,807,39569,807,395

２年度２年度

22,420,08122,420,081
36.8 　36.8 　
298,407298,407
0.5 　 0.5 　 

 1,333,624 1,333,624
2.2 　 2.2 　 

 154,386 154,386
0.2 　 0.2 　 

 660,112 660,112
1.1 　 1.1 　 

 416,801 416,801
0.7 　 0.7 　 

 1,809,894 1,809,894
3.0 　 3.0 　 

 1,085,728 1,085,728
1.8 　 1.8 　 

 1,085,728 1,085,728
 28,179,033 28,179,033
46.3 　 46.3 　 
 501,560 501,560
0.8 　 0.8 　 
 12,474 12,474
 － 　 － 　

  119,151  119,151
0.2 　 0.2 　 

 142,041 142,041
0.2 　 0.2 　 

 480,402 480,402
0.8 　 0.8 　 

 3,508,865 3,508,865
5.8 　 5.8 　 
 6,557 6,557
 － 　 － 　
－

 － 　 － 　
  43,124  43,124
0.1 　 0.1 　 
 11,866 11,866
 － 　 － 　

  372,685  372,685
0.6 　 0.6 　 

 4,930,521 4,930,521
8.1 　 8.1 　 
 22,009 22,009
 － 　 － 　

  14,674,854  14,674,854
24.1 　 24.1 　 

 3,957,843 3,957,843
6.5 　 6.5 　 
 1,871 1,871
 － 　 － 　

  3,966,540  3,966,540
6.5 　 6.5 　 

3,685,7003,685,700
 32,752,363 32,752,363
53.7 　 53.7 　 

 60,931,396 60,931,396
100.0　 100.0　 

 60,650,556 60,650,556

３年度３年度

環 境 性 能 割 交 付 金環 境 性 能 割 交 付 金

寄 附 金寄 附 金

法 人 事 業 税 交 付 金法 人 事 業 税 交 付 金

令和５年度決算令和５年度決算

－ 　　　　　　　　　　　 　　－ 　　　　　　　　　　　 　　

23,299,11823,299,118
38.1 　 38.1 　 
318,118318,118
0.5 　 0.5 　 

1,367,9911,367,991
2.2 　 2.2 　 
51,19551,195
0.1 　 0.1 　 
546,749546,749
0.9 　 0.9 　 

1,495,2581,495,258
2.4 　 2.4 　 

3,706,4353,706,435
6.1 　 6.1 　 

1,138,9711,138,971
1.9 　 1.9 　 

1,138,9711,138,971
31,923,83531,923,835
52.2 　 52.2 　 
498,283498,283
0.8 　 0.8 　 
7,0427,042
 － 　 － 　
102,444102,444
0.2 　 0.2 　 
81,20081,200
0.1 　 0.1 　 
482,531482,531
0.8 　 0.8 　 

3,699,9973,699,997
6.1 　 6.1 　 
5,8225,822
－ 　－ 　
－  －  

－ 　－ 　
48,12648,126
0.1 　 0.1 　 
11,88811,888
－ 　－ 　

140,041140,041
0.2 　 0.2 　 

5,079,6605,079,660
8.3 　 8.3 　 
19,29619,296
－ 　－ 　

12,458,90912,458,909
20.4 　 20.4 　 

3,980,1123,980,112
6.5 　 6.5 　 
1,8731,873
 － 　 － 　

2,655,7602,655,760
4.3 　 4.3 　 

2,571,5002,571,500
29,272,98429,272,984
47.8 　 47.8 　 

61,196,81961,196,819
100.0　 100.0　 

61,112,55961,112,559

24,296,40224,296,402
37.9 　 37.9 　 
344,808344,808
0.5 　 0.5 　 

1,341,4141,341,414
2.1 　 2.1 　 
63,57963,579
0.1 　 0.1 　 
644,642644,642
1.0 　 1.0 　 

2,364,1632,364,163
3.7 　 3.7 　 

3,970,0463,970,046
6.2 　 6.2 　 

1,054,4491,054,449
1.6 　 1.6 　 

1,054,4491,054,449
34,079,50334,079,503
53.1 　 53.1 　 
502,639502,639
0.8 　 0.8 　 
6,2936,293
－ 　－ 　

119,645119,645
0.2 　 0.2 　 
133,658133,658
0.2 　 0.2 　 
500,741500,741
0.8 　 0.8 　 

3,680,5893,680,589
5.8 　 5.8 　 
3,5703,570
－ 　－ 　
－

－ 　－ 　
56,91656,916
0.1 　 0.1 　 
11,80711,807
－ 　－ 　

147,196147,196
0.2 　 0.2 　 

5,672,9885,672,988
8.9 　 8.9 　 
17,65517,655
－ 　－ 　

12,179,79412,179,794
19.0 　 19.0 　 

3,922,5143,922,514
6.1 　 6.1 　 
1,6471,647
－ 　－ 　

3,082,9723,082,972
4.8 　 4.8 　 

2,485,0322,485,032
30,040,62430,040,624
46.9 　 46.9 　 

64,120,12764,120,127
100.0 　 100.0 　 

63,522,18763,522,187

４年度４年度 ５年度５年度
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諸 支 出 金諸 支 出 金

公社貸付を除く公社貸付を除く

令和元令和元

令和元年令和元年

２年度２年度

316,504316,504
0.5 　0.5 　

5,986,9185,986,918
8.7 　8.7 　

34,718,19334,718,193
50.8 　50.8 　

5,664,4395,664,439
8.3 　8.3 　
494,801494,801
0.7 　0.7 　

1,230,1291,230,129
1.8 　1.8 　

4,943,8364,943,836
7.2 　7.2 　

1,754,7251,754,725
2.6 　2.6 　

7,324,2877,324,287
10.7 　10.7 　

5,967,3575,967,357
8.7 　8.7 　

5,561,9775,561,977

1,6921,692
－ 　－ 　

68,402,88168,402,881
100.0　100.0　

67,997,50167,997,501

元年度元年度

326,338326,338
0.6 　0.6 　

5,923,7115,923,711
11.3 　11.3 　

20,137,48720,137,487
38.6 　38.6 　

3,434,2233,434,223
6.6 　6.6 　
573,212573,212
1.1 　1.1 　
784,974784,974
1.5 　1.5 　

5,437,6925,437,692
10.4 　10.4 　

1,767,8591,767,859
3.4 　3.4 　

7,765,3757,765,375
14.9 　14.9 　

6,024,3596,024,359
11.5 　11.5 　

5,521,5555,521,555

62,34362,343
0.1 　0.1 　

52,237,57352,237,573
100.0　100.0　

51,734,76951,734,769

３年度３年度

 316,764  316,764 
 0.6 　 0.6 　

 5,907,725  5,907,725 
 10.3 　 10.3 　

 24,347,879  24,347,879 
 42.5 　 42.5 　

 4,576,913  4,576,913 
 8.0 　 8.0 　
 513,798  513,798 
 0.9 　 0.9 　

 1,588,361  1,588,361 
 2.8 　 2.8 　

 5,464,652  5,464,652 
 9.5 　 9.5 　

 1,882,872  1,882,872 
 3.3 　 3.3 　

 5,715,069  5,715,069 
 10.0 　 10.0 　

 6,907,781  6,907,781 
 12.1 　 12.1 　

 6,626,941  6,626,941 
    

 

 3,148 3,148
－ 　－ 　

 57,224,962 57,224,962
 100.0　 100.0　

 56,944,122 56,944,122

４年度４年度

313,020313,020
0.5 　0.5 　

6,608,5656,608,565
11.5 　11.5 　

23,329,17923,329,179
40.8 　40.8 　

4,337,0624,337,062
7.6 　7.6 　
612,707612,707
1.1 　1.1 　

1,500,9081,500,908
2.6 　2.6 　

5,842,1155,842,115
10.2 　10.2 　

1,869,2891,869,289
3.3 　3.3 　

6,879,0066,879,006
12.0 　12.0 　

5,934,8995,934,899
10.4 　10.4 　

5,850,6395,850,639

2323
－ 　－ 　

57,226,77357,226,773
100.0　100.0　

57,142,51357,142,513

５年度５年度

319,024319,024
0.5 　0.5 　

7,352,0417,352,041
12.1 　12.1 　

24,538,30124,538,301
40.2 　40.2 　

5,153,6755,153,675
8.4 　8.4 　
515,197515,197
0.8 　0.8 　

1,441,6891,441,689
2.4 　2.4 　

5,961,9005,961,900
9.8 　9.8 　

1,947,3601,947,360
3.2 　3.2 　

7,083,3817,083,381
11.6 　11.6 　

6,714,0776,714,077
11.0 　11.0 　

6,116,1376,116,137

1010
－ 　－ 　

61,026,65561,026,655
100.0　100.0　

60,428,71560,428,715

－ 73 －

財
政



8,403,2788,403,278

16.1 　16.1 　

12,342,54712,342,547

23.6 　23.6 　

6,024,3496,024,349

11.5 　11.5 　

5,521,5455,521,545

26,770,17426,770,174

51.2 　51.2 　

7,474,9957,474,995

14.3 　14.3 　

677,407677,407

1.3 　1.3 　

3,191,7973,191,797

6.1 　6.1 　

77,00077,000

0.1 　0.1 　

77,00077,000

－

 　－ 　 　－ 　

1,518,9861,518,986

2.9 　2.9 　

6,539,2086,539,208

12.5 　12.5 　

19,479,39319,479,393

37.2 　37.2 　

5,939,5745,939,574

11.5 　11.5 　

1,500,9721,500,972

3.0 　3.0 　

4,438,6024,438,602

8.5 　8.5 　

48,43248,432

0.1 　0.1 　

5,988,0065,988,006

11.6 　11.6 　

52,237,57352,237,573

100.0 　100.0 　

51,734,76951,734,769

元年度元年度

8,302,8938,302,893

12.1 　12.1 　

12,829,28212,829,282

18.8 　18.8 　

5,967,3515,967,351

8.7 　8.7 　

5,561,9715,561,971

27,099,52627,099,526

39.6 　39.6 　

7,785,8437,785,843

11.4 　11.4 　

695,994695,994

1.0 　1.0 　

19,092,39619,092,396

27.9 　27.9 　

79,00079,000

0.1 　0.1 　

79,00079,000

300300

 － 　 － 　

1,684,3821,684,382

2.5 　2.5 　

5,219,2605,219,260

7.6 　7.6 　

34,557,17534,557,175

50.5 　50.5 　

6,746,1296,746,129

9.9 　9.9 　

2,995,7372,995,737

4.4 　4.4 　

3,750,3923,750,392

5.5 　5.5 　

5151

－ 　－ 　

6,746,1806,746,180

9.9 　9.9 　

68,402,88168,402,881

100.0 　100.0 　

67,997,50167,997,501

２年度２年度

 8,447,752 8,447,752

14.7 　14.7 　

16,301,01716,301,017

28.5 　28.5 　

6,907,7816,907,781

12.1 　12.1 　

 6,626,941 6,626,941

31,656,55031,656,550

55.3 　55.3 　

8,936,8458,936,845

15.6 　15.6 　

717,024717,024

1.3 　1.3 　

5,193,4465,193,446

9.1 　9.1 　

85,00085,000

0.1 　0.1 　

85,00085,000

2,2002,200

 － 　 － 　

1,685,6951,685,695

2.9 　2.9 　

5,254,6045,254,604

9.2 　9.2 　

21,874,81421,874,814

38.2 　38.2 　

3,690,4503,690,450

6.5 　6.5 　

1,874,4461,874,446

3.3 　3.3 　

1,816,0041,816,004

3.2 　3.2 　

3,1483,148

－ 　－ 　

3,693,598 3,693,598 

6.5 　6.5 　

57,224,96257,224,962

100.0 　100.0 　

56,944,12256,944,122

３年度３年度

8,513,5848,513,584

14.9 　14.9 　

14,745,51714,745,517

25.7 　25.7 　

5,934,8995,934,899

10.4 　10.4 　

5,850,6395,850,639

29,194,00029,194,000

51.0 　51.0 　

9,133,1349,133,134

16.0 　16.0 　

449,468449,468

0.8 　0.8 　

5,634,6575,634,657

9.8 　9.8 　

90,00090,000

0.2 　0.2 　

90,00090,000

－

 － 　 － 　

3,083,9633,083,963

5.4 　5.4 　

5,036,9955,036,995

8.8 　8.8 　

23,428,21723,428,217

41.0 　41.0 　

4,604,5334,604,533

8.0 　8.0 　

2,367,6522,367,652

4.1 　4.1 　

2,236,8812,236,881

3.9 　3.9 　

2323

－ 　－ 　

4,604,5564,604,556

8.0 　8.0 　

57,226,77357,226,773

100.0 　100.0 　

57,142,51357,142,513

４年度４年度

8,897,1328,897,132

14.6 　14.6 　

14,129,52714,129,527

23.2 　23.2 　

6,714,0776,714,077

11.0 　11.0 　

6,116,1376,116,137

29,740,73629,740,736

48.8 　48.8 　

9,232,8209,232,820

15.1 　15.1 　

429,434429,434

0.7 　0.7 　

7,768,4627,768,462

12.7 　12.7 　

91,00091,000

0.2 　0.2 　

91,00091,000

－

－ 　－ 　

2,765,9302,765,930

4.5 　4.5 　

5,212,2525,212,252

8.5 　8.5 　

25,499,89825,499,898

41.7 　41.7 　

5,786,0115,786,011

9.5 　9.5 　

2,579,0692,579,069

4.2 　4.2 　

3,206,9423,206,942

5.3 　5.3 　

1010

－ 　－ 　

5,786,0215,786,021

9.5 　9.5 　

61,026,65561,026,655

100.0 　100.0 　

60,428,71560,428,715

５年度５年度
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（５）特別会計歳入歳出決算の推移（５）特別会計歳入歳出決算の推移
（単位：千円）（単位：千円）

年度年度会計名会計名 元年度元年度 ２年度２年度 ３年度３年度 ４年度４年度 ５年度５年度

公 共 用 地公 共 用 地

先 行 取 得 事 業先 行 取 得 事 業

歳入歳入 574,807574,807 867,513867,513 368,814368,814 573,073573,073 361,280361,280

歳出歳出 574,807574,807 867,513867,513 368,814368,814 573,073573,073 361,280361,280

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 0 0

実質収支実質収支 0 0 0 0 0

駐 車 場 事 業駐 車 場 事 業

歳入歳入 138,866138,866 102,274102,274 143,655143,655 151,017151,017 88,89088,890

歳出歳出 135,063135,063 92,26292,262 139,248139,248 135,468135,468 77,07577,075

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 1,6541,654 0 0 0

実質収支実質収支 3,8033,803 8,3588,358 4,4074,407 15,54915,549 11,81511,815

国 民 健 康 保 険国 民 健 康 保 険

歳入歳入 15,100,11815,100,118 14,045,03714,045,037 14,190,83114,190,831 13,613,05713,613,057 13,462,54813,462,548

歳出歳出 14,955,58814,955,588 13,842,61213,842,612 14,009,58414,009,584 13,533,87413,533,874 13,440,94313,440,943

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 0 0

実質収支実質収支 144,530144,530 202,425202,425 181,247181,247 79,18379,183 21,60521,605

後 期 高 齢 者 医 療後 期 高 齢 者 医 療

歳入歳入 1,767,6731,767,673 2,001,0522,001,052 2,044,8432,044,843 2,173,1942,173,194 2,242,9782,242,978

歳出歳出 1,765,0751,765,075 1,997,7201,997,720 2,041,5732,041,573 2,169,2932,169,293 2,241,4682,241,468

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 0 0

実質収支実質収支 2,5982,598 3,3323,332 3,2703,270 3,9013,901 1,5101,510

介 護 保 険介 護 保 険

歳入歳入 11,395,52411,395,524 11,626,84511,626,845 11,816,51711,816,517 12,161,62612,161,626 12,581,39412,581,394

歳出歳出 11,281,79011,281,790 11,579,00411,579,004 11,678,06111,678,061 11,934,63811,934,638 12,497,82112,497,821

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 0 0

実質収支実質収支 113,734113,734 47,84147,841 138,456138,456 226,988226,988 83,57383,573

農 業集落排水事業農業集落排水事業

歳入歳入 116,252116,252 133,510133,510 127,622127,622 115,685115,685 131,946131,946

（借換債を除く）（借換債を除く） (116,252)(116,252) (133,510)(133,510) (127,622)(127,622) (115,685)(115,685) (131,946)(131,946)

歳出歳出 115,669115,669 118,436118,436 127,061127,061 115,183115,183 73,23773,237

（借換債を除く）（借換債を除く） (115,669)(115,669) (118,436)(118,436) (127,061)(127,061) (115,183)(115,183) (73,237)(73,237)

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 14,22314,223 0 0 0

実質収支実質収支 583583 851851 561561 502502 58,70958,709

水 道 事 業水 道 事 業

収入収入 3,953,3333,953,333 3,877,6613,877,661 3,689,7773,689,777 3,769,4193,769,419 3,624,9583,624,958

（借換債を除く）（借換債を除く） (3,953,333)(3,953,333) (3,877,661)(3,877,661) (3,689,777)(3,689,777) (3,769,419)(3,769,419) (3,624,958)(3,624,958)

支出支出 4,615,5684,615,568 4,867,3704,867,370 4,455,2724,455,272 4,387,3384,387,338 4,328,8444,328,844

（借換債を除く）（借換債を除く） (4,615,568)(4,615,568) (4,867,370)(4,867,370) (4,455,272)(4,455,272) (4,387,338)(4,387,338) (4,328,844)(4,328,844)

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 0 125,750125,750

収入－支出収入－支出 △ 662,235△ 662,235 △ 989,709△ 989,709 △ 765,495△ 765,495 △ 617,919△ 617,919 △ 829,636△ 829,636

下 水 道 事 業下 水 道 事 業

歳入歳入 4,515,5014,515,501 5,955,8735,955,873 5,681,9695,681,969 5,482,3535,482,353 6,200,8356,200,835

（借換債を除く）（借換債を除く） (4,412,881)(4,412,881) (5,955,873)(5,955,873) (5,681,969)(5,681,969) (5,482,353)(5,482,353) (6,200,835)(6,200,835)

歳出歳出 4,291,8724,291,872 7,151,8797,151,879 6,886,3506,886,350 6,656,7586,656,758 7,083,8457,083,845

（借換債を除く）（借換債を除く） (4,291,872)(4,291,872) (7,151,879)(7,151,879) (6,886,350)(6,886,350) (6,656,758)(6,656,758) (7,083,845)(7,083,845)

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 20,53620,536 177,840177,840 57,56257,562 0 0

実質収支実質収支 203,093203,093 △ 1,373,846△ 1,373,846 △ 1,261,943△ 1,261,943 △ 1,174,405△ 1,174,405 △ 883,010△ 883,010

計

歳入歳入 37,562,07437,562,074 38,609,76538,609,765 38,064,02838,064,028 38,039,42438,039,424 38,694,82938,694,829

（借換債を除く）（借換債を除く） (37,459,454)(37,459,454) (38,609,765)(38,609,765) (38,064,028)(38,064,028) (38,039,424)(38,039,424) (38,694,829)(38,694,829)

歳出歳出 37,735,43237,735,432 40,516,79640,516,796 39,705,96339,705,963 39,505,62539,505,625 40,104,51340,104,513

（借換債を除く）（借換債を除く） (37,735,432)(37,735,432) (40,516,796)(40,516,796) (39,705,963)(39,705,963) (39,505,625)(39,505,625) (40,104,513)(40,104,513)

翌年度へ繰り越すべき財源翌年度へ繰り越すべき財源 20,53620,536 193,717193,717 57,56257,562 0 125,750125,750

実質収支実質収支 △ 193,894△ 193,894 △ 2,100,748△ 2,100,748 △ 1,699,497△ 1,699,497 △ 1,466,201△ 1,466,201 △ 1,535,434△ 1,535,434

※　水道会計及び下水道会計の収入が支出に不足する額は、過年度損益勘定留保資金等で補てんしている。※　水道会計及び下水道会計の収入が支出に不足する額は、過年度損益勘定留保資金等で補てんしている。
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３　市税の状況３　市税の状況

 （１）市税予算額 （１）市税予算額

7,767,5077,767,507

2,789,3162,789,316

9,628,7169,628,716

407,305407,305

1,227,6221,227,622

1,494,1561,494,156

23,314,62223,314,622

89,19089,190

6,1496,149

93,36593,365

5,3315,331

15,16115,161

209,196209,196

23,523,81823,523,818

7,676,2877,676,287

2,208,7182,208,718

9,660,2749,660,274

392,823392,823

1,177,0731,177,073

1,496,9341,496,934

22,612,10922,612,109

79,97979,979

5,1705,170

109,579109,579

6,8366,836

17,26717,267

218,831218,831

22,830,94022,830,940

98.598.5

99.499.4

98.498.4

97.497.4

100.0100.0

98.498.4

35.835.8

12.512.5

16.316.3

14.314.3

16.316.3

98.598.5

99.799.7

98.598.5

96.696.6

100.0100.0

98.598.5

40.040.0

20.120.1

19.419.4

18.018.0

19.419.4

91,22091,220

580,598580,598

▲31,558▲31,558

14,48214,482

50,54950,549

▲2,778▲2,778

702,513702,513

9,2119,211

979979

▲16,214▲16,214

▲1,505▲1,505

▲2,106▲2,106

▲9,635▲9,635

692,878692,878

令和６年度令和６年度 令和５年度令和５年度

※（　）内は対調定収入率※（　）内は対調定収入率

10,294,22410,294,224

(97.1)(97.1)

11,265,50411,265,504

(97.9)(97.9)

9,673,7279,673,727

(93.3)(93.3)

9,296,2979,296,297

(92.4)(92.4)

360,713360,713

(90.0)(90.0)

343,670343,670

(88.8)(88.8)

1,133,4131,133,413

(100.0)(100.0)

1,190,4251,190,425

(100.0)(100.0)

1,494,1471,494,147

(93.1)(93.1)

1,469,9811,469,981

(92.3)(92.3)

22,956,22522,956,225

(95.2)(95.2)

23,565,87723,565,877

(95.3)(95.3)

２年度２年度元年度元年度

10,061,65410,061,654

(97.4)(97.4)

9,336,5989,336,598

(93.4)(93.4)

373,832373,832

(90.1)(90.1)

1,208,5021,208,502

(100.0)(100.0)

1,439,4961,439,496

(93.2)(93.2)

22,420,08222,420,082

(95.4)(95.4)

３年度３年度

10,344,65910,344,659

(96.8)(96.8)

9,773,2289,773,228

(93.8)(93.8)

396,091396,091

(90.4)(90.4)

1,296,3741,296,374

(100.0)(100.0)

1,488,7661,488,766

(93.6)(93.6)

23,299,11823,299,118

(95.4)(95.4)

４年度４年度

11,208,51211,208,512

(96.8)(96.8)

9,848,1539,848,153

(94.1)(94.1)

411,475411,475

(91.3)(91.3)

1,307,9871,307,987

(100.0)(100.0)

1,520,2751,520,275

(93.8)(93.8)

24,296,40224,296,402

(95.6)(95.6)

５年度５年度
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1,8321,832

0

9,8419,841

－

11,67311,673

15.415.4

43,35443,354

1,405,4461,405,446

－

1,448,8001,448,800

18.218.2

155155

20,44320,443

20,36420,364

12,46612,466

6,0736,073

4,0914,091

1,2971,297

1,0841,084

909909

66,88266,882

1,273,5601,273,560

13,019,43713,019,437

30,598,82430,598,824

31,100,90531,100,905

21,439,69921,439,699

19,327,89219,327,892

8,076,7598,076,759

9,534,7189,534,718

18,175,39118,175,391

152,547,185152,547,185

37,70837,708

754,702754,702

1,815,2831,815,283

1,847,2661,847,266

1,270,2801,270,280

1,143,5411,143,541

481,253481,253

554,124554,124

1,074,4751,074,475

8,978,6328,978,632

0.20.2

30.630.6

30.430.4

18.618.6

9.19.1

6.16.1

1.91.9

1.61.6

1.41.4

100.0100.0

7,0547,054

57,04157,041

－

64,09564,095

84.684.6

183,950183,950

6,340,6486,340,648

－

6,524,5986,524,598

81.881.8

8,8868,886

0

66,88266,882

－

75,76875,768

100.0100.0

227,304227,304

7,746,0947,746,094

－

7,973,3987,973,398

100.0100.0

2,6092,609

－

－

1,9601,960

4,5694,569

－

642,445642,445

－

2,163,7082,163,708

2,806,1532,806,153

－

11,49511,495

0

66,88266,882

1,9601,960

80,33780,337

－

869,749869,749

7,746,0947,746,094

2,163,7082,163,708

10,779,55110,779,551

－

令和６年度令和６年度
令和６年度令和６年度
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（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

区分区分

地目等地目等

筆　数筆　数
棟　数棟　数

地　積地　積
床面積床面積
（㎡）（㎡）

評価額評価額
（千円）（千円）

課　税課　税
標準額標準額
（千円）（千円）

実　　際実　　際
平均価格平均価格
( 円 /㎡ )( 円 /㎡ )

評　価　方　法評　価　方　法

土　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地

土　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地

一 般 田一 般 田 16,34816,348 17,419,99317,419,993 1,856,8691,856,869 1,852,7951,852,795 106106 標準地比準方式標準地比準方式

介在田・介在田・
市街化区市街化区
域田　　域田　　

443443 317,183317,183 1,953,5471,953,547 752,937752,937 6,1576,157 近傍地比準方式近傍地比準方式

一 般 畑一 般 畑 15,26815,268 14,147,04414,147,044 750,268750,268 749,455749,455 5353 標準地比準方式標準地比準方式

介在畑・介在畑・
市街化区市街化区
域畑　　域畑　　

3,5253,525 2,104,8952,104,895 17,735,66317,735,663 6,311,1506,311,150 8,4228,422 近傍地比準方式近傍地比準方式

宅　　地宅　　地 113,565113,565 26,511,69926,511,699 415,556,262415,556,262 155,572,138155,572,138 15,64815,648
路線価方式路線価方式

標準地比準方式標準地比準方式

池　　沼池　　沼 1818 8,1588,158 106106 106106 1313 近傍地比準方式近傍地比準方式

一般山林一般山林 8,1938,193 11,824,49911,824,499 259,624259,624 259,624259,624 2222 標準地比準方式標準地比準方式

介在山林介在山林 405405 350,890350,890 260,916260,916 168,751168,751 741741 標準地比準方式標準地比準方式

原　　野原　　野 1,5831,583 625,660625,660 8,1348,134 8,1348,134 1313 近傍地比準方式近傍地比準方式

雑 種 地雑 種 地 19,79719,797 9,300,9479,300,947 53,785,91653,785,916 37,043,33537,043,335 5,5445,544
特殊な方式特殊な方式

（変動率方式・加算方式等）（変動率方式・加算方式等）

計 179,145179,145 82,610,96882,610,968 492,167,305492,167,305 202,718,425202,718,425 5,6995,699

家　
　
　

屋

家　
　
　

屋

木　　造木　　造 47,77947,779 5,313,5815,313,581 143,270,227143,270,227 143,269,928143,269,928 26,96326,963
再建築費評点再建築費評点

評価方式評価方式

非 木 造非 木 造 14,22214,222 5,286,6435,286,643 211,867,659211,867,659 211,022,709211,022,709 40,07640,076 　　〃　　〃

計 62,00162,001 10,600,22410,600,224 355,137,886355,137,886 354,292,637354,292,637 33,50333,503

償 却 資 産償 却 資 産 153,908,458153,908,458 151,778,553151,778,553
取得減価方式取得減価方式

（定率法）（定率法）

合　　　　　計合　　　　　計 1,001,213,6491,001,213,649 708,789,615708,789,615

（ただし、法定免税点以上のもの）（ただし、法定免税点以上のもの）

ウ　固定資産税の課税標準額ウ　固定資産税の課税標準額
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（単位：千円・％）（単位：千円・％）

年度年度 給　　与給　　与 営　　業営　　業 農　　業農　　業 そ の 他そ の 他 計

平成平成3030
172,312,665172,312,665

（101.3)（101.3)
7,859,5537,859,553
（100.5)（100.5)

1,408,2581,408,258
（83.4)（83.4)

20,160,25220,160,252
（98.5)（98.5)

201,740,728201,740,728
（100.8)（100.8)

令和元令和元
176,025,012176,025,012

（102.2)（102.2)
7,773,9447,773,944
（98.9)（98.9)

965,038965,038
（68.5)（68.5)

20,328,51820,328,518
（100.8)（100.8)

205,092,512205,092,512
（101.7)（101.7)

２
177,994,528177,994,528

(101.1)(101.1)
7,477,5717,477,571

(96.2) (96.2) 
788,121788,121
(81.7) (81.7) 

20,118,45220,118,452
(99.0) (99.0) 

206,378,672206,378,672
(100.6) (100.6) 

３
181,328,831181,328,831

(101.9) (101.9) 
8,013,2028,013,202
(107.2) (107.2) 

787,312787,312
(99.9) (99.9) 

21,214,19921,214,199
(105.4) (105.4) 

211,343,544211,343,544
(102.4) (102.4) 

４
186,605,394186,605,394

(102.9) (102.9) 
8,620,7058,620,705
(107.6) (107.6) 

825,565825,565
(104.9) (104.9) 

21,065,42821,065,428
(99.3) (99.3) 

217,117,092217,117,092
(102.7) (102.7) 

５
191,947,931191,947,931

(102.9) (102.9) 
8,810,8218,810,821
(102.2) (102.2) 

595,373595,373
(72.1) (72.1) 

20,648,33520,648,335
(98.0) (98.0) 

222,002,460222,002,460
(102.3) (102.3) 

６
195,046,567195,046,567

(101.6)(101.6)
8,772,5058,772,505

(99.6)(99.6)
920,512920,512
(154.6)(154.6)

19,485,56419,485,564
(94.4)(94.4)

224,225,148224,225,148
(101.0)(101.0)

 ※ ７月１日現在：課税状況調による。（　）内は前年度に対する伸長率。 ※ ７月１日現在：課税状況調による。（　）内は前年度に対する伸長率。

（単位：千円・％・件）（単位：千円・％・件）

年　　　度年　　　度 調　定　額調　定　額 伸　長　率伸　長　率 法　人　数法　人　数

平成平成30　　30　　 2,567,1402,567,140 －（－）－（－） 4,3184,318

令和元　　令和元　　 3,073,9883,073,988 119.7(119.7)119.7(119.7) 4,3194,319

２ 2,084,3082,084,308 81.2(67.8)81.2(67.8) 4,3154,315

３ 1,971,5041,971,504 76.8(94.6)76.8(94.6) 4,3004,300

４ 2,127,2422,127,242 82.9(107.9)82.9(107.9) 4,3524,352

５ 2,760,8662,760,866 107.5(129.8)107.5(129.8) 4,4964,496

６（見込）６（見込） 2,806,1532,806,153 109.3(101.6)109.3(101.6) 4,5694,569

 ※ 伸長率は平成３０年度を１００とする数字。 ※ 伸長率は平成３０年度を１００とする数字。
　　（　）内は対前年度伸長率。　　（　）内は対前年度伸長率。
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9,252,2519,252,251

9,666,9099,666,909

9,304,5059,304,505

9,754,2559,754,255

9,828,1169,828,116

9,785,2809,785,280

1,190,4251,190,425

1,133,4131,133,413

1,208,5051,208,505

1,296,3421,296,342

1,307,9871,307,987

1,227,6221,227,622

111.7111.7

95.495.4

99.099.0

95.495.4

94.294.2

96.996.9

101.1101.1

95.295.2

106.6106.6

107.3107.3

100.9100.9

93.993.9

1,471,2251,471,225

1,500,4641,500,464

1,442,3891,442,389

1,493,3751,493,375

1,525,4081,525,408

1,518,4511,518,451

10,723,47510,723,475

11,167,37211,167,372

10,746,89410,746,894

11,247,63011,247,630

11,353,52411,353,524

11,303,73111,303,731

102.1102.1

104.5104.5

96.396.3

104.8104.8

100.8100.8

99.699.6

101.3101.3

102.0102.0

96.196.1

103.5103.5

102.1102.1

99.599.5

102.0102.0

104.1104.1

96.296.2

104.7104.7

100.9100.9

99.699.6
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令和５年度の決算額令和５年度の決算額

3131令和５令和５

10,914,66910,914,669

9,806,0189,806,018

408,991408,991

1,253,3101,253,310

1,514,3571,514,357

23,897,34523,897,345

169169

11,580,26911,580,269

10,464,71410,464,714

450,488450,488

1,307,9871,307,987

1,620,3251,620,325

25,423,78325,423,783

179179

11,208,51211,208,512

9,848,1539,848,153

411,475411,475

1,307,9871,307,987

1,520,2751,520,275

24,296,40224,296,402

171171

96.896.8

94.194.1

91.391.3

100.0100.0

93.893.8

95.695.6

141,801141,801

（５）令和５年度市税徴収状況（５）令和５年度市税徴収状況
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 100.0  100.0 

 96.2 96.2

90.990.9

86.086.0

82.982.9

100.0100.0

98.698.6

94.894.8

90.490.4

85.685.6

 100.0  100.0 

98.998.9

95.295.2

90.890.8

85.985.9

100.0100.0

96.596.5

91.491.4

86.486.4

83.283.2

 100.0  100.0 

 98.3 98.3

94.294.2

89.689.6

85.185.1

 100.0  100.0 

 97.9 97.9

93.793.7

89.289.2

84.884.8

 26,993,761  26,993,761 

 25,971,372  25,971,372 

 24,536,986  24,536,986 

23,220,01423,220,014

22,368,90222,368,902

 71,561,246  71,561,246 

 70,537,297  70,537,297 

 67,809,106 67,809,106

64,710,247 64,710,247 

61,249,89861,249,898

 503,988  503,988 

 498,476  498,476 

 479,976  479,976 

457,601457,601

432,868432,868

 190,110  190,110 

 183,535  183,535 

 173,681  173,681 

164,201164,201

158,086158,086

 694,098  694,098 

 682,011  682,011 

 653,657  653,657 

621,802621,802

590,954590,954

 98,555,007  98,555,007 

 96,508,669  96,508,669 

 92,346,092  92,346,092 

87,930,26187,930,261

83,618,80083,618,800

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

（人口）（人口）

R1年　　10月1日 141,990人R1年　　10月1日 141,990人

R2年　　　  〃　 141,506人R2年　　　  〃　 141,506人

R3年　　　  〃　 141,276人R3年　　　  〃　 141,276人

R4年　　　  〃　 141,412人R4年　　　  〃　 141,412人

R5年　　　  〃　 141,498人R5年　　　  〃　 141,498人

※指数は令和元年度を１００として算出している。※指数は令和元年度を１００として算出している。

※指数は令和元年度を１００として算出している。※指数は令和元年度を１００として算出している。
※人口は各年度１０月１日現在の住民基本台帳人口による。※人口は各年度１０月１日現在の住民基本台帳人口による。

特 別 会 計 等特 別 会 計 等

特 別 会 計 等特 別 会 計 等
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53.153.1

31.031.0

14.514.5

5.15.1

2.92.9

350350

4.84.8

4.14.1

4.44.4

5.15.1

5.85.8

25.0 25.0 

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

16.7316.73

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

0.00.0

11.7311.73

0.87 0.87 

0.88 0.88 

0.86 0.86 

0.840.84

0.810.81

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

4.84.8

4.24.2

9.29.2

9.49.4

5.95.9

16.216.2

15.615.6

17.217.2

14.614.6

14.214.2

88.488.4

90.490.4

86.686.6

89.689.6

89.389.3

５年度５年度
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６　土浦市の現況６　土浦市の現況

（１）市債残高の状況（１）市債残高の状況

（２）財政指標の状況（２）財政指標の状況

決算年度決算年度
区分区分

令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

一　般　会　計一　般　会　計  71,561,246  71,561,246  70,537,297  70,537,297  67,809,106  67,809,106 64,710,247 64,710,247 61,249,89861,249,898

特　別　会　計特　別　会　計  21,429,353  21,429,353  2,261,058  2,261,058  1,908,380  1,908,380 1,547,6751,547,675 1,161,2881,161,288

企　業　会　計企　業　会　計  5,564,408  5,564,408  23,710,314  23,710,314  22,628,606  22,628,606 21,672,33921,672,339 21,207,61421,207,614

合　　計合　　計  98,555,007  98,555,007  96,508,669  96,508,669  92,346,092  92,346,092 87,930,26187,930,261 83,618,80083,618,800

　※令和２年度より企業会計＝水道会計＋下水道会計　※令和２年度より企業会計＝水道会計＋下水道会計

決算年度決算年度
指標指標 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

①財政力指数①財政力指数 0.870.87 0.880.88 0.860.86 0.840.84 0.810.81

②経常収支比率（％）②経常収支比率（％） 88.488.4 90.490.4 86.686.6 89.689.6 89.389.3

③実質公債費比率（％）③実質公債費比率（％） 4.84.8 4.14.1 4.44.4 5.15.1 5.85.8

④将来負担比率（％）④将来負担比率（％） 53.153.1 31.031.0 14.514.5 5.15.1 2.92.9

（支所・出張所のみ）

等のために、日曜日に次の業務を行っている。

　通常時間内に、住民異動届、印鑑登録申請や、証明書の交付が受けられない人等のために、

業務の延長を午後８時まで行っている。（平成１６年８月５日～）

ウ　平日の窓口延長

印鑑登録証明書の交付

申請

・専用端末による証明書の申請・交付（住民票の写し、印鑑登録証明書、一部税証明書）
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（支所・出張所のみ）（支所・出張所のみ）

等のために、日曜日に次の業務を行っている。等のために、日曜日に次の業務を行っている。

　通常時間内に、住民異動届、印鑑登録申請や、証明書の交付が受けられない人等のために、　通常時間内に、住民異動届、印鑑登録申請や、証明書の交付が受けられない人等のために、

業務の延長を午後８時まで行っている。（平成１６年８月５日～）業務の延長を午後８時まで行っている。（平成１６年８月５日～）

ウ　平日の窓口延長ウ　平日の窓口延長

印鑑登録証明書の交付印鑑登録証明書の交付

申請申請

・専用端末による証明書の申請・交付（住民票の写し、印鑑登録証明書、一部税証明書）・専用端末による証明書の申請・交付（住民票の写し、印鑑登録証明書、一部税証明書）
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行い、市民の利便性の向上を図っている。行い、市民の利便性の向上を図っている。

をを

を行い、市民の利便性の向上を図っている。を行い、市民の利便性の向上を図っている。

カスミカスミ

※　閲覧（　）内は公用等の無料件数で外数

※　郵送による請求件数は内数

カ　窓口取扱件数

　（ア）各種証明等年度別取扱件数

　（イ）外国人住民の人数の推移（各年度とも３月末日現在）

年　度　
　区　分 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

戸
　
　
籍

全部・一部（除籍も含む） 38,651 36,494 38,699 36,142 42,927

証 明 707 591 759 787 809

小　　計 39,358 37,085 39,458 36,929 43,736

住
　
民
　
票

全部・一部（附票も含む） 80,267 78,567 82,209 68,382 61,366

証 明 5,332 4,954 3,362 3,352 3,034

広 域 交 付 119 120 92 76 84

閲 覧 21(0) 12(0) 18(0) 23 28(0)

小　　計 85,739 83,653 85,681 71,833 64,512

 

印
　
　
　
鑑

登 録 6,108 5,864 5,783 7,390 5,674

証 明 43,011 40,123 40,880 29,402 27,428

市民カードへの引換交付 － － － － －

小　　計 49,119 45,987 46,663 36,792 33,102

マイナンバー再交付 147 280 364 693 927

通 知 カ ー ド 再 交 付 522 79 － － －

仮 ナ ン バ ー 1,160 1,223 1,185 1,118 1,118

税 務 証 明 22,541 16,875 18,228 17,089 11,508

母 子 手 帳 114 103 126 80 54

受 診 券 発 行 6,182 5,918 6,463 7,512 7,462

小 計 30,666 24,478 26,366 26,492 21,069

合 計 204,882 191,203 198,168 172,046 162,419

郵 送 に よ

る 請 求

受 付 15,167 14,183 13,446 14,552 16,020

発 行 14,087 13,194 12,690 13,457 14,898

年　度　
　区　分 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

　　世　　帯　　数 2,374 2,496 2,450 2,848 3,505

性
　
別

男 2,193 2,248 2,140 2,461 2,927

女 2,121 2,205 2,307 2,496 2,803

計 4,314 4,453 4,447 4,957 5,730
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行い、市民の利便性の向上を図っている。

を

を行い、市民の利便性の向上を図っている。

カスミ

※　閲覧（　）内は公用等の無料件数で外数※　閲覧（　）内は公用等の無料件数で外数

※　郵送による請求件数は内数※　郵送による請求件数は内数

カ　窓口取扱件数カ　窓口取扱件数

　（ア）各種証明等年度別取扱件数　（ア）各種証明等年度別取扱件数

　（イ）外国人住民の人数の推移　（イ）外国人住民の人数の推移（各年度とも３月末日現在）（各年度とも３月末日現在）

年　度　年　度　
　区　分　区　分 令和元年度令和元年度 ２年度２年度 ３年度３年度 ４年度４年度 ５年度５年度

戸
　
　
籍

戸
　
　
籍

全部・一部（除籍も含む）全部・一部（除籍も含む） 38,65138,651 36,49436,494 38,69938,699 36,14236,142 42,92742,927

証 明証 明 707707 591591 759759 787787 809809

小　　計小　　計 39,35839,358 37,08537,085 39,45839,458 36,92936,929 43,73643,736

住
　
民
　
票

住
　
民
　
票

全部・一部（附票も含む）全部・一部（附票も含む） 80,26780,267 78,56778,567 82,20982,209 68,38268,382 61,36661,366

証 明証 明 5,3325,332 4,9544,954 3,3623,362 3,3523,352 3,0343,034

広 域 交 付広 域 交 付 119119 120120 9292 7676 8484

閲 覧閲 覧 21(0)21(0) 12(0)12(0) 18(0)18(0) 2323 28(0)28(0)

小　　計小　　計 85,73985,739 83,65383,653 85,68185,681 71,83371,833 64,51264,512

  

印
　
　
　
鑑

印
　
　
　
鑑

登 録登 録 6,1086,108 5,8645,864 5,7835,783 7,3907,390 5,6745,674

証 明証 明 43,01143,011 40,12340,123 40,88040,880 29,40229,402 27,42827,428

市民カードへの引換交付市民カードへの引換交付 －－ －－ －－ －－ －－

小　　計小　　計 49,11949,119 45,98745,987 46,66346,663 36,79236,792 33,10233,102

マイナンバー再交付マイナンバー再交付 147147 280280 364364 693693 927927

通 知 カ ー ド 再 交 付通 知 カ ー ド 再 交 付 522522 7979 －－ －－ －－

仮 ナ ン バ ー仮 ナ ン バ ー 1,1601,160 1,2231,223 1,1851,185 1,1181,118 1,1181,118

税 務 証 明税 務 証 明 22,54122,541 16,87516,875 18,22818,228 17,08917,089 11,50811,508

母 子 手 帳母 子 手 帳 114114 103103 126126 8080 5454

受 診 券 発 行受 診 券 発 行 6,1826,182 5,9185,918 6,4636,463 7,5127,512 7,4627,462

小 計小 計 30,66630,666 24,47824,478 26,36626,366 26,49226,492 21,06921,069

合 計合 計 204,882204,882 191,203191,203 198,168198,168 172,046172,046 162,419162,419

郵 送 に よ郵 送 に よ

る 請 求る 請 求

受 付受 付 15,16715,167 14,18314,183 13,44613,446 14,55214,552 16,02016,020

発 行発 行 14,08714,087 13,19413,194 12,69012,690 13,45713,457 14,89814,898

年　度　年　度　
　区　分　区　分 令和元年度令和元年度 ２年度２年度 ３年度３年度 ４年度４年度 ５年度５年度

　　世　　帯　　数　　世　　帯　　数 2,3742,374 2,4962,496 2,4502,450 2,8482,848 3,5053,505

性
　
別

性
　
別

男男 2,1932,193 2,2482,248 2,1402,140 2,4612,461 2,9272,927

女女 2,1212,121 2,2052,205 2,3072,307 2,4962,496 2,8032,803

計計 4,3144,314 4,4534,453 4,4474,447 4,9574,957 5,7305,730
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土浦市まちづくり市民会議土浦市まちづくり市民会議

地区市民委員会地区市民委員会

地 区 住 民地 区 住 民

委員長委員長 副委員長副委員長

常任委員常任委員 監事監事

専

門

部

専

門

部

福

祉

部

福

祉

部

青

少

年

育

成

部

青

少

年

育

成

部

安

全

部

安

全

部

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
部

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
部

環

境

部

環

境

部

文

化

広

報

部

文

化

広

報

部

（１）組織（１）組織
 ①市民憲章や市のシンボル等の普及啓発活動

 　・市民憲章普及啓発

 　・市の木・市の花・市の鳥広報普及啓発

 　・花いっぱい運動の推進

 　・まちづくりの実践をたたえる表彰

 ②市民憲章の実践活動

 　・福祉やスポーツ・健康維持の取り組み

 　・青少年育成と交通・防犯など安全対策と地域防災

 　・環境美化・花いっぱい運動の拡充

 　・文化芸術活動やITを活用した広報活動の充実

 　・情報交換・交流・研修等の実施と事業のデジタル化の推進

（２）事業の概要

（３）神立地区コミュニティセンター

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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土浦市まちづくり市民会議

地区市民委員会

地 区 住 民

委員長 副委員長

常任委員 監事

専

門

部

福

祉

部

青

少

年

育

成

部

安

全

部

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
部

環

境

部

文

化

広

報

部

（１）組織
 ①市民憲章や市のシンボル等の普及啓発活動 ①市民憲章や市のシンボル等の普及啓発活動

 　・市民憲章普及啓発 　・市民憲章普及啓発

 　・市の木・市の花・市の鳥広報普及啓発 　・市の木・市の花・市の鳥広報普及啓発

 　・花いっぱい運動の推進 　・花いっぱい運動の推進

 　・まちづくりの実践をたたえる表彰 　・まちづくりの実践をたたえる表彰

 ②市民憲章の実践活動 ②市民憲章の実践活動

 　・福祉やスポーツ・健康維持の取り組み 　・福祉やスポーツ・健康維持の取り組み

 　・青少年育成と交通・防犯など安全対策と地域防災 　・青少年育成と交通・防犯など安全対策と地域防災

 　・環境美化・花いっぱい運動の拡充 　・環境美化・花いっぱい運動の拡充

 　・文化芸術活動やITを活用した広報活動の充実 　・文化芸術活動やITを活用した広報活動の充実

 　・情報交換・交流・研修等の実施と事業のデジタル化の推進 　・情報交換・交流・研修等の実施と事業のデジタル化の推進

（２）事業の概要（２）事業の概要

（３）神立地区コミュニティセンター（３）神立地区コミュニティセンター

①①

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨
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パロアルト市との交流経緯等パロアルト市との交流経緯等

年　　月年　　月 内　　容内　　容

平成 5年 7月平成 5年 7月
新治村内に竣工した企業を通じて、本社のあるパロアルト市内の社員宅に、新治村内に竣工した企業を通じて、本社のあるパロアルト市内の社員宅に、
新治中学校生徒のホームステイを開始新治中学校生徒のホームステイを開始

平成7年3月～平成7年3月～
相互にホームステイを行う、現在の交換交流の方法になる。以後、令和元年相互にホームステイを行う、現在の交換交流の方法になる。以後、令和元年
度までに25回の訪問、22回の受入を実施度までに25回の訪問、22回の受入を実施

平成18年 2月平成18年 2月 土浦市と新治村が合併土浦市と新治村が合併

平成21年 4月平成21年 4月 土浦市長とパロアルト市長が、姉妹都市締結に合意土浦市長とパロアルト市長が、姉妹都市締結に合意

平成22年10月平成22年10月
パロアルト市において 「日本／土浦まつり」 開催　土浦市長ら訪問団がパロパロアルト市において 「日本／土浦まつり」 開催　土浦市長ら訪問団がパロ
アルト市訪問アルト市訪問

平成23年 4月平成23年 4月 東日本大震災の復興支援金として、12,700ドル（当時レート1,055,000円）を受領東日本大震災の復興支援金として、12,700ドル（当時レート1,055,000円）を受領

平成24年 3月平成24年 3月
土浦市国際交流協会設立20周年記念式典　パロアルト市長夫妻らが土浦市訪問土浦市国際交流協会設立20周年記念式典　パロアルト市長夫妻らが土浦市訪問
同年よりかすみがうらマラソン大会にランナーを招待同年よりかすみがうらマラソン大会にランナーを招待

平成26年 9月平成26年 9月
パロアルト市において「第２回日本／土浦まつり」開催　土浦市から伝統芸パロアルト市において「第２回日本／土浦まつり」開催　土浦市から伝統芸
能関係者ら市民訪問団がパロアルト市訪問能関係者ら市民訪問団がパロアルト市訪問

令和元年10月令和元年10月 姉妹都市10周年記念としてパロアルト市長ら市民訪問団が土浦市訪問姉妹都市10周年記念としてパロアルト市長ら市民訪問団が土浦市訪問

令和 3年 3月令和 3年 3月 両市の中学校生徒によるビデオ交流を開始両市の中学校生徒によるビデオ交流を開始

（４）国際交流の推進（４）国際交流の推進

　〇概　要　〇概　要

　 　パロアルト市は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ湾岸地域内にあ　 　パロアルト市は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ湾岸地域内にあ

り、サンフランシスコの南約５６㎞に位置しています。り、サンフランシスコの南約５６㎞に位置しています。

　 　ＩＴ企業の集積で有名なシリコンバレーの北部に位置し、市内には、ヒューレット・パッカー　 　ＩＴ企業の集積で有名なシリコンバレーの北部に位置し、市内には、ヒューレット・パッカー

ド社（コンピューター関連機器製造）を始め、複数のハイテク企業の本拠地があります。ド社（コンピューター関連機器製造）を始め、複数のハイテク企業の本拠地があります。

　 　アメリカ国内で屈指の私立大学であるスタンフォード大学にも隣接しています。　 　アメリカ国内で屈指の私立大学であるスタンフォード大学にも隣接しています。

　 　また、全米でも有数の治安の良い都市として有名です。　 　また、全米でも有数の治安の良い都市として有名です。

①姉妹都市「パロアルト市」　（アメリカ合衆国）との交流の推進①姉妹都市「パロアルト市」　（アメリカ合衆国）との交流の推進

　土浦市は、平成５年から続く中学生交換交流事業をきっかけとして、平成２１年４月に、　土浦市は、平成５年から続く中学生交換交流事業をきっかけとして、平成２１年４月に、

アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市と姉妹都市の締結をいたしました。アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市と姉妹都市の締結をいたしました。

パロアルト市概要についてパロアルト市概要について

　〇位　置　〇位　置

　〇概　要

　 　フリードリッヒスハーフェン市は、ドイツ連邦共和国最南部にあるボーデン湖北岸のほ

ぼ中央に位置しています。ボーデン湖を国境としてスイスとの間にフェリーが周航してお

り、鉄道と水上交通の結節点となっています。商・工業都市であることに加え、風光明媚

なボーデン湖のほとりにあることから、スイスへの観光の要点として、観光都市の一面も

持っています。

　〇面　積

　　総面積　６９.９km2（土浦市の約１/２の大きさ）

　〇人　口

　　約６２,０００人

②友好都市「フリードリッヒスハーフェン市」　（ドイツ連邦共和国）との交流の推進

　昭和４（１９２９）年、フリードリッヒスハーフェン市で製造された飛行船ツェッペリン伯号

が世界一周の途中で土浦に飛来したことが始まりで、フリードリッヒスハーフェン市はボー

デン湖、土浦市は霞ヶ浦といずれも湖に面し、両市とも湖の水質浄化を目指していることな

どから平成６年７月に、ドイツ連邦共和国バーデン・ヴュルテンベルク州フリードリッヒス

ハーフェン市と交友都市の締結をいたしました。

フリードリッヒスハーフェン市との交流経緯等

年　　月 内　　容

昭和４年８月 飛行船ツェッペリン伯号が世界一周の途中で土浦に飛来。30万人の観衆が訪れた。

平成３年１月 第1回かすみがうらマラソンに3名の選手が参加。

平成６年７月 土浦市長とフリードリッヒスハーフェン市長が、友好都市締結に合意。

平成23年４月 東日本大震災の復興支援金として、15,000ユーロ（当時レート1,694,850円）を受領

令和４年６月 ウクライナ避難民受け入れへの支援として、2,046,553円を寄付。

ドイツ

　〇位　置

　〇面　積　

　　総面積６６.４km2（土浦市の約１/２の大きさ）

　〇人　口　

　　約６７,０００人

　〇市の組織　・市長及び副市長　任期１年（市議会議員の中から互選により選任）

　　　　　　　・市議会の構成　議員数９人（任期４年）
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パロアルト市との交流経緯等

年　　月 内　　容

平成 5年 7月
新治村内に竣工した企業を通じて、本社のあるパロアルト市内の社員宅に、
新治中学校生徒のホームステイを開始

平成7年3月～
相互にホームステイを行う、現在の交換交流の方法になる。以後、令和元年
度までに25回の訪問、22回の受入を実施

平成18年 2月 土浦市と新治村が合併

平成21年 4月 土浦市長とパロアルト市長が、姉妹都市締結に合意

平成22年10月
パロアルト市において 「日本／土浦まつり」 開催　土浦市長ら訪問団がパロ
アルト市訪問

平成23年 4月 東日本大震災の復興支援金として、12,700ドル（当時レート1,055,000円）を受領

平成24年 3月
土浦市国際交流協会設立20周年記念式典　パロアルト市長夫妻らが土浦市訪問
同年よりかすみがうらマラソン大会にランナーを招待

平成26年 9月
パロアルト市において「第２回日本／土浦まつり」開催　土浦市から伝統芸
能関係者ら市民訪問団がパロアルト市訪問

令和元年10月 姉妹都市10周年記念としてパロアルト市長ら市民訪問団が土浦市訪問

令和 3年 3月 両市の中学校生徒によるビデオ交流を開始

（４）国際交流の推進

　〇概　要

　 　パロアルト市は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ湾岸地域内にあ

り、サンフランシスコの南約５６㎞に位置しています。

　 　ＩＴ企業の集積で有名なシリコンバレーの北部に位置し、市内には、ヒューレット・パッカー

ド社（コンピューター関連機器製造）を始め、複数のハイテク企業の本拠地があります。

　 　アメリカ国内で屈指の私立大学であるスタンフォード大学にも隣接しています。

　 　また、全米でも有数の治安の良い都市として有名です。

①姉妹都市「パロアルト市」　（アメリカ合衆国）との交流の推進

　土浦市は、平成５年から続く中学生交換交流事業をきっかけとして、平成２１年４月に、

アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト市と姉妹都市の締結をいたしました。

パロアルト市概要について

　〇位　置

　〇概　要　〇概　要

　 　フリードリッヒスハーフェン市は、ドイツ連邦共和国最南部にあるボーデン湖北岸のほ　 　フリードリッヒスハーフェン市は、ドイツ連邦共和国最南部にあるボーデン湖北岸のほ

ぼ中央に位置しています。ボーデン湖を国境としてスイスとの間にフェリーが周航しておぼ中央に位置しています。ボーデン湖を国境としてスイスとの間にフェリーが周航してお

り、鉄道と水上交通の結節点となっています。商・工業都市であることに加え、風光明媚り、鉄道と水上交通の結節点となっています。商・工業都市であることに加え、風光明媚

なボーデン湖のほとりにあることから、スイスへの観光の要点として、観光都市の一面もなボーデン湖のほとりにあることから、スイスへの観光の要点として、観光都市の一面も

持っています。持っています。

　〇面　積　〇面　積

　　総面積　６９.９km　　総面積　６９.９km22（土浦市の約１/２の大きさ）（土浦市の約１/２の大きさ）

　〇人　口　〇人　口

　　約６２,０００人　　約６２,０００人

②友好都市「フリードリッヒスハーフェン市」　（ドイツ連邦共和国）との交流の推進②友好都市「フリードリッヒスハーフェン市」　（ドイツ連邦共和国）との交流の推進

　昭和４（１９２９）年、フリードリッヒスハーフェン市で製造された飛行船ツェッペリン伯号　昭和４（１９２９）年、フリードリッヒスハーフェン市で製造された飛行船ツェッペリン伯号

が世界一周の途中で土浦に飛来したことが始まりで、フリードリッヒスハーフェン市はボーが世界一周の途中で土浦に飛来したことが始まりで、フリードリッヒスハーフェン市はボー

デン湖、土浦市は霞ヶ浦といずれも湖に面し、両市とも湖の水質浄化を目指していることなデン湖、土浦市は霞ヶ浦といずれも湖に面し、両市とも湖の水質浄化を目指していることな

どから平成６年７月に、ドイツ連邦共和国バーデン・ヴュルテンベルク州フリードリッヒスどから平成６年７月に、ドイツ連邦共和国バーデン・ヴュルテンベルク州フリードリッヒス

ハーフェン市と交友都市の締結をいたしました。ハーフェン市と交友都市の締結をいたしました。

フリードリッヒスハーフェン市との交流経緯等フリードリッヒスハーフェン市との交流経緯等

年　　月年　　月 内　　容内　　容

昭和４年８月昭和４年８月 飛行船ツェッペリン伯号が世界一周の途中で土浦に飛来。飛行船ツェッペリン伯号が世界一周の途中で土浦に飛来。3030万人の観衆が訪れた。万人の観衆が訪れた。

平成３年１月平成３年１月 第第11回かすみがうらマラソンに回かすみがうらマラソンに33名の選手が参加。名の選手が参加。

平成６年７月平成６年７月 土浦市長とフリードリッヒスハーフェン市長が、友好都市締結に合意。土浦市長とフリードリッヒスハーフェン市長が、友好都市締結に合意。

平成平成2323年４月年４月 東日本大震災の復興支援金として、東日本大震災の復興支援金として、1515,,000000ユーロ（当時レートユーロ（当時レート11,,694694,,850850円）を受領円）を受領

令和４年６月令和４年６月 ウクライナ避難民受け入れへの支援として、ウクライナ避難民受け入れへの支援として、22,,046046,,553553円を寄付。円を寄付。

ドイツドイツ

　〇位　置　〇位　置

　〇面　積　　〇面　積　

　　総面積６６.４km　　総面積６６.４km22（土浦市の約１/２の大きさ）（土浦市の約１/２の大きさ）

　〇人　口　　〇人　口　

　　約６７,０００人　　約６７,０００人

　〇市の組織　・市長及び副市長　任期１年（市議会議員の中から互選により選任）　〇市の組織　・市長及び副市長　任期１年（市議会議員の中から互選により選任）

　　　　　　　・市議会の構成　議員数９人（任期４年）　　　　　　　・市議会の構成　議員数９人（任期４年）
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③友好交流都市「台南市」（台湾）との交流の推進③友好交流都市「台南市」（台湾）との交流の推進

　国内有数のナショナルサイクルルート「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の玄関口である土　国内有数のナショナルサイクルルート「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の玄関口である土

浦市は、自転車を活用したまちづくりを国際的に進めるため、台湾の都市の中でも「自転浦市は、自転車を活用したまちづくりを国際的に進めるため、台湾の都市の中でも「自転

車」に加えて、「れんこん」「花火」の３つの共通点を持つことから、令和５年４月に台湾・車」に加えて、「れんこん」「花火」の３つの共通点を持つことから、令和５年４月に台湾・

台南市と友好交流協定の締結をいたしました。台南市と友好交流協定の締結をいたしました。

台南市との交流経緯台南市との交流経緯

年　　月年　　月 内　　容内　　容

令和４年２月令和４年２月 土浦市で「第土浦市で「第33回全国シクロサミット開催」。（オンラインにて）回全国シクロサミット開催」。（オンラインにて）

令和５年４月令和５年４月 土浦市長と台南市長が、友好交流都市締結に合意。土浦市長と台南市長が、友好交流都市締結に合意。

令和５年７月令和５年７月 土浦市長が、台南市長表敬訪問のため訪台。土浦市長が、台南市長表敬訪問のため訪台。

令和６年２月令和６年２月
土浦市長が、台南市が開催地となった台湾ランタンフェスティバル土浦市長が、台南市が開催地となった台湾ランタンフェスティバル20242024をを
視察するため訪台。視察するため訪台。

　〇概　要　〇概　要

　 　台南市は、台南の南西部に位置しています。台湾で最も古い都市として知られ、「台湾　 　台南市は、台南の南西部に位置しています。台湾で最も古い都市として知られ、「台湾

発祥の地」とも言われています。多くの名所や旧跡が保存されており、長い歴史と伝統文発祥の地」とも言われています。多くの名所や旧跡が保存されており、長い歴史と伝統文

化が調和した古都です。化が調和した古都です。

　〇面　積　〇面　積

　　総面積　２１９６.６km　　総面積　２１９６.６km22（土浦市の約１８倍の大きさ）（土浦市の約１８倍の大きさ）

　〇人　口　〇人　口

　　約１,８６０,０００人　　約１,８６０,０００人

④国際交流事業の実施④国際交流事業の実施

　・国際理解教室「世界の友達と話そう」令和５年度　・国際理解教室「世界の友達と話そう」令和５年度1313回実施回実施

⑤多文化共生推進プラン⑤多文化共生推進プラン

　・平成２６年度　土浦市多文化共生推進プラン策定　・平成２６年度　土浦市多文化共生推進プラン策定

　・令和元年度　土浦市多文化共生推進プラン（後期計画）策定　・令和元年度　土浦市多文化共生推進プラン（後期計画）策定

⑥土浦市国際交流協会事業の支援⑥土浦市国際交流協会事業の支援

　・日本語教室　・日本語ボランティア養成　・多国語講座　・地域ふれあい事業　・日本語教室　・日本語ボランティア養成　・多国語講座　・地域ふれあい事業

　・中学生交換交流事業　・広報事業 など　・中学生交換交流事業　・広報事業 など

⑦土浦ユネスコ協会事業の支援⑦土浦ユネスコ協会事業の支援

　・日本語教室（土浦市国際交流協会との共催）　・日本語教室（土浦市国際交流協会との共催）

　・「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展　・世界寺子屋運動への協力 など　・「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展　・世界寺子屋運動への協力 など

台南市概要について台南市概要について

　〇位　置　〇位　置

３　ダイバーシティ推進

　急速な人口減少社会の進展や少子高齢化、経済・社会のグローバル化の進行など、社会情勢は大

きく変化している。

　このような中、活力があり、持続可能な地域社会をつくるためには、多様な人材の活用により、

ニーズの変化や急激な環境の変化などのリスクヘの対応力を高めることが重要であると考えられる。

　その実現のためには、年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等にかかわりなく、

一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ

社会の実現が求められているといえる。

　これらのことを踏まえ、2023年４月より、本市においてダイバーシティ社会を実現させるため、
「人権推進課ダイバーシティ推進室」が設立された。

　年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等どのような立場の人も、それぞれが持つ

個性と強みを十分に発揮し、すべての市民が互いに人権を尊重し合い、自分らしく生き生きと暮ら

せる市を目指すため、ダイバーシティ推進の取り組みを行っていく。

（１）「いばらきダイバーシティ宣言」への登録
　 　土浦市では、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる

社会、多様性が受容されるダイバーシティ社会の実現に取り組むため、令和５年７月、その取り

組むべき方針を定め、「いばらきダイバーシティ宣言」に登録を行った。

（２）庁内職員向けダイバーシティ研修の実施
　 　ダイバーシティ社会の実現に向け、庁内におけるダイバーシティの取組を促進するため、様々

な階級の職員を対象として、理解向上研修を実施する。

（３）ダイバーシティ推進のための啓発
　 　ダイバーシティ社会の実現のため、市民に対して広く周知・啓発を実施する。

（４）男女共同参画推進事業
　 　国においては、昭和62年に「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を策定、平成６年に総理
府に男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備、さらに、平成11年に「男女共同参画社会
基本法」の施行、平成12年には「男女共同参画基本計画」を策定、令和２年に「第５次男女共同
参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の構築を推進している。

　 　一方、県においては、平成３年に「いばらきローズプラン21」を策定、平成８年に「いばら
きハーモニープラン」を策定-、平成14年に「茨城県男女共同参画基本計画（新ハーモニープラ
ン）」を策定、令和３年に「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」を策定し、男女共同参画社

会の具現化に向けて取り組んでいる。

　 　土浦市においては、このような国や県の動向を踏まえながら、平成６年に「つちうら女性プラ

ン21」、平成９年、県内他市に先駆けてセンターを設置し、平成14年に「第２次つちうら女性プ
ラン21」、平成23年に「第３次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し、さらに、平成24年には
「土浦市男女共同参画推進条例」の制定、「男女共同参画都市」宣言、さらに令和３年３月に「第

４次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、具体的な施策

を総合的かつ計画的に推進している。

　ア　「土浦市男女共同参画推進条例」（平成24年４月１日施行）
　 　本市では、市の特性を生かした推進計画に基づく男女共同参画施策の一層の推進を図るため、

土浦市の取り組む姿勢を明らかにする条例を平成23年度に制定した。

　イ　「土浦市男女共同参画都市宣言」（平成24年11月18日記念式典で宣言）
　 　宣言文は、14万市民の共通認識のため、理解しやすく・言葉に発しやすい表現で、本市が目指
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③友好交流都市「台南市」（台湾）との交流の推進

　国内有数のナショナルサイクルルート「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の玄関口である土

浦市は、自転車を活用したまちづくりを国際的に進めるため、台湾の都市の中でも「自転

車」に加えて、「れんこん」「花火」の３つの共通点を持つことから、令和５年４月に台湾・

台南市と友好交流協定の締結をいたしました。

台南市との交流経緯

年　　月 内　　容

令和４年２月 土浦市で「第3回全国シクロサミット開催」。（オンラインにて）

令和５年４月 土浦市長と台南市長が、友好交流都市締結に合意。

令和５年７月 土浦市長が、台南市長表敬訪問のため訪台。

令和６年２月
土浦市長が、台南市が開催地となった台湾ランタンフェスティバル2024を
視察するため訪台。

　〇概　要

　 　台南市は、台南の南西部に位置しています。台湾で最も古い都市として知られ、「台湾

発祥の地」とも言われています。多くの名所や旧跡が保存されており、長い歴史と伝統文

化が調和した古都です。

　〇面　積

　　総面積　２１９６.６km2（土浦市の約１８倍の大きさ）

　〇人　口

　　約１,８６０,０００人

④国際交流事業の実施

　・国際理解教室「世界の友達と話そう」令和５年度13回実施
⑤多文化共生推進プラン

　・平成２６年度　土浦市多文化共生推進プラン策定

　・令和元年度　土浦市多文化共生推進プラン（後期計画）策定

⑥土浦市国際交流協会事業の支援

　・日本語教室　・日本語ボランティア養成　・多国語講座　・地域ふれあい事業

　・中学生交換交流事業　・広報事業 など

⑦土浦ユネスコ協会事業の支援

　・日本語教室（土浦市国際交流協会との共催）

　・「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展　・世界寺子屋運動への協力 など

台南市概要について

　〇位　置

３　ダイバーシティ推進３　ダイバーシティ推進

　急速な人口減少社会の進展や少子高齢化、経済・社会のグローバル化の進行など、社会情勢は大　急速な人口減少社会の進展や少子高齢化、経済・社会のグローバル化の進行など、社会情勢は大

きく変化している。きく変化している。

　このような中、活力があり、持続可能な地域社会をつくるためには、多様な人材の活用により、　このような中、活力があり、持続可能な地域社会をつくるためには、多様な人材の活用により、

ニーズの変化や急激な環境の変化などのリスクヘの対応力を高めることが重要であると考えられる。ニーズの変化や急激な環境の変化などのリスクヘの対応力を高めることが重要であると考えられる。

　その実現のためには、年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等にかかわりなく、　その実現のためには、年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等にかかわりなく、

一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる社会、多様性が受容されるダイバーシティ

社会の実現が求められているといえる。社会の実現が求められているといえる。

　これらのことを踏まえ、　これらのことを踏まえ、20232023年４月より、本市においてダイバーシティ社会を実現させるため、年４月より、本市においてダイバーシティ社会を実現させるため、

「人権推進課ダイバーシティ推進室」が設立された。「人権推進課ダイバーシティ推進室」が設立された。

　年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等どのような立場の人も、それぞれが持つ　年齢や性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等どのような立場の人も、それぞれが持つ

個性と強みを十分に発揮し、すべての市民が互いに人権を尊重し合い、自分らしく生き生きと暮ら個性と強みを十分に発揮し、すべての市民が互いに人権を尊重し合い、自分らしく生き生きと暮ら

せる市を目指すため、ダイバーシティ推進の取り組みを行っていく。せる市を目指すため、ダイバーシティ推進の取り組みを行っていく。

（１）「いばらきダイバーシティ宣言」への登録（１）「いばらきダイバーシティ宣言」への登録
　 　土浦市では、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる　 　土浦市では、性別等にかかわりなく、一人ひとりが尊重され、誰もが個々の能力を発揮できる

社会、多様性が受容されるダイバーシティ社会の実現に取り組むため、令和５年７月、その取り社会、多様性が受容されるダイバーシティ社会の実現に取り組むため、令和５年７月、その取り

組むべき方針を定め、「いばらきダイバーシティ宣言」に登録を行った。組むべき方針を定め、「いばらきダイバーシティ宣言」に登録を行った。

（２）庁内職員向けダイバーシティ研修の実施（２）庁内職員向けダイバーシティ研修の実施
　 　ダイバーシティ社会の実現に向け、庁内におけるダイバーシティの取組を促進するため、様々　 　ダイバーシティ社会の実現に向け、庁内におけるダイバーシティの取組を促進するため、様々

な階級の職員を対象として、理解向上研修を実施する。な階級の職員を対象として、理解向上研修を実施する。

（３）ダイバーシティ推進のための啓発（３）ダイバーシティ推進のための啓発
　 　ダイバーシティ社会の実現のため、市民に対して広く周知・啓発を実施する。　 　ダイバーシティ社会の実現のため、市民に対して広く周知・啓発を実施する。

（４）男女共同参画推進事業（４）男女共同参画推進事業
　 　国においては、昭和　 　国においては、昭和6262年に「西暦年に「西暦20002000年に向けての新国内行動計画」を策定、平成６年に総理年に向けての新国内行動計画」を策定、平成６年に総理

府に男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備、さらに、平成府に男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備、さらに、平成1111年に「男女共同参画社会年に「男女共同参画社会

基本法」の施行、平成基本法」の施行、平成1212年には「男女共同参画基本計画」を策定、令和２年に「第５次男女共同年には「男女共同参画基本計画」を策定、令和２年に「第５次男女共同

参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の構築を推進している。参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の構築を推進している。

　 　一方、県においては、平成３年に「いばらきローズプラン　 　一方、県においては、平成３年に「いばらきローズプラン2121」を策定、平成８年に「いばら」を策定、平成８年に「いばら

きハーモニープラン」を策定-、平成きハーモニープラン」を策定-、平成1414年に「茨城県男女共同参画基本計画（新ハーモニープラ年に「茨城県男女共同参画基本計画（新ハーモニープラ

ン）」を策定、令和３年に「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」を策定し、男女共同参画社ン）」を策定、令和３年に「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」を策定し、男女共同参画社

会の具現化に向けて取り組んでいる。会の具現化に向けて取り組んでいる。

　 　土浦市においては、このような国や県の動向を踏まえながら、平成６年に「つちうら女性プラ　 　土浦市においては、このような国や県の動向を踏まえながら、平成６年に「つちうら女性プラ

ンン2121」、平成９年、県内他市に先駆けてセンターを設置し、平成」、平成９年、県内他市に先駆けてセンターを設置し、平成1414年に「第２次つちうら女性プ年に「第２次つちうら女性プ

ランラン2121」、平成」、平成2323年に「第３次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し、さらに、平成年に「第３次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し、さらに、平成2424年には年には

「土浦市男女共同参画推進条例」の制定、「男女共同参画都市」宣言、さらに令和３年３月に「第「土浦市男女共同参画推進条例」の制定、「男女共同参画都市」宣言、さらに令和３年３月に「第

４次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、具体的な施策４次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、具体的な施策

を総合的かつ計画的に推進している。を総合的かつ計画的に推進している。

　ア　「土浦市男女共同参画推進条例」（平成24年４月１日施行）　ア　「土浦市男女共同参画推進条例」（平成24年４月１日施行）
　 　本市では、市の特性を生かした推進計画に基づく男女共同参画施策の一層の推進を図るため、　 　本市では、市の特性を生かした推進計画に基づく男女共同参画施策の一層の推進を図るため、

土浦市の取り組む姿勢を明らかにする条例を平成土浦市の取り組む姿勢を明らかにする条例を平成2323年度に制定した。年度に制定した。

　イ　「土浦市男女共同参画都市宣言」（平成24年11月18日記念式典で宣言）　イ　「土浦市男女共同参画都市宣言」（平成24年11月18日記念式典で宣言）
　 　宣言文は、　 　宣言文は、1414万市民の共通認識のため、理解しやすく・言葉に発しやすい表現で、本市が目指万市民の共通認識のため、理解しやすく・言葉に発しやすい表現で、本市が目指
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（単位：件)（単位：件)

区 　分区 　分 フェミニストフェミニスト 一　 般一　 般 合　 計合　 計

平成30年度平成30年度 131(48)131(48) 9( 0)9( 0) 140(48)140(48)

令和元年度令和元年度 122(63)122(63) 13( 0)13( 0) 135(63)135(63)

令和２年度令和２年度 104(66)104(66) 20( 3)20( 3) 124(69)124(69)

令和３年度令和３年度 76(30)76(30) 1( 0)1( 0) 77(30)77(30)

令和４年度令和４年度 57(22)57(22) 12( 0)12( 0) 69(22)69(22)

令和５年度令和５年度 76(41)76(41) 14( 2)14( 2) 90(43)90(43)

※ (　）内は、相談件数に占めるＤＶ（ドメスティックバイオレンス＝配偶※ (　）内は、相談件数に占めるＤＶ（ドメスティックバイオレンス＝配偶

者からの暴力）相談の件数者からの暴力）相談の件数

す男女共同参画社会の実現の基本的な方向性を示したものである。す男女共同参画社会の実現の基本的な方向性を示したものである。

　 　令和４年　 　令和４年1010月月1616日には、本宣言から日には、本宣言から1010周年となることを記念し、今後より一層の男女共同参画周年となることを記念し、今後より一層の男女共同参画

推進に向けた取組として、推進に向けた取組として、1010周年記念式典を実施した。周年記念式典を実施した。

　ウ　「 第４次土浦市男女共同参画推進計画～誰もが個性と能力を十分に発揮できる社　ウ　「 第４次土浦市男女共同参画推進計画～誰もが個性と能力を十分に発揮できる社

会に向かって～」会に向かって～」
　　（ア）目　　的　　（ア）目　　的

　　　　 　男女が性別にかかわりなくそれぞれの個性や能力が最大限に活かせる社会、互いの人権　　　　 　男女が性別にかかわりなくそれぞれの個性や能力が最大限に活かせる社会、互いの人権

を尊重し、平等に生きられる男女共同参画社会の実現を目指す。を尊重し、平等に生きられる男女共同参画社会の実現を目指す。

　　（イ）計画策定の経過　　（イ）計画策定の経過

　　　　「つちうら女性プラン」　　　　　　　　　　平成５年度策定　　　　「つちうら女性プラン」　　　　　　　　　　平成５年度策定

　　　　「第２次つちうら女性プラン」　　　　　　　平成　　　　「第２次つちうら女性プラン」　　　　　　　平成1313年度策定年度策定

　　　　「第３次土浦市男女共同参画推進計画」　　　平成　　　　「第３次土浦市男女共同参画推進計画」　　　平成2222年度策定年度策定

　　　　「第４次土浦市男女共同参画推進計画」　　　令和２年度策定　　　　「第４次土浦市男女共同参画推進計画」　　　令和２年度策定

　　（ウ）計画の期間　　（ウ）計画の期間

　　　　ａ　基本構想令和３年度～令和　　　　ａ　基本構想令和３年度～令和1212年度年度
　　　　ｂ　基本計画　　　　ｂ　基本計画

　　　　　　（ａ）前期計画令和３年度～令和７年度　　　　　　（ａ）前期計画令和３年度～令和７年度

　　　　　　（ｂ）後期計画令和８年度～令和　　　　　　（ｂ）後期計画令和８年度～令和1212年度年度
　　（エ）基本理念　　（エ）基本理念

　　　　ａ　男女の人権の尊重　　　　ａ　男女の人権の尊重

　　　　ｂ　社会における制度または慣行についての配慮　　　　ｂ　社会における制度または慣行についての配慮

　　　　ｃ　政策等の立案及び決定への共同参画　　　　ｃ　政策等の立案及び決定への共同参画

　　　　ｄ　家庭生活における活動と他の活動の両立　　　　ｄ　家庭生活における活動と他の活動の両立

　　　　ｅ　国際的協調　　　　ｅ　国際的協調

　　（オ）基本目標　　（オ）基本目標

　　　　ａ　男女の共同参画の実現に向かって　　　　ａ　男女の共同参画の実現に向かって

　　　　ｂ　多様な働き方と持続可能な生活の実現に向かって　　　　ｂ　多様な働き方と持続可能な生活の実現に向かって

　　　　ｃ　安心・安全の実現に向かって　　　　ｃ　安心・安全の実現に向かって

　エ　男女共同参画推進事業　エ　男女共同参画推進事業
　　（ア）男女共同参画に係る施策の企画及び推進　　（ア）男女共同参画に係る施策の企画及び推進

　　（イ）男女共同参画センターの管理運営　　（イ）男女共同参画センターの管理運営

　　　　●男女共同参画社会実現のための各種講演、講座、講習会の開催　　　　●男女共同参画社会実現のための各種講演、講座、講習会の開催

　　　　●男女共同参画関連図書及び資料の収集、整備、提供等　　　　●男女共同参画関連図書及び資料の収集、整備、提供等

　　　　●女性問題や男女共同参画に関する市民の自主活動支援　　　　●女性問題や男女共同参画に関する市民の自主活動支援

　　　　●女性問題に関する各種相談「フェミニスト相談」・「一般相談」　　　　●女性問題に関する各種相談「フェミニスト相談」・「一般相談」

●研修室利用料金

区　分 面　積
午前

９：００～１２：００

午後

１３：００～１６：３０

夜間

１８：００～２０：３０

研修室１ ７０㎡ １，８３５円 ２，１４０円 １，８３５円

研修室２ ６３㎡ １，６３０円 １，９３５円 １，６３０円

研修室１・２ １３３㎡ ３，４６５円 ４，０７５円 ３，４６５円

研修室３ ２４㎡ ６１０円 ７１０円 ６１０円

　カ　土浦市女性団体連絡協議会
　　（ア）目　　的

　　　　 　市内の各女性団体・グループ等の相互の連絡調整と協力を図り、個々の活動を振興し、

地域社会の向上・発展や女性問題解決のための事業及び男女共同参画社会実現を目指すた

めの地域活動を進めるなど、土浦市が実施する男女共同参画行政との協働活動を促進する

とともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

　　（イ）設　　立

　　　　平成４年４月26日
　　（ウ）組　　織

　　　　市内で活動する12の女性団体・グループ等の連合体として構成されている。
　　（エ）市との連携事業

　　　　●男女共同参画×市民協働フェスティバル　　　●かすみがうらマラソン大会支援

　　　　●パープルリボン啓発活動
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（単位：件)

区 　分 フェミニスト 一　 般 合　 計

平成30年度 131(48) 9( 0) 140(48)

令和元年度 122(63) 13( 0) 135(63)

令和２年度 104(66) 20( 3) 124(69)

令和３年度 76(30) 1( 0) 77(30)

令和４年度 57(22) 12( 0) 69(22)

令和５年度 76(41) 14( 2) 90(43)

※ (　）内は、相談件数に占めるＤＶ（ドメスティックバイオレンス＝配偶

者からの暴力）相談の件数

す男女共同参画社会の実現の基本的な方向性を示したものである。

　 　令和４年10月16日には、本宣言から10周年となることを記念し、今後より一層の男女共同参画
推進に向けた取組として、10周年記念式典を実施した。

　ウ　「 第４次土浦市男女共同参画推進計画～誰もが個性と能力を十分に発揮できる社

会に向かって～」
　　（ア）目　　的

　　　　 　男女が性別にかかわりなくそれぞれの個性や能力が最大限に活かせる社会、互いの人権

を尊重し、平等に生きられる男女共同参画社会の実現を目指す。

　　（イ）計画策定の経過

　　　　「つちうら女性プラン」　　　　　　　　　　平成５年度策定

　　　　「第２次つちうら女性プラン」　　　　　　　平成13年度策定
　　　　「第３次土浦市男女共同参画推進計画」　　　平成22年度策定
　　　　「第４次土浦市男女共同参画推進計画」　　　令和２年度策定

　　（ウ）計画の期間

　　　　ａ　基本構想令和３年度～令和12年度
　　　　ｂ　基本計画

　　　　　　（ａ）前期計画令和３年度～令和７年度

　　　　　　（ｂ）後期計画令和８年度～令和12年度
　　（エ）基本理念

　　　　ａ　男女の人権の尊重

　　　　ｂ　社会における制度または慣行についての配慮

　　　　ｃ　政策等の立案及び決定への共同参画

　　　　ｄ　家庭生活における活動と他の活動の両立

　　　　ｅ　国際的協調

　　（オ）基本目標

　　　　ａ　男女の共同参画の実現に向かって

　　　　ｂ　多様な働き方と持続可能な生活の実現に向かって

　　　　ｃ　安心・安全の実現に向かって

　エ　男女共同参画推進事業
　　（ア）男女共同参画に係る施策の企画及び推進

　　（イ）男女共同参画センターの管理運営

　　　　●男女共同参画社会実現のための各種講演、講座、講習会の開催

　　　　●男女共同参画関連図書及び資料の収集、整備、提供等

　　　　●女性問題や男女共同参画に関する市民の自主活動支援

　　　　●女性問題に関する各種相談「フェミニスト相談」・「一般相談」

●研修室利用料金●研修室利用料金

区　分区　分 面　積面　積
午前午前

９：００～１２：００９：００～１２：００

午後午後

１３：００～１６：３０１３：００～１６：３０

夜間夜間

１８：００～２０：３０１８：００～２０：３０

研修室１研修室１ ７０㎡７０㎡ １，８３５円１，８３５円 ２，１４０円２，１４０円 １，８３５円１，８３５円

研修室２研修室２ ６３㎡６３㎡ １，６３０円１，６３０円 １，９３５円１，９３５円 １，６３０円１，６３０円

研修室１・２研修室１・２ １３３㎡１３３㎡ ３，４６５円３，４６５円 ４，０７５円４，０７５円 ３，４６５円３，４６５円

研修室３研修室３ ２４㎡２４㎡ ６１０円６１０円 ７１０円７１０円 ６１０円６１０円

　カ　土浦市女性団体連絡協議会　カ　土浦市女性団体連絡協議会
　　（ア）目　　的　　（ア）目　　的

　　　　 　市内の各女性団体・グループ等の相互の連絡調整と協力を図り、個々の活動を振興し、　　　　 　市内の各女性団体・グループ等の相互の連絡調整と協力を図り、個々の活動を振興し、

地域社会の向上・発展や女性問題解決のための事業及び男女共同参画社会実現を目指すた地域社会の向上・発展や女性問題解決のための事業及び男女共同参画社会実現を目指すた

めの地域活動を進めるなど、土浦市が実施する男女共同参画行政との協働活動を促進するめの地域活動を進めるなど、土浦市が実施する男女共同参画行政との協働活動を促進する

とともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。とともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

　　（イ）設　　立　　（イ）設　　立

　　　　平成４年４月　　　　平成４年４月2626日日
　　（ウ）組　　織　　（ウ）組　　織

　　　　市内で活動する　　　　市内で活動する1212の女性団体・グループ等の連合体として構成されている。の女性団体・グループ等の連合体として構成されている。

　　（エ）市との連携事業　　（エ）市との連携事業

　　　　●男女共同参画×市民協働フェスティバル　　　●かすみがうらマラソン大会支援　　　　●男女共同参画×市民協働フェスティバル　　　●かすみがうらマラソン大会支援

　　　　●パープルリボン啓発活動　　　　●パープルリボン啓発活動
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　また、消費者教育に関する施策の総合的かつ、計画的な推進を図るため、令和元年度に消費者　また、消費者教育に関する施策の総合的かつ、計画的な推進を図るため、令和元年度に消費者

教育推進地域協議会を設置し、令和２年２月に土浦市消費者教育推進計画を公表した。教育推進地域協議会を設置し、令和２年２月に土浦市消費者教育推進計画を公表した。

（令和５年度実績）（令和５年度実績）

５５８名５５８名

成人を迎えた方々に消費者トラブル防止の啓発チラシを送付し、また中学２年生を対象に成人を迎えた方々に消費者トラブル防止の啓発チラシを送付し、また中学２年生を対象に

消費者教育用リーフレットを配布し、被害の未然防止を図った。消費者教育用リーフレットを配布し、被害の未然防止を図った。

座学２回、移動学習１回　　計３回　参加者４９人座学２回、移動学習１回　　計３回　参加者４９人

７７

①　消費生活の啓発に関すること①　消費生活の啓発に関すること

②　消費生活団体の指導及び育成に関すること②　消費生活団体の指導及び育成に関すること

適正適正

①　土浦市消費生活展２０２３①　土浦市消費生活展２０２３
　　第１８回土浦市環境展と合同開催した。　　第１８回土浦市環境展と合同開催した。
　　　期　　日　　令和５年１０月７日（土）　　　期　　日　　令和５年１０月７日（土）
　　　テ ー マ　　「デジタル社会の進展と消費者のくらし」　　　テ ー マ　　「デジタル社会の進展と消費者のくらし」
　　　会　　場　　霞ヶ浦文化体育会館　　　会　　場　　霞ヶ浦文化体育会館
　　　来 場 者　　２,７００人　　　来 場 者　　２,７００人

１１１１

（土浦市亀城プラザ内）（土浦市亀城プラザ内）

５月の消費者月間にテーマの浸透と消費者意識の高揚を図った。５月の消費者月間にテーマの浸透と消費者意識の高揚を図った。

消費生活消費生活

広報つちうら、市ホームページ、各種資料の貸出し配布広報つちうら、市ホームページ、各種資料の貸出し配布

権限移譲権限移譲

販売購入形態 件 数

店舖購入 ２６３

訪問販売 ８４

通信販売 ３８２

マルチ・マルチまがい １

電話勧誘販売 ４７

ネガティブオプション ６

訪問購入 ７

その他無店舗 ２

不明・無関係 １９４

合　計 ９８６

契約当事者年代・男女数

年　代 男 性 女 性
不明･
団体

２０歳未満 １６ ９ １

２０歳代 ３９ ５０ １

３０歳代 ３３ ４１

４０歳代 ６８ ６４

５０歳代 ７５ ５８ １

６０歳代 ８７ ６９ １

７０歳以上 １１７ １４９ ２

不明・団体 ４６ ２５ ３４

合　計 ４８１ ４６５ ４０

③　令和５年度苦情相談内訳（９８６件中）

区別
年度 問い合わせ 苦情相談 合　　計

平成 ２６ １００ １，１１６ １，２１６

 〃  ２７ １２５ １，１４６ １，２７１

 〃  ２８ １２５ ９８８ １，１１３

 〃  ２９ １４８ ９２５ １，０７３

 〃  ３０ １６０ １，３９２ １，５５２

令和 元 １８９ １，１０２ １，２９１

 〃  ２ １５１ １，０９５ １，２４６

 〃  ３ １２８ ９１５ １，０４３

 〃  ４ １５５ ９８１ １，１３６

 〃  ５ １５２ ９８６ １，１３８

順位 商品・役務別（商品名） 件 数

１ 商品一般 １０９

２ 不動産賃借 ４５

３ 役務その他サービス ３４

４ フリーローン・サラ金 ３１

４ 工事・建築 ３１

霞ヶ浦

市民消費者団体　３団体により構成

権限移譲

実施事業　　　霞ヶ浦水質浄化運動、ゴミ・環境問題、研究、消費生活展出展
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　また、消費者教育に関する施策の総合的かつ、計画的な推進を図るため、令和元年度に消費者

教育推進地域協議会を設置し、令和２年２月に土浦市消費者教育推進計画を公表した。

（令和５年度実績）

５５８名

成人を迎えた方々に消費者トラブル防止の啓発チラシを送付し、また中学２年生を対象に

消費者教育用リーフレットを配布し、被害の未然防止を図った。

座学２回、移動学習１回　　計３回　参加者４９人

７

①　消費生活の啓発に関すること

②　消費生活団体の指導及び育成に関すること

適正

①　土浦市消費生活展２０２３
　　第１８回土浦市環境展と合同開催した。
　　　期　　日　　令和５年１０月７日（土）
　　　テ ー マ　　「デジタル社会の進展と消費者のくらし」
　　　会　　場　　霞ヶ浦文化体育会館
　　　来 場 者　　２,７００人

１１

（土浦市亀城プラザ内）

５月の消費者月間にテーマの浸透と消費者意識の高揚を図った。

消費生活

広報つちうら、市ホームページ、各種資料の貸出し配布

権限移譲

販売購入形態販売購入形態 件 数件 数

店舖購入店舖購入 ２６３２６３

訪問販売訪問販売 ８４８４

通信販売通信販売 ３８２３８２

マルチ・マルチまがいマルチ・マルチまがい １１

電話勧誘販売電話勧誘販売 ４７４７

ネガティブオプションネガティブオプション ６６

訪問購入訪問購入 ７７

その他無店舗その他無店舗 ２２

不明・無関係不明・無関係 １９４１９４

合　計合　計 ９８６９８６

契約当事者年代・男女数契約当事者年代・男女数

年　代年　代 男 性男 性 女 性女 性
不明･不明･
団体団体

２０歳未満２０歳未満 １６１６ ９９ １１

２０歳代２０歳代 ３９３９ ５０５０ １１

３０歳代３０歳代 ３３３３ ４１４１

４０歳代４０歳代 ６８６８ ６４６４

５０歳代５０歳代 ７５７５ ５８５８ １１

６０歳代６０歳代 ８７８７ ６９６９ １１

７０歳以上７０歳以上 １１７１１７ １４９１４９ ２２

不明・団体不明・団体 ４６４６ ２５２５ ３４３４

合　計合　計 ４８１４８１ ４６５４６５ ４０４０

③　令和５年度苦情相談内訳（９８６件中）③　令和５年度苦情相談内訳（９８６件中）

区別区別
年度年度 問い合わせ問い合わせ 苦情相談苦情相談 合　　計合　　計

平成 ２６平成 ２６ １００１００ １，１１６１，１１６ １，２１６１，２１６

 〃  ２７ 〃  ２７ １２５１２５ １，１４６１，１４６ １，２７１１，２７１

 〃  ２８ 〃  ２８ １２５１２５ ９８８９８８ １，１１３１，１１３

 〃  ２９ 〃  ２９ １４８１４８ ９２５９２５ １，０７３１，０７３

 〃  ３０ 〃  ３０ １６０１６０ １，３９２１，３９２ １，５５２１，５５２

令和 元令和 元 １８９１８９ １，１０２１，１０２ １，２９１１，２９１

 〃  ２ 〃  ２ １５１１５１ １，０９５１，０９５ １，２４６１，２４６

 〃  ３ 〃  ３ １２８１２８ ９１５９１５ １，０４３１，０４３

 〃  ４ 〃  ４ １５５１５５ ９８１９８１ １，１３６１，１３６

 〃  ５ 〃  ５ １５２１５２ ９８６９８６ １，１３８１，１３８

順位順位 商品・役務別（商品名）商品・役務別（商品名） 件 数件 数

１１ 商品一般商品一般 １０９１０９

２２ 不動産賃借不動産賃借 ４５４５

３３ 役務その他サービス役務その他サービス ３４３４

４４ フリーローン・サラ金フリーローン・サラ金 ３１３１

４４ 工事・建築工事・建築 ３１３１

霞ヶ浦霞ヶ浦

市民消費者団体　３団体により構成市民消費者団体　３団体により構成

権限移譲権限移譲

実施事業　　　霞ヶ浦水質浄化運動、ゴミ・環境問題、研究、消費生活展出展実施事業　　　霞ヶ浦水質浄化運動、ゴミ・環境問題、研究、消費生活展出展

－ 97 －

生
活

市
民



２回２回

０名０名 １,２３６名１,２３６名 １,５２７名１,５２７名１４６名１４６名 ２４名２４名

１回１回

７０名７０名

０回０回 １６回１６回１回１回９回９回

５１名５１名

３回３回

令和６年令和６年

234234

156156

00

132132

522522

7676

155155

1,0681,068

1,2991,299
512512

500500

500500

00

5050

00

00

5050

3131

00

200200

231231

6464

00

00

100100

00

100100

6565

00

00

6565

1515

00

2828

00

00

2828

2020

00

00

2020

55

23323322,,678678

23323333,,178178

（土浦市内） 　（土浦市内） 　

区　分区　分
年　別年　別 発生件数発生件数 死者数死者数 負傷者数負傷者数

令和 元年令和 元年 　491　491 　　 2　　 2 　　615　　615

 〃  ２年 〃  ２年 　425　425 　　 7　　 7 　　515　　515

 〃  ３年 〃  ３年 　368　368 　　 2　　 2 　　464　　464

 〃  ４年 〃  ４年 　445　445 　　 3　　 3 　　550　　550

 〃  ５年 〃  ５年 　446　446 　　 7　　 7 　　524　　524

令和６年

３,６３０ 基

282 人

1,317 人

1,599 人

(令和５年度）

－

－

－

４

４

２

１

３

７

３

－

２４

－

－

－

８０万円

６０万円

２０万円

８万円

１８万円

２１万円

６万円

－

２１３万円

（令和５年度）

８７７ 基

６４ 基
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２回

０名 １,２３６名 １,５２７名１４６名 ２４名

１回

７０名

０回 １６回１回９回

５１名

３回

令和６年

234

156

0

132

522

76

155

1,068

1,299
512

500

500

0

50

0

0

50

31

0

200

231

64

0

0

100

0

100

65

0

0

65

15

0

28

0

0

28

20

0

0

20

5

2332,678

2333,178

（土浦市内） 　

区　分
年　別 発生件数 死者数 負傷者数

令和 元年 　491 　　 2 　　615

 〃  ２年 　425 　　 7 　　515

 〃  ３年 　368 　　 2 　　464

 〃  ４年 　445 　　 3 　　550

 〃  ５年 　446 　　 7 　　524

令和６年令和６年

３,６３０ 基３,６３０ 基

282282 人 人

1,3171,317 人 人

1,5991,599 人 人

(令和５年度）(令和５年度）

－－

－－

－－

４４

４４

２２

１１

３３

７７

３３

－－

２４２４

－－

－－

－－

８０万円８０万円

６０万円６０万円

２０万円２０万円

８万円８万円

１８万円１８万円

２１万円２１万円

６万円６万円

－－

２１３万円２１３万円

（令和５年度）（令和５年度）

８７７ 基８７７ 基

６４ 基６４ 基
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月月
種 類種 類 ５５ ６６ ７７ ８８ ９９ １０１０ １１１１ １２１２ ２２ ３３ 計計

大 気 汚 染大 気 汚 染 ００ １１ １１ ００ １１ ００ １１ １１ １１ ００ ００ ００ ６６

水 質 汚 濁水 質 汚 濁 ００ １１ １１ １１ ００ ００ １１ １１ ００ １１ ００ ００ ６６

土 壌 汚 染土 壌 汚 染 ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００

騒 音騒 音 ４４ ２２ ３３ ２２ ７７ ２２ ６６ １１ ２２ ２２ １１ １１ ３３３３

振 動振 動 １１ ００ ００ ００ ３３ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ４４

地 盤 沈 下地 盤 沈 下 ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００ ００

悪 臭悪 臭 ２２ ２２ １１ ００ １１ ３３ ６６ ５５ ２２ １１ １１ １１ ２５２５

そ の 他そ の 他 ００ １１ １１ ００ ００ ００ ００ ００ ２２ ００ ００ ００ ４４

計計 ７７ ７７ ７７ ３３ １２１２ ５５ １４１４ ８８ ７７ ４４ ２２ ２２ ７８７８

R5R5
44

R6R6
11

（３） 令和５年度月別公害等苦情件数（３） 令和５年度月別公害等苦情件数

種  類種  類
年  度年  度

大気汚染大気汚染 水質汚濁水質汚濁 土壌汚染土壌汚染 騒　音騒　音 振　動振　動 地盤沈下地盤沈下 悪　臭悪　臭 その他その他 計計

平成２４年度平成２４年度 ６６ １２１２ ４４ ２３２３ ４４ ００ ４２４２ ３３ ９４９４

平成２５年度平成２５年度 ４４ １６１６ ００ ３３３３ １１ ００ ６６６６ ２２ １２２１２２

平成２６年度平成２６年度 ７７ １６１６ ００ ３５３５ ３３ ００ ７０７０ ８８ １３９１３９

平成２７年度平成２７年度 ５５ １９１９ ００ ３３３３ ５５ ００ ８２８２ ５５ １４９１４９

平成２８年度平成２８年度 ９９ １１１１ ４４ ４４４４ ２２ ００ ７６７６ １３１３ １５９１５９

平成２９年度平成２９年度 ４４ １１１１ １１ ３９３９ ３３ ００ ４９４９ １５１５ １２２１２２

平成３０年度平成３０年度 ３３ １７１７ ００ ３２３２ ００ ２２ ６６６６ １０１０ １３０１３０

令和元年度令和元年度 ２２ ７７ １１ ２０２０ ２２ ００ ４３４３ ８８ ８３８３

令和２年度令和２年度 １１ ６６ １１ ２２２２ ３３ ００ ２８２８ ４４ ６５６５

令和３年度令和３年度 ００ ８８ ００ ２４２４ ４４ ００ ３７３７ ７７ ８０８０

令和４年度令和４年度 ３３ １１ ００ ３８３８ １０１０ ００ ３３３３ ８８ ９３９３

令和５年度令和５年度 ６６ ６６ ００ ３３３３ ４４ ００ ２５２５ ４４ ７８７８

３６１

８

３３

６

１１６

１４

２７３

１０４

４４７

２３２

２９

１,６２５

１,６２１

１４

３８

６

３６１

１５

２,８３５

８５６

７９９

２４８

７５

６,８６８

特定施設（指定施設）を設置している工場数・事業場数

茨城県環境保全施設資金融資制度概要

２．０（１．５）％

１．９（１．４）％

１．８（１．３）％
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月
種 類 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ２ ３ 計

大 気 汚 染 ０ １ １ ０ １ ０ １ １ １ ０ ０ ０ ６

水 質 汚 濁 ０ １ １ １ ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ６

土 壌 汚 染 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

騒 音 ４ ２ ３ ２ ７ ２ ６ １ ２ ２ １ １ ３３

振 動 １ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４

地 盤 沈 下 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

悪 臭 ２ ２ １ ０ １ ３ ６ ５ ２ １ １ １ ２５

そ の 他 ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ４

計 ７ ７ ７ ３ １２ ５ １４ ８ ７ ４ ２ ２ ７８

R5
4

R6
1

（３） 令和５年度月別公害等苦情件数

種  類
年  度

大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒　音 振　動 地盤沈下 悪　臭 その他 計

平成２４年度 ６ １２ ４ ２３ ４ ０ ４２ ３ ９４

平成２５年度 ４ １６ ０ ３３ １ ０ ６６ ２ １２２

平成２６年度 ７ １６ ０ ３５ ３ ０ ７０ ８ １３９

平成２７年度 ５ １９ ０ ３３ ５ ０ ８２ ５ １４９

平成２８年度 ９ １１ ４ ４４ ２ ０ ７６ １３ １５９

平成２９年度 ４ １１ １ ３９ ３ ０ ４９ １５ １２２

平成３０年度 ３ １７ ０ ３２ ０ ２ ６６ １０ １３０

令和元年度 ２ ７ １ ２０ ２ ０ ４３ ８ ８３

令和２年度 １ ６ １ ２２ ３ ０ ２８ ４ ６５

令和３年度 ０ ８ ０ ２４ ４ ０ ３７ ７ ８０

令和４年度 ３ １ ０ ３８ １０ ０ ３３ ８ ９３

令和５年度 ６ ６ ０ ３３ ４ ０ ２５ ４ ７８

３６１３６１

８８

３３３３

６６

１１６１１６

１４１４

２７３２７３

１０４１０４

４４７４４７

２３２２３２

２９２９

１,６２５１,６２５

１,６２１１,６２１

１４１４

３８３８

６６

３６１３６１

１５１５

２,８３５２,８３５

８５６８５６

７９９７９９

２４８２４８

７５７５

６,８６８６,８６８

特定施設（指定施設）を設置している工場数・事業場数特定施設（指定施設）を設置している工場数・事業場数

茨城県環境保全施設資金融資制度概要茨城県環境保全施設資金融資制度概要

２．０（１．５）％２．０（１．５）％

１．９（１．４）％１．９（１．４）％

１．８（１．３）％１．８（１．３）％
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中期目標中期目標 ７７ ２０２５２０２５

３６ ％以上削減３６ ％以上削減

４０ ％以上削減４０ ％以上削減

補給交付要綱）補給交付要綱）

43

353 2,558

（令和5年度）

に取り組む

脱
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中期目標 ７ ２０２５

３６ ％以上削減

４０ ％以上削減

補給交付要綱）

4343

353353 2,5582,558

（令和（令和55年度）年度）

に取り組むに取り組む

脱脱
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（令和（令和66年年44月月11日現在）日現在）

（令和（令和66年年44月月11日現在）日現在）

※福島第一原子力発電所の事故時の除染対象施設数※福島第一原子力発電所の事故時の除染対象施設数

施設数施設数※※

93

17 7

531

15.9

669.3

8.5 685

注）数値は令和6年度　出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会

工　 業 工場数 4,400事業場

農　 業
米作付面積 413㎞2

畑地面積 290㎞2

畜産業
豚飼養頭数 220,000頭

牛飼養頭数 20,000頭

水産業 コイ養殖生産量 970トン

水 田 19.1％

畑 13.4％

森 林 18.0％

市 街 地 16.2％

湖 面 10.2％

そ の 他 23.1％

  注）数値は令和6年度
　　  出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会

  注）数値は令和6年度
　　  出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会
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（令和6年4月1日現在）

（令和6年4月1日現在）

※福島第一原子力発電所の事故時の除染対象施設数

施設数※

9393

1717 77

531531

15.915.9

669.3669.3

8.58.5 685685

注）数値は令和注）数値は令和66年度　出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会年度　出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会

工　 業工　 業 工場数 工場数 4,4004,400事業場事業場

農　 業農　 業
米作付面積 米作付面積 413413㎞㎞22

畑地面積 畑地面積 290290㎞㎞22

畜産業畜産業
豚飼養頭数 豚飼養頭数 220,000220,000頭頭

牛飼養頭数 牛飼養頭数 20,00020,000頭頭

水産業水産業 コイ養殖生産量 コイ養殖生産量 970970トントン

水 田水 田 19.119.1％％

畑畑 13.413.4％％

森 林森 林 18.018.0％％

市 街 地市 街 地 16.216.2％％

湖 面湖 面 10.210.2％％

そ の 他そ の 他 23.123.1％％

  注）数値は令和  注）数値は令和66年度年度
　　 　　  出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会 出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会

  注）数値は令和  注）数値は令和66年度年度
　　  　　  出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会出典「清らかな水のために」霞ヶ浦問題協議会
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ＬＬ

ＬＬ ＬＬ

ＬＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　近年では、平成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　近年では、平成2121年度をピークに年度をピークに44年年

連続で改善傾向を示していたが、その後は横ばいで推移している。全窒素は、平成連続で改善傾向を示していたが、その後は横ばいで推移している。全窒素は、平成1919年度以降や年度以降や

や高い値であったが、近年は低下傾向で推移している。全リンは、平成や高い値であったが、近年は低下傾向で推移している。全リンは、平成2020年度をピークに依然と年度をピークに依然と

して高い濃度であるが、長期的に増加傾向である。して高い濃度であるが、長期的に増加傾向である。

　　　　　　　　　さらに、平成31年3月に工場・事業に対する排水規制の強化を図るための、条
例の一部を改正した。（令和3年4月施行）

下水道の整備、農業集落排水施設の整備、高度処理型浄化槽の普及、生活排水路の直接浄化

小中学生や高校生を対象とした水環境学習プログラムの実施

（３）霞ケ浦水質保全条例について

－ 106 －



Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　近年では、平成21年度をピークに4年

連続で改善傾向を示していたが、その後は横ばいで推移している。全窒素は、平成19年度以降や

や高い値であったが、近年は低下傾向で推移している。全リンは、平成20年度をピークに依然と

して高い濃度であるが、長期的に増加傾向である。

　　　　　　　　　さらに、平成　　　　　　　　　さらに、平成3131年年33月に工場・事業に対する排水規制の強化を図るための、条月に工場・事業に対する排水規制の強化を図るための、条

例の一部を改正した。（令和例の一部を改正した。（令和33年年44月施行）月施行）

網いけす
１％

生活排水
１７％

畜産１２％

工場・
事業場
２％

農地１３％

市街地
１９％

山林・
その他
１４％

湖面降下物
１５％

ＣＯＤ

合計
２４.９ｔ日

網いけす１％
生活排水
１９％

畜産１３％

工場・
事業場
５％

農地
１９％

市街地
８％

湖面降下物７％

全窒素

合計
１１.９ｔ日

網いけす４％

生活排水
３１％

畜産
３％

工場・
事業場８％

（令和２年度）

農地
６％

市街地
８％

山林・
その他５％

湖面降下物４％

全リン

合計
０.８９ｔ日

霞ヶ浦一般
事業場等
７％

霞ヶ浦一般
事業場等
１６％

山林・
その他
１２％

霞ヶ浦一般事業場等３１％

下水道の整備、農業集落排水施設の整備、高度処理型浄化槽の普及、生活排水路の直接浄化下水道の整備、農業集落排水施設の整備、高度処理型浄化槽の普及、生活排水路の直接浄化

小中学生や高校生を対象とした水環境学習プログラムの実施小中学生や高校生を対象とした水環境学習プログラムの実施

（３）霞ケ浦水質保全条例について（３）霞ケ浦水質保全条例について
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河 川 等 名河 川 等 名 採　 水　 場 　所採　 水　 場 　所 年　度年　度 pHpH DODO BODBOD CODCOD SSSS T‒NT‒N T‒PT‒P

霞 ヶ 浦霞 ヶ 浦
県 水 道 事 務 所 地 先県 水 道 事 務 所 地 先

（ 大 岩 田 町 沿 岸 ）（ 大 岩 田 町 沿 岸 ）

RR11 8.08.0  8.7 8.7 2.42.4  7.0 7.0 21.021.0 1.41.4 0.120.12
22 8.28.2  9.1 9.1 3.43.4  8.0 8.0 22.322.3 1.31.3 0.120.12
33 8.28.2  8.6 8.6 2.52.5  7.5 7.5 24.224.2 1.31.3 0.120.12
44 8.48.4  8.4 8.4 4.34.3  8.9 8.9 23.223.2 1.11.1 0.120.12
55 8.28.2  6.3 6.3 3.53.5  9.4 9.4 21.821.8 1.41.4 0.120.12

霞 ヶ 浦霞 ヶ 浦
土 浦 新 港 地 先土 浦 新 港 地 先

（川口二丁目地先）（川口二丁目地先）

RR11 7.57.5  8.4 8.4 3.23.2  8.0 8.0 20.520.5 3.03.0 0.170.17
22 7.97.9 11.211.2 4.74.7  8.4 8.4 16.516.5 2.42.4 0.140.14
33 8.08.0 11.011.0 3.33.3  8.2 8.2 16.216.2 2.62.6 0.140.14
44 7.77.7  9.1 9.1 3.43.4  8.2 8.2 15.715.7 2.52.5 0.150.15
55 8.08.0  8.7 8.7 3.43.4  8.9 8.9 17.817.8 2.32.3 0.160.16

霞 ヶ 浦霞 ヶ 浦
沖 宿 漁 港 地 先沖 宿 漁 港 地 先

（ 沖 宿 町 地 先 ）（ 沖 宿 町 地 先 ）

RR11 8.38.3  9.4 9.4 2.42.4  7.8 7.8 30.030.0 1.21.2 0.130.13
22 8.48.4 10.610.6 3.03.0  8.3 8.3 28.028.0 1.01.0 0.140.14
33 8.48.4  9.7 9.7 2.72.7  7.8 7.8 23.523.5 1.11.1 0.120.12
44 8.58.5  8.3 8.3 2.42.4  7.9 7.9 21.321.3 0.80.8 0.100.10
55 8.48.4  8.8 8.8 2.82.8  9.0 9.0 27.327.3 1.21.2 0.130.13

乙 戸 川乙 戸 川
桐 の 木 橋 下桐 の 木 橋 下

（ 沖　　 新　　 田 ）（ 沖　　 新　　 田 ）

RR11 7.27.2  8.5 8.5 2.12.1  5.8 5.8 12.212.2 2.12.1 0.090.09
22 7.27.2  9.0 9.0 2.62.6  5.9 5.9 12.512.5 2.42.4 0.120.12
33 7.37.3 10.310.3 1.61.6  5.3 5.3 13.713.7 2.12.1 0.090.09
44 7.37.3  8.5 8.5 2.12.1  5.7 5.7 11.211.2 1.91.9 0.100.10
55 7.27.2  6.8 6.8 2.02.0  5.6 5.6 15.015.0 1.71.7 0.090.09

花 室 川花 室 川
小 岩 田 橋 下小 岩 田 橋 下

（小岩田東二丁目）（小岩田東二丁目）

RR11 7.67.6  8.2 8.2 1.71.7  4.6 4.6  8.7 8.7 2.12.1 0.110.11
22 7.67.6  6.8 6.8 3.43.4  5.0 5.0  7.6 7.6 3.33.3 0.110.11
33 7.77.7  7.8 7.8 1.31.3  4.2 4.2  6.4 6.4 2.02.0 0.090.09
44 7.67.6  6.0 6.0 2.12.1  5.0 5.0  8.0 8.0 2.12.1 0.110.11
55 7.67.6  5.7 5.7 1.91.9  4.9 4.9  7.3 7.3 2.02.0 0.110.11

上 備 前 川上 備 前 川
旧 衛 生 セ ン タ ー 前旧 衛 生 セ ン タ ー 前

（ 上　　 高　　 津 ）（ 上　　 高　　 津 ）

RR11 7.47.4  6.7 6.7 1.51.5  6.8 6.8 24.224.2 1.61.6 0.190.19
22 7.47.4  6.8 6.8 1.81.8  6.0 6.0 20.820.8 1.81.8 0.190.19
33 7.47.4  6.7 6.7 1.41.4  6.0 6.0 21.221.2 2.52.5 0.150.15
44 7.47.4  4.0 4.0 1.81.8  6.4 6.4 23.723.7 1.61.6 0.180.18
55 7.47.4  5.4 5.4 1.61.6  8.2 8.2 40.340.3 1.71.7 0.200.20

備 前 川備 前 川
小 松 橋 下小 松 橋 下

（ 小 松 一 丁 目 ）（ 小 松 一 丁 目 ）

RR11 7.57.5  6.2 6.2 2.92.9  7.4 7.4 17.617.6 1.81.8 0.160.16
22 7.87.8  7.7 7.7 3.43.4  6.4 6.4 14.814.8 1.91.9 0.130.13
33 7.87.8  5.7 5.7 2.62.6  6.4 6.4 13.513.5 1.71.7 0.120.12
44 8.18.1  8.1 8.1 5.35.3  8.2 8.2 18.518.5 1.71.7 0.160.16
55 7.67.6  5.2 5.2 3.23.2  6.9 6.9 13.513.5 1.61.6 0.130.13

桜 川桜 川
水 郷 橋 下水 郷 橋 下

（ 蓮 河 原 新 町 ）（ 蓮 河 原 新 町 ）

RR11 7.77.7  8.9 8.9 2.82.8  6.7 6.7 21.021.0 1.91.9 0.130.13
22 7.67.6  9.5 9.5 1.31.3  4.3 4.3 10.010.0 1.61.6 0.080.08
33 7.77.7  7.9 7.9 1.51.5  4.7 4.7  9.3 9.3 1.61.6 0.070.07
44 7.67.6  7.6 7.6 1.41.4  4.9 4.9 11.711.7 1.31.3 0.080.08
55 7.57.5  6.2 6.2 1.81.8  5.9 5.9 18.418.4 1.61.6 0.110.11

新 川新 川
天 王 橋 下天 王 橋 下

（ 川 口 二 丁 目 ）（ 川 口 二 丁 目 ）

RR11 7.37.3  6.9 6.9 3.43.4  8.0 8.0 12.412.4 3.93.9 0.180.18
22 7.37.3  6.3 6.3 2.92.9  7.3 7.3 11.311.3 3.63.6 0.180.18
33 7.47.4  7.4 7.4 2.62.6  7.1 7.1  8.3 8.3 3.93.9 0.150.15
44 7.27.2  7.5 7.5 4.44.4  9.5 9.5  9.4 9.4 4.34.3 0.230.23
55 7.57.5  6.5 6.5 4.34.3  8.3 8.3 12.012.0 3.23.2 0.180.18

境 川境 川
境 橋 下境 橋 下

（木田余1719‒1地先）（木田余1719‒1地先）

RR11 8.08.0  9.6 9.6 2.22.2  8.2 8.2 43.843.8 3.33.3 0.290.29
22 8.08.0 10.410.4 2.12.1 11.211.2 67.267.2 3.43.4 0.310.31
33 8.18.1 10.310.3 2.02.0  7.5 7.5 25.825.8 3.33.3 0.220.22
44 8.48.4  9.9 9.9 1.41.4  6.0 6.0 17.717.7 2.62.6 0.160.16
55 8.18.1  8.6 8.6 2.32.3  9.0 9.0 47.547.5 3.03.0 0.300.30

一 の 瀬 川一 の 瀬 川
一 の 瀬 ５ 号 橋 下一 の 瀬 ５ 号 橋 下

（ 菅　　 谷　　 町 ）（ 菅　　 谷　　 町 ）

RR11 7.37.3  9.3 9.3 1.61.6  5.2 5.2 10.010.0 2.82.8 0.110.11
22 7.57.5 10.510.5 1.71.7  5.2 5.2 12.712.7 2.82.8 0.220.22
33 7.47.4  9.3 9.3 1.51.5  5.7 5.7 15.615.6 2.82.8 0.160.16
44 7.47.4  8.5 8.5 1.61.6  5.6 5.6 20.020.0 2.32.3 0.220.22
55 7.47.4  8.1 8.1 1.81.8  5.7 5.7 13.613.6 1.91.9 0.180.18

天 ノ 川天 ノ 川
桜 橋 下桜 橋 下

（ 粟　　 野　　 町 ）（ 粟　　 野　　 町 ）

RR11 7.67.6  9.1 9.1 1.01.0  4.9 4.9 10.810.8 2.62.6 0.110.11
22 7.77.7  9.6 9.6 1.11.1  4.8 4.8 18.518.5 3.33.3 0.190.19
33 7.77.7  9.4 9.4 1.91.9  4.9 4.9 16.116.1 3.03.0 0.130.13
44 7.67.6  8.5 8.5 0.80.8  4.6 4.6 11.411.4 2.22.2 0.100.10
55 7.77.7  7.9 7.9 1.31.3  5.0 5.0  8.1 8.1 1.91.9 0.080.08

〈市内公共用水域　水質調査結果　経年変化（年間平均値）〉〈市内公共用水域　水質調査結果　経年変化（年間平均値）〉

（単位：pHを除きmg/Ｌ）（単位：pHを除きmg/Ｌ）

ア　ごみ収集
　 　家庭系ごみについては、収集後清掃センターへ搬入され、焼却処理、破砕処理等の中間処理

を施し、資源物、焼却灰、破砕不燃物に分けられている。焼却灰、破砕不燃物については、平

成１２年２月に完成した管理型最終処分場において埋立処分されており、令和４年度から焼却灰

の一部を民間施設に搬入し、リサイクルしている。清掃センター、管理型最終処分場について

は、周辺環境に配慮した施設運営を図っている。

　 　事業系のごみは、一般廃棄物については清掃センターへ、産業廃棄物については民間施設へ

それぞれ自己もしくは許可業者による搬入を行うよう定めている。

　 　また清掃センターと連携し、町内清掃、ボランティア清掃など環境美化活動への支援を行っ

ている。

イ　ごみ処理手数料
　・家庭系ごみ

　 　燃やせるごみ、燃やせないごみについては、平成３０年１０月1日から家庭ごみ処理有料化を実施

し、手数料を徴収している。

土浦市のごみ排出状況

年度
区分

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ごみ排出量

全体（ｔ） 50,722 49,762 49,017 49,029 47,046

家庭系ごみ 34,145 34,556 33,696 33,223 32,104

事業系ごみ 16,577 15,206 15,321 15,806 14,942

資 源 化 量
年間（ｔ） 11,096 10,631 10,332 10,019 9,271

リサイクル率（％） 21.9 21.4 21.1 20.4 19.7

焼 却 量 年間（ｔ） 38,343 38,798 38,337 38,992 37,321

最終処分量 年間（ｔ） 6,369 6,290 5,968 6,072 5,212

ごみ袋の種類

手数料額

10円/枚
20円/枚
30円/枚
10円/枚
20円/枚
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河 川 等 名 採　 水　 場 　所 年　度 pH DO BOD COD SS T‒N T‒P

霞 ヶ 浦
県 水 道 事 務 所 地 先

（ 大 岩 田 町 沿 岸 ）

R1 8.0  8.7 2.4  7.0 21.0 1.4 0.12
2 8.2  9.1 3.4  8.0 22.3 1.3 0.12
3 8.2  8.6 2.5  7.5 24.2 1.3 0.12
4 8.4  8.4 4.3  8.9 23.2 1.1 0.12
5 8.2  6.3 3.5  9.4 21.8 1.4 0.12

霞 ヶ 浦
土 浦 新 港 地 先

（川口二丁目地先）

R1 7.5  8.4 3.2  8.0 20.5 3.0 0.17
2 7.9 11.2 4.7  8.4 16.5 2.4 0.14
3 8.0 11.0 3.3  8.2 16.2 2.6 0.14
4 7.7  9.1 3.4  8.2 15.7 2.5 0.15
5 8.0  8.7 3.4  8.9 17.8 2.3 0.16

霞 ヶ 浦
沖 宿 漁 港 地 先

（ 沖 宿 町 地 先 ）

R1 8.3  9.4 2.4  7.8 30.0 1.2 0.13
2 8.4 10.6 3.0  8.3 28.0 1.0 0.14
3 8.4  9.7 2.7  7.8 23.5 1.1 0.12
4 8.5  8.3 2.4  7.9 21.3 0.8 0.10
5 8.4  8.8 2.8  9.0 27.3 1.2 0.13

乙 戸 川
桐 の 木 橋 下

（ 沖　　 新　　 田 ）

R1 7.2  8.5 2.1  5.8 12.2 2.1 0.09
2 7.2  9.0 2.6  5.9 12.5 2.4 0.12
3 7.3 10.3 1.6  5.3 13.7 2.1 0.09
4 7.3  8.5 2.1  5.7 11.2 1.9 0.10
5 7.2  6.8 2.0  5.6 15.0 1.7 0.09

花 室 川
小 岩 田 橋 下

（小岩田東二丁目）

R1 7.6  8.2 1.7  4.6  8.7 2.1 0.11
2 7.6  6.8 3.4  5.0  7.6 3.3 0.11
3 7.7  7.8 1.3  4.2  6.4 2.0 0.09
4 7.6  6.0 2.1  5.0  8.0 2.1 0.11
5 7.6  5.7 1.9  4.9  7.3 2.0 0.11

上 備 前 川
旧 衛 生 セ ン タ ー 前

（ 上　　 高　　 津 ）

R1 7.4  6.7 1.5  6.8 24.2 1.6 0.19
2 7.4  6.8 1.8  6.0 20.8 1.8 0.19
3 7.4  6.7 1.4  6.0 21.2 2.5 0.15
4 7.4  4.0 1.8  6.4 23.7 1.6 0.18
5 7.4  5.4 1.6  8.2 40.3 1.7 0.20

備 前 川
小 松 橋 下

（ 小 松 一 丁 目 ）

R1 7.5  6.2 2.9  7.4 17.6 1.8 0.16
2 7.8  7.7 3.4  6.4 14.8 1.9 0.13
3 7.8  5.7 2.6  6.4 13.5 1.7 0.12
4 8.1  8.1 5.3  8.2 18.5 1.7 0.16
5 7.6  5.2 3.2  6.9 13.5 1.6 0.13

桜 川
水 郷 橋 下

（ 蓮 河 原 新 町 ）

R1 7.7  8.9 2.8  6.7 21.0 1.9 0.13
2 7.6  9.5 1.3  4.3 10.0 1.6 0.08
3 7.7  7.9 1.5  4.7  9.3 1.6 0.07
4 7.6  7.6 1.4  4.9 11.7 1.3 0.08
5 7.5  6.2 1.8  5.9 18.4 1.6 0.11

新 川
天 王 橋 下

（ 川 口 二 丁 目 ）

R1 7.3  6.9 3.4  8.0 12.4 3.9 0.18
2 7.3  6.3 2.9  7.3 11.3 3.6 0.18
3 7.4  7.4 2.6  7.1  8.3 3.9 0.15
4 7.2  7.5 4.4  9.5  9.4 4.3 0.23
5 7.5  6.5 4.3  8.3 12.0 3.2 0.18

境 川
境 橋 下

（木田余1719‒1地先）

R1 8.0  9.6 2.2  8.2 43.8 3.3 0.29
2 8.0 10.4 2.1 11.2 67.2 3.4 0.31
3 8.1 10.3 2.0  7.5 25.8 3.3 0.22
4 8.4  9.9 1.4  6.0 17.7 2.6 0.16
5 8.1  8.6 2.3  9.0 47.5 3.0 0.30

一 の 瀬 川
一 の 瀬 ５ 号 橋 下

（ 菅　　 谷　　 町 ）

R1 7.3  9.3 1.6  5.2 10.0 2.8 0.11
2 7.5 10.5 1.7  5.2 12.7 2.8 0.22
3 7.4  9.3 1.5  5.7 15.6 2.8 0.16
4 7.4  8.5 1.6  5.6 20.0 2.3 0.22
5 7.4  8.1 1.8  5.7 13.6 1.9 0.18

天 ノ 川
桜 橋 下

（ 粟　　 野　　 町 ）

R1 7.6  9.1 1.0  4.9 10.8 2.6 0.11
2 7.7  9.6 1.1  4.8 18.5 3.3 0.19
3 7.7  9.4 1.9  4.9 16.1 3.0 0.13
4 7.6  8.5 0.8  4.6 11.4 2.2 0.10
5 7.7  7.9 1.3  5.0  8.1 1.9 0.08

〈市内公共用水域　水質調査結果　経年変化（年間平均値）〉

（単位：pHを除きmg/Ｌ）

ア　ごみ収集ア　ごみ収集
　 　家庭系ごみについては、収集後清掃センターへ搬入され、焼却処理、破砕処理等の中間処理　 　家庭系ごみについては、収集後清掃センターへ搬入され、焼却処理、破砕処理等の中間処理

を施し、資源物、焼却灰、破砕不燃物に分けられている。焼却灰、破砕不燃物については、平を施し、資源物、焼却灰、破砕不燃物に分けられている。焼却灰、破砕不燃物については、平

成１２年２月に完成した管理型最終処分場において埋立処分されており、令和４年度から焼却灰成１２年２月に完成した管理型最終処分場において埋立処分されており、令和４年度から焼却灰

の一部を民間施設に搬入し、リサイクルしている。清掃センター、管理型最終処分場についての一部を民間施設に搬入し、リサイクルしている。清掃センター、管理型最終処分場について

は、周辺環境に配慮した施設運営を図っている。は、周辺環境に配慮した施設運営を図っている。

　 　事業系のごみは、一般廃棄物については清掃センターへ、産業廃棄物については民間施設へ　 　事業系のごみは、一般廃棄物については清掃センターへ、産業廃棄物については民間施設へ

それぞれ自己もしくは許可業者による搬入を行うよう定めている。それぞれ自己もしくは許可業者による搬入を行うよう定めている。

　 　また清掃センターと連携し、町内清掃、ボランティア清掃など環境美化活動への支援を行っ　 　また清掃センターと連携し、町内清掃、ボランティア清掃など環境美化活動への支援を行っ

ている。ている。

イ　ごみ処理手数料イ　ごみ処理手数料
　・家庭系ごみ　・家庭系ごみ

　 　燃やせるごみ、燃やせないごみについては、平成３０年１０月1日から家庭ごみ処理有料化を実施　 　燃やせるごみ、燃やせないごみについては、平成３０年１０月1日から家庭ごみ処理有料化を実施

し、手数料を徴収している。し、手数料を徴収している。

土浦市のごみ排出状況土浦市のごみ排出状況

年度年度
区分区分

令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

ごみ排出量ごみ排出量

全体（ｔ）全体（ｔ） 50,72250,722 49,76249,762 49,01749,017 49,02949,029 47,04647,046

家庭系ごみ家庭系ごみ 34,14534,145 34,55634,556 33,69633,696 33,22333,223 32,10432,104

事業系ごみ事業系ごみ 16,57716,577 15,20615,206 15,32115,321 15,80615,806 14,94214,942

資 源 化 量資 源 化 量
年間（ｔ）年間（ｔ） 11,09611,096 10,63110,631 10,33210,332 10,01910,019 9,2719,271

リサイクル率（％）リサイクル率（％） 21.921.9 21.421.4 21.121.1 20.420.4 19.719.7

焼 却 量焼 却 量 年間（ｔ）年間（ｔ） 38,34338,343 38,79838,798 38,33738,337 38,99238,992 37,32137,321

最終処分量最終処分量 年間（ｔ）年間（ｔ） 6,3696,369 6,2906,290 5,9685,968 6,0726,072 5,2125,212

ごみ袋の種類ごみ袋の種類

手数料額手数料額

1010円/枚円/枚
20円/枚20円/枚
30円/枚30円/枚
10円/枚10円/枚
20円/枚20円/枚
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　　　　　　　　　　　　生ごみ処理容器補助等の推移　　　　　　 （単位：世帯、基、円）

区　分

年　度

コンポスト容器 ＥＭぼかし容器 電気式生ごみ処理機

世 帯 基 数 補　助　金 世 帯 基 数 補　助　金 世 帯 基 数 補　助　金

令 和 元 年 度 39 57 221,097 11 19 57,999 39 39 731,132

令 和 ２ 年 度 30 46 173,049 12 17 55,675 75 75 1,430,760

令 和 ３ 年 度 36 48 122,091 12 19 28,324 73 73 982,981

令 和 ４ 年 度 41 58 160,605 10 15 21,415 72 72 1,085,396

令 和 ５ 年 度 32 40 106,422 6 11 14,533 67 67 1,231,522

　増加し続けるごみの減量化及び再資源化が社会問題となってきている現在、家庭等から排出さ

れる生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化と再利用を図ることを目的として、平成4年度か

らコンポスト容器の購入者に対し、1世帯当たり4,000円／基×2基を限度として補助金を交付して
いる。

収集

収集

町内分別収集量の推移

　なお、令和3年度からは、より多くの申請者に対して補助を行うため、コンポスト容器・Ｅ
Ｍぼかし器は1基あたり購入価格（税抜）の半額（上限4,000円）×2基、電気式生ごみ処理機は
1基あたり購入価格（税抜）の半額（上限20,000円）を限度額としている。

 （単位：kg）

区分

年度

ビ　　　　  ン
缶 古　布 乾電池

紙 　　　　類 ペット
ボトル
(拠点含む)

合　計
白 茶 緑 その他 新　聞 ざつ紙 ダンボール

令和元年度 256,080 205,490  91,170 34,820 275,560 182,866 30,547 153,410 337,840 308,860 276,480 2,153,115

令和２年度 287,722 223,292  99,560 41,396 316,130 235,042 36,618 233,930 458,440 465,730 308,110 2,705,970

令和３年度 262,726 206,138 104,051 35,078 303,840 242,797 34,308 245,410 418,260 477,120 326,110 2,655,838

令和４年度 235,584 187,646  95,367 34,261 288,590 222,159 32,571 235,410 415,700 477,230 332,300 2,556,818

令和５年度 252,294 199,908 103,607 38,171 273,270 226,834 34,906 217,910 386,060 467,420 338,050 2,538,430

 ※令和元年度まで土浦地区のみ
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　　　　　　　　　　　　生ごみ処理容器補助等の推移　　　　　　　　　　　　生ごみ処理容器補助等の推移　　　　　　 　　　　　　 （単位：世帯、基、円）（単位：世帯、基、円）

区　分区　分

年　度年　度

コンポスト容器コンポスト容器 ＥＭぼかし容器ＥＭぼかし容器 電気式生ごみ処理機電気式生ごみ処理機

世 帯世 帯 基 数基 数 補　助　金補　助　金 世 帯世 帯 基 数基 数 補　助　金補　助　金 世 帯世 帯 基 数基 数 補　助　金補　助　金

令 和 元 年 度令 和 元 年 度 3939 5757 221,097221,097 1111 1919 57,99957,999 3939 3939 731,132731,132

令 和 ２ 年 度令 和 ２ 年 度 3030 4646 173,049173,049 1212 1717 55,67555,675 7575 7575 1,430,7601,430,760

令 和 ３ 年 度令 和 ３ 年 度 3636 4848 122,091122,091 1212 1919 28,32428,324 7373 7373 982,981982,981

令 和 ４ 年 度令 和 ４ 年 度 4141 5858 160,605160,605 1010 1515 21,41521,415 7272 7272 1,085,3961,085,396

令 和 ５ 年 度令 和 ５ 年 度 3232 4040 106,422106,422 66 1111 14,53314,533 6767 6767 1,231,5221,231,522

　増加し続けるごみの減量化及び再資源化が社会問題となってきている現在、家庭等から排出さ　増加し続けるごみの減量化及び再資源化が社会問題となってきている現在、家庭等から排出さ

れる生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化と再利用を図ることを目的として、平成4年度かれる生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化と再利用を図ることを目的として、平成4年度か

らコンポスト容器の購入者に対し、らコンポスト容器の購入者に対し、11世帯当たり世帯当たり4,0004,000円／基円／基××22基を限度として補助金を交付して基を限度として補助金を交付して

いる。いる。

収集収集

収集収集

町内分別収集量の推移町内分別収集量の推移

　なお、令和　なお、令和33年度からは、より多くの申請者に対して補助を行うため、コンポスト容器・Ｅ年度からは、より多くの申請者に対して補助を行うため、コンポスト容器・Ｅ

Ｍぼかし器はＭぼかし器は11基あたり購入価格（税抜）の半額（上限基あたり購入価格（税抜）の半額（上限4,0004,000円）円）××22基、電気式生ごみ処理機は基、電気式生ごみ処理機は

11基あたり購入価格（税抜）の半額（上限基あたり購入価格（税抜）の半額（上限20,00020,000円）を限度額としている。円）を限度額としている。

  （単位：kg）（単位：kg）

区分区分

年度年度

ビ　　　　  ンビ　　　　  ン
缶缶 古　布古　布 乾電池乾電池

紙 　　　　類紙 　　　　類 ペットペット
ボトルボトル
(拠点含む)(拠点含む)

合　計合　計
白白 茶茶 緑緑 その他その他 新　聞新　聞 ざつ紙ざつ紙 ダンボールダンボール

令和元年度令和元年度 256,080256,080 205,490205,490  91,170 91,170 34,82034,820 275,560275,560 182,866182,866 30,54730,547 153,410153,410 337,840337,840 308,860308,860 276,480276,480 2,153,1152,153,115

令和２年度令和２年度 287,722287,722 223,292223,292  99,560 99,560 41,39641,396 316,130316,130 235,042235,042 36,61836,618 233,930233,930 458,440458,440 465,730465,730 308,110308,110 2,705,9702,705,970

令和３年度令和３年度 262,726262,726 206,138206,138 104,051104,051 35,07835,078 303,840303,840 242,797242,797 34,30834,308 245,410245,410 418,260418,260 477,120477,120 326,110326,110 2,655,8382,655,838

令和４年度令和４年度 235,584235,584 187,646187,646  95,367 95,367 34,26134,261 288,590288,590 222,159222,159 32,57132,571 235,410235,410 415,700415,700 477,230477,230 332,300332,300 2,556,8182,556,818

令和５年度令和５年度 252,294252,294 199,908199,908 103,607103,607 38,17138,171 273,270273,270 226,834226,834 34,90634,906 217,910217,910 386,060386,060 467,420467,420 338,050338,050 2,538,4302,538,430

 ※令和元年度まで土浦地区のみ ※令和元年度まで土浦地区のみ
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エ　新治地区の資源回収（令和元年度まで）エ　新治地区の資源回収（令和元年度まで）
　 　新治地区のごみは、令和元年度まで回収していた資源物は、ビン（茶色・無色・その他の色）・　 　新治地区のごみは、令和元年度まで回収していた資源物は、ビン（茶色・無色・その他の色）・

カン・紙類（新聞・チラシ・段ボール・雑誌・紙パック・その他の紙）・古布・ペットボトル・カン・紙類（新聞・チラシ・段ボール・雑誌・紙パック・その他の紙）・古布・ペットボトル・

プラスチック容器の６種１３分類で、その他に、新治地方広域事務組合環境クリーンセンターにプラスチック容器の６種１３分類で、その他に、新治地方広域事務組合環境クリーンセンターに

ごみとして持ち込まれたものから、紙類・古布・金属類などを回収していた。令和２年４月１日ごみとして持ち込まれたものから、紙類・古布・金属類などを回収していた。令和２年４月１日

から土浦地区と統一し資源物を処理している。から土浦地区と統一し資源物を処理している。

8,3708,370 49,29049,290 91,17091,170 10,32010,320 24,88324,883 14,64014,640 42,81242,812 17,21017,210 7,4507,450 44,53544,535 310,680310,680令和元年度令和元年度

6,239,7006,239,7001,1441,1441,002,2301,002,230107107令 和３年度令和３年度 86786730,53030,530

5,990,6005,990,6001,1071,107982,560982,5609595令 和２年度令和２年度 1,7661,76623,62023,620

11,080,70011,080,7004,1914,1911,866,2911,866,291132132令 和元年度令和元年度 3,6683,66879,34079,340

6,294,8006,294,8002,1992,1991,016,6101,016,610107107令 和４年度令和４年度 73873826,37026,370

大きく貢献している。大きく貢献している。

収集収集

収集収集

5,260,0005,260,0001,8551,855825,545825,545100100令 和５年度令和５年度 63163124,79524,795

  （単位：kg） 　（単位：kg） 　

区　　 　　分区　　 　　分 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

生 ご み生 ご み ４,９４３,８９０４,９４３,８９０ ４,７６８,８００４,７６８,８００ ４,６２６,４００４,６２６,４００ ４,３１８,９６０４,３１８,９６０ ４,０１１,６２０４,０１１,６２０

  （単位：kg） 　（単位：kg） 　

区　　　　分区　　　　分 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

容器包装プラスチック容器包装プラスチック １,１０４,１９０１,１０４,１９０ １,１９１,６４０１,１９１,６４０ １,１８４,３４０１,１８４,３４０ １,１３３,３４０１,１３３,３４０ １,０７６,０４０１,０７６,０４０

※令和元年度まで土浦地区のみ※令和元年度まで土浦地区のみ

以下、直近の実施記録

令和元年度回収実績：６,３３０ｋｇ

令和２年度回収実績：６,７３０ｋｇ

令和３年度回収実績：５,８３０ｋｇ

令和４年度回収実績：６,０９０ｋｇ

令和５年度回収実績：５,７５０ｋｇ

１,６００ｋｇ

４７,３５０ｋｇ

３０,６８０ｋｇ

２,９９０ｋｇ

４,３４０ｋｇ

令和５年５月２８日（日）

令和５年７月３０日（日）

４１

７９,６３０ｋｇ

令和６年３月３日（日）

ごみ

ごみ

１６５町内、市職員等

３９
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エ　新治地区の資源回収（令和元年度まで）
　 　新治地区のごみは、令和元年度まで回収していた資源物は、ビン（茶色・無色・その他の色）・

カン・紙類（新聞・チラシ・段ボール・雑誌・紙パック・その他の紙）・古布・ペットボトル・

プラスチック容器の６種１３分類で、その他に、新治地方広域事務組合環境クリーンセンターに

ごみとして持ち込まれたものから、紙類・古布・金属類などを回収していた。令和２年４月１日

から土浦地区と統一し資源物を処理している。

8,370 49,290 91,170 10,320 24,883 14,640 42,812 17,210 7,450 44,535 310,680令和元年度

6,239,7001,1441,002,230107令 和３年度 86730,530

5,990,6001,107982,56095令 和２年度 1,76623,620

11,080,7004,1911,866,291132令 和元年度 3,66879,340

6,294,8002,1991,016,610107令 和４年度 73826,370

大きく貢献している。

収集

収集

5,260,0001,855825,545100令 和５年度 63124,795

 （単位：kg） 　

区　　 　　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

生 ご み ４,９４３,８９０ ４,７６８,８００ ４,６２６,４００ ４,３１８,９６０ ４,０１１,６２０

 （単位：kg） 　

区　　　　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

容器包装プラスチック １,１０４,１９０ １,１９１,６４０ １,１８４,３４０ １,１３３,３４０ １,０７６,０４０

※令和元年度まで土浦地区のみ

以下、直近の実施記録以下、直近の実施記録

令和元年度回収実績：６,３３０ｋｇ令和元年度回収実績：６,３３０ｋｇ

令和２年度回収実績：６,７３０ｋｇ令和２年度回収実績：６,７３０ｋｇ

令和３年度回収実績：５,８３０ｋｇ令和３年度回収実績：５,８３０ｋｇ

令和４年度回収実績：６,０９０ｋｇ令和４年度回収実績：６,０９０ｋｇ

令和５年度回収実績：５,７５０ｋｇ令和５年度回収実績：５,７５０ｋｇ

１,６００ｋｇ１,６００ｋｇ

４７,３５０ｋｇ４７,３５０ｋｇ

３０,６８０ｋｇ３０,６８０ｋｇ

２,９９０ｋｇ２,９９０ｋｇ

４,３４０ｋｇ４,３４０ｋｇ

令和５年５月２８日（日）令和５年５月２８日（日）

令和５年７月３０日（日）令和５年７月３０日（日）

４１４１

７９,６３０ｋｇ７９,６３０ｋｇ

令和６年３月３日（日）令和６年３月３日（日）

ごみごみ

ごみごみ

１６５町内、市職員等１６５町内、市職員等

３９３９
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１７１７

４４７４４７

　令和３年度から本市全域のし尿・浄化槽汚泥の処理が可能となる汚泥再生処理センターを供　令和３年度から本市全域のし尿・浄化槽汚泥の処理が可能となる汚泥再生処理センターを供

用開始した。用開始した。

委託申請委託申請

　土地は、本来所有者等が適正に管理すべきものであるが、遠隔地等の理由で適正な管理　土地は、本来所有者等が適正に管理すべきものであるが、遠隔地等の理由で適正な管理

が困難な所有者等には、市が所有者等からの委託により空き地の草刈りを実施して、安全が困難な所有者等には、市が所有者等からの委託により空き地の草刈りを実施して、安全

で清潔な市民生活の確保に努めている。なお、委託による草刈りの実施に際しては、所有で清潔な市民生活の確保に努めている。なお、委託による草刈りの実施に際しては、所有

者等から実費相当額を徴収している。者等から実費相当額を徴収している。

令和元年度令和元年度

16,64416,6445858

令和４年度令和４年度

10,98910,9894141

令和２年度令和２年度

13,14513,1454545

令和５年度令和５年度

8,9198,9193333

令和３年度令和３年度

9,7329,7323636

霞ヶ浦霞ヶ浦

土浦地区 （単位：ｔ）　

区 分
年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

し 　 尿 2,393.45 2,130.61 1,778.59 1,707.85 1,545.34

浄化槽汚泥 6,121.86 6,444.45 5,523.45 5,957.06 5,739.09

合 　 計 8,515.31 8,575.06 7,302.04 7,664.91 7,284.43

新治地区 （単位：ｔ）　

区 分
年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

し 　 尿 304.98 296.83 286.43 251.79 234.91

浄化槽汚泥 577.91 537.78 444.41 501.58 408.78

合 　 計 882.89 834.61 727.84 753.37 643.69

建 築 面 積 584.79㎡

延 床 面 積 1,410.52㎡

構　　　造 鉄骨造　一部鉄筋コンクリート造　地上２階・地下１階

水処理方式 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式

資源化方式 助燃剤化

処理水放流先 公共下水道

処 理 能 力 33.8kl ／日

　令和３年度から供用開始した汚泥再生センターは、し尿・浄化槽汚泥だけではなく、市内の

一部の農業集落排水汚泥も含めて処理し、助燃剤へ再資源化することが可能な有機性廃棄物リ

サイクル推進施設である。

　処理方式は、浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式を採用し、処理能力は３３.８kl ／日

（し尿９.７kl ／日、浄化槽汚泥２４.１kl ／日）となっている。
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１７

４４７

　令和３年度から本市全域のし尿・浄化槽汚泥の処理が可能となる汚泥再生処理センターを供

用開始した。

委託申請

　土地は、本来所有者等が適正に管理すべきものであるが、遠隔地等の理由で適正な管理

が困難な所有者等には、市が所有者等からの委託により空き地の草刈りを実施して、安全

で清潔な市民生活の確保に努めている。なお、委託による草刈りの実施に際しては、所有

者等から実費相当額を徴収している。

令和元年度

16,64458

令和４年度

10,98941

令和２年度

13,14545

令和５年度

8,91933

令和３年度

9,73236

霞ヶ浦

土浦地区土浦地区  （単位：ｔ）　（単位：ｔ）　

区 分区 分
年 度年 度 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

し 　 尿し 　 尿 2,393.452,393.45 2,130.612,130.61 1,778.591,778.59 1,707.851,707.85 1,545.341,545.34

浄化槽汚泥浄化槽汚泥 6,121.866,121.86 6,444.456,444.45 5,523.455,523.45 5,957.065,957.06 5,739.095,739.09

合 　 計合 　 計 8,515.318,515.31 8,575.068,575.06 7,302.047,302.04 7,664.917,664.91 7,284.437,284.43

新治地区新治地区  （単位：ｔ）　（単位：ｔ）　

区 分区 分
年 度年 度 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

し 　 尿し 　 尿 304.98304.98 296.83296.83 286.43286.43 251.79251.79 234.91234.91

浄化槽汚泥浄化槽汚泥 577.91577.91 537.78537.78 444.41444.41 501.58501.58 408.78408.78

合 　 計合 　 計 882.89882.89 834.61834.61 727.84727.84 753.37753.37 643.69643.69

建 築 面 積 建 築 面 積 584584..7979㎡㎡

延 床 面 積 延 床 面 積 1,4101,410..5252㎡㎡

構　　　造 鉄骨造　一部鉄筋コンクリート造　地上２階・地下１階構　　　造 鉄骨造　一部鉄筋コンクリート造　地上２階・地下１階

水処理方式 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式水処理方式 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式

資源化方式 助燃剤化資源化方式 助燃剤化

処理水放流先 公共下水道処理水放流先 公共下水道

処 理 能 力 処 理 能 力 3333..88kl ／日kl ／日

　令和３年度から供用開始した汚泥再生センターは、し尿・浄化槽汚泥だけではなく、市内の　令和３年度から供用開始した汚泥再生センターは、し尿・浄化槽汚泥だけではなく、市内の

一部の農業集落排水汚泥も含めて処理し、助燃剤へ再資源化することが可能な有機性廃棄物リ一部の農業集落排水汚泥も含めて処理し、助燃剤へ再資源化することが可能な有機性廃棄物リ

サイクル推進施設である。サイクル推進施設である。

　処理方式は、浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式を採用し、処理能力は３３.８kl ／日　処理方式は、浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式を採用し、処理能力は３３.８kl ／日

（し尿９.７kl ／日、浄化槽汚泥２４.１kl ／日）となっている。（し尿９.７kl ／日、浄化槽汚泥２４.１kl ／日）となっている。
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　平成　平成2828年年1010月に供用を開始した新市営斎場は、式場棟の施設充実はもとより、公害防止設月に供用を開始した新市営斎場は、式場棟の施設充実はもとより、公害防止設

備を備えた火葬炉など、すべての利用者と環境に配慮した施設である。また、同年同月から備を備えた火葬炉など、すべての利用者と環境に配慮した施設である。また、同年同月から

指定管理者による運営を開始した。指定管理者による運営を開始した。

1,6301,630
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1,7491,749
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9292
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令和４年度令和４年度

令和５年度令和５年度

1,4301,430
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1,4691,469
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令和４年度令和４年度

令和５年度令和５年度

１３,１９５.０９㎡
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　平成28年10月に供用を開始した新市営斎場は、式場棟の施設充実はもとより、公害防止設

備を備えた火葬炉など、すべての利用者と環境に配慮した施設である。また、同年同月から

指定管理者による運営を開始した。

1,630

119

1,749

1,615

121

1,736

1,759

105

1,864

1,805

139

1,944

1,884

111

1,995

7

5

12

5

14

19

10

13

23

6

14

20

4

7

11

15

3

18

15

0

15

21

0

21

14

2

16

11

2

13

5

0

5

1

1

2

4

0

4

2

0

0

1

0

1

1,603

111

1,714

1,594

106

1,700

1,724

92

1,816

1,783

123

1,906

1,868

102

1,970

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

1,430

39

1,469

1,235

35

1,270

1,295

78

1,373

1,283

31

1,314

1,514

41

1,555

26

13

39

53

20

73

19

49

68

18

11

29

5

3

8

34

0

34

30

1

31

31

8

39

22

0

22

30

0

30

534

22

556

545

13

558

584

18

602

632

18

650

807

34

841

836

4

840

607

1

608

661

3

664

611

2

613

672

4

676

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

１３,１９５.０９㎡１３,１９５.０９㎡
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５,７２７５,７２７

２,０３９２,０３９

年　度
区　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

駆　　　　除 429 358 491 438 459

調　　　　査 149 126 197 175 164

合　　　　計 578 484 688 613 623

 ※調査は駆除を行わず現地確認のみ実施した件数

　　　　　　　　　　　　　　　飼い犬登録数等の推移　　　　　　　　　　　　　（単位：頭）

年　度
区　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

登 　 録 778 679 691 599 559

予 防 注 射 5,150 5,027 5,154 5,091 4,998

（７）スズメバチ駆除

　　メバチの巣を駆除している。
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５,７２７

２,０３９

年　度年　度
区　分区　分 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

駆　　　　除駆　　　　除 429429 358358 491491 438438 459459

調　　　　査調　　　　査 149149 126126 197197 175175 164164

合　　　　計合　　　　計 578578 484484 688688 613613 623623

 ※調査は駆除を行わず現地確認のみ実施した件数 ※調査は駆除を行わず現地確認のみ実施した件数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼い犬登録数等の推移飼い犬登録数等の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：頭）（単位：頭）

年　度年　度
区　分区　分 令和元年度令和元年度 令和２年度令和２年度 令和３年度令和３年度 令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

登 　 録登 　 録 778778 679679 691691 599599 559559

予 防 注 射予 防 注 射 5,1505,150 5,0275,027 5,1545,154 5,0915,091 4,9984,998

（７）スズメバチ駆除（７）スズメバチ駆除

　　メバチの巣を駆除している。　　メバチの巣を駆除している。
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15,06015,060

00回回 55回回 22回回

00名名 9797名名 102102名名

44回回

210210名名

1111回回

409409名名

令和４年令和４年

でいる。でいる。

令和５年令和５年

令和元年令和元年 令和２年令和２年 令和３年令和３年 令和４年令和４年 令和５年令和５年

刑法犯認知件数刑法犯認知件数 1,4701,470 985985 837837 1,0481,048 1,2841,284

30003000

20002000

10001000

0

令和３年令和３年

594594
6666
139139
389389

令和２年令和２年

743743
124124
186186
433433

令和元年令和元年

1,174174
161161
429429
584584

令和４年令和４年

732732
161161
166166
405405

令和５年令和５年

964964
142142
266266
556556

令和元年度令和元年度

7979基
1基

1,6881,688基
2929基

令和２年度令和２年度

83基83基
0基0基

370基370基
19基19基

令和３年度令和３年度

72基72基
0基0基
12基12基
7基7基

令和４年度令和４年度

68基68基
0基0基
4基4基
3基3基

令和５年度令和５年度

63基63基
0基0基
14基14基
3基3基

空家件数の年度別推移　　　　　 単位：件　

相談や苦情等により市が把握している空家件数

合計件数 うち適正管理 うち不適正管理

令和元年度末 ６５２ ２７７ ３７５

令和２年度末 ６４７ ２７３ ３７４

令和３年度末 ６４６ ２６７ ３７９

令和４年度　市内空家現地調査　実施

令和４年度末 ２，６６０ １，８３７ ８２３

令和５年度末 ２，６５８ １，８３１ ８２７

　適 正 管 理：所有者等により適正に管理されている空家

　不適正管理：放置され周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家

（１）空家の状況（令和６年３月末）

　　　・空家等件数　　2,658件（うち特定空家等10件）

・空家バンク制度

・空家バンク住宅リフォーム費用助成制度

（４）「空家対策の推進に関する協定」に基づく取組の推進

　安全・安心で活力あるまちづくりに寄与することを目的として、茨城県弁護士会、茨城司法

書士会、茨城県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会茨城県本部、茨城県建築士会と協定を

締結し、空家等に関する相談に関すること、適切な管理がなされていない空家等の発生を予防

するための啓発に関することについて互いに連携、協力し取組を推進しています。

　令和５年３月に策定した「第２期土浦市空家等対策計画」に基づき、地域住民の生命や身体又は

財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、行政に

よる取組のみならず市民や事業者と相互に連携を図り、それぞれが役割や責務を果たしながら、そ

れぞれの立場で強みを活かして取組を進めています。

（２）「第２期土浦市空家等対策計画」（令和５年３月策定）

　近年増加している空家が、安全、防災、まちの景観など様々な面において地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼす問題の解消に向けて、学識経験者等で組織する「土浦市空家等対策協

議会」において専門的な視点からのご意見等をいただきながら、第２期土浦市空家等対策計画

を策定しました。

　本計画では、空家等の発生抑制、適正管理及び利活用の推進、適切な管理がなされていない

空家等の防止・解消などの、空家等に関する基本方針を定め、本市の空家等対策を総合的かつ

計画的に実施するための基本的な考え方を示しております。
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15,060

0回 5回 2回

0名 97名 102名

4回

210名

11回

409名

令和４年

でいる。

令和５年

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

刑法犯認知件数 1,470 985 837 1,048 1,284
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0

令和３年
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令和２年

743
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令和元年

1,174
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令和４年
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令和元年度

79基
1基

1,688基
29基

令和２年度

83基
0基

370基
19基

令和３年度

72基
0基
12基
7基

令和４年度

68基
0基
4基
3基

令和５年度

63基
0基
14基
3基

空家件数の年度別推移空家件数の年度別推移　　　　　 単位：件　　　　　　 単位：件　

相談や苦情等により市が把握している空家件数相談や苦情等により市が把握している空家件数

合計件数合計件数 うち適正管理うち適正管理 うち不適正管理うち不適正管理

令和元年度末令和元年度末 ６５２６５２ ２７７２７７ ３７５３７５

令和２年度末令和２年度末 ６４７６４７ ２７３２７３ ３７４３７４

令和３年度末令和３年度末 ６４６６４６ ２６７２６７ ３７９３７９

令和４年度　市内空家現地調査　実施令和４年度　市内空家現地調査　実施

令和４年度末令和４年度末 ２，６６０２，６６０ １，８３７１，８３７ ８２３８２３

令和５年度末令和５年度末 ２，６５８２，６５８ １，８３１１，８３１ ８２７８２７

　適 正 管 理：所有者等により適正に管理されている空家　適 正 管 理：所有者等により適正に管理されている空家

　不適正管理：放置され周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家　不適正管理：放置され周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家

（１）空家の状況（令和６年３月末）（１）空家の状況（令和６年３月末）

　　　・空家等件数　　　　　・空家等件数　　2,6582,658件（うち特定空家等件（うち特定空家等1010件）件）

・空家バンク制度・空家バンク制度

・空家バンク住宅リフォーム費用助成制度・空家バンク住宅リフォーム費用助成制度

（４）「空家対策の推進に関する協定」（４）「空家対策の推進に関する協定」に基づく取組の推進に基づく取組の推進

　安全・安心で活力あるまちづくりに寄与することを目的として、茨城県弁護士会、茨城司法　安全・安心で活力あるまちづくりに寄与することを目的として、茨城県弁護士会、茨城司法

書士会、茨城県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会茨城県本部、茨城県建築士会と協定を書士会、茨城県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会茨城県本部、茨城県建築士会と協定を

締結し、空家等に関する相談に関すること、適切な管理がなされていない空家等の発生を予防締結し、空家等に関する相談に関すること、適切な管理がなされていない空家等の発生を予防

するための啓発に関することについて互いに連携、協力し取組を推進しています。するための啓発に関することについて互いに連携、協力し取組を推進しています。

　令和５年３月に策定した「第２期土浦市空家等対策計画」に基づき、地域住民の生命や身体又は　令和５年３月に策定した「第２期土浦市空家等対策計画」に基づき、地域住民の生命や身体又は

財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、行政に財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、行政に

よる取組のみならず市民や事業者と相互に連携を図り、それぞれが役割や責務を果たしながら、そよる取組のみならず市民や事業者と相互に連携を図り、それぞれが役割や責務を果たしながら、そ

れぞれの立場で強みを活かして取組を進めています。れぞれの立場で強みを活かして取組を進めています。

（２）「第２期土浦市空家等対策計画」（２）「第２期土浦市空家等対策計画」（令和５年３月策定）（令和５年３月策定）

　近年増加している空家が、安全、防災、まちの景観など様々な面において地域住民の生活環　近年増加している空家が、安全、防災、まちの景観など様々な面において地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼす問題の解消に向けて、学識経験者等で組織する「土浦市空家等対策協境に深刻な影響を及ぼす問題の解消に向けて、学識経験者等で組織する「土浦市空家等対策協

議会」において専門的な視点からのご意見等をいただきながら、第２期土浦市空家等対策計画議会」において専門的な視点からのご意見等をいただきながら、第２期土浦市空家等対策計画

を策定しました。を策定しました。

　本計画では、空家等の発生抑制、適正管理及び利活用の推進、適切な管理がなされていない　本計画では、空家等の発生抑制、適正管理及び利活用の推進、適切な管理がなされていない

空家等の防止・解消などの、空家等に関する基本方針を定め、本市の空家等対策を総合的かつ空家等の防止・解消などの、空家等に関する基本方針を定め、本市の空家等対策を総合的かつ

計画的に実施するための基本的な考え方を示しております。計画的に実施するための基本的な考え方を示しております。
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１１　人権推進事業１１　人権推進事業

（１）人権施策の推進（１）人権施策の推進

　 　市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、共に生きる社会の実現を目指し、人権感覚や人権意識　 　市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、共に生きる社会の実現を目指し、人権感覚や人権意識

の醸成を図るため、関係機関と連携し学校教育や生涯学習などあらゆる機会を通して、人権尊重の醸成を図るため、関係機関と連携し学校教育や生涯学習などあらゆる機会を通して、人権尊重

社会の実現に向け様々な施策に取り組んでいる。社会の実現に向け様々な施策に取り組んでいる。

　ア　「土浦市人権施策推進基本計画」（平成23年３月）　ア　「土浦市人権施策推進基本計画」（平成23年３月）

　 　この計画は、「市民一人ひとりが互いの人権を尊重し共に生きる社会の実現を目指す」ことを基　 　この計画は、「市民一人ひとりが互いの人権を尊重し共に生きる社会の実現を目指す」ことを基

本理念とする。本理念とする。

　イ　法務省による人権啓発活動強調事項17項目　イ　法務省による人権啓発活動強調事項17項目

　・女性の人権を守ろう　・女性の人権を守ろう

　・こどもの人権を守ろう　・こどもの人権を守ろう

　・高齢者の人権を守ろう　・高齢者の人権を守ろう

　・障害を理由とする偏見や差別をなくそう　・障害を理由とする偏見や差別をなくそう

　・部落差別（同和問題）を解消しよう　・部落差別（同和問題）を解消しよう

　・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう　・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

　・外国人の人権を尊重しよう　・外国人の人権を尊重しよう

　・感染症に関連する偏見や差別をなくそう　・感染症に関連する偏見や差別をなくそう

　・ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう　・ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう

　・刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう　・刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう

　・犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう　・犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう

　・インターネット上の人権侵害をなくそう　・インターネット上の人権侵害をなくそう

　・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう　・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

　・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう　・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

　・性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう　・性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

　・人身取引をなくそう　・人身取引をなくそう

　・震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう　・震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

　ウ　主な人権啓発活動　ウ　主な人権啓発活動

　・市主催行事等での街頭啓発活動　・市主催行事等での街頭啓発活動

　・つちうらクローバーフェスティバル開催時の人権講演会及び人権啓発パネルの展示　・つちうらクローバーフェスティバル開催時の人権講演会及び人権啓発パネルの展示

　・人権週間啓発活動（12月）　・人権週間啓発活動（12月）

（２）人権擁護に関すること（２）人権擁護に関すること

　 　国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委　 　国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委

員との連携により、人権啓発活動を実施。様々な分野の人権擁護委員が人権思想を広め、地域の員との連携により、人権啓発活動を実施。様々な分野の人権擁護委員が人権思想を広め、地域の

中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことを目的としている。中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことを目的としている。

　ア　事業の概要　ア　事業の概要

　・人権教室の実施（対象：市内小中学校）　・人権教室の実施（対象：市内小中学校）

　・特設人権相談所の開設（年２回）　・特設人権相談所の開設（年２回）

　・つちうらクローバーフェスティバル時の啓発活動　・つちうらクローバーフェスティバル時の啓発活動

　・水戸地方法務局との連携　・水戸地方法務局との連携

　・産業祭や地元の夏祭り時の啓発活動　・産業祭や地元の夏祭り時の啓発活動

　・土浦人権擁護委員協議会との連携　・土浦人権擁護委員協議会との連携

　・茨城県南地域人権啓発活動ネットワーク協議会との連携　・茨城県南地域人権啓発活動ネットワーク協議会との連携

（３）更生保護に関すること

　 　土浦地区保護司会をはじめとした更生保護団体と連携協力し、犯罪や非行をした人たちが再び

罪を犯すことがないよう、地域社会の中で必要な助言指導を行い、円滑な社会復帰や社会的自立

を助けていくことを目的としている。また、改善更生を促進することで、犯罪の危険から社会を

保護し、公共の福祉を増進していく。

　ア　土浦市再犯防止推進計画（令和５年３月）

　 　犯罪や非行のない、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、犯罪や非行を

した人が、同じ過ちを起こさないよう、地域の関係機関と連携・協力を図り支援する取組みを構

築する。

　イ　事業の概要

　・社会を明るくする運動の推進

　・犯罪予防活動の推進

　・保護司会等との連携

　・協力組織との連携の促進

　・各種研修への協力
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１１　人権推進事業

（１）人権施策の推進

　 　市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、共に生きる社会の実現を目指し、人権感覚や人権意識

の醸成を図るため、関係機関と連携し学校教育や生涯学習などあらゆる機会を通して、人権尊重

社会の実現に向け様々な施策に取り組んでいる。

　ア　「土浦市人権施策推進基本計画」（平成23年３月）

　 　この計画は、「市民一人ひとりが互いの人権を尊重し共に生きる社会の実現を目指す」ことを基

本理念とする。

　イ　法務省による人権啓発活動強調事項17項目

　・女性の人権を守ろう

　・こどもの人権を守ろう

　・高齢者の人権を守ろう

　・障害を理由とする偏見や差別をなくそう

　・部落差別（同和問題）を解消しよう

　・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

　・外国人の人権を尊重しよう

　・感染症に関連する偏見や差別をなくそう

　・ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう

　・刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう

　・犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう

　・インターネット上の人権侵害をなくそう

　・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

　・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

　・性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

　・人身取引をなくそう

　・震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

　ウ　主な人権啓発活動

　・市主催行事等での街頭啓発活動

　・つちうらクローバーフェスティバル開催時の人権講演会及び人権啓発パネルの展示

　・人権週間啓発活動（12月）

（２）人権擁護に関すること

　 　国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委

員との連携により、人権啓発活動を実施。様々な分野の人権擁護委員が人権思想を広め、地域の

中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことを目的としている。

　ア　事業の概要

　・人権教室の実施（対象：市内小中学校）

　・特設人権相談所の開設（年２回）

　・つちうらクローバーフェスティバル時の啓発活動

　・水戸地方法務局との連携

　・産業祭や地元の夏祭り時の啓発活動

　・土浦人権擁護委員協議会との連携

　・茨城県南地域人権啓発活動ネットワーク協議会との連携

（３）更生保護に関すること（３）更生保護に関すること

　 　土浦地区保護司会をはじめとした更生保護団体と連携協力し、犯罪や非行をした人たちが再び　 　土浦地区保護司会をはじめとした更生保護団体と連携協力し、犯罪や非行をした人たちが再び

罪を犯すことがないよう、地域社会の中で必要な助言指導を行い、円滑な社会復帰や社会的自立罪を犯すことがないよう、地域社会の中で必要な助言指導を行い、円滑な社会復帰や社会的自立

を助けていくことを目的としている。また、改善更生を促進することで、犯罪の危険から社会をを助けていくことを目的としている。また、改善更生を促進することで、犯罪の危険から社会を

保護し、公共の福祉を増進していく。保護し、公共の福祉を増進していく。

　ア　土浦市再犯防止推進計画（令和５年３月）　ア　土浦市再犯防止推進計画（令和５年３月）

　 　犯罪や非行のない、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、犯罪や非行を　 　犯罪や非行のない、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、犯罪や非行を

した人が、同じ過ちを起こさないよう、地域の関係機関と連携・協力を図り支援する取組みを構した人が、同じ過ちを起こさないよう、地域の関係機関と連携・協力を図り支援する取組みを構

築する。築する。

　イ　事業の概要　イ　事業の概要

　・社会を明るくする運動の推進　・社会を明るくする運動の推進

　・犯罪予防活動の推進　・犯罪予防活動の推進

　・保護司会等との連携　・保護司会等との連携

　・協力組織との連携の促進　・協力組織との連携の促進

　・各種研修への協力　・各種研修への協力
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○身体障害者手帳の申請受付及び交付

○療育手帳の交付

○精神障害者保健福祉手帳の申請受付及び交付

○介護給付費及び訓練等給付費支給事業

○自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）費の申請

○地域生活支援事業（相談支援、日常生活用具給付、障害者（児）一時介護事業等）

○補装具費給付の申請

○住宅リフォーム費用助成の申請

○障害者住宅整備資金の貸付申請

○重度障害者福祉タクシー利用料金助成の申請

○特別障害者手当、障害児福祉手当の申請

○心身障害者（児）福祉手当の申請

○特別児童扶養手当の申請

○難病患者福祉手当の申請

○心身障害者（児）扶養共済制度の受付

○福祉関係諸証明（自動車税減免、NHK受信料減免）の発行
○生活保護の相談及び申請

○日本赤十字社費の受付

○戦傷病者、戦没者及び遺族への援護の相談

○災害見舞金の支給

○介護保険における要介護認定申請

○介護保険における福祉用具購入費の支給申請

○介護保険における住宅改修費の支給申請

○介護保険における高額介護サービス費等の支給申請

○介護保険における各種減免申請

○老人ホームへの入所など老人福祉についての相談、指導

○ねたきり老人等福祉手当の申請

○福祉電話貸与の申請

○ひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの申請

○高齢者補聴器購入費助成事業

○はり、きゅう、マッサージ施術費補助の申請

○ねたきり老人等訪問理美容サービス費助成の申請

○寝具洗濯・乾燥・消毒サービスの申請

○高齢者家族支援「探索」サービスの申請

○高齢者移送サービス利用助成の申請

○救急医療情報キット配布の申請

○高齢者等見守りキーホルダーの申請

○高齢者に対する総合相談

○保護を要する児童の相談、指導

○児童手当の支給

○児童扶養手当の相談及び申請並びに支給

○母子父子寡婦福祉資金貸付相談及び申請

○保育所、認定こども園への入所申請

○遺児手当の支給

○母子支援施設への入所相談

○家庭児童相談

○ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の相談及び申請

○妊娠届の受付及び職業健康手帳の交付

○妊娠・出産・育児に対する総合相談

○結婚新生活支援事業の申請

1 　福祉事務所の窓口
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協

議

会

連

合

会

土
浦
市
民
生
委
員
児
童
委
員

土浦市一中地区民生委員児童委員協議会 40名

土浦市二中地区民生委員児童委員協議会 26名

土浦市三中地区民生委員児童委員協議会 36名

土浦市四中地区民生委員児童委員協議会 37名

土浦市五中地区民生委員児童委員協議会 27名

土浦市六中地区民生委員児童委員協議会 26名

土浦市都和地区民生委員児童委員協議会 25名

土浦市新治地区民生委員児童委員協議会 23名

計  　240名

　急速な少子高齢化や核家族化の進行、生活意識や価値観・生活様式の多様化など、地域福祉を取り
巻く環境は大きく変化しております。さらには、災害時における高齢者や障害者等への支援、子どもや
高齢者等への虐待や一人暮らし高齢者の孤独死なども生じております。
　こうした中、本市では、地域におけるさまざまな生活課題に対応すべく、行政・市民・地域・事業者
等の協働による、ふれあいネットワークの推進を図り、市民一人ひとりが安心して心豊かに暮らすこ
とができるよう、福祉サービスの充実した、思いやりと優しさにあふれた福祉のまちづくりを進めて
おります。
　令和５年度より、ふれあいネットワークを活用し、重層的支援体制整備事業を運営し、地域共生社会
を目指します。

　民生委員法に基づき更生労働大臣から240名（主任児童委員16名を含む。）が委嘱され、児童
福祉法による児童委員も兼ねています。本市では市内を各中学校単位とする８地区に区分し、地
区民生委員児童委員協議会が組織され、生活保護に関する相談や助言をはじめ、高齢者・障害者
（児）・児童・ひとり親家庭などを対象に、福祉事務所や児童相談所などの福祉行政機関と連携し、
地域に住む人達に密着した福祉活動の担い手としての役割を果たしております。

2　社  会  福  祉

（１）民生委員・児童委員

ア　土浦市民生委員児童委員協議会構成図
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（２）災害見舞金等の支給

イ　民生委員・児童委員の活動状況

項　　　　目 件　数 項　　　　目 件　数

相
談
・
支
援
　
件
数

（
内  

容  

別
）

在 宅 福 祉 194
そ
の
他
の
活
動
件
数

調 査・ 実 態 把 握 1,426

介 護 保 険 144 行事・事業・会議への参加・協力 3,264

健 康・ 保 健 医 療 193 地域福祉活動・自主活動 7,056

子 育 て・ 母 子 保 健 66 民 児 協 運 営・ 研 修 9,178

子 ど も の 地 域 生 活 82 証 明 事 務 259

子どもの教育・学校生活 768 要保護児童の発見の通告・仲介 41

生 活 費 117 計 21,224

年 金 ・ 保 険 37
訪問回数

訪 問・ 連 絡 活 動 23,408

仕 事 9 そ の 他 9,086

家 族 関 係 87 計 32,494

住 居 64 連絡調整
回　　数

委 員 相 互 10,303

生 活 環 境 215 そ の 他 の 関 係 機 関 7,631

日 常 的 な 支 援 1,385 計 17,934

そ の 他 1,161 活　　 動　　 日　　 数 32,745

計 4,522

（
分
野
別
）

高 齢 者 に 関 す る こ と 2,142

障 害 者 に 関 す る こ と 141

子 ど も に 関 す る こ と 1,504

そ の 他 735

計 4,522

（令和５年度）

市民が災害を受けたときに、被災者又は葬祭を行う者に対して災害見舞金又は弔慰金を支
給し、市民の生活安定と福祉の増進を図る。
火災、風水害、震災、その他の自然災害
本市において、住民基本台帳に記載されている者
（ア）災害により死亡又は死亡したと推定されるとき。 100,000円
（イ）負傷した場合において全治3ヶ月以上入院加療を要するもの。 30,000円
（ウ）住家の全焼又は全壊したもの。 50,000円
（エ）住家の半焼又は半壊したもの。 30,000円
（オ）住家の床上浸水したもの。 10,000円

支給目的

災害の種類
対 象 者
支給金額
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賛 同 者 実 績 額 前 年 度 比
一 般 社 資 24,856 12,464,482 96.1
特 別 社 資 41 500,399 96.0

見舞金支給の状況
災 害 に よ る 死 亡 0 0
住 家 の 全 焼 ・ 全 壊 6 300,000
  〃   の 半 焼 ・ 半 壊 0 0
 〃  の 床 上 浸 水 2 20,000
災 害 に よ る 負 傷 0 0

計 8 320,000

円件

名 円 ％
件 円 ％

（令和５年度）

（３）日本赤十字社活動資金募集状況

（４）戦没者追悼式

（５）社会福祉センター

◯利用者数（令和5年度）

（令和５年度）

　毎年市内の戦没者（1,582 名）の遺族を招待して戦没者追悼式を行い、戦没者に対し追悼の意
を表すとともに、ご遺族のご苦労に対して深い敬意を表し、平和を祈念する。

令和５年度 開催日時　9月3日（日）　午後2時
会　　場　クラフトシビックホール土浦　大ホール

施設の概要

所　在　地　土浦市大和町9番2号
指定管理者　社会福祉法人　土浦市社会福祉協議会
面　　　積　6,637,332㎡
構　　　造　鉄筋コンクリート　8階建
設　備　等　４階　事務室、相談室、応接室2、図書室、団体共用室、講義講習室
　　　　　　５階　調理実習室、高齢者生きがいセンター、クラフト室
　　　　　　６階　ボランティアセンター、ボランティア活動室、点字ライブラリー
事 業 開 始　平成9年10月

月 講義講習室 調理実習室 高齢者生き
がいセンター 団体共有室 ボランティア

活動室 その他 計

4 735 0 220 127 206 144 1,432
5 478 18 152 128 202 135 1,113
6 727 20 194 149 303 170 1,563
7 693 0 167 171 197 115 1,343
8 528 0 147 89 183 99 1,046
9 615 7 220 99 210 130 1,281
10 693 6 165 151 207 148 1,370
11 587 29 159 107 192 114 1,188
12 654 47 108 92 168 135 1,204
1 561 30 177 75 246 124 1,213
2 794 6 191 134 191 138 1,454
3 667 62 146 201 212 146 1,434
計 7,732 225 2,046 1,523 2,517 1,598 15,641
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（６）新治総合福祉センター

◯利用団体数（令和5年度）

◯利用状況（令和5年度）

施設の概要

所　在　地　土浦市沢辺1423-1
指定管理者　社会福祉法人土浦市社会福祉協議会
敷 地 面 積　21,287㎡
建 物 面 積　1,992.5㎡
構　　　造　鉄筋コンクリート平屋建
設　備　等　大広間、ホール、浴室、リラックスルーム、生きがい工房、
　　　　　　コミュニティサロン　他
事 業 開 始　平成8年4月

月 講義講習室 調理実習室 高齢者生き
がいセンター 団体共有室 ボランティア

活動室 その他 計

4 63 0 27 14 29 68 201
5 61 2 18 18 24 65 188
6 78 1 22 14 34 86 235
7 88 0 24 14 23 49 198
8 59 0 20 8 21 44 152
9 71 1 24 14 25 52 187
10 79 1 22 15 22 67 206
11 81 6 20 15 19 56 197
12 78 4 11 11 17 57 178
1 60 4 21 9 20 51 165
2 79 1 26 12 24 69 211
3 85 4 21 19 25 72 226
計 882 24 256 163 283 736 2,344

月 開館
日数

個人利用者数 団体施設利用者数 ゲート
ボール場
公園　等

おもちゃ
ライブラ
リー

まぁ～る
いさろん 計利用者 有 料 無 料 ふれあい

ホール
生きがい
工　房

ボランティア
サロン

いきいき
サロン

4 24 1,137 18 1,119 87 20 19 71 0 22 27 1,383
5 24 1,251 5 1,246 85 14 6 52 50 43 34 1,535
6 26 867 2 865 76 20 18 67 0 9 72 1,129
7 25 992 6 986 80 13 10 59 350 15 51 1,570
8 26 943 6 937 76 13 6 37 0 42 31 1,148
9 24 139 0 139 58 26 5 61 0 9 36 334
10 25 138 0 138 135 14 14 60 0 10 39 410
11 24 158 0 158 111 13 5 66 0 24 49 426
12 24 178 0 178 91 18 11 41 3 9 53 404
1 23 136 0 136 66 19 5 58 0 11 35 330
2 23 176 0 176 132 31 15 75 0 4 49 482
3 25 601 0 601 72 19 5 61 0 21 48 827
計 293 6,716 37 6,679 1,069 220 119 708 403 219 524 9,978
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3　生　活　保　護
　生活保護は、高齢や傷病等により生活が困窮したときに、保有する資産や能力の活用、親族の扶養
及びその他あらゆるものを活用しても生活できない場合に、その困窮の程度に応じて最低限度の生活
を保障するとともに、その自立を助長する制度です。

年

度

世帯数 人　員 前年比（世帯数％） 保護率（‰）

国 県 市 国 県 市 国 県 市 国 県 市

R1 1,635,201 22,641 1,120 2,066,660 28,082 1,318 99.9 100.8 103.4 16.4 9.8 9.5

2 1,641,536 23,120 1,139 2,053,268 28,496 1,342 100.4 102.1 101.7 16.4 10.0 9.7

3 1,641,640 23,500 1,185 2,034,226 28,723 1,407 100.2 101.6 104.0 16.2 10.1 9.9

4 1,647,341 23,728 1,233 2,027,865 28,785 1,465 100.3 100.9 104.1 16.3 10.2 10.3

5 1,650,379 24,205 1,282 2,018,671 29,265 1,517 100.2 102.0 104.0 16.3 10.4 10.7

区分

年度
人員

生活扶助 住宅扶助 教育扶助 医療扶助 介護扶助 その他

人員 前年比
（％） 人員 前年比

（％） 人員 前年比
（％） 人員 前年比

（％） 人員 前年比
（％） 人員 前年比

（％）

R1 1,318 1,149 101.7 1,090 102.4 38 92.7 1,158 105.9 372 108.5 23 127.8

2 1,342 1,170 101.8 1,112 102.0 44 115.8 1,169 100.9 391 105.1 27 117.4

3 1,407 1,227 104.9 1,177 105.8 50 113.6 1,245 106.5 397 101.5 22 81.5

4 1,465 1,286 104.8 1,222 103.8 35 70.0 1,115 89.6 401 101.0 17 77.3

5 1,517 1,329 103.3 1,259 103.0 56 160.0 1,323 118.6 433 108.0 25 147.1

（２）  扶助別人員等の推移

（３）  保護開始・廃止件数等の推移

（４） 世帯類型別件数等の推移

（各年度末）

（各年度末）

（各年度）

  区分

 年度

開　　　　始 廃　　　　止
世　　　帯 人　　　員 世　　　帯 人　　　員

件　数 月平均件数 人　数 月平均人数 件　数 月平均件数 人　数 月平均人数
R1 182 15.2 228 19.0 141 11.8 164 13.7
2 162 13.5 201 16.8 143 11.9 159 13.3
3 187 15.6 236 19.7 150 12.5 161 13.4
4 187 15.6 229 19.1 141 11.8 157 13.1
5 236 19.6 278 23.1 186 15.5 200 16.6

　 区分

 年度
世帯数

高齢世帯 母子世帯 障害世帯 傷病世帯 その他の世帯
世帯数 構成比

（％） 世帯数 構成比
（％） 世帯数 構成比

（％） 世帯数 構成比
（％） 世帯数 構成比

（％）
R1 1,120 751 67.2 23 2.1 127 11.3 161 14.4 58 5.2

2 1,139 753 66.1 24 2.1 135 11.9 148 13.0 79 6.9

3 1,185 765 64.6 25 2.1 152 12.8 169 14.3 74 6.2

4 1,233 790 64.1 29 2.4 152 12.3 167 13.5 95 7.7

5 1,282 810 63.2 25 2.0 169 13.2 145 11.3 133 10.4

（１）  保護世帯・人員の推移 （各年度末：国県は速報値）
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   区分

年度
総額（円）

前年比
（％）

生活扶助 住宅扶助 教育扶助 医療扶助 介護扶助 その他

支給額（円）
構成比
（％）

支給額（円）
構成比
（％）

支給額（円）
構成比
（％）

支給額（円）
構成比
（％）

支給額（円）
構成比
（％）

支給額（円）
構成比
（％）

R1 2,364,996,065 103.9 744,047,994 31.5 328,207,342 13.9 3,646,192 0.2 1,185,847,530 50.1 90,856,536 3.8 12,390,471 0.5

2 2,484,479,774 105.1 769,019,596 31.0 345,522,898 13.9 3,196,360 0.1 1,251,991,022 50.4 105,529,830 4.2 9,220,068 0.4

3 2,495,947,559 100.5 774,080,085 31.0 358,394,685 14.4 3,634,632 0.2 1,238,845,421 49.6 108,919,607 4.4 12,073,129 0.4

4 2,574,799,795 103.2 785,250,255 30.5 369,506,450 14.4 4,448,046 0.2 1,290,717,503 50.1 115,700,341 4.5 9,177,200 0.4

5 2,679,267,823 104.1 812,445,609 30.3 386,316,994 14.4 3,317,996 0.1 1,342,813,660 50.1 122,241,074 4.6 12,132,490 0.5

（５）  扶助別保護費の推移
（各年度）
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4　中国残留邦人等に対する支援制度
　この制度は、平成20年度から開始されたもので、中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方が、日
本国内で生活し、国民年金を受給してもなお生活の安定が図れない場合に、その方の特別な事情
に鑑み、本人及び配偶者に生活費等を給付するものです。

（１） 世帯数・人数等の推移

（２） 支援費の推移

区分
年度

世帯数 人　数
人数の内訳

生活支援（人）住宅支援（人）医療支援（人）介護支援（人） その他（人）
R1 4 6 6 6 6 6 0
2 3 4 4 4 4 4 0
3 3 4 4 4 4 4 0
4 3 4 4 4 4 4 0
5 3 4 4 4 4 4 0

区分
年度

総　額（円）
支 援 額 の 内 訳

生活支援（円）住宅支援（円）医療支援（円）介護支援（円） その他（円）
R1 13,216,137 5,255,167 1,575,574 5,987,416 397,980 0

2 10,167,271 3,912,736 1,422,700 4,678,884 152,951 0

3 5,932,261 2,375,630 753,600 2,578,606 224,425 0

4 5,739,040 2,363,857 748,800 2,427,956 198,427 0

5 6,622,501 2,360,592 746,400 3,296,990 218,519 0

（各年度末）

（各年度）
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5　障害者福祉

　制度の改正等や障害者のニーズに的確に対応しながら、障害福祉サービスの提供、障害者の地域
生活への移行の推進、総合的な就労支援の強化などを行い、障害のある方が安心して暮らせる地域
社会を目指しています。

（１） 障害者の現況
ア　障害・年齢別　身体障害者手帳交付者数

イ　令和５年度障害原因別身体障害者手帳新規交付者

ウ　年齢別・程度別療育手帳交付者数

区　　分
18歳未満 18歳から64歳 65歳以上 合　計

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

視 覚 障 害 5 7.0％ 73 6.2％ 203 6.8％ 281 6.7％

聴 覚 障 害 11 15.5％ 88 7.5％ 228 7.7％ 327 7.8％

音 声 言 語 障 害 0 0.0％ 13 1.1％ 34 1.1％ 47 1.1％

肢 体 不 自 由 44 62.0％ 598 50.9％ 1,174 39.6％ 1,816 43.1％

内 部 障 害 11 15.5％ 403 34.3％ 1,325 44.7％ 1,739 41.3％

合 計 71 100.0％ 1,175 100.0％ 2,964 100.0％ 4,210 100.0％

（令和６年４月１日現在）（単位：人）

（令和６年４月１日現在）（単位：人）

（単位：人）

区　　　　分 視　覚 聴　覚 言　語 肢　体 内　部 計 率（％）

先 天 的 障 害 1 0 0 1 2 4 1.3％

交 通 事 故 0 0 0 0 0 0 0.0％

脳 血 管 障 害 0 0 1 28 0 29 9.7％

そ の 他 の 疾 病 20 17 2 37 184 260 87.2％

そ の 他 の 事 故 0 0 0 5 0 5 1.7％

合 計　 21 17 3 71 186 298 100.0％

区　分
18歳未満 18歳から64歳 65歳以上 合　計

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

Ⓐ 最重度 24 10 34 123 65 188 10 6 16 157 81 238

A　重　度 45 18 63 111 53 164 12 11 23 168 82 250

B　中　度 51 23 74 135 96 231 11 12 23 197 131 328

C　軽　度 99 41 140 148 113 261 4 0 4 251 154 405

合　計 219 92 311 517 327 844 37 29 66 773 448 1,221
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エ　精神障害者保健福祉手帳交付者数

カ　障害者住宅整備資金貸付事業（令和6年3月末で廃止）

キ　重度障害者福祉タクシー利用料金助成事業

オ　自立支援医療給付等状況

（令和６年４月１日現在）（単位：人）

（単位：人、円）

（単位：人、円）

区　分 18歳未満 18歳から64歳 65歳以上 合　　計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

1級 0 1 1 39 43 82 22 25 47 61 69 130
2級 14 6 20 349 365 714 34 52 86 397 423 820
3級 3 4 7 169 173 342 16 14 30 188 191 379

手帳交付者数　計 17 11 28 557 581 1,138 72 91 163 646 683 1,329

◯自立支援医療（精神通院）受給者数
　　　　　　　　　2,800 人　（令和 6年 4月 1日現在）

◯自立支援医療（更生医療）給付状況

◯自立支援医療（育成医療）給付状況

貸付額等

区　分 給付者数 医療費の内訳
公　費 自己負担

肢体・内臓など 14 7,276,648 363,740
腎臓・血液透析 46 151,623,377 339,056
合　　計 60 158,900,025 702,796

区　分 給付者数 医療費の内訳
公　費 自己負担

聴覚・平衡機能 0 0 0
音声・言語・そしゃく機能 2 48,542 24,271

肢体不自由 4 176,921 30,444
内臓機能 3 447,023 40,000
合　　計 9 672,486 94,715

　障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため、障害者専用の
居室等を増築若しくは改築・改造するために必要な資金の貸付を行っている。

　重度の障害者が医療機関等への往復に要するタクシー料金の一部を助成します。
1回の乗車につき 500 円券 2枚使用できます。年間 50枚分を限度とします。
　　対象者
　◯障害の程度が 1級又は 2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
　◯障害の程度がⒶ又は Aの療育手帳の交付を受けた方
　◯障害の程度が 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

対象者　◯身体障害者手帳 1～ 4級又は療育手帳　Ⓐ、Aの所持者
　　　　◯上記障害者と同居する親族
令和 5年度新規貸付件数　　0件

貸　付　限　度　額 償　還　期　限 償　還　方　法

3,000,000 円
貸付交付日の属する月の翌月
から起算して 10年以内
（6か月の据置期間を含む）

元利均等月賦償還又は元利均等
半年賦償還（繰上償還可）
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令和５年度福祉タクシー利用状況
　　◯利用券の交付状況　　　　 363人
　　◯利用件数及び助成金額　　 8,871件　　4,435,400円

ク　リフトタクシー運行費補助事業
　　重度の身体障害者の利便を図るため、リフト付車輌の運行費の一部を補助しています。
　　◯令和５年度運行費補助件数　　　　　１件
　　◯令和５年度運行費補助金額　　160,000円

ケ　手話奉仕員養成事業
　　手話及び聴覚障害者に対する理解者の層を広げることにより、聴覚障害者の社会参加促進に
　寄与するため、手話奉仕員の養成講座を開催しています。
　　◯令和５年度入門課程　35回（70時間）　受講生26人
　　◯令和５年度基礎課程　35回（70時間）　受講生20人

コ　要約筆記講座事業
　　要約筆記及び聴覚障害者に対する理解者の層を広げることにより、聴覚障害者の社会参加促
　進に寄与するため、要約筆記の入門講座を開催しています。
　　◯令和５年度入門講座　5回　受講生7人

サ　手話通訳者設置事業
　　本市庁舎に手話通訳者を設置し、ろう者が市役所内での手続や相談を円滑に行えるよう支援
　しています。
　　令和５年度設置日　毎週月曜日・金曜日（閉庁日を除く）
　　延べ利用者数　205人

シ　手話通訳者及び要約筆記者派遣事業
　　ろう者のコミュニケーション支援のため、茨城県聴覚障害者協会やすらぎに委託し、手話通
　訳者や要約筆記者を派遣しています。
　　令和５年度実績　手話通訳者派遣　83件
　　　　　　　　　　要約筆記者派遣　23件

ス　難病患者福祉手当支給事業
　　難病患者（一般特定疾患医療受給者証所持者、指定難病特定医療費受給者証所持者）の日常
　生活上の不安や入院及び通院の経済的負担を軽減するため、福祉手当を支給しています。
　　◯令和５年度受給者数　　　　　　　　　　　　708人
　　◯令和５年度支給金額　　　　　　　　  15,198,000円

セ　ひとり暮らし重度聴覚障害者緊急通報システム事業
　　ひとり暮らし重度聴覚障害者の緊急事態発生時の不安を解消し、生活の安全を確保するた
　め、緊急通報システムを整備しています。
　　令和６年３月末現在設置台数　　　　　　　　　 ０台

ソ　障害者手帳交付申請用診断書料助成事業
　  （ア）身体
　　　　新規の身体障害者手帳の申請時に診断書料の一部を助成します。

　  （イ）精神
　　　　精神障害者保健福祉手帳の申請時に診断書料の一部を助成します。

助成件数 342件
助成額 1,692,780円

助成件数 673件
助成額 3,233,580円
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タ　重度障害者住宅リフォーム助成事業

ツ　特別児童扶養手当

テ　障害者一時介護事業

ト　特別障害者手当等支給事業

チ　土浦市心身障害者（児）福祉手当支給事業（市単独）

　身体障害者手帳（下肢又は体幹機能障害１・２級）、又は療育手帳Ⓐを所持する方が居住する
住宅を、その障害者に適応するように改造する費用について、その一部を助成します。

　中程度以上の心身障害のため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児
童を監護している父母又は療育者に対し、障害児の生活向上のために支給されます。

　在宅障害者の介護者が外出、休息等により一時的に介護が困難になったとき、障害者を一時
的に預かり介護します。

 （ア）  特別障害者手当
　20歳以上の在宅者で障害基礎年金1級程度の障害が重複している状態又はその障害の程
度が最重度で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする障害者に支給されます。

 （イ）  障害児福祉手当
　20歳未満の在宅者で身体障害者手帳1級又は療育手帳Ⓐ程度の最重度の障害があるため日
常生活において常時、介護を必要とする障害児に支給されます。

 （ウ）  経過的福祉手当
　従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年
金も支給されない20歳以上の障害者に支給されます。

　在宅で心身に障害のある方及び在宅の20歳未満の障害児に手当を支給しています。

助成件数 0件

助成額 0円

支給件数 1,513件

支給額 59,153,500円

手当受給者数 229人

2 0 歳 以 上 身障手帳1級～2級 療育手帳Ⓐ、A、B 精神手帳1級 1,156人
2 0 歳 未 満 身障手帳1級～4級 　　〃 精神手帳1級～2級 198人
2 0 歳 未 満 身障手帳5級～6級 療育手帳C 精神手帳3級 153人
特別児童扶養手当該当者 6人

（内訳）

令和５年度

対象者

市内在住の障害者で次に該当する満1歳以上の方

・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方

・医師により、発達障害があると認められた方

委託先 障害者支援施設「尚恵厚生園」

令和５年度
利用状況

・延利用人数 82人

・延利用時間 173時間

・委託料 259,500円

－ 136 －



手　　当 手当月額 受給者数 受給額

特別障害者手当 27,980 69 23,103,620

障害児福祉手当 15,220 51 9,200,800

経過的福祉手当 15,220 1 181,900

合　　　　計 121 32,486,320

ナ　茨城県心身障害者（児） 扶養共済事業

ニ　「こころの相談」事業等

ヌ　土浦市障害者虐待防止センター事業

ネ　土浦市つくしの家

　心身障害者（児）を扶養される方が毎月一定の掛金を納付することにより、万一の場合に障
害者に共済年金が支給されます。

　障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護や相談支援を目的
として、土浦市社会福祉協議会に委託し実施しています。

　通常の事業所に雇用されることが困難な 18 歳以上の知的障害者の方を対象に、日常生活
上の支援や生産活動その他の活動の機会の提供等を行い、地域社会において共生できるよう
促進します。

（単位：人、円）

（令和6年3月31日現在）

（令和6年4月1日現在）（単位：人）

区　　分 加入者数（人）
身体障害者 6
知的障害者 29
精神障害者 5
計 40

扶養共済年金受給者数　　　45人

令和5年度　　実施件数　22件

令和5年度　　相談件数　22件
　　　　　　  保護件数　  0件

事  業  名 内　　容 対  象  者 実施日 実施場所

こころの相談 精神科医師によるこころ
の相談・指導

こころの病気で悩んで
いる方及び家族等

月１回
（予約制） 土浦市役所内

所　在　地 土浦市上高津 1810 番地
開設年月日 平成元年 5月 1日

施設の規模
敷地面積　　　　　2,406㎡
建物面積　　　　　   750㎡
構　　造　鉄筋コンクリート平家建

施　設　名 通所対象者 1日利用定員 通所者数
つくしの家
つくし作業所

18歳以上の知的障害者（生活介護） 14 12
18 歳以上の知的障害者（就労継続支援 B型） 46 27
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（２） 障害者自立支援給付の内容
身体障害者

知的障害者

①介護給付費

①介護給付費

②訓練等給付費

②訓練等給付費

（単位：人、円）
種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数

居宅介護 39 466 34,159,631 21
重度訪問介護 5 58 49,577,617 7
同行援護 26 284 10,830,670 8
生活介護 79 1,221 224,630,093 29
短期入所 19 115 10,154,810 6
施設入所支援 40 443 74,363,068 15
療養介護 15 188 51,330,030 7
計画相談支援 182 500 7,635,990 52

合計 405 3,275 462,681,909 145

種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数
居宅介護 18 210 6,045,772 9
行動援護 1 2 103,745 2
同行援護 1 11 266,607 1
生活介護 212 2,620 567,014,843 68
短期入所 36 176 7,988,582 18
施設入所支援 130 1,531 218,193,171 43
療養介護 0 0 0 0
計画相談支援 463 1,176 17,571,005 74

合計 861 5,726 817,183,725 215

種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数
共同生活援助 17 175 35,659,881 14
自立訓練（生活訓練） 0 0 0 0
自立訓練（機能訓練） 12 87 7,763,658 3
就労移行支援 7 30 4,784,857 5
就労継続支援A型 33 347 57,676,785 18
就労継続支援B型 26 264 30,229,213 22
就労定着支援 1 11 370,667 1

合計 96 914 136,485,061 63

種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数
共同生活援助 98 1,049 185,292,745 63
自立訓練（生活訓練） 6 38 5,810,968 4
自立訓練（機能訓練） 0 0 0 0
就労移行支援 32 270 52,931,645 10
就労継続支援A型 50 509 69,777,678 19
就労継続支援B型 156 1,691 222,589,059 52
就労定着支援 14 111 3,815,991 5

合計 356 3,668 540,218,086 153
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障害児

精神障害者

①介護給付費

①介護給付費

②訓練等給付費

②訓練等給付費

（単位：人、円）

（単位：人、円）

（単位：人、円）

（単位：人、円）

種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数
居宅介護 3 29 871,077 3
同行援護 0 0 0 0
短期入所 8 42 2,319,556 9
計画相談支援 1 2 29,489 1
相談支援（児） 770 1,366 24,703,920 24
児童発達支援 406 4,231 292,394,695 49
放課後デイサービス 409 7,209 567,228,480 77
保育所等訪問支援 20 55 1,494,746 4

合計 1,617 12,934 889,041,963 167

種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数
共同生活援助 112 968 154,517,771 54
自立訓練（宿泊型） 2 8 805,636 2
自立訓練（機能訓練） 4 18 1,000,857 2
自立訓練（生活訓練） 15 86 12,575,527 6
就労移行支援 64 465 86,269,987 20
就労継続支援 A型 168 1,649 238,320,692 33
就労継続支援 B型 162 1,406 161,859,103 63
就労定着支援 14 110 3,735,177 5

合計 541 4,710 659,084,750 185

種類 実人数 延人数 自立支援支払額 施設・事業者数
居宅介護 43 431 9,491,557 15
同行援護 0 0 0 0
生活介護 10 111 15,811,176 7
短期入所 0 0 0 0
施設入所支援 4 29 4,319,828 3
地域移行支援 0 0 0 0
計画相談支援 458 1,252 19,923,809 55

合計 515 1,823 49,546,370 80

就労移行支援 0 0 0 0
合計 0 0 0 0
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6　高齢者福祉

（１） 高齢者人口
・65歳以上の人口状況

・ねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者の状況

年度

年齢階層

2 3 4 5 6
人口
人

構成比
％

人口
人

構成比
％

人口
人

構成比
％

人口
人

構成比
％

人口
人

構成比
％

65歳～69歳 9,745 6.9 9,146 6.5 8,724 6.2 8.328 5.9 8,196 5.8

70～74 10,545 7.4 11,183 7.9 10,903 7.7 10,392 7.4 9,751 6.9

75～79 8,589 6.1 8,286 5.9 8,543 6.1 9,022 6.4 9,258 6.5

80～84 5,915 4.2 6,180 4.4 6,533 4.6 6,778 4.8 7,282 5.1

85～89 3,747 2.6 3,880 2.7 3,983 2.8 4,152 2.9 4,241 3.0

90～94 1,726 1.2 1,844 1.3 1,965 1.4 2,116 1.5 2,145 1.5

95～99 506 0.4 536 0.4 562 0.4 589 0.4 602 0.4

100歳以上 87 - 86 - 84 - 93 - 86 -

計 40,860 28.8 41,141 29.2 41,297 29.3 41,470 29.4 41,561 29.4

総人口 141,655 141,119 140,995 141,233 141,409

　わが国の人口の高齢化は、世界でも例をみない速さで進展し、高齢化率（全人口に占める65歳以上の人口の
割合）は20%を超え、21世紀半ばには、3人に1人が65歳以上という超高齢社会を迎えます。
　国においては、介護を必要とする高齢者の増加や家庭における介護力の低下に鑑み、高齢者保健福祉推進十
か年戦略（ゴールドプラン）や新・高齢者保健福祉推進十か年戦略（新ゴールドプラン）の策定により高齢者に
対する保健福祉施策を推進し、平成11年12月には、今後5か年間の高齢者保健福祉の方向が示され、平成12年
度からの新たなプラン（ゴールドプラン21）が策定されました。
　さらに、 介護を必要とする高齢者を社会全体で支え、自らの選択に基づくサービスが安心して受けられるよ
う介護保険法が平成9年12月に制定され、平成12年4月から施行されました。
　この介護保険制度の施行によって、保健福祉サービスは、「措置」から「契約」へと大きく転換し、市町村の役
割は、介護保険の保険者として安定した保険運営とともに、高齢者が安心してサービスが受けられる環境整備
や介護サービスの量と質が均衡のとれた体制で供給できるように調整を行うことが重要となっています。
　本市においては、平成6年度に「土浦市老人保健福祉計画」を策定し、高齢者への保健福祉施策の積極的な展
開を図ってきましたが、当該計画の計画期間が平成11年度末で終了し、平成12年度から介護保険制度がスター
トしたことから「土浦市ふれあいネットワークプラン」として、老人福祉計画と介護保険事業計画を一体的に
策定しました。令和6年度からは、令和5年度に策定した令和6年度から令和8年度を計画期間とする「第9次土
浦市ふれあいネットワークプラン」に基づき、保健福祉施策を積極的に展開しています。
　また、今後は、「土浦型地域包括ケアシステム」の構築に向けて、介護予防事業の推進と新たな生活支援サー
ビスの整備、そして医療・介護等の多職種の連携強化、認知症施策の強化・拡充を通じて、高齢者が住み慣れた
地域で暮らし続けることができるような地域づくりを行っていきます。

（各年4月1日現在）

（令和6年4月1日現在）　単位：人

ねたきり高齢者 ひとり暮らし高齢者 認知症高齢者
男 女 計 男 女 計 男 女 計

65～69歳 45 24 69 32 20 52 54 40 94
70～74歳 51 58 109 66 82 148 113 117 230
75～79歳 92 103 195 162 254 416 213 245 458
80～84歳 145 172 317 190 530 720 347 514 861
85～90歳 111 226 337 135 490 625 291 379 670
90歳以上 77 295 372 73 350 423 237 757 994
計 521 878 1,399 658 1,726 2,384 1,255 2,052 3,307

※施設（特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホーム）入所者は含まず。
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（２） 要援護老人対策
ア　「愛の定期便」事業
　65歳以上のひとり暮らしの高齢者宅に、ボランティアの方等が週2回訪問のうえ、乳製品を
配布し、「安否の確認」、「健康の保持」、「孤独感の解消」を図ります。
　　乳製品配布世帯　133世帯（令和6年3月）

イ　ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業
　概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対して、緊急通報装置を貸与し、急病・災害等の緊
急時に迅速かつ適切な対応をすることにより不安を解消し、福祉の向上を図ります。
　　既設置台数　　　　　388台 （令和5年度末）
　　令和5年度受信状況　　44件 （誤報を除く）

ウ　救急医療情報キット配布事業
　65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、「かかりつけ医」、「持病」、「緊急連絡先」などの情
報を保管するキットを配布し、急病等に備えることで安心、安全を図ります。
　　令和5年度末配布者数　　1,165人

エ　高齢者等在宅生活支援配食サービス事業
　食事づくりが困難なひとり暮らし高齢者を対象に、栄養に配慮した食事を配達し、健康保持
及び安否確認を行います。
　　令和5年度末利用者　125人　　年間延配食数　34,125食

オ　福祉電話貸与事業
　ひとり暮らし高齢者の孤独感の解消と相談等に応じるため、電話を無料で貸与するとともに
回線使用料等を助成し、在宅福祉の向上を図ります。
　　令和5年度末貸与台数　22台

カ　ねたきり老人等訪問理美容サービス費助成事業
　65歳以上のねたきり高齢者に、在宅で受ける理美容サービス料金の一部（1人2回、1回につ
き3,000円）を助成します。
　　令和5年度　申請者　100人　　　利用件数　112件

キ　寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
　ねたきり等により寝具の衛生管理が困難な高齢者に、洗濯、乾燥及び消毒のサービスを年4回
まで提供します　
　　令和5年度　申請者　 57人　　　利用件数　152件

ク　ねたきり老人等福祉手当支給事業
　疾病等によりねたきり及び認知症の状態にある65歳以上の在宅高齢者に対し、非課税世帯月
額5,000円、課税世帯月額2,500円を支給することにより福祉の増進を図ります。
　　令和5年度末支給状況　ねたきり老人　153人　　認知症老人　45人
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ケ　日常生活用具給付事業
　日常生活に支障のある概ね65歳以上の高齢者に対し、シルバーカー等の給付を行います。
　　令和5年度実績
　　　（給付）シルバーカー　　　7件　　電磁調理器　　1件
　　　　　　住宅用防災警報器　1件　　自動消火器　　1件

コ　高齢者補聴器購入費助成事業
　聴力の低下により、日常生活に支障がある65歳以上の高齢者に対し、補聴器購入費の一部を
助成します。助成額は、補聴器1台分（片耳）の購入費用の半額で、上限は2万円です。
　　令和5年度実績　98人

サ　はり・きゅう・マッサージ施術費補助事業
　70歳以上の高齢者と65歳以上のねたきり又は認知症高齢者の介護者が健康の保持と心身の
安らぎを得るため、施術費の一部（1人年8回、1回につき1,000円）を助成します。
　　令和5年度　申請者　569人　　利用件数　2,293件

シ　高齢者移送サービス利用助成事業
　65歳以上の高齢者の通院や買い物、社会活動の参加などの際に移動手段として「土浦地区タ
クシー共同組合」が主体に運営するデマンド型福祉交通「のりあいタクシー土浦」の活用を推進
するため、年会費15千円のうち13千円を助成します。また、平成27年6月以降に運転免許証を
返納された方に対して、申請により1回のみ年会費の全額を助成します。
　　令和5年度末　会員数　785人

ス　高齢者見守りネットワーク事業
　ひとり暮らしの高齢者や認知症等の方を対象に、登録番号を記載したキーホルダーを配布し、
救急搬送や警察に保護されたなどの緊急時に、キーホルダーの番号をもとに住所・氏名等の登
録状況を確認し、警察や消防、病院等に登録情報を提供することで、迅速に対応しています。
　　令和5年度実績末配布人数　1,024人（実人数）

ア　高齢者家族支援「探索」サービス事業
　認知症高齢者を抱える家族等に対し、認知症高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシステ
ムを活用して、その居場所を伝えることにより事故の未然防止及び家族の身体的、精神的負担
の軽減を図ります。
　対象者
　徘徊の恐れのある概ね65歳以上の高齢者（要介護認定を受けた者）を介護している家族
　令和5年度利用状況　11台

イ　家族介護者交流事業
　家族を日々介護する者の介護の悩み、精神的・肉体的疲労等による厳しい状況を考慮し、一
時的に介護から開放し、観光地や施設見学などの行楽の機会を通じて、介護者の相互の交流、
心身の回復を図ることを目的に実施します。
　　令和5年度実績
　　・期　日　令和6年2月16日（金）
　　・場　所　まちかど蔵、小町の館
　　・参加者　4人

（３） 介護者支援
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ア　高齢者クラブ活動助成事業
　60歳以上の高齢者が加入でき、教養の向上、健康の増進、社会奉仕、地域社会との交流やレ
クリエーション活動を行う高齢者クラブに対し、活動費を助成します。
　　令和5年度実績

イ　高齢者と子供のふれあい事業
　生活文化の伝承活動など、高齢者と児童等との世代間交流活動を推進して、高齢者の生きが
いを高めるとともに児童の健全育成を図ります。
　令和5年度　　　16団体で実施

ウ　生きがい対応型デイサービス事業
　地域住民等が地域のボランティアの協力のもとに、空き家、空き店舗などを有効に活用し、
地域において支援を必要とする高齢者等を対象に地域の実情に応じて行う福祉事業に対して、
運営支援を行います。
　・令和4年度末現在
　　全8中学校地区で、計8箇所で開設

ア　敬老事業
　高齢者に対して長寿を祝福し敬意を表すため、祝金品を贈呈することにより福祉の増進を図
ります。
　　敬老祝金・記念品等実績

イ　金婚をたたえる集い
　結婚50年を迎えられた夫婦に対し、永年社会に貢献された実績に感謝の意を表し、今後も健
康で、豊かな生活を営めることを目的とします。
　令和5年度　　　市内会場に 98組を招待

（４） 生きがい対策

（５） 祝賀の制度

クラブ数 会員数 補助対象クラブ数 市補助金額
79 2,727 77 3,500 千円

対　　象　　者 令　和　4　年　度　実　績
人　　数 記　念　品　等

最高齢者 1人 祝状
100 歳 43人 祝状・祝金（2万円）
88歳 808 人 祝状
計 852 人
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１名　（令和５年度末現在）　

２０令和５年度　

（６）

（７）

（８）
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令和5年度　利用状況

令和5年度　利用状況

月別 利用
日数

集会室 娯楽室 その他 計
（個人・団体）

利用者（内訳）
回数 人数 回数 人数 人数 無料 有料

4 24 11 130 11 82 1,050 1,262 1,259 3
5 24 11 124 13 108 1,068 1,300 1,298 2
6 26 15 165 15 131 1,108 1,404 1,395 9
7 25 8 101 16 128 1,046 1,275 1,275 0
8 26 8 93 10 89 1,013 1,195 1,194 1
9 24 10 139 14 142 980 1,261 1,260 1
10 24 13 175 17 149 1,094 1,418 1,411 7
11 23 10 121 17 130 1,148 1,399 1,398 1
12 24 11 162 16 132 1,253 1,547 1,539 8
1 23 9 146 17 150 789 1,085 1,078 7
2 23 10 102 15 142 1,184 1,428 1,426 2
3 25 12 170 17 175 25 1,620 1,618 2
計 291 128 1,628 178 1,558 11,758 16,194 16,151 43

月別 利用
日数

集会室 娯楽室 学習室 その他 計
（個人・団体）

利用者（内訳）
回数 人数 回数 人数 回数 人数 人数 無料 有料

4 24 19 153 24 77 7 85 1,160 1,475 1,463 12
5 24 18 132 23 67 11 155 1,233 1,587 1,575 12
6 26 22 147 26 104 12 160 1,347 1,758 1,740 18
7 25 21 169 26 95 14 135 1,267 1,666 1,647 19
8 26 23 118 27 99 12 115 1,184 1,516 1,502 14
9 24 25 200 26 92 13 138 1,242 1,672 1,656 16
10 25 25 222 25 89 12 152 1,394 1,857 1,846 11
11 24 24 168 28 94 13 116 1,364 1,742 1,733 9
12 24 25 177 29 104 11 103 1,324 1,708 1,701 7
1 23 22 175 28 96 13 148 1,431 1,850 1,840 10
2 23 22 173 27 112 13 190 1,347 1,822 1,806 16
3 25 25 193 32 123 12 102 1,467 1,885 1,866 19
計 293 271 2,027 321 1,152 143 1,599 15,760 20,538 20,375 163

◯つわぶき
　　施設の概要
　　　所  在  地 土浦市中都町一丁目5428番地2
　　　指定管理者 社会福祉法人　土浦市社会福祉協議会
　　　敷地面積 5,000㎡
　　　建物面積 717.87㎡
　　　構　　造 鉄筋コンクリート平家建
　　　設  備  等 事務室、大集会室、相談室、教養娯楽室2、学習室、訓練コーナー、浴室2 他
　　　定　　員 100人
　　　事業開始 平成4年9月
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令和5年度　利用状況

◯うらら
　　施設の概要
　　　所 在 地　  土浦市大和町9番2号（総合福祉会館6階）
　　　指定管理者　  社会福祉法人　土浦市社会福祉協議会
　　　面　　積　  618㎡
　　　構　　造　  鉄筋コンクリート　8階建
　　　設 備 等　  事務コーナー、大広間、相談室、娯楽室、ロビー兼訓練コーナー、浴室2他
　　　定　　員　  100人
　　　事業開始　  平成9年10月

　　施設の概要
　　　所 在 地　  土浦市中村西根2078番地1
　　　指定管理者　  株式会社ビート
　　　面　　積　  敷地　10,355.01㎡　建物　2,536.81㎡
　　　構　　造　  鉄筋コンクリート平屋建
　　　設 備 等　  事務室、運動プール（温水）、多目的ホール、趣味室、教養娯楽室、会議室
　　　　　　　　  生きがい工房、浴室2　他
　　　事業開始　  平成15年6月

月別 利用
日数

大広間 娯楽室 1・2 その他 計
（個人・団体）

利用者（内訳）
回数 人数 回数 人数 人数 無料 有料

4 24 24 192 7 24 1,150 1,366 1,363 3
5 23 23 132 8 32 1,049 1,213 1,210 3
6 26 26 200 9 34 1,154 1,388 1,386 2
7 26 26 181 3 23 1,171 1,375 1,372 3
8 26 26 149 7 27 1.135 1,311 1,308 3
9 25 25 149 7 28 1,040 1,217 1,214 3
10 26 26 160 9 49 1,203 1,412 1,412 0
11 24 24 143 6 30 1,100 1,273 1,269 4
12 24 24 202 12 65 1,171 1,438 1,428 10
1 24 24 196 8 38 1,130 1,364 1,351 13
2 23 23 154 10 71 1,158 1,383 1,380 3
3 26 26 179 7 38 1,376 1,593 1,593 0
計 297 297 2,037 93 459 13,837 16,333 16,286 47

（９）ふれあいセンター
◯ふれあいセンター「ながみね」
　隣接する清掃センターのごみ焼却時に発生する余熱を有効活用し、高齢者の生きがい活動

施設、更に多くの方々が利用可能な　目的ホール、水中運動を目的とした運動プール、気泡

浴の温水利用施設等を整備し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が利用できる複合的福祉

施設です。

施設名 利用者区分又は時間区分 利用料金

運動プール

　 及び浴室

市内に居住する者
小学生以下の者 無　　料
60 歳 以 上 の 者 150円
上 記 以 外 の 者 300円

市外に居住する者
小学生以下の者 無　　料
上 記 以 外 の 者 500円

多目的ホール
午　　前   9時～12時 1,720円
午　　後 13時～17時 2,505円
夜　　間 18時～21時 2,040円
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令和5年度　利用状況

月別
利用
日数

利用
者数

内　　　　　　　　　　　訳
プール・浴室 多目的ホール 趣味室 教養娯楽室 会議室 その他

大人 子供 計 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数
4 26 7,976 5,446 471 5,917 22 340 9 59 0 0 10 117 18 1,543
5 26 7,748 5,347 441 5,788 26 402 9 57 0 0 7 77 16 1,424
6 26 8,452 5,673 576 6,249 21 423 6 29 0 0 15 157 16 1,594
7 26 8,512 5,892 809 6,701 25 470 7 64 0 0 12 119 17 1,158
8 27 8,712 5,791 1,035 6,826 18 238 6 41 0 0 7 69 14 1,538
9 26 8,006 5,063 680 5,743 24 389 8 46 0 0 5 76 14 1,752
10 26 8,031 5,320 543 5,863 22 312 7 65 0 0 8 88 15 1,703
11 26 8,008 5,421 466 5,887 26 391 7 52 0 0 10 95 15 1,583
12 24 7,672 5,291 400 5,691 24 390 8 45 0 0 10 96 14 1,450
1 24 7,516 5,248 325 5,573 25 353 7 79 0 0 10 110 13 1,401
2 25 8,467 5,980 403 6,383 23 306 7 60 0 0 11 125 16 1,623
3 25 9,396 6,493 439 6,932 27 450 7 66 0 0 6 111 13 1,837
計 307 98,526 66,965 6,588 73,553 283 4,464 88 663 0 0 111 1,240 181 18,606
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（10）

21,000円（基準額×0.285）

35,700円（基準額×0.485）

50,500円（基準額×0.685）

66,400円（基準額×0.9）

73,800円（基準額）

88,500円（基準額×1.2）

95,900円（基準額×1.3）

110,700円（基準額×1.5）

125,400円（基準額×1.7）

140,200円（基準額×1.9）

154,900円（基準額×2.1）

169,700円（基準額×2.3）

177,100円（基準額×2.4）

420

420 520

520 620

620 720

720
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17,670円～28,650円（1か月30日で計算）

21,510円～30,540円（1か月30日で計算）

21,630円～41,760円（1か月30日で計算）

福祉用具の貸与・購入費の支給、住宅改修の支給内容
サービスの種類 支給の対象 サービスの支給限度額

福祉用具の貸与
※1

車椅子、電動補助装置等の付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品
（特殊寝台のマットレス・サイドレール、介助用ベルト等の付
属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり・スロープ（工事を
伴わないもの）、歩行器、歩行補助杖、認知症性老人徘徊感知機
器、移動用リフト（つり具の部分を除く）、自動排せつ処理装置

居宅サービスの支給
限度額に含まれます。

福祉用具購入費
の支給※1

腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の部
分、自動排せつ処理装置の交換可能部分、排せつ予測支援機器

1年間で10万円

住宅改修費の
支給

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、引き戸等への扉
の取替、洋式便器への取替等

20万円

※1　 「福祉用具の貸与」及び「福祉用具購入費」の支給対象となるのは、介護保険の指定となっている事業所
からの貸与及び購入に限られます。また、介護によっては「福祉用具の貸与」ができないものもあります。

　　   次のものは購入と貸与の選択制：固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）と多点杖
※2　「住宅改修費の支給」には事前の申請が必要となります。
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　介護保険によるサービス利用者に対して一定の利用者負担限度額を設けて、その金額を
超えた部分を申請により払い戻します。

介護保険自己負担の上限額

（ア）高額介護（居宅支援）サービス費の支給

対象者 利用者負担限度額（月額）

課税所得約690万円（年収約1,160万円）以上の方 140,100円

課税所得約380万円（年収約770万円）以上
～同約690万円（同約1,160万円）未満の方 93,000円

住民税課税～課税所得約380万円（年収約770万円）未満の方 44,400円

住民税非課税世帯 24,600円

住民税非課税世帯で合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方 15,000円

生活保護の受給者、利用額負担を15,000円に減額することで、生活保護
の受給者とならない場合 15,000円

880

880

1,370

550 380
550

550

880
1,370

480550 430

4301,370
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対　　象　　者

世帯全員が市町村民税非課税の方のうち、前年中に所得がなかった方で、当該社会福
祉法人が減額の必要を認めた方、かつ介護保険料の滞納がない方。所得控除の扶養対
象者となっていない方。

対象サービス 利用者負担

○訪問介護　○基準型訪問サービス
○夜間対応型訪問介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（利用者負担）×１／２に減額
＊なお、「訪問介護利用者負担減額措置」と
　併用して減額を受けることはできません。

○通所介護　○基準型通所サービス
○認知症対応型通所介護　○介護予防認知症対応
型通所介護　○地域密着型通所介護

（利用者負担＋食費）×１／２に減額

○短期入所生活介護

○介護予防短期入所生活介護
（利用者負担）×１／２に減額

○小規模多機能型居宅介護
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○看護小規模多機能型居宅介護

（利用者負担＋食費）×１／２に減額

○介護老人福祉施設

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
（利用者負担）×１／２に減額

※被保護者（生活保護受給者）の方については、「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護老人福
祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護」の居住費（従来型個室、ユニット型準個室）のみ、この事
業の適用となり、利用者負担は「免除」となります。

（エ）本市が実施する低所得者対策

　国が実施する訪問介護（ホームヘルプサービス）の利用者負担軽減措置に合わせ、障害者に対し、

利用者負担を減免しています。

　また、社会福祉法人の提供するサービス利用の利用者負担軽減対策は、訪問介護（ホームヘルプサー

ビス）、通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショートステイ）の各サービスの利用者及

び施設入所者に対し、利用者負担額を½に減額しています。

①

②
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　本市では、居宅サービスを利用したときに負担する利用者負担額の一部を助成すること
により、居宅サービスの利用の促進を図るとともに当該利用者の生活を支援しています。

　重度の要介護認定者については介護の手がかかり、介護者の精神的、肉体的負担も大きく、
介護保険の限度額を超えるサービスの利用を希望したときには、費用負担も大きくなるこ
とが考えられます。
　このような状況を緩和するため、本市では要介護 4・5の方について介護保険の給付に上
乗せして給付を行います。

（ア）居宅介護サービス利用者負担額助成事業

（イ）居宅介護サービス特別事業

ク　介護保険対象外の市の独自サービス

対象者

次のいずれも満たす方
（1）世帯全員が市町村民税非課税の方
（2）給与収入および公的年金収入を除く収入の合計所得金額が0円
（3）介護保険料の滞納がない方

対象サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リ
ハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、夜間
対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通
所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介
護、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多
機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅
介護、地域密着型通所介護、基準型訪問サービス、基準型通所サービス

助成額 利用者負担額の1/2に相当する額

給付方法 償還払い
（いったん利用者負担額の全額を支払い、後から請求により助成額分を給付します。）

対象者 要介護 4 要介護 5

上乗せ額 3万円が上限 5万円が上限

本人負担 2割（自己負担2割の方は3割、3割の方は4割）

給付方法 償還払い
（いった費用の全額を支払い、後から請求により本人負担分以外の費用を給付します。）

利用条件

・介護保険での利用限度額を超過して利用した費用に限る。
・対象サービスは、介護保険の居宅サービスと同様とする。
・ 有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅及びそれに準ずるサービスを
提供する施設の入居者は支給対象外とする。
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約41,000人

約47,000人

（令和６年４月）

（令和６年４月）
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サ　令和5年度の状況
（ア）財源（収入）と給付（支出）内訳

（イ）第1号被保険者数

（ウ）所得段階別第1号被保険者数

収　入

その他の収入その他の収入

国の負担国の負担

県の負担県の負担

市の負担市の負担

第２号被保険者第２号被保険者
の保険料の保険料

第１号被保険者第１号被保険者
の保険料の保険料

軽減負担金軽減負担金

機能強化機能強化
交付金等交付金等

支　出

居宅介護居宅介護
サービスサービス

地域密着型地域密着型
サービスサービス

施設サービス施設サービス

審査支払審査支払

高額サービス高額サービス

特定入所者特定入所者
介護サービス介護サービス

日常生活支援日常生活支援
総合事業総合事業

一般介護予防事業一般介護予防事業

包括的任意事業・包括的任意事業・
任意事業任意事業

国 の 負 担 2,663,510 21.9
県 の 負 担 1,767,232 14.5
市 の 負 担 1,532,463 12.6
第２号被保険者の保険料 3,202,774 26.4
第１号被保険者の保険料 2,652,033 21.8
低所得者保険料軽減負担金 163,255 1.3
保険者機能強化推進交付金等 35,645 0.3
そ の 他 の 収 入 141,275 1.2

合　　　　計　 12,158,187 100.0

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 5,348,853 44.0
地 域密着型サービス 1,551,403 12.8
施 設 サ ー ビ ス 4,077,106 33.5
審 査 支 払 手 数 料 10,079 0.1
高 額 サ ー ビ ス 350,894 2.9
特定入所者介護サービス 352,934 2.9
日常生活支援総合事業 206,481 1.7
一 般 介 護 予 防 事 業 54,845 0.5
包括的支援事業・任意事業 205,592 1.6

合　　　　計　 12,158,187 100.0

単位：千円 ,％単位：千円 ,％

年齢区分 人　　数
65歳以上75歳未満 17,840

75歳以上 23,085
合　　　　　計 40,925

所得段階 被保険者数 構　成　比
第 １ 段 階 6,936 16.9％
第 ２ 段 階 3,086 7.5％
第 ３ 段 階 2,846 7.0％
第 ４ 段 階 5,169 12.6％
第 ５ 段 階 5,140 12.6％
第 ６ 段 階 5,786 14.1％
第 ７ 段 階 6,254 15.3％
第 ８ 段 階 2,926 7.1％
第 ９ 段 階 905 2.2％
第 10 段 階 584 1.4％
第 11 段 階 325 0.8％
第 12 段 階 201 0.5％
第 13 段 階 767 1.9％
合　　　計 40,925 100％
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その他の収入

国の負担

県の負担

市の負担

第２号被保険者
の保険料

第１号被保険者
の保険料

軽減負担金

機能強化
交付金等

居宅介護
サービス

地域密着型
サービス

施設サービス

審査支払

高額サービス

特定入所者
介護サービス

日常生活支援
総合事業

一般介護予防事業

包括的任意事業・
任意事業

要支援

（11）

（エ） 要介護・要支援認定者数

（オ） 居宅介護（支援）サービス受給者数

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計

第 １ 号 被 保 険 者 0 1 272 249 179 126 71 898

第 ２ 号 被 保 険 者 0 0 8 2 2 1 3 16

計 0 1 280 251 181 127 74 914

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 計

第 １ 号 被 保 険 者 718 464 40 1,222

第 ２ 号 被 保 険 者 11 7 1 19

計 729 471 41 1,241

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計

第 １ 号 被 保 険 者 151 285 1,196 1,171 667 438 235 4,143

第 ２ 号 被 保 険 者 3 3 27 21 13 8 6 81

計 154 288 1,223 1,192 680 446 241 4,224

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 認定率

第 １ 号 被 保 険 者 633 788 1,687 1,529 1,195 945 586 7.363 18.0％

65歳以上75歳未満 67 88 192 146 104 80 56 733 4.1％

75歳以上 566 700 1,495 1,383 1,091 865 530 6,630 28.7％

第 ２ 号 被 保 険 者 14 12 36 29 27 14 14 146

計 647 800 1,723 1,558 1,222 959 600 7,509

（令和6年3月月報）

（令和6年3月末）

（令和6年3月月報）

（令和6年3月月報）

（カ） 地域密着型サービス受給者数

（キ） 施設介護サービス受給者数

＊認定率は、第 1号被保険者（40.925 人）に対する認定者の割合となります。

介護予防ケアマネジメント
（地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者の指定
を受けた居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。）
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令和５年度実績（単位：件）
包括うらら 包括かんだつ

延べ件数 3,191 1,965

イ　介護予防・生活支援サービス

ウ　一般介護予防事業

訪問型サービス

介護予防普及啓発事業

通所型サービス

サービスの種類 内　　　　容 利用者負担
現行相当の訪問サービス
（基準型訪問サービス）

これまでの介護予防訪問介護。身体介護・生活援助サービスを利用で
きます。

介護給付によるサービスと同様
（利用単価の1～3割）

緩和した基準による訪問サービス
（緩和型訪問サービス）

ボランティア又は会員が自宅に訪問し、家事援助サービス（調理・買い物・掃
除の代行等）を提供します。（シルバー人材センター、社会福祉協議会で実施） 100円/1時間

サービスの種類 内　　　　容 利用者負担
現行相当の通所サービス
（基準型通所サービス）

これまでの介護予防通所介護。通所介護事業所において機能訓練等
のサービスを利用できます。

介護給付によるサービスと同様
（利用単価の1～3割）

緩和した基準による通所サービス
（緩和型通所サービス）

市の指定を受けた介護事業所などがミニデイサービス、運動、レク
リエーションなどを提供します。

介護給付によるサービスと同様
（利用単価の1～3割）

フレイル予防啓発講座 筋力低下や低栄養、閉じこもりなどにより、心や体の機能が低下しやすく
なった状態「フレイル」を予防するための運動教室です。

（12）

　高齢者等の方が住み慣れた地域で安心した生活が続けられるよう支援を行う総合相談機関
です。ここでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が中心となり、適切なサービス
を提供します。
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令和５年度実績（単位：件）
包括うらら 包括かんだつ

延べ件数 4,737 3,953

令和５年度　相談実績（延べ件数）
包括うらら 包括かんだつ

総合相談 6,791 6,465

令和５年度　相談実績（延べ件数）
包括うらら 包括かんだつ

権利擁護・虐待防止 351 243

令和５年度　相談実績（延べ件数）
包括うらら 包括かんだつ

包括的継続的ケアマネジメント 276 186

令和５年度利用状況（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

70

2

91

163

298

27

84

409

118

5

171

294

707

12

426

1,145

209

7

290

506

66

5

135

206

85

6

78

169

43

1

97

141

1,685

76

1,443

3,204

エ　地域包括支援センターブランチ（在宅介護支援センター）

多
（13）
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開催日 場　　所 内　　容 参加者数

第１回 R5.6.15（木） 市役所　2階 研修室 1・2「高次脳機能障害」 49

第２回 R5.8.17（木） 〃 「退院時の在宅移行支援」 54

第３回 R5.10.26（木） 消防本部　3階　講堂 「在宅療養と看取り」 54

第４回 R5.12.21（木） 市役所　2階 研修室 1・2「急変時の対応」 49

第1回 第2回

テーマ
開催日
場　所
参加者

認知症とともに生きる
令和5年9月2日（土）
クラフトシビックホールつちうら　大ホール
320名

落語で学ぼう人生会議
令和6年2月3日（土）
クラフトシビックホールつちうら　小ホール
107名

27件（令和 6年 3月末）

227

138

13：00～14：00

13：00～14：30

2

（原則）

（14）
　認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしくくらし続けることができる地域づ
くりを目的に、認知症の方への支援や介護者への支援を行います。
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35回

2回

1,365人

35人

（15）

第1回 第2回

日　　時 令和5年10月13日（金） 令和5年12月15日（金）

場　　所 三中地区公民館 三中地区公民館

実施主体 指定地域密着型サービス
しょうわ家族

指定地域密着型サービス
しょうわ家族

受講人数 10名 15名
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7　土浦市社会福祉協議会

（１）生活福祉資金

役　員　理　事　18人　　監　事　2人　　評議員　40人（令和6年4月1日現在）
事　業 （１） 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 （２） 社会福祉に関する活動への住民参加のための援助
 （３） 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 （４） 第１号から前項までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達
  を図るために必要な事業
 （５） 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
 （６） 共同募金事業への協力
 （７） 福祉サービス利用援助事業
 （８） ボランティア活動の振興
 （９） 老人福祉センターの管理・運営
 （10） 福祉バスの管理運行時事業
 （11） 生活福祉資金貸付事業
 （12） ふれあい福祉資金（小口資金）貸付事業
 （13） 訪問介護事業
 （14） 障害福祉サービス事業
 （15） 介護予防・日常生活支援総合事業
 （16） 移動支援事業
 （17） 障害者相談支援事業
 （18） 心配ごと相談事業
 （19） 障害者虐待防止センター事業
 （20） 成年後見センターつちうら事業
 （21） 成年後見制度中核機関事業
 （22） 生活困窮者自立支援事業
 （23） 子育て援助活動支援事業
 （24） 生活支援体制整備事業
 （25） 重層的支援体制整備事業
 （26） 生活困窮者支援等のための地域づくり事業
 （27） 土浦市障害者自立支援センターの管理・運営
 （28） 土浦市社会福祉センターの管理・運営
 （29） 土浦市新治総合福祉センターの管理・運営
 （30） 地域包括支援センターうららの運営
 （31） その他この法人の目的達成のため必要な事業

目　的

◯貸付状況（令和 5年度）

低所得者、障害者及び高齢者世帯の方々に、資金の貸付けと合わせて必要な相談支
援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進、また在宅福祉及び
社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制
度の申請受付を行う。

相談件数　368件
申請件数　なし
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○特例貸付フォローアップ支援
　新型コロナ感染症の影響による特例貸付の借受人に、生活状況を確認し、支援に繋げること
を目的に、相談支援を行います。
・償還免除を行った借受人への支援　632件
・償還免除申請に未応答の借受人への支援　46件
・償還免除に至らないものの償還が困難な借受人への支援　201件
・その他（通知未応答者への架電・相談支援）　1,374件

（２）ふれあい福祉資金

（３）災害見舞金

（４）ボランティアセンター

◯ボランティア保険の加入（令和5年度）

　緊急に経済的な援護を必要とする生活困窮者に対し、資金を交付又は貸与することにより当
面の事態を乗り切り、自立更生を図ることを目的とする。
対　象　　　　・土浦市内に居住し、かつ、低所得世帯に属する者。
　　　　　　　・社会的に援助が必要であると認められる者。
資金の限度額　特に必要と認められる場合100,000円を限度とする。
償還期限　　　貸与の日の属する月の翌月から起算して3年以内
償還方法　　　均等月賦償還
貸付利子　　　無利子

災害を被った世帯に対し、見舞金を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
見舞金の額
　全焼又は全壊　　20,000円
　半焼又は半壊　　10,000円
　床上浸水　　　　  5,000円

目　的
　地域住民のボランティア活動に関する理解と関心を深め、組織的なボランティア活動の推
進と人材を育成を図るとともに、市民の善意を適正かつ効果的に活用し、社会福祉の増進を
図ることを目的とする。
事　業
・ボランティアに関する啓発及び普及
・ボランティアの登録及び斡旋
・ボランティアに対する援助
・ボランティアグループの組織化と育成
・善意金品等の預託及び配分

○支給状況  （令和 4年度）
区　　　分 件　　　数 金　　　額（円）

全 焼 6 120,000
半 焼 2 10,000

計 8 130,000

○貸付等の状況（令和5年度）
区　　　分 件　　　数 金　　　額（円）

交 付 金 1 680
貸 付 金 46 520,300

計 47 520,980

加入者数　1,593人
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◯善意銀行（令和5年度）
　福祉の増進を目的とする団体等が行う事業や、地域福祉を支援するために預託された寄付金
及び物品を受理及び管理並びに払出しする事業。

指定預託と払出

物　　　品

区　　　分 前年度繰越金
（円）

預　　　託 払　　　出 次年度繰越金
（円）件数 金　　額（円） 件数 金　　額（円）

障 害 福 祉 3,172,236 0 0 1 711,000 2,461,236
高 齢 福 祉 32,738,859 0 0 1 1,868,182 30,870,677
児 童 福 祉 669,254 4 170,000 1 433,208 406,046
ボランティア 0 1 10,000 0 0 10,000
交 通 遺 児 0 1 50,000 1 50,000 0
福 祉 全 般 15,924,096 30 945,803 1 1,405,361 15,464,538
福 祉 団 体 0 0 0 0 0 0
福 祉 施 設 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0
指 定 寄 付 3,000 9 1,205,171 5 1,208,171 0

計 52,507,445 45 2,380,974 10 5,675,922 49,212,497
預 金 利 子 26,802 27,482
合　　計 52,534,247 49,239,979

区分　　　　　　　　　　　　　　  　件数 預　　託 払　　出

古切手、書き損じハガキ等 61 61
生活用品類（マスク・タオル等） 21 21
食品類（米・野菜・保存食等） 62 62
その他 13 13

合　　　計 157 157

（５）おせち料理の配付（歳末たすけあい配分事業）
支援が必要な方に対し、豊かなお正月を迎えていただくために、年末におせち料理を配布する。

◯期　　　日　　令和5年12月28日
◯場　　　所　　総合福祉会館
◯対　象　者　　 宅配型食事サービス利用者でおせち料理配布を希望する方、および年末の安

否確認が必要と思われる方でこれを希望する方（市配食サービス利用者は除
く）。但し、生活保護受給者についいぇは、社会福祉課ケースワーカーに必要
の有無を確認し、選定する。

◯協　力　者　　宅配型食事サービスボランティア
◯配食世帯数　　180世帯
◯協 力 者 数　　68人

福祉教育の活きた土壌づくりと助け合い支えあう地域社会づくりを進めながら、高齢者や障害
者への理解を深めることを目的とする。
◯期　　　日　　令和6年2月18日
◯場　　　所　　特別養護老人ホームやすらぎの園
◯受 講 者 数　　17人

（６）地域介護教室
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（令和２年度）

（令和２年度）（令和２年度）

（令和５年度）

（８）心配ごと相談事業

（７）おもちゃライブラリー事業
　障害児の身体能力、感覚、言語等の発達を促進し、おもちゃの製作、貸出、遊び場提供、療育相
談を実施する。

　相談員が日常生活のあらゆる相談を受け、適切な助言・援助を行う。

◯個人貸出の状況（令和５年度）

◯団体貸出の状況（令和５年度）

◯心配ごと相談の状況（令和５年度）

区　 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

利 用 人 数 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 3 2 16

貸 出 点 数 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6

区　 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

利 用 人 数 5 3 0 5 3 2 3 3 1 2 1 1 29

貸 出 点 数 14 12 0 46 31 16 14 58 22 33 0 14 260

区　 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

開 設 日 数 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 21

相談員出席数 4 2 4 3 3 3 3 3 4 1 1 1 32

相 談 者 数 1 0 3 5 2 3 4 2 3 2 4 0 29

№ 区　　　分 スクラムネット ふれあい調整会議 計
1 介護保険給付対象者 19 13 32
2 ひとり暮らし高齢者 18 9 27
3 その他要援護高齢者 50 22 72
4 身 体 障 害 者 1 0 1
5 知 的 障 害 者 7 2 9
6 精 神 障 害 者 6 0 6
7 難 病 患 者 0 0 0
8 子 育 て 親 等 4 2 6
9 終 末 期 患 者 0 0 0
10 Ｄ Ｖ 被 害 者 0 0 0
11 ひ き こ も り 1 0 1
12 そ の 他 3 3 6

計 109 51 160

（９）ふれあいネットワーク

ア　ケース検討

　8中学校区ごとに地域ケアコーディネーターを配置し、地域福祉の担い手と相互の連携を図り、
相談受付からサービスの必要性の検討と提供を一元的に実施する。
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イ　ふれあい調整会議（2ヵ月に1回開催）

ウ　スクラムネット（1ヵ月に1回の定例会議と必要に応じた会議を随時開催）

エ　ケアサポート会議（随時開催）

　中学校区ごとに支援を必要とする全ての住民やその家族に対し、医師、看護師、保健師、
民生委員児童委員、各種相談員が専門的な立場から支援の方向性を検討する。

　中学校区ごとに支援を必要とする全ての住民やその家族に対し、福祉事務所、地域包括支
援センター、在宅介護支援センター、社会福祉協議会などが実務者レベルで支援を検討する。

　ふれあい調整会議やスクラムネットでの結果を踏まえ、各種サービスを提供し支援するメ
ンバーでサービスを検討する。

No. 区　　　分 一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 計
1 介護保険給付対象者 2 2 0 3 3 1 2 0 13
2 ひとり暮らし高齢者 0 1 2 0 2 0 3 1 9
3 その他要援護高齢者 3 4 2 3 2 1 0 7 22
4 身 体 障 害 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 知 的 障 害 者 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 精 神 障 害 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 難 病 患 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 子 育 て 親 等 0 0 1 0 0 1 0 0 2
9 終 末 期 患 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ｄ Ｖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ひ き こ も り 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 そ の 他 0 3 0 0 0 0 0 0 3

計 5 10 7 6 7 3 5 8 51

No. 区　　　分 一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 計
1 介護保険給付対象者 3 1 0 4 7 0 4 0 19
2 ひとり暮らし高齢者 0 2 3 0 2 0 5 6 18
3 その他要援護高齢者 6 10 6 4 4 0 1 18 49
4 身 体 障 害 者 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 知 的 障 害 者 0 0 6 0 1 0 0 0 7
6 精 神 障 害 者 4 2 0 0 0 0 0 0 6
7 難 病 患 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 子 育 て 親 等 0 0 3 0 0 1 0 0 4
9 終 末 期 患 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ｄ Ｖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ひ き こ も り 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 そ の 他 0 4 0 0 0 0 0 0 4

計 13 20 19 8 14 1 10 24 109

No. 区　　　分 一中地区 二中地区 三中地区 四中地区 五中地区 六中地区 都和地区 新治地区 計
1 介護保険給付対象者 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2 ひとり暮らし高齢者 0 0 1 0 0 1 1 0 3
3 その他要援護高齢者 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4 身 体 障 害 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 知 的 障 害 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 精 神 障 害 者 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 難 病 患 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 子 育 て 親 等 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 終 末 期 患 者 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ｄ Ｖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ひ き こ も り 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 2 0 1 2 0 1 2 0 8

（令和５年度）

（令和５年度）

（令和５年度）
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（10）生活支援体制整備事業の実施

（11）重層的支援体制整備事業の実施

　地域全体で高齢者等の生活を支える体制づくりを推進するため、地域住民やボランティア
等が一緒に「地域の支え合い」についての話し合いや情報発信を行う協議体を設置し、地域住
民が主体となる生活支援や介護予防サービスの充実を図ります。

　　◯第1層協議体の開催　　　2回
　　◯第2層協議体の開催　　 46回

　地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対し、「土浦市ふれあいネットワーク」を活かしつ
つ、「相談支援」、「参加支援」、「人と人がつながる地域づくりに向けた支援」を一体的に取り組み、
包括的な支援体制を構築し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。

①多機関協働事業
　子どもや高齢者、障害者ごとの専門的なサービスが充実してきている中、福祉のニーズが複
雑・多様化してきており、複合的なケースや相談に対して、スムーズに各相談機関が連携でき
るよう支援できる体制づくりを推進します。
（ア）広報啓発
（イ）相談件数　　　　　　　14,885件
（ウ）プラン作成件数　　　　　  167件
（エ）重層的支援会議の回数　　  152回

②参加支援事業
　地域の社会資源の把握を行い、参加に向けた支援が必要な人には、サービス利用や地域活動
などの支援をします。
（ア）相談件数　　　　　　　　　39件
（ウ）プラン作成件数　　　　　    39件

③アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
　多様な地域の集いの場に働きかけ、日頃の生活の中で気になることや支援が必要となる方な
どについて相談支援機関に早期に相談し、その後の支援に繋げて行き、潜在的ニーズへ対応で
きる体制の構築、また訪問等により継続的な伴走支援を行います。
（ア）相談件数　　　　　　　　  113件
（ウ）プラン作成件数　　　　　  113件
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※弁当持ち帰りの形式で開催。

（12）児童福祉対策事業

（13）介護相談員派遣事業

ア　福祉ふれあい体験

イ　子ども食堂の運営及び支援（令和５年度）

ウ　福祉副読本の作成および配付

ア　介護相談三者会議の開催

　小学生やその保護者を対象とし、福祉に係る現場体験や見学を通して、福祉への関心を深める
ことを目的とする。
　○期　　日　第1回　令和5年7月 26日　・　第 2回　令和 5年 8月 1日
　○場　　所　東日本盲導犬協会
　○参加人数　第 1回　28人
　　　　　　　第 2回　26人

　地域の子どもたちへ食事を提供し、家庭的な雰囲気のもと安心して過ごせる居場所を提供す
ることにより、子どもたち同士やボランティア、地域住民などとの交流の機会を作ることを目
的とする。

　福祉に関する副読本を総合的な学習の時間などで活用することにより、福祉についての興味や
関心を引き出すことを目的とする。
　幼少期から人の気持ちを理解し、互いに支え合うことの大切さを学び、地域を支えていく大人
になってもらえるよう、将来の福祉人材の育成を目的に小学生向け福祉冊子を作成する。
　　○1,079部（市内3年生へ配布）

　介護相談員が、介護サービス利用者（施設）を訪問し、利用者の疑問や不満、不安を傾聴し、サー
ビス提供事業者や行政に橋渡しを行い、介護サービスの質的向上を図る。

○開催日時　毎月第４土曜日　11時半～13時

区　　分 期　　日 会　　場 こども おとな ボランティア 合　計

第64回 4月22日 一中地区公民館 35 49 12 96
第65回 5月27日 〃 36 51 13 100
第66回 6月24日 〃 37 49 14 100
第67回 7月22日 〃 31 47 22 100
第68回 8月26日 〃 40 42 15 97
第69回 9月30日 〃 30 59 11 100
第70回 10月28日 〃 34 56 10 100
第71回 11月25日 〃 35 53 10 98
第72回 12月23日 〃 41 47 12 100
第73回 1月27日 〃 32 51 11 94
第74回 2月24日 〃 31 57 10 98
第75回 3月23日 〃 24 49 11 84

合　　　　　　計 406 610 151 1,167

　○期　　日　令和6年2月22日
　○場　　所　総合福祉会館

（単位：人）
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イ　介護相談員活動の状況

ウ　介護相談員の活動状況

　○介護相談員数　　20人
　○介護相談員派遣施設
　　・介護老人福祉施設　　　　　11ヶ所
　　・介護老人保健施設　　　　　  6 ヶ所
　　・地域密着型サービス事業　　13ヶ所

　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

（14）  住民参加型在宅福祉サービス

月 利用会員
登録数

協力会員
登録数 利用時間

利用料金（円） 現金精算 利用券
売上（円）（奉仕料） 人数 時間 金額（円）

4 10 13 45.0 28,000 10 45.0 28,000 41,700

5 1 3 66.0 40,600 14 66.0 40,600 13,800

6 2 2 51.0 31,700 11 51.0 31,700 50,500

7 0 0 33.5 21,100 8 33.5 21,100 32,300

8 2 1 41.5 26,100 8 41.5 26,100 29,200

9 0 1 40.0 25,100 14 40.0 25,100 42,500

10 0 3 40.0 25,100 8 40.0 25,100 17,700

11 3 3 84.0 51,300 17 84.0 51,300 53,700

12 1 0 36.0 22,600 11 36.0 22,600 22,800

1 1 1 53.5 33,100 15 53.5 33,100 26,700

2 0 0 45.0 28,300 15 45.0 28,300 48,200

3 0 0 139.5 84,800 51 139.5 84,800 29,100

計 20 27 675.0 417,800 182 675.0 417,800 408,200

活動実績（令和5年度）

  【友愛サービス】
　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざして、会員制による家事援助サービスを提
供。市民が協力会員となり、支援が必要な高齢者・障害者世帯などの利用会員へ、サービスを提
供する住民主体の相互支援を行う。
◯サービス内容：食事の支度・買い物・部屋の掃除・洗濯・通院介助・話し相手など
◯費　用
　・年会費：利用会員 1,000円　協会会員 500円
　・利用料：午前9時～午後5時　　　　1時間　600円
　　　　　　上記時間以外　　　　　　1時間　800円

－ 169 －

福
祉

保
健



（16）日常生活自立支援事業

（17）成年後見センターつちうら事業

　【ファミリーサポートセンター】
　　協会員により、保育や送迎、産前産後の家事援助、病後児保育といった子育ての支援を行う。
　○サービス内容：産前産後の家事援助・子どもの預かり・保育施設への送迎・病後児預かりなど
　○費　用
　　　・年会費：1,000円
　　　・利用料：午前９時～午後５時　　　30分　300円
　　　　　　　  上記時間以外　　　　　　30分　400円
　　　　
　　　　活動実績（令和５年度）

○ファミリー・サポートセンター利用支援拡充事業
　児童扶養手当所得制限限度額以下のひとり親（父子・母子）世帯又は児童が3人以上いる多子
世帯に利用料の2分の１を助成。
　　　・対象世帯（令和5年度）　1世帯

　認知症の高齢者や知的または精神的に障害がある方など、判断能力が不十分な方に対し
て、福祉サービスの利用手続きの援助や日常生活の金銭管理援助及び書類等の預かりサービ
スなどを行い、日常生活が送れるように専門員が相談を受け、支援計画を立て、契約までの
支援を行う。
ア　契約者数　　   23人
イ　生活支援員数　13人
ウ　専門員数　　     3人

　成年後見制度に関する相談及び申立の援助、法人後見業務を行う。

ア　事業運営委員会
（ア）第1回
　　　○開催日　　　令和5年7月13日
　　　○会場　　　　総合福祉会館
　　　○協議内容　　・令和４年度成年後見センターつちうら活動報告について
　　　　　　　　　　・令和５年度成年後見センターつちうら活動計画（案）について
　　　　　　　　　　・成年後見制度中核機関の役割について
（イ）第2回
　　　○開催日　　　令和6年2月27日　
　　　○会場　　　　総合福祉会館
　　　○協議内容　　・令和５年度成年後見センターつちうら上半期活動報告について
　　　　　　　　　　・令和６年度成年後見センターつちうら活動計画（案）について
　　　　　　　　　　・成年後見制度利用促進に伴う中核機関の進捗状況について

活　動　内　容 活動件数
①保育施設の保育開始時や保育修了後の子どもの預かり 0
②保育施設までの送迎 77
③放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり 56
④学校の放課後の子どもの預かり 0
⑤冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり 0
⑥買い物等外出の際の子どもの預かり 151
⑦病後児預かり 0
⑧その他 23
　・産前・産後の家事援助 （1）
　・学校からおけいこ場までの送り （22）

合　計　活　動　件　数 307

（単位：件）
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イ　相談件数
　　　一般相談 147件
　　　弁護士法律相談 15件

ウ　広報啓発活動
　　　出前講座 2回

エ　法人後見受任事業
　（ア）　法人後見受任審査会
　　　　　開催なし

　（イ）　法人後見受任件数 1件

オ　市民後見人に関すること
　（ア）　市民後見人講座
　　　　○期　日　　令和5年11月29日
　　　　○場　所　　総合福祉会館
　　　　○参加者　　27人
　　　　○内　容　　成年後見制度と他の制度の比較・自分で決める今後の備え
　　　　◯講　師　　株式会社筑波銀行リテールソリューション部　長谷川順一氏

　（イ）　市民後見人養成講座修了者フォローアップ研修
　　　　集合研修
　　　　第1回　フォローアップ研修
　　　　○期　日　　令和5年10月27日
　　　　○場　所　　総合福祉会館
　　　　○参加者　　7人
　　　　○内　容　　自己破産について
　　　　○講　師　　つくばあすなろ法律事務所　　弁護士　前澤優也氏

　　　　第2回　フォローアップ研修
　　　　○期　日　　令和5年11月29日
　　　　○場　所　　総合福祉会館
　　　　○参加者　　7人
　　　　○内　容　　成年後見制度と他の制度の比較・自分で決める今後の備え
　　　　○講　師　　株式会社筑波銀行リテールソリューション部　長谷川順一氏

（18）生活困窮者自立支援事業
　相談支援員が生活困窮者からの相談を受け、課題を整理するとともに、どのような支援が
必要か把握しながら、自立に向けた支援を行います。

ア　相談状況（令和５年度）

イ　支援調整会議の開催
　支援内容を計画化したプランが適切なものであるか、行政及び関係機関が合議体形式で検討する。
　　　○開　催　日　毎月1回開催
　　　○協 議 事 項　支援計画（プラン）について
　　　○プラン件数　新規　25件　　再　17件

ウ　学習支援事業
　　　○開　催　日　土曜日・日曜日
　　　○会 　 　 場　市内4ヶ所（非公開）で開催
　　　○対　象　者　生活困窮世帯の4年生～9年生

区分　　　　　　 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
新規相談受付数 32 34 42 29 48 36 40 23 23 27 32 20 386
プラン作成件数 2 2 4 2 4 3 4 3 4 2 6 6 42
就労支援対象者数 2 2 4 2 3 3 4 3 4 1 6 4 38
延 べ 相 談 件 数 243 324 387 296 352 412 367 331 292 400 467 579 4,450
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（19）高齢者の生きがいと健康づくり事業
ア　健康づくり
　◯健康相談
　老人福祉センター「湖畔荘」、「うらら」、「つわぶき」において、各施設隔月1回、定期的に
健康相談を行い健康管理に寄与する。

　◯高齢者スポーツ大会の開催　
　◯高齢者ゲートボール大会の開催

イ　生きがいづくり
　◯趣味クラブ・生きがい教室
　高齢者が長年培ってきた技術や生活の知恵の伝承及び趣味活動の推進により生きがいと創
造性を高めることを目的とする。
　詩吟クラブ　　民謡クラブ　　囲碁クラブ　　書道クラブ
　茶道クラブ　　民舞クラブ　　将棋クラブ　　謡曲クラブ
　陶芸クラブ　　陶芸教室

　◯高齢者芸能発表会
　単位高齢者クラブ・趣味クラブ・生きがい教室の会員による民謡・民舞・詩吟・踊り・カ
ラオケなどの発表会を開催する。
　◯期　日　　令和5年9月15日
　◯場　所　　亀城プラザ
　◯内　容　　カラオケ・踊り・民謡・詩吟など

　◯高齢者作品展示即売会
　単位高齢者クラブ・趣味クラブ・生きがい教室の会員による陶芸などの作品展示即売会を
開催する。
　◯期　日　　令和5年9月15日
　◯場　所　　亀城プラザ
　◯作品数　　149点

　◯高齢者囲碁・将棋大会
　単位高齢者クラブ・趣味クラブの会員による囲碁・将棋大会を開催する。

　◯アクティブシニア教室
　シルバー世代や高齢者を対象に、新しい趣味を学びながら、健康づくりと仲間づくりを推
進し、市民の健康長寿を資することを目的とする。

ウ　高齢者クラブ指導育成
　教養の向上、健康の増進、社会奉仕、地域社会との交流やレクリエーション活動を行い、活
動の育成を図る。
（ア）　土浦市高齢者クラブ連合会の概要  （令和6年4月現在）
　　　・クラブ数　　80クラブ　　・会 員 数　　2,666名
（イ）　重点事業 （令和5年度）
　　　・クラブ活動の活性化運動の推進及び会員加入の促進
　　　・「健康・友愛・奉仕」運動の推進
　　　・健康の維持・向上、生きがいづくり、介護予防活動の推進
　　　・高齢者の暮らしの安全・安心に資する活動の推進
　　　・連合会の定例業務の円滑な運営と活力ある連合会の組織運営

（令和5年度）

内　　　容 期　　　日 開催日数 場　　所 延べ受講者数

生き活きシナプス体操教室 5月18日～3月17日 21 二中地区公民館 187
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　地区

月別

一中
（人）

二中
（人）

三中
（人）

四中
（人）

五中
（人）

六中
（人）

都和中
（人）

新治中
（人）

合 計
（人）

本  数
（本）

金 額
（円） 新規 中止 登 録

延べ
配布
日数

4月 14 12 19 19 14 36 22 3 139 1,900 152,544 3 2 143 20

5月 14 13 20 19 15 36 18 3 138 1,895 152,355 3 5 141 20

6月 15 15 22 24 13 28 19 3 139 2,119 170,442 6 6 141 22

7月 17 15 22 22 13 28 18 3 138 1,937 155,918 0 0 141 20

8月 15 15 23 24 14 28 18 3 140 1,824 146,991 2 5 138 19

9月 15 15 22 24 13 29 17 2 137 1,874 151,252 2 1 139 20

10月 15 16 23 25 13 28 17 3 140 1,971 158,998 5 5 139 21

11月 16 15 21 25 11 27 15 3 133 1,711 138,080 1 4 136 20

12月 15 16 20 25 11 27 15 2 131 1,772 142,464 3 2 137 20

1月 14 16 20 25 11 26 14 2 128 1,663 133,731 2 7 132 19

2月 14 16 19 25 10 26 15 2 127 1,655 133,189 2 2 132 19

3月 13 17 22 25 11 26 13 4 131 1,836 147,927 3 2 133 20

合計 177 181 253 282 149 345 201 33 1,621 22,157 1,783,891 32 41 1,652 240

　8中学校区に社協支部を設置して専任職員（地域コーディネーター）を配置し、地域住
民や関係団体との連携・協働により「ふれあいネットワーク（土浦型地域包括ケアシステ
ム）」をはじめ地域福祉の増進に向けた事業を行う。

　65歳以上のひとり暮らしの高齢者に対して、乳製品飲料等を配付しながら孤独感の解消及び
安否の確認を図る。
※ 介護保険サービスを含む福祉サービスを週2回以上利用しているなど、安否確認についての環
境的条件が満たされていると思われる者は除く。

（20）愛の定期便事業

（21）支部活動

ア　宅配型食事サービス事業（令和5年度）

地　　　　区 対象者数 ボランティア数 延配食数

一 中 地 区 31 29 671

二 中 地 区 22 35 392

三 中 地 区 34 35 540

四 中 地 区 50 59 1,281

五 中 地 区 32 31 614

六 中 地 区 20 22 277

都 和 地 区 22 27 433

新 治 地 区 24 42 522

計 235 280 4,730

－ 173 －

福
祉

保
健



イ　会食型食事サービス事業 （令和5年度）

◯一中地区
　・期日　　5月31日、6月21日、1月17日、2月7日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　57人
　・内容　　小地域お楽しみ会
　・協力　　一中地区民生委員児童委員協議会・たまき会・支部委員

◯二中地区
　・期日　　5月24日、7月20日、12月21日、2月28日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　46人
　・内容　　会食会
　・協力　　二中地区民生委員児童委員協議会・ふたば会・二中地区市民委員会福祉部・支部委員

◯三中地区
　・期日　　1月30日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　141人
　・内容　　手作り弁当及び災害時の緊急安心ケアセット用品の配付
　・協力　　三中地区民生委員児童委員協議会・コスモスの会

◯四中地区
　・期日　　2月29日、3月14日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　69人
　・内容　　会食会
　・協力　　さくら会

◯五中地区
　・期日　　7月27日、11月24日、3月8日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　38人
　・内容　　小地域お楽しみ会
　・協力　　五中地区民生委員児童委員協議会・かすみ会

◯六中地区
　・期日　　12月20日、2月21日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　43人
　・内容　　会食会
　・協力　　六中地区民生委員児童委員協議会

◯都和地区
　・期日　　7月14日、9月7日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　41人
　・内容　　小地域お楽しみ会
　・協力　　都和地区民生委員児童委員協議会・よつわの会

◯新治地区
　・期日　　9月8日、3月1日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　28人
　・内容　　会食会
　・協力　　新治地区民生委員児童委員協議会・新治地区ボランティアグループ

－ 174 －



ウ　ひとり暮らし高齢者交流会 （令和5年度）

◯一中地区
　・期日　　10月27日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　50人
　・場所　　アクアワールド大洗
　・協力　　一中地区民生委員児童委員協議会・支部役員

◯二中地区
　・期日　　9月21日、9月28日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　53人
　・場所　　川越・蔵造の街並み
　・協力　　二中地区民生委員児童委員協議会・支部役員

◯三中地区　
　・期日　　7月28日、8月4日、3月15日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　137人
　・場所　　大谷資料館（7月、8月）
　　　　　　つくば湯～ワールド（3月）
　・協力　　三中地区民生委員児童委員協議会

◯四中地区
　・期日　　7月5日、7月13日、11月16日、11月30日、12月1日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　151人
　・場所　　つくば湯～ワールド（7月）
　　　　　　茨城県天心記念五浦美術館（11月、12月）
　・協力　　四中地区民生委員児童委員協議会

◯五中地区
　・期日　　9月15日、9月29日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　27人
　・場所　　茨城県陶芸美術館
　・協力　　五中地区民生委員児童委員協議会

◯六中地区
　・期日　　6月22日、6月28日、10月12日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　45人
　・場所　　笠間市方面
　・協力　　六中地区民生委員児童委員協議会

◯都和地区
　・期日　　10月6日、11月9日
　・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　43人
　・場所　　常総市方面
　・協力　　都和地区民生委員児童委員協議会

◯新治地区
　・期日　　7月7日、12月8日
　 ・対象者　70歳以上のひとり暮らし高齢者　33人
　・場所　　日立市かみね動物園（7月）
　　　　　　笠間稲荷神社（12月）
　・協力　　新治地区民生委員児童委員協議会

－ 175 －

福
祉

保
健



エ　児童福祉体験講座（令和５年度）  

オ　インスタントシニア体験講座（令和5年度）  

地　区 期　日 場　　　所 参加人数 内　　　　容
一中地区 11月  7日　 土浦小（3年生） 99 車いす体験・インスタントシニア体験

二中地区

10月  5日　 真鍋小（5年生） 141 インスタントシニア体験

10月20日 真鍋小（5年生） 141 車いす体験

11月  7日 真鍋小（5年生） 141 手話体験

三中地区

  8月20日　乙戸青少年の家 15 インスタントシニア体験（※生涯学習課サマーチャレンジ）

  9月29日　 乙戸小（3年生） 52 車いす体験・インスタントシニア体験

11月28日　荒川沖小（3年生） 54 車いす体験・インスタントシニア体験

  1月19日 中村小（3年生） 54 車いす体験・インスタントシニア体験

四中地区
  6月16日　下高津小（3年生） 76 手話体験・車いす体験・インスタントシニア体験

  6月21日　土浦第二小（3年生） 78 手話体験・車いす体験・インスタントシニア体験

五中地区
  6月12日　 菅谷小（5年生） 56 車いす体験・インスタントシニア体験

  1月31日　上大津東小（6年生） 67 車いす体験・インスタントシニア体験

新治地区   2月28日 新治学園義務教育
学校（6年生） 61 認知症サポーター養成講座

地　区 期　日 場　　　所 参加人数 対　象　者

一中地区
  7月21日 アール医療福祉専門学校

看護学科 34 インスタントシニア体験

12月  6日 アール医療福祉専門学校
総合ビジネス学科 26 インスタントシニア体験

二中地区
  4月21日 土浦市医師会付属

准看護学院 37 インスタントシニア体験

11月  2日 つくばアジア福祉専門学校 44 インスタントシニア体験
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カ　ふれあい・いきいきサロン事業（令和５年度）  

キ　広報啓発活動

ア　一般募金

（令和３年度）  

地区 サロン名 地区名 実施場所 主な活動内容
1 一
中
いきいきサロン大手町 大手町 公民館 交通安全教室・野外研修・町内行事参加等

2 生田町ふれあい・いきいきサロン 生田町 公民館 グラウンドゴルフ・野外研修・体操教室・子供会に参加等
3

二
　
中

にこにこサロン東台 木田余東台 ワークヒル 健康体操・野外研修・季節の行事・出前講座等
4 いきいきサロンさくらんぼ 真鍋二丁目 公民館 花壇の手入れ・お茶会・季節の行事・会食等
5 東都和ふれあい・いきいきサロン 東都和 公民館 シルバーリハビリ体操・野外研修・お楽しみ会・季節の行事等
6 チームアルパカ 二中地区 公民館 リラックスヨガ・お茶会・勉強会・季節の行事等
7 なごやか・サロン 若松町 公民館 お茶会・シルバーリハビリ体操・コーラス等
8 真鍋四丁目いきいき健康教室 真鍋四丁目 公民館 いきいき健康体操
9 真鍋五丁目ふれあいいきいきサロン 真鍋五丁目 公民館 シルバーリハビリ体操・出前講座・野外研修・季節の行事・町内行事参加等
10
三
　
中

いきいきサロンめだか 中村六区 公民館 カラオケ・卓球・ペットボトルボーリング・バッゴー・季節の行事等
11 西根南一丁目カラオケサロン会 西根南一丁目 公民館 カラオケ・お茶会・食事会等
12 西根南３イキイキサロン 西根南三丁目 公民館 花壇の手入れ・体操・会食・町内行事参加・季節の行事等
13 中村東いきいきサロン 中村東一・二・三丁目 公民館 グラウンドゴルフ・カラオケ・お茶会・健康麻雀等
14 四
　
中

小松ふれあいの会 小松一・二・三丁目 公民館 出前講座・季節の行事・リハビリ体操教室・町内行事参加等
15 いきいきサロン国分友の会 国分町 公民館 出前講座・体操・野外研修・町内行事参加・会食
16 喫茶去 永国台 公民館 お茶会
17 五
　
中

ふれあい・いきいきサロン伍楽 神立中央五丁目 公民館 鑑賞会・シルバーリハビリ体操・手工芸・出前講座等
18 「住み心地の良い」まちづくりサロン 神立中央三丁目 公民館 スポーツ吹き矢・シルバーリハビリ体操・グラウンドゴルフ
19 チームおおつ野 おおつ野 公民館 お茶会・シルバーリハビリ体操・グラウンドゴルフ・町内行事参加
20

六
　
中

いきいきふれあいサロン新町 まりやま新町 公民館 健康マージャン・お茶会・卓球・グラウンドゴルフ
21 いこい 鳥山一・二丁目 公民館 体操・音楽鑑賞・お茶会等
22 ときわサロン 右籾四区 公民館 シルバーリハビリ体操・手芸・卓球・カラオケ等
23 まりやま団地ふれあいサロン まりやま団地 公民館 携帯・PC講座・役員会
24 霞ヶ岡町いきいきサロン 霞ヶ岡町 公民館 グランドゴルフ・合唱・カラオケ喫茶・健康体操・健康マージャン
25 右籾三区ふれあいサロン 右籾三区 公民館 ラジオ体操・ダーツ・脳トレ・絵画教室・お茶会等

26 いきいきサロン大岩田団地 大岩田団地 集会所 お茶会・出前講座・ゆかた着付け教室・季節の行事・野外研修等
27
都
和

都和の里 都和一・四丁目 公民館 体操教室・カラオケ・お茶会
28 中都サロン 中都町 集会所 花壇の手入れ・町内行事参加・モルック・季節の行事等
29 常名健康カラオケ 常名町 公民館 カラオケ・体操・発声練習
30 新
治
藤沢団地いきいきサロン 藤沢団地 集会所 出前講座・お茶会・季節の行事

31 サロン桃園 桃園 公民館 お茶会・野外研修・季節の行事等

（２２）共同募金の状況（令和５年度）

　「社協だより」による広報啓発

　地域福祉を充実させる事業を展開していくため、計画募金を行う。

目標額（円） 実績額（円） 達成率
13,317,000 13,417,236 100.8％
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区　　　　分 金　　額
戸 別 募 金 7,459,030
団 体 募 金 135,264
法 人 募 金 4,017
個 人 募 金 74,900
期 間 外 募 金 407,320

合　　　　　計 8,080,531

募金の内容

募金の内容

目標額（円） 実績額（円） 達成額
8,570,000 8,080,531 94.3％

イ　歳末たすけあい募金（令和５年度）  

区　　　分 金　　額
戸 別 募 金 9,620,585
街 頭 募 金 140,257
法 人 募 金 786,725
学 校 募 金 500,144
職 域 募 金 794,835
団 体 募 金 652,040
個 人 募 金 36,987
一 円 玉 募 金 46,990
カ ー ド 募 金 250,000
バ ッ チ 募 金 147,900
自 動 販 売 機 募 金 67,640
イ ベ ン ト 募 金 63,826
期 間 外 募 金 309,307

合　　　計 13,417,236

区　　　　　　　分 対象数 金　　額（円）
ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 世 帯 へ の 配 分 393 3,899,000
寝 た き り 高 齢 者 世 帯 へ の 配 分 1 10,000
認 知 症 高 齢 者 世 帯 へ の 配 分 4 39,000
高 齢 者 の み の 世 帯 へ の 配 分 47 469,000
高 齢 者 と 虚 弱 者 等 の み の 世 帯 へ の 配 分 5 48,000
ひ と り 親 世 帯 へ の 配 分 58 574,000
重 症 心 身 障 害 児（ 者 ） 世 帯 へ の 配 分 55 539,000
要 保 護 世 帯 へ の 配 分 9 83,000
準 要 保 護（6 年 生 ） 児 童 へ の 配 分 104 1,352,000
歳末たすけあい運動期間中に必要性があると認められる福
祉事業を実施する市内の福祉施設並びに福祉団体への配分 15団体 731,000

歳 末 お せ ち 配 付 事 業 180 430,854
歳 末 ク リ ス マ ス ケ ー キ 配 付 事 業 196 591,472

計 8,766,326

配分の状況（令和５年度）  

（茨城県共同募金会へ送金）

（単位：円）

（単位：円）
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区　　分 金　額（円）
事業に対する事務費 454,103
次年度配分資金（茨城県共同募金会へ送金） 2,858,603

ア　介護保険事業

イ　障害福祉サービス事業

（２３）訪問介護事業

　日常生活が困難な要支援要介護状態の方へホームヘルパーを派遣し、その方自身の能力に応
じた自立した日常生活を営むことができるよう、食事・入浴・排泄などの身体介護や、洗濯・
掃除などの生活援助のホームヘルプサービスを提供することにより、生活の質の向上を図る。

　日常生活が困難な障害者（児）の方へホームヘルパーを派遣し、その方自身の能力に応じた
自立した日常生活を営むことができるよう、食事・入浴・排泄などの身体介護や、家事・掃除
などの家事援助、視覚障害者の外出介護等ホームヘルプサービスを提供することにより、生活
の質の向上を図る。

月　別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
実
利
用
者
数

総合事業 12 12 11 10 10 9 10 11 11 11 11 11 129

介護保険 16 16 18 16 15 16 16 16 15 18 18 19 199

実利用者数計 28 28 29 26 25 25 26 27 26 29 29 30 328

訪
　
問

　
回

　
数

介
護
保
険

身　体 29 33 31 20 24 27 33 33 35 30 29 27 351

生　活 62 65 69 62 63 57 64 61 54 64 72 63 756

身 +生 28 34 28 28 29 23 22 27 20 22 26 28 315

回数計 119 132 128 110 116 107 119 121 109 116 127 118 1,422

総
合
事
業

Ⅰ 28 32 22 22 23 16 19 21 20 23 24 23 273

Ⅱ 32 44 43 38 40 37 52 44 45 37 38 40 490

Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

回数計 60 76 65 60 63 53 71 65 65 60 62 63 763

（令和５年度）  

月　別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

実利用者数 18 17 18 19 20 20 17 17 17 20 20 23 226

訪
問
回
数

身体介護 63 41 72 74 74 72 71 69 70 63 40 55 764

家事援助 86 83 99 89 97 92 76 72 77 81 86 82 1,020

通院身体 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6

同行援護 13 12 16 10 10 10 15 19 16 12 15 13 161

回数計 162 136 188 173 173 174 162 160 164 157 143 151 1,951

（令和 5年度）  

その他
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月　　別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
実利用者数 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 8
訪 問 回 数 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 10

月　　別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

認 知 症

初期集中

支援事業

新規事例数 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 9
終了事例数 0 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 1 10
継続中の事例 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 11
合　　計 1 2 4 2 2 1 3 4 5 3 2 1 30

月　　別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

介 護 予 防
支 援 ケ ア
プ ラ ン
請 求 件 数

新 規 30 20 27 20 20 25 27 23 24 27 27 23 293

（再掲）委託件数 25 18 21 14 10 12 13 8 21 22 20 19 203

継 続 601 617 619 630 631 632 639 643 646 645 658 676 7,637

（再掲）委託件数 364 391 384 404 400 392 393 393 387 393 404 420 4,725

合　　計 631 637 646 650 651 657 666 666 670 672 685 699 7,930

（再掲）委託件数 389 409 405 418 410 404 406 401 408 415 424 439 4,928

総合相談等

総 合 相 談事業 592 786 978 756 733 585 669 798 774 699 722 590 8,682

権 利 擁 護 事 業 45 39 28 28 30 10 23 39 44 21 17 31 355
包括的継続的ケアマ
ネジメント支援業務 27 35 38 25 23 23 26 35 21 14 16 16 299

合　　計 664 860 1,044 809 786 618 718 872 839 734 755 637 9,336

（24）  

（令和 5年度）  

（24）地域包括支援センター事業

ウ　移動支援事業（地域生活支援事業）

ア　指定介護予防支援及び第１号介護予防支援

イ　総合相談支援業務

ウ　権利擁護業務

エ　包括的・継続的ケアマネジメント業務

オ　土浦市認知症初期集中支援チーム

　土浦市からの依頼により、障害者の方でホームヘルパーを派遣し、社会生活上必要不可欠な
外出及び余暇活動等の社会生活参加のための外出に対して移動支援のサービスを提供する。

　介護保険において要支援１・２の認定を受けた方、総合事業の対象となった方が適切な生活
支援サービスを利用できるようケアマネジメントを行う。

　高齢者に関する様々な相談に応じ、実態把握を行いながら課題を明確にしたうえで、適切な
機関、制度、サービス等を活用し支援する。

　高齢者虐待への対応を行うとともに、高齢者虐待の防止、成年後見制度の活用、消費者被害
の防止等の啓発を行い、高齢者の権利を擁護する。

　関係機関や介護支援専門員と連携しながら、困難事例について具体的な支援方針を検討、助
言、同行訪問等を行う。

　認知症が疑われる方や認知症の方、及びその家族を訪問し、おおむね6ヶ月を目安に、支援
チームがアセスメントや家族支援等の初期にお支援を包括的、集中的に行い、適切な介護サー
ビスや医療機関につなげる。

（令和 5年度）  

（令和 5年度）  
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（25）福祉バスの管理運行事業

（26）障害者相談支援事業
ア　基幹相談支援センター・委託相談支援事業所

イ　障害者虐待防止センターの運営

　研修等を目的とする福祉団体等の活動を支援するため、福祉バスの運行を提供する。

区分

月
件　　数 日　帰　り 宿　泊 延べ稼働台数 延べ人数市　内 市　外

4 2 0 2 0 2 45
5 11 0 11 0 11 229
6 26 0 26 0 26 567
7 16 3 13 0 16 324
8 9 2 7 0 9 165
9 19 4 15 0 19 346
10 33 0 33 2 33 709
11 46 0 46 5 46 960
12 8 3 5 0 8 154
1 5 1 4 0 5 93
2 11 6 5 0 11 191
3 12 2 10 0 12 288
計 198 21 177 7 198 4,071

（令和5 年度）

　障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、その他の障害福祉サービスの利用支
援等必要な支援を行う。
　また、地域の障害相談の中核的役割を担う機関として、地域課題の抽出や、地域の相談支援
体制の強化を図る。

　障害者への虐待を未然に防ぐため、障害者への虐待に関する情報や相談を24時間365日受付
し、関係機関と連携し、支援を行う。

相談件数（令和 5年度）　

相談件数（令和 5年度）　

月　別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
相談件数 66 68 72 78 89 79 67 61 47 55 61 48 791

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 小計 計
専用電話
及び窓口
受付
（件数）

8:30 ～
　17:15 4 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 11

22
17:15 ～
　 8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

その他
（専用電話及び受付） 0 2 0 0 2 0 0 1 3 1 1 0 10

計 4 2 3 0 2 1 0 1 3 2 3 1 22

虐
待
区
分

身体的 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5

18

性的 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
心理的 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ネグレクト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済的 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虐待なし 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

その他 一般相談 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 12
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仕 事 の

受託件数

就 業

実 人 員

就 業

延 人 員

契　　約　　金　　額

事 務 費 材 料 費 配 分 金 計

2,226 381 30,982 19,102,804 8,320,352 160,556,972 187,980,128

（令和 5 年度）

派 遣 会 員 数 契 約 件 数
契　　約　　金　　額

賃　　　 金 手　 数　 料 計

116 70 51,194,322 13,500,678 64,695,000

事業実績（派遣事業分）

（令和5 年度）

（令和6年3月31日）

事業実績（請負分）

地区別会員数

※平均年齢74.9歳（男75.3歳 女74.2歳）

一中地区二中地区三中地区四中地区五中地区六中地区 都和中地区 新治中地区 計

男 62 41 72 85 35 44 29 27 395

女 30 17 26 43 26 19 25 8 194

計 92 58 98 128 61 63 54 35 589

　8　シルバー人材センター

目　的　 定年退職後等において臨時的、短期的な就業又は厚生労働大臣の定めるその他の軽易な
事務に係るものを通じて自己の労働能力を活用し自らの生きがいの充実や社会参加を希
望する高齢者は就業できる機会を斡旋するための事業である。

会　員　概ね 60歳以上の健康で就業意欲のある者
事　業　（1）高齢者の就業に関する情報の収集及び提供
　　　　（2）　　　　〃　　　　　　相談及び調査研究
　　　　（3）高齢者の就業に関する相談
　　　　（4） 臨時的、短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者に対す

る希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供
　　　　（5） 高齢者に対し臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関する

必要な知識及び、技能の付与を目的とした講習等の実施
　　　　（6）高年齢退職者のための有料職業紹介事業の実施
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9　社会福祉施設及び介護保健関連施設等一覧

番号 施設名 所在地 関係法令 施設種別 経営主体 設置年月日 電話番号 収容
人数

1 荒川沖保育所 荒川沖西2-10-11 児童福祉 保育所 土浦市 S27.4.20 841-0037 90

2 霞ケ岡保育所 霞ケ岡町13-20 児童福祉 保育所 土浦市 S29.6.29 821-1890 90

3 東崎保育所 東崎町4-7 児童福祉 保育所 土浦市 S31.10.1 821-2807 120

4 天川保育所 天川1-24-1 児童福祉 保育所 土浦市 S44.4.1 822-6172 60

5 神立保育所 神立中央3-8-22 児童福祉 保育所 土浦市 S53.4.1 831-8464 120

6 土浦愛隣会保育所 右籾1681 児童福祉 保育所 社会福祉法人 S25.12.1 841-6439 120

7 めぐみ保育園 烏山5-2263-8 児童福祉 保育所 社会福祉法人 S48.6.1 841-2838 90

8 白鳥保育園 白鳥町1096-4 児童福祉 保育所 社会福祉法人 S51.4.1 831-2590 120

9 エンゼル・ゆめ保育園 真鍋2-10-23 児童福祉 保育所 社会福祉法人 S51.8.1 822-1863 90

10 つくば国際保育園 真鍋新町8-16 児童福祉 保育所 学校法人 H13.4.1 823-7404 100

11 中央保育園 神立中央1-10-21 児童福祉 保育所 社会福祉法人 H15.3.31 830-1284 70

12 高岡保育園 高岡2303-4 児童福祉 保育所 社会福祉法人 S30.5.1 862-4666 70

13 藤沢保育園 藤沢1746 児童福祉 保育所 社会福祉法人 S49.5.1 862-2600 70

14 白帆保育園 蓮河原新町8-30 児童福祉 保育所 学校法人 H18.4.1 823-3070 110

15 あおぞら保育園 上高津1800-1 児童福祉 保育所 社会福祉法人 H19.4.1 869-7490 80

16 愛（かな）保育園 中村南1-14-11 児童福祉 保育所 社会福祉法人 H20.4.1 843-6877 30

17 童話館保育園 東真鍋町9-28 児童福祉 保育所 社会福祉法人 H20.4.1 824-1323 70

18 ともっこ保育園 真鍋3-7-18 児童福祉 保育所 社会福祉法人 H29.4.1 846-1213 80

19 中村白百合ナーサリー 西根南3-4-46 児童福祉 保育所 学校法人 H30.4.1 842-6253 60

20 都和保育園 並木2-8-4 児童福祉 保育所 学校法人 H31.4.1 822-8053 120

21 桜川保育園 田中3-4-5 児童福祉 保育所 社会福祉法人 R2.4.1 821-8341 90

22 新生めぐみ保育園 中村南1-24-1 児童福祉 保育所 社会福祉法人 R3.4.1 841-0575 90

23 もみじこども園 富士崎2-1-46 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 846-2645 205

24 もみじ第二こども園 若松町1-73 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 822-5987 135

25 まなべすみれ幼稚園 東真鍋町22-11 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 824-3522 220

26 エンゼルスポーツ幼稚園 烏山5-2039 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 897-3331 110

27 土浦聖母幼稚園 大町9-6 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 823-1460 140

28 中央幼稚園 神立中央2-1-18 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 831-2103 300

29 土浦みどり幼稚園 並木4-1-36 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 822-7090 175

30 あおば台幼稚園 右籾2755 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 842-6311 200

31 ひたち学院幼稚園 乙戸1029-1 児童福祉 認定こども園 学校法人 H27.4.1 842-7107 180

32 新学幼稚園 手野町4524 児童福祉 認定こども園 学校法人 H29.4.1 828-1905 205

33 白帆幼稚園 蓮河原新町11-35 児童福祉 認定こども園 学校法人 R4.4.1 823-2695 105

34 キッズマアム 板谷7-626-11 児童福祉 地域型保育施設 株式会社 H27.6.7 896-5508 12

35 どんぐり保育園 神立中央5-11-50 児童福祉 地域型保育施設 医療法人社団 H27.6.1 832-5414 60

36 キッズランドなないろ 大町11-41なないろビル 児童福祉 地域型保育施設 株式会社 H27.9.1 875-3651 19

37 キッズルームやまもと 西根南2-1-29 児童福祉 地域型保育施設 一般社団法人 H27.9.1 842-5732 19

38 サンルーナ託児所 おおつ野2-1-1 児童福祉 地域型保育施設 社会福祉法人 H28.10.1 846-3607 12

39 はっぴー文京園 文京町4-8 児童福祉 地域型保育施設 株式会社 H28.12.1 826-2881 19

40 はっぴー神立園 神立町3721-1 児童福祉 地域型保育施設 株式会社 H29.1.1 832-5881 19

41 キッズハウスうみの森 右籾2340-28 児童福祉 地域型保育施設 一般社団法人 H30.4.1 804-0950 12

42 都和児童館 板谷2-712-9 児童福祉 児童館 土浦市 S41.4.23 832-3112

43 新治児童館 本郷347-1 児童福祉 児童館 土浦市 S57.4.1 862-4403

44 ポプラ児童館 烏山2-530-394 児童福祉 児童館 土浦市 H17.5.3 841-3212

45 茨城県道心園東ホーム 並木3-18-5 児童福祉 児童養護施設 社会福祉法人 S24.4.1 821-2575 35

－ 183 －

福
祉

保
健



番号 施設名 所在地 関係法令 施設種別 経営主体 設置年月日 電話番号 収容
人数

46 茨城県道心園西ホーム 並木3-18-5 児童福祉 児童養護施設 社会福祉法人 H20.3.31 821-2575 50

47 窓愛園 殿里町20 児童福祉 児童養護施設 社会福祉法人 S27.4.1 821-0392 56

48 ハイム・フィフティ（窓愛園）中村南2-9-7 児童福祉 児童養護施設 社会福祉法人 H13.10.1 821-0392 6

49 シクスティ（窓愛園） 殿里町20 児童福祉 児童養護施設 社会福祉法人 H24.4.1 821-0392 6

50 トゥエンティ（窓愛園） 真鍋3-9-5 児童福祉 児童福祉養護施設 社会福祉法人 R2.4.1 821-0392 6

51 障害者支援施設　さくら苑 神立町字前原443-4 障害者総合支援法 障害者支援施設 社会福祉法人 H19.4.1 832-3550

52 尚恵成人寮 菅谷町1430-1 障害者総合支援法 障害者支援施設 社会福祉法人 H22.10.1 831-8005

53 尚恵厚生園 神立町1791 障害者総合支援法 障害者支援施設 社会福祉法人 H22.10.1 831-1686

54 障がい者支援施設　一天土浦 小山埼631番13 障害者総合支援法 障害者支援施設 社会福祉法人 R1.6.1 846-2506

55 ぼだいじゅ 神立町1791 障害者総合支援法 グループホーム 社会福祉法人 H18.10.1 831-1686

56 ざっきょやホーム 東埼町6番29号 障害者総合支援法 グループホーム 特定非営利活動法人 H19.4.1 825-6537

57 グループホームはなまる 小松1-21-5 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 H21.5.1 875-8870

58 グループホーム　オアシス 東若松町3969 障害者総合支援法 グループホーム 医療法人 H24.4.1 821-3100

59 なでしこ 神立町667-28 障害者総合支援法 グループホーム 社会福祉法人 H26.4.1 831-1686

60 グループホーム　つばめ 田村町972番地 障害者総合支援法 グループホーム 社会福祉法人 H28.4.1 869-5500

61 グループホームおひさま 田中1丁目7番3号 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 H29.12.1 895-4531

62 ファミーユ上高津新町 上高津新町11-21 障害者総合支援法 グループホーム 一般社団法人 H30.3.1 869-8105

63 陽なたハウス 桜町1-1-19 障害者総合支援法 グループホーム 合同会社 R1.10.1 869-7326

64 グループホームおひさま高津 上高津新町11-21 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R1.12.1 090-7252-3445

65 ThornCastle 荒川沖東3丁目12-15 障害者総合支援法 グループホーム 一般社団法人 R2.7.1 879-8140

66 クララホーム下高津 下高津1丁目4番地6号 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R2.8.1 811-8018

67 イッツ・ミー中村南 中村南6-6-38桂コーポ中村102号 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R3.4.1 811-8058

68 みらいのたね茨城 若松町7-11 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R3.4.1 875-5200

69 かわせみホーム 並木5丁目4127番地35の1 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R3.8.1 090-3205-5715

70 グループホームなつ 富士崎2丁目3-2 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R3.9.1 846-5263

71 えみてる土浦 右籾2722番地4 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R4.8.1 896-5607

72 アネラホーム中央 中央1-7-20 障害者総合支援法 グループホーム 合同会社 R4.8.1 090-1889-3527

73 グループホームふわふわ土浦 港町2-4-5 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R4.9.1 875-5387

74 ほほえみ 板谷6-649-3　2階 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R4.10.1 050-5434-9061

75 サントカミエール障害福祉事業所 板谷2丁目3322番地2 障害者総合支援法 グループホーム 合同会社 R4.11.1 893-6995

76 イッツ・ミーケア神立 菅谷町1469-154 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R5.6.1 811-9119

77 ソーシャルインクルーホーム土浦板谷 板谷7丁目601番地2 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R5.7.1 886-9308

78 グローバルホーム 9 大岩田2478-4 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R5.7.1 869-5345

79 障がい者グループホーム プロスペリテ土浦大畑 大畑1510-50 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R5.7.1 050-3701-4365

80 カミエール障害福祉事業所 真鍋四丁目16番17号 障害者総合支援法 グループホーム 合同会社 R5.10.1 050-3092-1901

81 にこにこビレッジ 桜ヶ丘町28-8 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R6.6.1 844-9470

82 アネラホーム 神立中央1丁目11-43 障害者総合支援法 グループホーム 合同会社 R6.6.1 090-1889-3527

83 障がい者グループホーム プロスペリテ土浦大畑 大畑1510-50 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R6.7.1 802-5576

84 NOIE TSUCHIURA 東若松町3975-2 障害者総合支援法 グループホーム 株式会社 R6.7.1 846-4141

85 みんなのリハビリセンター土浦 小松2-12-6 障害者総合支援法 自立訓練（機能訓練） 株式会社 R3.12.1 896-3280

86 Functional Training Center 土浦店 乙戸南2丁目8-17 障害者総合支援法 自立訓練（機能訓練） 株式会社 R4.10.1 897-3005

87 自立訓練センター hitinowa 並木三丁目3-13 障害者総合支援法 自立訓練（機能訓練）一般社団法人 R6.6.1 846-3028

88 きぼう 若松町46-3 障害者総合支援法 自立訓練（生活訓練）特定非営利活動法人 H26.1.1 896-6230

89 はすね 田村町972番地 障害者総合支援法 自立訓練（生活訓練）社会福祉法人 H28.5.1 896-5500

90 茨城障害者雇用支援センター 真鍋新町1番14号 障害者総合支援法 自立訓練（生活訓練）特定非営利活動法人 R5.1.1 827-1104
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91 自立訓練センター hitinowa 並木三丁目3-13 障害者総合支援法 自立訓練（機能訓練）一般社団法人 R6.6.1 846-3028

92 茨城障害者雇用支援センター 真鍋新町1番14号 障害者総合支援法 就労移行支援 特定非営利活動法人 H23.4.1 827-1104

93 おひさま 宍塚184番地 障害者総合支援法 就労移行支援 株式会社 H23.10.1 895-4531

94 たんぽぽ作業所 宍塚1232番地の2 障害者総合支援法 就労移行支援 株式会社 H25.3.1 846-4430

95 BeeCorporation 田中3-8-28 障害者総合支援法 就労移行支援 株式会社 H27.12.1 835-7311

96 百笑クラブ 天川二丁目28番2号 障害者総合支援法 就労移行支援 特定非営利活動法人 H28.1.1 899-8863

97 はすね 田村町972番地 障害者総合支援法 就労移行支援 社会福祉法人 H28.5.1 869-5500

98 就労　Lab hitonowa 並木3丁目3-13 障害者総合支援法 就労移行支援 一般社団法人 R4.1.1 846-3028

99 テイクハート土浦 有明町2-31関鉄土浦ビルI　6階 障害者総合支援法 就労移行支援 一般社団法人 R4.4.1 875-6027

100 manaby 土浦事業所 大和町8-22　土浦タマキビル2-A 障害者総合支援法 就労移行支援 株式会社 R4.5.1 896-6020

101 COREKARA 川口1-1-26　アーバンスクエア土浦ビル602 障害者総合支援法 就労移行支援 合同会社 R6.2.1 828-8930

102 ハイライフサポート土浦 小松2-13-4 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 H26.8.1 873-7787

103 就労センター土浦 大手町16番12号 障害者総合支援法 就労継続支援（A型）一般社団法人 H26.12.1 875-5475

104 ワークステーション　土浦 下高津1丁目5番8号 障害者総合支援法 就労継続支援（A型）一般社団法人 H27.4.1 899-8197

105 ハイライフサポート神立 白鳥町字一貫砂1106番地234 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 H27.10.1 893-5888

106 就労継続支援センターほほえみ 板谷6丁目649-3 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 H30.5.1 050-5434-9061

107 self-A・プラネッツ土浦大町 大町14－14－クラフト大町ビル2階 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 H30.12.1 869-9696

108 エピ 港町1-7-6ポート・ワンビル4階A号室 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 R2.5.1 846-4260

109 あらた土浦事業所 大和町8-22土浦タマキビル4F 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 R4.3.1 897-3407

110 PROGRESS 並木一丁目13-11 障害者総合支援法 就労継続支援（A型） 株式会社 R4.9.1 886-8356

111 COREKARA 川口1-1-26　アーバンスクエア土浦ビル602 障害者総合支援法 就労移行支援 合同会社 R6.2.1 828-8930

112 自立支援センター　はなまる 小松1丁目21-9 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 H21.9.1 886-6600

113 土浦市つくしの家 上高津1810番地 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 土浦市 H22.4.1 823-5881

114 にいはり園 小高572-1 障害者総合支援法 就労継続支援（B型）社会福祉法人 H23.4.1 862-5116

115 ざっきょやくらぶ 東埼町6番29号 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 特定非営利活動法人 H24.9.1 825-6537

116 たんぽぽ作業所 宍塚1232番地の2 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 H25.3.1 846-4430

117 就労センター土浦 大手町16番12号 障害者総合支援法 就労継続支援（B型）一般社団法人 H26.9.1 875-5475

118 おひさま 宍塚184番地 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 H26.10.1 895-4531

119 BeeCorporation 田中3-8-28 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 H27.12.1 828-7311

120 百笑クラブ 天川二丁目28番2号 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 特定非営利活動法人 H28.1.1 899-8863

121 はすね 田村町972番地 障害者総合支援法 就労継続支援（B型）社会福祉法人 28.5.1 869-5500

122 就労継続支援B型事業所クララ 川口1丁目6-22 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 R3.6.1 811-8018

123 就労　Lab hitonowa 並木3丁目3-13 障害者総合支援法 就労継続支援（B型）一般社団法人 R4.1.1 846-3028

124 ウーリー土浦 港町1丁目8-4ホープビル2号館101 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 R5.3.1 826-0126

125 あんじん　古の花 生田町3番24号 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 特定非営利活動法人 R5.10.1 875-4670

126 ウーリー荒川沖 荒川沖東3丁目1-4プラザ・U　3階4号室 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 R6.4.1 842-8211

127 プラネッツ土浦大町 大町14-14　クラフト大町ビル2階 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 株式会社 R6.6.1 047-489-1690

128 ココロオドル 下高津3丁目5-4 障害者総合支援法 就労継続支援（B型） 合同会社 R6.7.1 080-1882-2910

129 障害者就業・生活支援センターかすみ 真鍋新町1-14 障害者雇用促進法 障害者就業・生活支援センター 特定非営利活動法人 H23.4.1 827-1104

130 コスモス 神立町1614 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 H18.10.1 831-1686

131 障害者支援施設　さくら苑 神立町字前原443-4 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 H18.10.1 832-3550

132 土浦市障害者自立支援センター 大和町9-2ウララ2ビル5階 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 H18.10.1 827-1123

133 土浦市つくしの家 上高津1810番地 障害者総合支援法 生活介護 土浦市 H22.4.1 823-5881

134 尚恵成人寮 菅谷町1430-1 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 H22.10.1 831-8005

135 尚恵厚生園 神立町1791 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 H22.10.1 831-1686
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136 きぼう 若松町46-3 障害者総合支援法 生活介護 特定非営利活動法人 H26.1.1 896-6230

137 ざっきょやくらぶ 東埼町6番29号 障害者総合支援法 生活介護 特定非営利活動法人 H26.4.1 825-6537

138 きらめき苑 神立町3637番地の2 障害者総合支援法 生活介護 特定非営利活動法人 H26.11.1 831-0643

139 はすね 田村町972番地 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 H28.5.1 869-5500

140 障がい者支援施設　一天土浦 小山崎631番地13 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 R1.6.1 846-2506

141 障害者支援センター未来　永井事業所 永井字境松153番地2 障害者総合支援法 生活介護 社会福祉法人 R3.1.1 867-0025

142 つばめ 並木5丁目4128-14 障害者総合支援法 生活介護 株式会社 R3.8.1 893-6872

143 Functional Training Center 土浦店 乙戸南2丁目8-17 障害者総合支援法 生活介護 株式会社 R4.10.1 897-3005

144 生活介護支援事業所　まめの木　おおつ野校 おおつ野7丁目1-4 障害者総合支援法 生活介護 株式会社 R6.4.1 846-0535

145 ブルーロータス 小松二丁目4番1号 障害者総合支援法 生活介護 株式会社 R6.6.1 875-3790

146 土浦市療育支援センター 上高津1809番地 児童福祉法 保育所等訪問支援 土浦市 R3.4.1 824-8013

147 つくし学園 上高津1809番地 児童福祉法 児童発達支援 土浦市 H24.4.1 824-8013

148 土浦市療育支援センター 上高津1809番地 児童福祉法 児童発達支援 土浦市 H24.4.1 824-8013

149 ハピネス 下高津3丁目6-7下高津久保田テナント201号室 児童福祉法 児童発達支援 合同会社 H27.2.1 897-3423

150 通所支援事業所　大夢・叶夢 中村南1丁目16番11号 児童福祉法 児童発達支援 合同会社 H28.1.1 845-3094

151 あくらーきっずすまいる土浦 上高津1346-8 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 H28.4.1 845-4500

152 元気 's 小松3丁目27-2 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 H28.10.1 896-4141

153 からしだね 上高津486番地2 児童福祉法 児童発達支援 宗教法人 H29.6.1 835-3622

154 Functional Training Center 土浦店 乙戸南2丁目8-17 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 H29.12.1 897-3005

155 きらりはーと永国 永国749-3 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 H30.10.1 845-7575

156 らいおんハートリハビリ児童デイサービス　土浦 中村南4丁目13番6号 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 H30.12.1 0298-86-6440

157 元気 's　きだまり 木田余東台2-4-12 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R3.4.1 875-3457

158 あんじん高津 中高津二丁目10番10-2 児童福祉法 児童発達支援 特定非営利活動法人 R3.7.1 893-2326

159 コスモス【つみき】 神立町1054-3 児童福祉法 児童発達支援 社会福祉法人 R4.4.1 879-8857

160 いっせい 東崎町6-24 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R4.7.1 886-7287

161 キッズランド　まめの木　おおつ野校 おおつ野7丁目1番地4 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R4.9.1 0299-57-1569

162 ことばとこころの教室　カナデル　土浦教室 港町1-7-23　ホープビル1号館1B号室 児童福祉法 児童発達支援 特定非営利活動法人 R5.1.1 886-3450

163 グローバルキッズメソッド 78 真鍋3-2-2 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R5.2.1 886-5747

164 きらりはーと神立 白鳥町992-7 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R5.4.1 879-9141

165 サガセルキッズ 真鍋6丁目10番3号 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R5.10.1 869-7351

166 児童発達支援アールプラス 湖北一丁目5203番地2 児童福祉法 児童発達支援 学校法人 R6.4.1 824-7611

167 キッズプライム土浦教室　食育ぷらす 木田余東台2丁目9-15 児童福祉法 児童発達支援 株式会社 R6.8.1 896-4305

168 児童デイサービス　ガルテン・ガルテン 小岩田東1-1-39 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H24.4.1 835-3003

169 あくらーきっずすまいる土浦 上高津1346-8 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H26.12.1 845-4500

170 ハピネス 下高津3丁目6-7下高津久保田テナント201号室 児童福祉法 放課後等デイサービス 合同会社 H27.2.1 897-3423

171 ひまわり　キッズ土浦教室 若松町1-6 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H27.11.1 825-5085

172 放課後クラブ　ビ・バップスタイル 田中三丁目8番28号3階 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H28.1.1 828-7300

173 通所支援事業所　大夢・叶夢 中村南1丁目16番11号 児童福祉法 放課後等デイサービス 合同会社 H28.1.1 845-3094

174 ライラック 田村町972番地 児童福祉法 放課後等デイサービス 社会福祉法人 H28.5.1 869-5500

175 元気 's 小松三丁目27-2 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H28.10.1 896-4141

176 からしだね 上高津486番地2 児童福祉法 放課後等デイサービス 宗教法人 H29.6.1 835-3622

177 Functional Training Center 土浦店 乙戸南2丁目8-17 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H29.12.1 897-3005

178 きらりはーと永国 永国749-3 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H30.10.1 845-7575

179 らいおんハートリハビリ児童デイサービス　土浦 中村南4丁目13番6号 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 H30.12.1 886-6440

180 ハートっ子　土浦 小山崎631番13 児童福祉法 放課後等デイサービス 社会福祉法人 R1.6.1 886-8686
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181 やるきゃん土浦校 国分町2-28 児童福祉法 放課後等デイサービス 一般社団法人 R2.4.1 875-3800

182 ピースホームタウン土浦 田中1丁目1-4-1 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R2.11.1 828-4700

183 ドレミファソライズ　FC土浦 中高津1-22-36 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R3.1.1 886-5324

184 元気 's　きだまり 木田余東台2-4-12 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R3.4.1 875-3457

185 あんじん高津 中高津二丁目10番10-2 児童福祉法 放課後等デイサービス 特定非営利活動法人 R3.7.1 893-2326

186 みんなのリハビリセンター土浦 小松2-12-6 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R3.12.1 828-4839

187 クオリティ・オブ・ライフ土浦支援教室 千束町10-12 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R4.6.1 879-5916

188 いっせい 東崎町6-24 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R4.7.1 886-7287

189 キッズランド　まめの木　おおつ野校 おおつ野7丁目1番地4 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R4.9.1 0299-57-1569

190 サガセル 並木3丁目15-12パルネット久松　101号室 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R5.3.1 893-5880

191 きらりはーと神立 白鳥町992-7 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R5.4.1 879-9141

192 ドレミファソライズ　FC土浦 中高津1-22-36 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R5.12.1 886-5324

193 グローバルキッズメソッド 120 荒川沖東3-1-1 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R6.4.1 893-6275

194 クオリティ・オブ・ライフ土浦第 3支援教室 虫掛3731 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R6.4.1 879-5916

195 こどもサークル土浦 田中1丁目1-4-1 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R6.4.1 828-4700

196 放課後等デイサービスハッピークルー 荒川沖東二丁目4番地6荒川沖東ビル101号室 児童福祉法 放課後等デイサービス 合同会社 R6.4.1 828-7345

197 にじとかぜ 神立町3609-4 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R6.7.1 080-8157-3536

198 キッズプライム土浦教室　食育プラス 木田余東台2丁目9-15 児童福祉法 放課後等デイサービス 株式会社 R6.8.1 896-4305

199 土浦市老人福祉センター「湖畔荘」手野町 1892-1 老人福祉 福祉センター 土浦市 S56.4.1 828-0881 100

200 土浦市老人福祉センター「つわぶき」中都町 1-5428-2 老人福祉 福祉センター 土浦市 H4.9.15 831-4126 100

201 土浦市老人福祉センター「うらら」大和町 9-2 老人福祉 福祉センター 土浦市 H9.10.1 827-0050 100

202 デイサービスゆとりえ土浦 田中 1-6-3 介護保険 デイサービス 営利法人 H22.9.1 875-4126 20

203 土浦ケアセンター そよ風 田中 1-1-32 介護保険 デイサービス 営利法人 H12.5.25 835-2635 30

204 指定通所介護事業所 滝の園 宍塚 1935 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H6.5.30 826-1110 25

205 デイサービスセンター なぎの木土浦 宍塚 333-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H24.2.27 869-9512 33

206 駅前デイサービス 大和町 9-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H27.10.1 828-5371 20

207 デイサービス　ハートリビング土浦中央 中央 1-5-16 介護保険 デイサービス 営利法人 H29.3.10 897-3770 40

208 ケアステーション あさひ土浦 大手町 6-2 介護保険 デイサービス 営利法人 H29.8.1 825-3610 35

209 レコードブック土浦駅前店 港町 1-7-5 櫻井ビルⅡ -2B 介護保険 デイサービス 営利法人 H29.8.1 896-5884 30

210 デイサービスここねす 生田町1-28トリニティビル1F 介護保険 デイサービス 営利法人 H30.2.1 845-7175 10

211 デイサービスセンター滝田 滝田 1-10-2 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H31.1.17 875-5771 30

212 通所介護事業所 静霞園 東若松町 3379 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H元 .3.1 823-0889 25

213 ツクイ土浦 東真鍋町 8-14 介護保険 デイサービス 営利法人 H17.3.1 825-1280 30

214 ヤックスデイサービス土浦 真鍋新町 7-4 介護保険 デイサービス 営利法人 H22.11.1 824-1501 18

215 デイサービスまごころの家　土浦真鍋 真鍋 2-4-32 介護保険 デイサービス 営利法人 H28.6.20 846-1288 15

216 デイサービス 桑林 荒川沖東 3-17-28 介護保険 デイサービス 営利法人 H19.12.1 843-7116 35

217 つくばからだはうす 中村西根 1055-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H24.11.6 886-8873 25

218 ケアパートナー・みなみ 荒川沖 5-9 介護保険 デイサービス 営利法人 H16.6.14 834-3731 25

219 デイサービスセンター もりの家 北荒川沖町 8-1 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H10.9.1 830-4722 25

220 デイサービスセンター SLP土浦 北荒川沖町 3-13 介護保険 デイサービス 営利法人 H25.12.1 875-6206 10

221 デイサービス樹楽　土浦中 中 199-9 介護保険 デイサービス 営利法人 H29.1.17 886-5265 22

222 デイサービスまいはうす 乙戸 1-69 介護保険 デイサービス 営利法人 R2.3.4 843-6550 10

223 みんなのリハビリセンター土浦 小松 2-12-6 介護保険 デイサービス 営利法人 R3.10.1 896-3280 36

224 喜楽希楽サービス通所介護事業所 上高津 486-2 介護保険 デイサービス 宗教法人 H15.8.20 886-4433 46

225 デイサービスここいち永国 永国 903-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H24.5.1 879-5522 60
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226 デイサービス永国長寿館 永国 1048-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H16.12.22 823-1951 40

227 飛羽ノ園 デイサービスセンター指定通所介護事業所 小松 3-18-18 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H3.5.30 826-2941 25

228 デイサービスまごころの家　土浦上高津 上高津新町 10-52 介護保険 デイサービス 営利法人 H26.9.16 875-4501 10

229 デイサービス ガーデン 桜ヶ丘町 14-38 介護保険 デイサービス 営利法人 H26.5.7 897-3305 25

230 デイサービス中高津シャンティ 中高津 2-5-15 介護保険 デイサービス 営利法人 H28.10.1 896-8551 19

231 ご長寿くらぶ土浦・小松デイサービスセンター 土浦市小松 2-13-6 介護保険 デイサービス 営利法人 R1.5.1 893-3522 15

232 デイサービス桜ヶ丘 桜ヶ丘町 19-30 介護保険 デイサービス 営利法人 R1.11.1 896-7801 20

233 からだはうす　ぷらす 小松 2-13-29 介護保険 デイサービス 営利法人 R4.4.1 070-8983-8177 15

234 デイサービス ASUKA 神立中央 1-1-10 池田ビル 1階 105 介護保険 デイサービス 営利法人 H20.10.1 833-2682 30

235 デイサービス ここいち土浦 おおつ野 8-24-11 介護保険 デイサービス 営利法人 H21.4.1 830-3002 48

236 土浦晴山苑 デイサービスセンター 田村町 2321-5 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H17.8.24 828-2322 60

237 デイサービスセンターこほく 菅谷町 1168-1 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H26.7.1 893-3119 25

238 指定通所介護事業所　ライフサポートサンルーナ おおつ野 2-1-1 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H28.10.1 846-3607 110

239 神立デイサービスセンター優 土浦市神立町 2245-3 介護保険 デイサービス 営利法人 R1.5.1 846-1116 10

240 土浦なごみデイサービス 右籾 644-1 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H18.8.1 841-7532 10

241 デイサービスセンター やすらぎの園 小岩田西 2-1-49 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H14.12.1 835-3131 25

242 ご長寿くらぶ土浦みぎもみデイサービスセンター 右籾 2722 介護保険 デイサービス 営利法人 H28.2.15 893-2200 15

243 ご長寿くらぶ土浦みぎもみⅡデイサービスセンター 右籾 2722-3 介護保険 デイサービス 営利法人 R2.12.1 846-3622 10

244 めいこうの里デイサービス 大岩田 2469-11 介護保険 デイサービス 医療法人 H30.7.24 823-0015 25

245 のどか 烏山 1-2347-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H21.9.1 875-9877 36

246 通所介護事業所プラザマアム 板谷 7-626-11 介護保険 デイサービス 営利法人 H18.3.10 830-2206 35

247 デイサービス憩いの里 高岡 2315 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H17.9.25 829-3030 30

248 デイサービスセンター シルトピア 本郷 1679-1 介護保険 デイサービス 社会福祉法人 H6.8.1 862-1717 20

249 デイサービスセンターにいはり 藤沢 3534-1 介護保険 デイサービス 営利法人 H16.7.1 829-3200 20

250 リハスマイル土浦 大畑 1605-8 介護保険 デイサービス 営利法人 H25.9.1 896-8316 30

251 デイサービスまごころの家土浦西根 西根南 1-6-17 介護保険 デイサービス 営利法人 R4.4.11 828-7503 10

252 半日型デイサービスいろどり 生田町 3-3 介護保険 デイサービス 営利法人 R4.7.1 823-5052 10

253 デイサービスコラボ 西真鍋町 10-13 介護保険 デイサービス 営利法人 R6.7.1 080-4710-3928 10

254 うさぎとかめ 虫掛 3578 介護保険 デイサービス 営利法人 R5.7.1 893-2085 10

255 デイサービス LIFEIS 中村東 2-3-12 介護保険 デイサービス 営利法人 R6.3.1 090-8729-6199 10

256 半日型デイサービスきさらぎ 生田町 2-25 介護保険 デイサービス 営利法人 R6.3.1 846-5687 30

257 特別養護老人ホーム 滝の園 宍塚 1935 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H6.5.30 826-1110 50

258 特別養護老人ホーム 滝田 土浦市滝田 1-10-2 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H31.1.17 875-5771 58

259 特別養護老人ホーム 静霞園 東若松町 3379 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 S56.4.1 824-9581 60

260 特別養護老人ホーム もりの家 北荒川沖町 8-1 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H10.9.1 830-4755 54

261 特別養護老人ホーム 飛羽ノ園 小松 3-18-18 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H3.5.30 826-2941 50

262 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 田村町 2321-5 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H17.8.24 828-2322 70

263 特別養護老人ホーム こほく 菅谷町 1168-1 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H26.7.1 893-3119 70

264 特別養護老人ホーム やすらぎの園 小岩田西 2-1-49 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H14.12.1 835-3131 54

265 特別養護老人ホーム なごみ 右籾 644-1 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H18.8.1 841-7532 90

266 特別養護老人ホーム はなのえん 粟野町 1852-1 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H16.8.20 830-0511 45

267 特別養護老人ホーム 憩いの里 高岡 2315 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H17.9.25 829-3030 70

268 特別養護老人ホーム シルトピア 本郷 1679-1 介護保険 老人福祉施設 社会福祉法人 H6.6.20 862-1717 47

269 地域密着型特別養護老人ホーム ねもとの里 宍塚 1988-1 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H27.7.1 893-2110 29

270 地域密着型特別養護老人ホーム 静霞園 東若松町 3379 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H26.4.1 824-9581 20
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番号 施設名 所在地 関係法令 施設種別 経営主体 設置年月日 電話番号 収容
人数

271 地域密着型特別養護老人ホーム もりの家 サテライト 乙戸 230-2 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H24.6.1 886-9080 29

272 地域密着型特別養護老人ホーム 飛羽ノ園・とわ 小松 3-18-18 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H26.4.1 826-2941 20

273 地域密着型特別養護老人ホーム やすらぎの園 小岩田西 2-1-49 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H26.12.1 835-3131 20

274 地域密着型特別養護老人ホームやすらぎの園 アネックス 小岩田西 2-7-41 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H29.5.26 896-8330 29

275 地域密着型特別養護老人ホーム みちのえん 粟野町 1829-4 介護保険 地域密着型老人福祉施設 社会福祉法人 H27.6.1 893-6061 29

276 介護老人保健施設 いっせい 土浦市東埼町 6-15 介護保険 老人保健施設 医療法人 H27.4.1 875-6900 29

277 介護老人保健施設 シルバーケア土浦 木田余 4606 介護保険 老人保健施設 医療法人 H9.3.5 826-7021 100

278 介護老人保健施設 セントラル土浦 真鍋新町12-10 介護保険 老人保健施設 医療法人 H30.2.1 893-6100 100

279 介護老人保健施設 常総の郷 荒川沖 6-110 介護保険 老人保健施設 医療法人 H18.4.21 843-5580 100

280 介護老人保健施設 えがお 中村東 2-21-1 介護保険 老人保健施設 医療法人 H23.6.1 869-9020 29

281 介護老人保健施設 さくら 神立町 444-2 介護保険 老人保健施設 医療法人 H8.6.25 823-1020 100

282 介護老人保健施設 ひかり 右籾 1113-1 介護保険 老人保健施設 医療法人 H16.10.18 843-3321 100

283 土浦リハビリテーション病院 介護医療院 真鍋新町 11-7 介護保険 介護医療院 医療法人 R4.11.1 835-7888 96

284 ケアバレス・ナヴァーレ 港町 3-30-23 介護保険 有料老人ホーム 営利法人 H18.10.1 835-1133 71

285 サンテーヌ土浦 文京町 8-3 介護保険 有料老人ホーム 社会福祉法人 H12.8.1 826-6333 137

286 サンテーヌ土浦新館（介護棟）文京町 8.5 介護保険 有料老人ホーム 社会福祉法人 H23.4.1 875-3891 40

287 ハートワン土浦 天川 1-18-80 介護保険 有料老人ホーム 営利法人 H19.1.1 825-0250 40

288 かがやきの郷 常名 2212 介護保険 有料老人ホーム 営利法人 H12.3.24 823-8808 186

289 グループホーム だんらん 宍塚 1957 介護保険 グループホーム 社会福祉法人 H16.12.7 821-7071 18

290 グループホーム 和晃 若松町 5-28 介護保険 グループホーム 営利法人 H16.4.7 826-1628 8

291 グループホーム しょうわ家族 荒川本郷 218-173 介護保険 グループホーム 営利法人 H15.10.1 841-5666 18

292 グループホーム きらめき 小松 2-9-12 介護保険 グループホーム 営利法人 H15.12.1 824-7810 18

293 グループホーム 永国長寿館 永国 1048-1 介護保険 グループホーム 営利法人 H16.12.23 823-1951 18

294 グループホーム 土浦マロン館 菅谷町 1358-1 介護保険 グループホーム 営利法人 H17.10.4 831-7086 18

295 グループホーム 鶴沼の里 神立東 2-21-22 介護保険 グループホーム 営利法人 H15.11.16 834-0011 27

296 グループホーム 鶴沼の里 2 神立東 1-16-33 介護保険 グループホーム 営利法人 H17.2.1 830-0220 18

297 グループホーム 寄居 神立町 443-5 介護保険 グループホーム 医療法人 H15.3.1 833-2070 27

298 グループホーム きらめき 2 右籾 2743-1 介護保険 グループホーム 営利法人 H17.6.6 843-1991 18

299 グループホーム 和楽樹 板谷 1-478-3 介護保険 グループホーム 営利法人 H18.3.31 833-2400 9

300 グループホーム いっしん館こまち 藤沢 894-1 介護保険 グループホーム 営利法人 H17.1.24 830-6000 18

301 デイサービス しょうわ家族 荒川本郷 218-115 介護保険 認知症デイサービス 営利法人 H21.10.1 842-7466 12

302 デイサービス 寄居 神立町 443-5 介護保険 認知症デイサービス 医療法人 H24.12.1 833-2070 9

303 デイホーム しょうわ家族 荒川本郷 218-173 介護保険 認知症デイサービス 営利法人 H20.12.10 841-5666 3

304 小規模多機能型居宅介護事務所 土浦の里 中央 2-6-27 介護保険 小規模多機能型居宅介護 学校法人 H24.9.1 895-3789 25

305 小多機ホーム しょうわ家族 荒川沖 6-638 介護保険 小規模多機能型居宅介護 営利法人 R3.6.1 846-3231 29

306 看護小規模多機能型居宅介護 「山手」国分町 7-6 介護保険 複合型サービス 医療法人 H30.8.1 835-3388 29

307 ケアハウス ポプラ館 東若松町 3379 老人福祉 軽費老人ホーム 社会福祉法人 H8.4.13 826-8888 50

308 ケアハウス もりの家 北荒川沖町 8-2 老人福祉 軽費老人ホーム 社会福祉法人 H10.9.1 841-8885 30

309 土浦市ふれあいセンター ながみね 中村西根 2078-1 土浦市 H15.6.1 830-5600

310 土浦市シルバー人材センター 東真鍋町 2-5 高齢者雇用安定法 公益社団法人 S57.3.11 824-8281/8282

311 土浦市社会福祉センター 大和町 9-2 土浦市 S44.11.1 821-5995/5996

312 新治総合福祉センター 沢辺 1423-1 土浦市 H8.4.10 862-3522

313 土浦市社会福祉協議会 大和町 9-2 社会事業 社会福祉法人 S27.3.1 821-5995/5996
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（令和6年4月から）

令和 6.4.1 から

16,980

816,000

1,020,000
816,000

816,000

10

（１）拠出年金（各年度末現在）

10　国　民　年　金

ア　国民年金被保険者適用及び免除状況

イ　国民年金保険料納付状況

（単位：人・件・％）

（単位：人・％）

区　　分 適　　　　　用　　　　　者 保　険　料　免　除
１　号 任　意 小　計 ３　号 合　計 適用率 法定免除 申請免除 計

令和元〃 16,584 226 16,810 8,594 25,404 ─ 1,095
一部 465
全額 2,679
学特 1,874
猶予 648

6,761

〃 ２ 〃 16,552 214 16,766 8,294 25,060 ─ 1,163
一部 375
全額 2,700
学特 1,816
猶予 664

6,718

〃 ３ 〃 16,316 209 16,525 7,943 24,468 ─ 1,240
一部 453
全額 2,948
学特 1,795
猶予 727

7,163

〃 4 〃 16,154 217 16,371 7,564 23,935 ─ 1,310
一部 398
全額 2,870
学特 1,756
猶予 659

6,993

〃 5 〃 15,899 233 16,132 7,219 23,351 ─ 1,343
一部 401
全額 2,877
学特 1,703
猶予 695

7,019

区　　　　分 A
納付対象月数（累計）

B
納付実施月数（累計） 納付率　　　　％

令和 元　〃 125 , 773 78 , 352 62 . 2
〃　２　〃 123 ,050 79 , 159 64 . 3
〃　３　〃 117 ,801 79 , 548 67 . 5
〃　4　〃 116 , 268 79 , 995 68 . 8
〃　5　〃 112 , 771 80 , 289 71 . 2

Ｂ
Ａ

－ 190 －



（令和6年3月31日現在）

38,833 25,883,959
2,324 2,040,223
244 189,795
13 4,520

41,414 28,118,497

－ 191 －

福
祉

保
健



11

　　 区分

 年度

全　　　　　　市 国　民　健　康　保　険 加　入　割　合（％）

世　　　帯 人　　　口 世　　　帯 被 保 険 者 世　　　帯 被 保 険 者

令和元年 67,023 141,655 20,858 32,633 31.1 23.0

〃２〃 67,936 141,119 20,737 31,973 30.5 22.7

〃３〃 68,817 140,995 20,025 30,487 29.1 21.6

〃4〃 70,093 141,233 19,241 28,571 27.5 20.2

〃5〃 71,413 141,409 18,859 27,549 26.4 19.5

－ 192 －



イ　事由別異動状況

年　度

区　分

令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年

件 人 件 人 件 人 件 人 件 人

資
　
格

　
取

　
得

　
届

転 入 1,414 1,700 1,265 1,477 1,158 1,363 1,356 1,613 1,450 1,677

社保離脱 3,008 4,118 3,172 4,298 3,032 4,075 3,242 4,184 3,339 4,411

社保廃止 44 51 27 31 37 37 34 38 39 46

出 生 125 126 91 94 112 113 64 65 90 91

後期から 6 6 4 4 8 8 2 2 4 4

そ の 他 67 94 82 106 69 94 76 93 69 87

小 計 4,664 6,095 4,641 6,010 4,416 5,690 4,774 5,995 4,991 6,316

資
　
格

　
喪

　
失

　
届

転 出 1,199 1,436 1,009 1,187 1,005 1,218 1,023 1,218 1,013 1,230

社保加入 3,099 4,130 2,704 3,613 2,794 3,653 3,163 4,145 2,973 3,767

生保開始 105 129 90 109 116 127 110 130 110 122

死 亡 229 229 197 197 256 257 219 219 214 214

後期へ移行 1,315 1,318 1,291 1,295 1,697 1,702 1,952 1,958 1,795 1,801

そ の 他 253 298 221 269 182 219 199 241 170 204

小 計 6,200 7,540 5,512 6,670 6,050 7,176 6,666 7,911 6,275 7,338

世 帯 合 併 55 ‒ 34 ‒ 45 ‒ 24 ‒ 23 ‒

世 帯 分 離 135 ‒ 94 ‒ 93 ‒ 97 ‒ 85 ‒

一 部 転 居 8 ‒ 6 ‒ 6 ‒ 5 ‒ 8 ‒

世帯主変更 455 ‒ 466 ‒ 451 ‒ 427 ‒ 391 ‒

合 計 11,517 13,635 10,753 12,680 11,061 12,866 11,993 13,906 11,773 13,654
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円

円

円

円

円

額療養費

高額療養費

出産育児一時金　　　1件　　原則500,000円　　被保険者が出産したとき
葬　　祭　　費　　　1件　　　　  50,000円　　被保険者が死亡したとき

－ 194 －
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度
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３
年
度
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令
和
４
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前 年 比
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和
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年
度

前 年 比
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療
養
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費
の
1
人
当
た
り
・
１
件
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た
り
費
用
額

年
　
度

区
　
分

令
和
元
年
度

前 年 比
令
和
２
年
度

前 年 比
令
和
３
年
度

前 年 比
令
和
４
年
度

前 年 比
令
和
5
年
度

前 年 比

一
人
当
り
費
用
額
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3
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7
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3,
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8
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2,
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7
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5.
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6
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1.
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1
件
当
り
　
〃
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1.
9
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,7
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10
3.
1

22
,8
57

10
0.
5

23
,1
74

10
1.
4

22
,9
12
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　オ
　
保
険
給
付
の
推
移

（
療
養
給
付
費
）

（
単
位
：
件
・
千
円
・
％
）

（
単
位
：
件
・
千
円
・
％
）

（
単
位
：
件
・
千
円
・
％
）

（
単
位
：
件
・
千
円
・
％
）
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 区分　　　　　　     年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

支 給 額 1,270,026 1,166,653 1,204,623 1,190,486 1,190,281

支 給 件 数 20,162 19,327 20,181 18,821 20,417

1 件 当 り 支 給 額 63 60 60 63 58

 区分　　　　　　     年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
出
産
育
児
一
時
金

1 件 当 支 給 額 404 ～ 420 404 ～ 420 404 ～ 420 408 ～ 420 488 ～ 500

支 給 件 数 119 98 108 67 84

支 給 額 49,836 41,016 45,224 28,092 40,941

葬

祭

費

1 件 当 支 給 額 50 50 50 50 50

支 給 件 数 202 185 209 195 184

支 給 額 10,100 9,250 10,450 9,750 9,200

高額療養費支給状況 （単位 : 件・千円）

（単位 : 件・千円）出産育児一時金・葬祭費の支給状況

※

※令和4年1月1日以降の分娩に
　ついては408（千円）

－ 196 －



28,000円

650,000円

9,000円

220,000円

10,000円

170,000円

区　分 減額基準額算出式

基準額＝基礎控除（43万円）＋54.5万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－1）

基準額＝基礎控除（43万円）＋29.5万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－1）

基準額＝基礎控除（43万円）
　　　　＋10万円×（給与所得者等の数－1）

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者（給与収入55万円超）と公的年金等の支給（60万円超
（65歳未満）又は110万円超（65歳以上））を受けている方です。
　これらに該当する方が世帯にいない場合、（給与所得者等の数－1）はゼロとして計算します。

均等割１人につき
（医療分）7,400円（支援分）3,000円（介護分）3,600円
が減額

均等割１人につき
（医療分）18,500円（支援分）7,500円（介護分）9,000円
が減額

均等割１人につき
（医療分）25,900円（支援分）10,500円（介護分）12,600円
が減額

　　年度
区分

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和 5年度
医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分

応 

能 

割
所得割

7.26
／
100

2.36
／
100

2.04
／
100

7.26
／
100

2.36
／
100

2.04
／
100

7.26
／
100

2.36
／
100

2.04
／
100

7.26
／
100

2.36
／
100

2.04
／
100

7.26
／
100

2.36
／
100

2.04
／
100

応 

益 

割

（円）
均等割 22,800 7,600 9,100 22,800 7,600 9,100 22,800 7,600 9,100 28,000 9,000 10,000 28,000 9,000 10,000

（円）
平等割 28,300 9,500 6,400 28,300 9,500 6,400 28,300 9,500 6,400 － － － － － －

（万円）
課税限度額 61 19 16 63 19 16 63 19 17 65 20 17 65 22 17

ア　税率および賦課基準、減額等（令和6年4月現在）
区　　分 内　　　　　　　　　容 医療分税率 支援分税率 介護分税率

所 得 割 額
前年の総所得金額および山林所得金額の合算額から基礎
控除額を差引いた額に応じて計算

7.11/100 2.90/100 2.38/100

均 等 割 額 被保険者の人数に応じて計算 37,000円 15,000円 18,000円
課税限度額 算出額がこの額を超えた場合は、限度額 650,000円 240,000円 170,000円

※18歳未満（ただし18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む）の子どもの均等割額が
　5割軽減等されます。
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（イ） 賦課（現年度分）状況

（ウ） 収納状況

区　分　　　
年　度 令和元年度 令和２年度 令和 3年度 令和４年度 令和 5年度

算
　
出
　
税
　
額

所得割額（千円） 2,397,118 2,546,113 2,269,167 2,224,044 2,254,171

均等割額（千円） 1,145,399 1,097,174 1,077,015 1,246,115 1,171,918

平等割額（千円） 842,088 817,381 813,588 ─ ─

合　 　計（千円） 4,384,605 4,460,668 4,159,770 3,470,159 3,426,089

上
記
の
賦
課
割
合

所  得  割（％） 54.67 57.08 54.55 64.09 65.79

均  等  割（％） 26.12 24.60 25.89 35.91 34.21

平  等  割（％） 19.21 18.32 19.56 ─ ─

減免による減額（千円） 3,867 19,997 8,017 24,848 22,815

保険税軽減額（千円） 550,221 538,599 548,224 360,037 350,444

限度超過額（千円） 336,390 545,569 364,512 307,107 444,827

調    定    額（千円） 3,425,474 3,335,265 3,194,933 2,703,805 2,590,056

前  　年　比（％） 95.6 97.4 95.8 84.6 95.8

世帯当り調定額（円） 164,228 160,836 159,547 140,523 134,611

前 　年 　比（％） 98.4 97.9 99.2 88.1 95.8

被保険者一人当り調定額（円） 104,970 104,315 104,797 94,635 90,653

前 　年 　比（％） 99.8 99.4 100.5 90.3 95.8

年度 調　定　額 調定額（千円） 収納額（千円） 不納欠損額（千円） 未収額（千円） 収納率（％）

令
和
元
年
度

現 年 度 分 3,425,474 3,059,848 597 365,029 89.3

滞 納 繰 越 1,306,369 300,922 241,597 763,849 23.0

計 4,731,843 3,360,771 242,194 1,128,878 71.0

令
和
２
年
度

現 年 度 分 3,335,265 3,001,442 0 333,823 90.0

滞 納 繰 越 1,332,175 297,129 213,584 821,462 22.3

計 4,667,440 3,298,571 213,584 1,155,285 70.7

令
和
３
年
度

現 年 度 分 3,194,931 2,883,980 127 310,823 90.3

滞 納 繰 越 1,145,876 212,240 153,959 779,677 18.5

計 4,340,807 3,096,220 154,086 1,090,500 71.3

令
和
４
年
度

現 年 度 分 2,703,804 2,466,012 20 237,771 91.2

滞 納 繰 越 1,083,016 215,658 57,012 810,345 19.9

計 3,786,821 2,681,670 57,033 1,048,117 70.8

令
和
5
年
度

現 年 度 分 2,590,056 2,366,034 0 224,021 91.4

滞 納 繰 越 1,041,713 170,721 146,054 724,937 16.4

計 3,631,769 2,536,755 146,054 948,958 69.8

－ 198 －



令和6・7

6,0004 ×8.58.50%

均等割額
47,500円

所得割額
（総所得金額等－基礎控除額）×9.66％

12

ただし、生活保護受給中の方は除かれます。

（生活保護受給者を除きます。）　　

※基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は9.00％
（令和6年度のみ）

※ 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費（公的年金控除額や給与所得控除額など）を差
引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
　なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※ 基礎控除額とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額（前年の合計所得金額が
2,400万円以下の場合には43万円。）となります。
※ 保険料額の賦課限度額（上限）は、令和6年度は73万円（令和6年度に新たに75歳に到達す
る方は80万円）、令和7年度は80万円です。
※ 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象になられた方は、資格取得月からの月割りで保険
料額が計算されます。

2）保険料の軽減措置
　①均等割額の軽減
　　 　「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の基準額を超えない場合、
保険料の均等割額が軽減されます。

※ 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除（年金収入額が330万円未満は
110万円）を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除（15万円）を差し引
いて判定します。

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合
均等割額の
軽減割合

①43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯 7割

②43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）＋「29.5万円×
　世帯の被保険者数」以下の世帯

5割

②43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）＋「54.5万円×
　世帯の被保険者数」以下の世帯

2割
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　　  ②その他の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等
割額が 5割軽減（加入後 2年間に限る）されます。また、所得割額の負担はありません。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※①の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。

（3）  窓口での自己負担割合
　医療機関等の窓口で支払う自己負担金の割合は、一般の方は、かかった医療費の「1割」で、
一定以上の所得のある方は「2割」、現役並み所得者は「3割」となります。

（4）  自己負担限度額と高額療養費
　1カ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額までの支払いで済みます。自己負担
限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として払い戻されます。
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 該当者
（ア） 身体障害者福祉法施行規則別表第5号（省令別表、以下同じ）の1級又は2級の障害の程度
に該当し、手帳の交付を受けた者

（イ） 障害名が心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる
免疫、肝臓の機能障害で、省令別表の3級に該当し、手帳の交付を受けた者。

（ウ） 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害
者の更生相談所において、知能指数が35以下と判定された者

（エ）身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し、
かつ、児童相談所又は更生相談所において、知能指数は50以下と判定された者（令和6年4月
1日から4級が新たに対象）

ウ　重度心身障害者

該当者
出生の日から満18歳（高校生相当年齢）に達する日以後の最初の3月31日までの者

  該当者
（ア）  ひとり親家庭の親子
　　　・ 配偶者のない（死別、離婚など）者で18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童

を監護している方とその児童
　　　・20歳になった日以後の最初の3月31日までの障害児とひとり親家庭の親
　　　・20歳になった日以後の最初の3月31日までの高校在学者とひとり親家庭の親
（イ）  父母のいない（ア）に掲げる児童
（ウ）   父母のいない（ア）に掲げる児童を養育している配偶者のいない者又は婚姻をしたことの　　  

ない者
（エ）  上記に準じ、次のような場合も母と子、父と子が対象となる
　　  夫又は妻（又は父母）の生死が1年以上明らかでないとき
　　  夫又は妻（又は父母）から1年以上遺棄されているとき
　　  夫又は妻（又は父母）が精神又は身体の障害により1年以上労働能力を失っているとき
　　  夫又は妻（又は父母）が1年以上拘禁されているとき
（オ）  所得制限

　土浦市に居住し、各種医療保険に加入している者で、小児、ひとり親家庭の親子、重度心身
障害者及び妊産婦に対して、必要な医療を容易に受けられるよう、その一部を助成し、健康の
向上と福祉の増進を図るため「土浦市医療福祉費支給に関する条例」により、医療福祉費を支
給する。

（１） 医療福祉費支給制度

ア　小児

イ　ひとり親家庭の親子

１３  医療費助成制度

0 人

0人 3,096 1 人

1人 3,476 3,576 2 人

2人 3,856 3,956 4,056 3 人

3人 4,236 4,336 4,436 4,536

4 人 4,616 4,716 4,816 4,916

5 人 4,996 5,096 5,196 5,296

（令和6年4月1日現在）

（単位：千円）

老人・特定（扶）
合計扶養
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令和５年度令和４年度

県制度県制度 市単独市単独

16,51116,974 1,5241,457 18,03518,431

547516 2232 569548

5,5575,760 290273 5,8476,033

5,7455,921 468434 6,2136,355

2,5672,614 339305 2,9062,919

2,6422,679 427445 3,0693,124

2,3232,364 00 2,3232,364

235238 00 235238

1,0501,039 00 1,0501,039

1,5171,558 00 1,5171,558

22,18322,689 1,5461,489 23,72924,178

（令和６年４月１日現在）

高校生（相当年齢）

（※1）妊産婦の市単独…県制度所得超過者（R4：32名、R5：22名）のほか、県制度受給者のうち妊産婦特有の
　　　　　　　　　　　疾病以外についても助成している。
　　　　　　　　　　　県制度の助成：妊産婦特有の疾病（所得制限あり）

（※2）小児の市単独……県制度所得超過者（R4：1,457名、R5：1,524名）のほか、県制度受給者の内中高校生
　　　　　　　　　　　の外来についても助成している。
　　　　　　　　　　　県制度の助成：小学6年生までの外来、高校3年生相当年齢までの入院（所得制限あり）

（オ） 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者（平成31年4月1日から）
（カ） 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けていて、かつ、身体障害者手帳3級又は4級の交

付を受けた者（令和6年4月1日から）
（キ） 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けていて、かつ、児童相談所又は更生相談所にお

いて、知能指数が50以下と判定された者（令和6年4月1日から）
（ク）特別児童扶養手当1級の支給対象の児童（～20歳の誕生日前日まで）
（ケ）障害年金1級の受給権者
（コ）所得制限
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令和 6

令和 6

117

97

14　
　市民の健康推進と疾病予防のための、各種保健事業、予防接種を主とした感染症予防対策、市民の

休日及び夜間の医療不安に対する救急医療対策事業を実施している。

健康被害
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　市民、行政、医療機関の協働により、市民一人ひとりが自ら健康づくりに取り組むことができ
るよう、健康への意識を高め、実践を促進し普及啓発を行い、健康で明るいまちづくりの推進を
目指すことを目的とする。
　　　　　内容　　　（1）保健事業　　健康相談、医療相談、食と健康、歯と健康、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬と健康、応急救護、健康体操　他
　　　　　　　　　　（2）福祉事業　　福祉の店、親子の遊びコーナー　他
　　　　　　　　　　（3）啓発事業　　薬物乱用防止、禁煙啓発、がん予防啓発　他

　各年齢層に応じた各種の事業を実施し、市民の疾病予防と健康の保持増進に努めている。

（６）健康まつり

（７）保健対策
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種　　　別 検　　　診　　　名 対　象　者 実  施  日 実 施 場 所

医療機関検診

さわやか健康診査 20歳から39歳の方
及び生活保護受給者

4月～3月
協力医療

機　　関

特定健康診査 40歳から74歳の方
国民健康保険加入者の方

後期高齢者健康診査 75歳以上の方
後期高齢者医療保険加入の方

胸部（肺がん）検診

40歳以上の方胃がん検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

乳がん検診
マンモグラフィ 40歳以上の偶数年齢の女性
超音波 40歳以上の女性

前立腺がん検診 50歳以上の男性

肝炎ウイルス検診
年度内40歳以上で過
去に肝炎ウイルス検
査を受けていない方

胃がんリスク検査
年度内40～75歳の未
受診者でピロリ菌の
除菌治療等を受けた
ことがない方　

集団検診

さわやか健康診査 20歳から39歳の方
及び生活保護受給者

7月～10月

・2月

土浦市保健
センター等

特定健康診査 40歳から74歳の方
社会保険本人は該当しません

後期高齢者健康診査 75歳以上の方
後期高齢者医療保険加入の方

胸部（肺がん）検診

40歳以上の方胃がん検診

大腸がん検診 7月～2月

子宮頸がん検診 20歳以上の女性
7月～12月

乳がん検診
マンモグラフィ

40歳以上の偶数年齢の女性超音波

前立腺がん検診 50歳以上の男性 7月～10月・2月

腹部超音波検診 40歳以上の方 10月～12月

肝炎ウイルス検診

年度内40、45、50、
55、60、65、70歳で
過去に肝炎ウイルス検
査を受けていない方

7月～10月

・2月

骨粗鬆症検診

20歳から70歳の女性 1月～2月

10か月児育児相談対象児
の母親と同伴の祖母 毎月第3火曜日

地域子育て支援センターを
利用している児の保護者 5月～6月 各地域子育て

支援センター

健康増進
がん・心臓病・脳卒中をはじめとする生活習慣病を予防し、市民一人ひとりが健康づくり
に取り組めるよう、健（検）診や健康相談・教育等の各種健康増進事業を実施している。

ア

◯　生活習慣病検診
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 事　業　名 対　象　者 実　施　日 実 施 場 所
ダイヤル健康相談 一般市民 随時

土浦市保健センター
栄養相談 一般市民 月１回（予約制）

健康相談 一般市民 月１回（予約制）

リハビリ相談 一般市民 月１回（予約制）

健康出前講座 一般市民 年間 各地区公民館等

出張栄養相談
子育て支援センター利用者 隔月 1回 子育て支援センターさくらんぼ

子育て交流サロン利用者 隔月 1回 子育て交流サロンわらべ・のぞみ

高齢者健康相談 一般市民 月 2回 老人福祉センターうらら他 3か所

健診結果まるごと相談 健康診査受診者とその家族 9月～ 3月 土浦市保健センター
各地区公民館等

歯科健康教室 一般市民 年 8回 公民館等

市民による市民のための健康減量教室 一般市民 5月～ 2月 土浦市保健センター

上がりぎみなら下げましょう血糖教室 一般市民 7月～ 9月・3月 土浦市保健センター

上がりぎみなら下げましょう血圧教室 一般市民 12月～ 2月 土浦市保健センター

◯　健康相談・健康教室

◯　歯科保健

 事　業　名 対　象　者 実　施　日 実 施 場 所

40 歳誕生日
歯科健康診査

年度内 40歳の方 4月～ 3月 協力医療機関

－ 206 －



種　別 接種回数 法定対象年齢

ロタウイルス
ロタリックス 2回 生後6週から24週0日まで

ロタテック 3回 生後6週から32週0日まで

B型肝炎 3回 生後0か月～1歳未満

ヒブ 初回免疫（3回）
追加免疫（1回） 生後2か月～5歳未満

小児用肺炎球菌 初回免疫（3回）
追加免疫（1回） 生後2か月～5歳未満

5種混合（1期） 初回免疫（3回）
追加免疫（1回） 生後2か月～7歳6か月未満

4種混合（1期）

2種混合（2期） 1回 11歳～13歳未満

BCG 1回 生後0か月～1歳未満

麻しん・風しん
1期（1回） 1歳～2歳未満

2期（1回） 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の1年間

水痘 2回 1歳～3歳未満

日本脳炎（※）
初回免疫（2回）
追加免疫（1回） 生後6か月～7歳6か月未満

2期（1回） 9歳～13歳未満

子宮頸がん予防（※） 3回 小学校6年生～高校1年生相当までの女子

高齢者インフル
エンザ

1回（年度内）

ア65歳以上の者
イ60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼
吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限
される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイル
スにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度
の障害を有する者

新型コロナワク
チン

成人用肺炎球菌 1回

ア満65歳の者
イ60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼
吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限
される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイル
スにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度
の障害を有する者

（任意）おたふく
かぜ 1回 1歳～小学校入学前年度末（年長相当の3月31日）

（任意）小児イン
フルエンザ

13歳未満は2回、満13
歳以上～中学3年生は
1回（年度内）

生後6か月～中学3年生まで

（※）その他 特例実施あり

イ　予防接種
　予防接種法に基づく各種予防接種及び臨時接種及び一部の任意予防接種を協力医療機関におけ
る個別接種で実施し、疫病予防を図っている。
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　また、平成31年4月から産婦人科の「休日緊急診療（在宅当番医）」は廃止となっている。

（在宅当番医）

－ 208 －



－ 209 －

福
祉

保
健



こども政策

保育所の様子

１　児童の状況………………… 211

２　保育………………………… 212

３　地域子ども・子育て支援 …… 218

４　母子保健 …………………… 227

５　療育支援センター ………… 234

６　各種手当等………………… 235

７　少子化対策・結婚支援 …… 238

８　子ども家庭支援…………… 239

９　児童健全育成等…………… 242

10　母子・父子・寡婦福祉 …… 243

11　物価高騰対策事業 ………… 244

12　出産・子育て応援事業 …… 245



１　児童の状況１　児童の状況

　　近年の少子化や核家族化の進行が、今後の社会・経済情勢に大きな影響をもたらすことが懸念さ　　近年の少子化や核家族化の進行が、今後の社会・経済情勢に大きな影響をもたらすことが懸念さ

れている中で、孤立感や不安感を抱えながら子育てしている親が増加しており、地域で安心して子れている中で、孤立感や不安感を抱えながら子育てしている親が増加しており、地域で安心して子

育てができる支援体制づくりが求められています。育てができる支援体制づくりが求められています。

　　こども未来部では、児童福祉、母子保健、子ども・子育て支援の各事業を統合して実施するこ　　こども未来部では、児童福祉、母子保健、子ども・子育て支援の各事業を統合して実施するこ

とで、出会いから結婚、そして妊娠から子育てまで切れ目ない包括的な支援体制の強化を図り、まとで、出会いから結婚、そして妊娠から子育てまで切れ目ない包括的な支援体制の強化を図り、ま

た、「2020つちうらこどもプラン」に基づき、子どもや子育て支援対策を総合的かつ計画的に推進た、「2020つちうらこどもプラン」に基づき、子どもや子育て支援対策を総合的かつ計画的に推進

しています。しています。

（１）本市の児童（１８歳未満）の人口　（１）本市の児童（１８歳未満）の人口　

年　　年　　

　　区　分　　区　分
令和４令和４ 令和５令和５ 令和６令和６

全人口（人）全人口（人） 140,995140,995 141,233141,233 141,409141,409

１８歳未満人口（人）１８歳未満人口（人） 19,11019,110 18,70618,706 18,30918,309

比　率（％）比　率（％） 13.613.6 13.213.2 12.912.9

①児童人口の割合（各年度４月１日時点）①児童人口の割合（各年度４月１日時点）

年　　年　　

　　区　分　　区　分
令和４令和４ 令和５令和５ 令和６令和６

１８歳未満人口（人）１８歳未満人口（人） 19,11019,110 18,70618,706 18,30918,309

　０歳～　５歳（人）　０歳～　５歳（人） 5,3165,316 5,1515,151 4,9724,972

　６歳～１１歳（人）　６歳～１１歳（人） 6,4906,490 6,3416,341 6,1676,167

１２歳～１７歳（人）１２歳～１７歳（人） 7,3047,304 7,2147,214 7,1707,170

②年齢層別児童人口（各年度４月１日時点）②年齢層別児童人口（各年度４月１日時点）

年　　年　　

　　区　分　　区　分
令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

出生数（人）出生数（人） 849849 816816 753753

出　生　率出　生　率 1.191.19 1.141.14 1.041.04

（参考）全国合計特殊出生率（参考）全国合計特殊出生率 1.301.30 1.261.26 1.201.20

（参考）  県 合計特殊出生率（参考）  県 合計特殊出生率 1.301.30 1.271.27 1.221.22

③合計特殊出生率(各年1/1 ～ 12/31で集計）③合計特殊出生率(各年1/1 ～ 12/31で集計）
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２　保　育２　保　育

　①保育所入所申込及び保育利用状況　①保育所入所申込及び保育利用状況 （R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）

保育所名保育所名 定員定員
入所申込数入所申込数

※転所含む※転所含む

入所申込入所申込

に対するに対する

利用数　利用数　

継続継続

児童数児童数

広域広域

入所者入所者
計

定員に対定員に対

する実施する実施

率　　　率　　　

実施実施

主体主体

荒川沖保育所荒川沖保育所 90 90 2828 2323 6464 2 8989 98.9%98.9% 公立公立

霞ケ岡保育所霞ケ岡保育所 90 90 1616 1010 3838 0 4848 53.3％53.3％ 〃

天川保育所天川保育所 60 60 1515 1515 4141 0 5656 93.3％93.3％ 〃

神立保育所神立保育所 120 120 1515 1111 4949 0 6060 50.0％50.0％ 〃

公　営　計公　営　計 360360 7474 5959 192192 2 253253 70.3％70.3％

土浦愛隣会保育所土浦愛隣会保育所 120 120 2525 2323 8484 1 108108 90.0％90.0％ 民間民間

愛保育園愛保育園 20 20 1212 1111 0 2 1313 65.0％65.0％ 〃

めぐみ保育園めぐみ保育園 90 90 2727 2121 7575 0 9696 106.7％106.7％ 〃

ぽの保育園ぽの保育園 2020 1313 1111 0 2 1313 65.0％65.0％ 〃

白鳥保育園白鳥保育園 100100 8 8 6565 2 7575 75.0％75.0％ 〃

エンゼルゆめ保育園エンゼルゆめ保育園 7070 9 8 4848 0 5656 80.0％80.0％ 〃

つくば国際保育園つくば国際保育園 100 100 3030 2626 8080 0 106106 106.0％106.0％ 〃

中央保育園中央保育園 70 70 1919 1414 5656 1 7171 101.4％101.4％ 〃

高岡保育園高岡保育園 70 70 1717 1616 5252 0 6868 97.1％97.1％ 〃

藤沢保育園藤沢保育園 70 70 1212 1111 6161 0 7272 102.9％102.9％ 〃

白帆保育園白帆保育園 110 110 1515 1212 5353 0 0 6565 59.1％59.1％ 〃

あおぞら保育園あおぞら保育園 80 80 2222 2020 6868 0 8888 110.0％110.0％ 〃

童話館保育園童話館保育園 70 70 1212 9 6161 0 7070 100.0％100.0％ 〃

ともっこ保育園ともっこ保育園 80 80 1818 1212 6565 6 8383 103.8％103.8％ 〃

中村白百合ナーサリー中村白百合ナーサリー 60 60 1919 1818 4444 4 6666 110.0％110.0％ 〃

都和保育園都和保育園 110 110 2323 2121 6565 0 0 8686 78.2％78.2％ 〃

桜川保育園桜川保育園 90 90 3737 2525 7979 0 104104 115.6％115.6％ 〃

新生めぐみ保育園新生めぐみ保育園 90 90 2727 1616 7474 0 9090 100.0％100.0％ 〃

民　営　計民　営　計 1,4201,420 345345 282282 1,0301,030 1818 1,3301,330 93.7％93.7％

計 1,7801,780 419419 341341 1,2221,222 2020 1,5831,583 88.9％88.9％

－ 212 －



　②保育所等 年齢別入所児童数　②保育所等 年齢別入所児童数

（ア）保育所（ア）保育所

保育所名保育所名 定員定員
入所入所
児童数児童数

年齢別入所児童数（広域保育受託者含む）年齢別入所児童数（広域保育受託者含む） 実施実施
主体主体０歳０歳 １歳１歳 ２歳２歳 ３歳３歳 ４歳４歳 ５歳５歳

荒川沖保育所荒川沖保育所 90 90 8989 5 1212 1818 1919 1818 1717 公立公立
霞ヶ岡保育所霞ヶ岡保育所 90 90 4848 0 0 7 1010 1111 9 1111 〃
天川保育所天川保育所 60 60 5656 0 9 1111 1212 1111 1313 〃
神立保育所神立保育所 120 120 6060 3 9 1212 1313 1111 1212 〃

公　営　計公　営　計 360 360 253253 8 3737 5151 5555 4949 5353
土浦愛隣会保育所土浦愛隣会保育所 120 120 108108 5 1717 1919 2020 2424 2323 民間民間
愛保育園愛保育園 2020 1313 1 1010 2 0 0 0 〃
めぐみ保育園めぐみ保育園 90 90 9696 9 1616 1616 1818 1919 18 18 〃
ぽの保育園ぽの保育園 2020 1313 1 6 6 0 0 0 〃
白鳥保育園白鳥保育園 100 100 7575 3 1111 1515 1212 1616 1818 〃
エンゼルゆめ保育園エンゼルゆめ保育園 70 70 5656 3 7 1111 1212 1313 1010 〃
つくば国際保育園つくば国際保育園 100 100 106106 8 1919 2121 2121 1818 1919 〃
中央保育園中央保育園 70 70 7171 8 1010 1212 1515 1313 1313 〃
高岡保育園高岡保育園 70 70 6868 5 1212 1212 1414 1313 1212 〃
藤沢保育園藤沢保育園 70 70 7272 1 1212 1616 1313 1515 15 15 〃
白帆保育園白帆保育園 110 110 6565 5 1212 1414 1212 1212 1010 〃
あおぞら保育園あおぞら保育園 80 80 8888 1010 1616 1616 1616 1616 1414 〃
童話館保育園童話館保育園 70 70 7070 3 1111 1414 1414 1313 1515 〃
ともっこ保育園ともっこ保育園 80 80 8383 4 1515 16 16 16 16 1616 16 16 〃
中村白百合ナーサリー中村白百合ナーサリー 60 60 6666 1010 1515 1616 1212 1313 〃
都和保育園都和保育園 110 110 8686 6 1515 1616 1515 1818 1616 〃
桜川保育園桜川保育園 90 90 104104 9 1818 1818 2020 1919 2020 〃
新生めぐみ保育園新生めぐみ保育園 90 90 9090 9 1515 1515 1717 1717 1717 〃

民　営　計民　営　計 1,4201,420 1,3301,330 9090 232232 254254 251251 254254 249249
計 1,7801,780 1,5831,583 9898 264264 305305 306306 303303 302302

（R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）

（イ）認定こども園（イ）認定こども園

保育所名保育所名 定員定員
入所入所
児童数児童数

年齢別入所児童数（広域保育受託者含む）年齢別入所児童数（広域保育受託者含む） 実施実施
主体主体０歳０歳 １歳１歳 ２歳２歳 ３歳３歳 ４歳４歳 ５歳５歳

土浦幼稚園土浦幼稚園 110 110 8989 5 1212 1313 2323 1717 1919 公立公立
もみじこども園もみじこども園 205 205 201 201 5 12 12 1818 4141 6666 5959 民間民間
もみじ第二こども園もみじ第二こども園 135 135 121121 3 1111 1818 2424 3232 3333 〃
まなべすみれ幼稚園まなべすみれ幼稚園 219 219 187187 4 15 15 1919 4848 5353 4848 〃
エンゼルスポーツ幼稚園エンゼルスポーツ幼稚園 95 95 5959 1 1212 1212 1212 1111 1111 〃
土浦聖母幼稚園土浦聖母幼稚園 8585 3333 8 1111 1414 〃
中央幼稚園中央幼稚園 195 195 182182 0 0 1818 2121 4343 5454 4646 〃
土浦みどり幼稚園土浦みどり幼稚園 155155 104104 2222 4141 4141 〃
あおば台幼稚園あおば台幼稚園 175 175 5555 1919 2020 1616 〃
ひたち学院幼稚園ひたち学院幼稚園 170 170 8585 2828 2929 2828 〃
新学幼稚園新学幼稚園 145145 150150 1 1313 1919 4040 3636 4141 〃
白帆幼稚園白帆幼稚園 7575 3434 1010 6 1818 〃
土浦日本大学高等学校附属幼稚園土浦日本大学高等学校附属幼稚園 210210 119119 3434 4545 4040 〃

計 1,8641,864 1,3301,330 1414 8181 107107 329329 404404 395395

（R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）

（ウ）地域型保育施設（ウ）地域型保育施設

保育所名保育所名 定員定員
入所入所
児童数児童数

年齢別入所児童数（広域保育受託者含む）年齢別入所児童数（広域保育受託者含む） 実施実施
主体主体０歳０歳 １歳１歳 ２歳２歳 ３歳３歳 ４歳４歳 ５歳５歳

キッズマアムキッズマアム 12 12 8 8 0 0 4 4 4 民間民間
どんぐり保育園どんぐり保育園 60 60 1818 7 5 6 〃
キッズランドなないろキッズランドなないろ 19 19 1717 3 4 1010 〃
キッズルームやまもとキッズルームやまもと 19 19 1717 3 7 7 〃
サンルーナ託児所サンルーナ託児所 12 12 8 8 1 4 3 〃
はっぴー文京園はっぴー文京園 19 19 1515 2 5 8 〃
はっぴー神立園はっぴー神立園 19 19 1111 3 4 4 〃
キッズハウスうみの森キッズハウスうみの森 12 12 1212 1 5 6 〃
ともっこキッズともっこキッズ 1212 1111 2 4 5 〃
キッズハウスほしの森キッズハウスほしの森 12 12 9 0 4 5 〃

計 196196 126126 2222 4646 5858 0 0 0 0 0 0 

（R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）
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（イ）広域保育受託児童（市外から市内の保育所に入所している児童）状況（イ）広域保育受託児童（市外から市内の保育所に入所している児童）状況

委　託　先委　託　先 入所児童数入所児童数
年 齢 別 入 所 児 童 数年 齢 別 入 所 児 童 数

０歳０歳 １歳１歳 ２歳２歳 ３歳３歳 ４歳４歳 ５歳５歳

かすみがうら市かすみがうら市 31 31 0 0 5 7 1 9 9

つ く ば 市つ く ば 市 1919 0 0 2 4 6 7

阿　見　町阿　見　町 2020 0 0 4 2 3 3 8

牛　久　市牛　久　市 2 0 0 0 0 1 1

小 美 玉 市小 美 玉 市 3 0 0 2 0 0 1

守　谷　市守　谷　市 2 1 0 0 0 0 1

美　浦　村美　浦　村 5 2 0 2 0 1 0

吹　田　市吹　田　市 1 0 0 1 0 0 0

計 8383 3 9 1616 8 2020 2727

　③広域保育の実施状況　③広域保育の実施状況

（ア）広域保育委託児童（市外の保育所に入所している児童）状況（ア）広域保育委託児童（市外の保育所に入所している児童）状況

委　託　先委　託　先 入所児童数入所児童数
年 齢 別 入 所 児 童 数年 齢 別 入 所 児 童 数

０歳０歳 １歳１歳 ２歳２歳 ３歳３歳 ４歳４歳 ５歳５歳

阿　見　町阿　見　町 1 0 0 0 0 0 0 0 1

石　岡　市石　岡　市 1111 0 0 3 3 0 5

牛　久　市牛　久　市 9 1 2 0 1 3 2

小 美 玉 市小 美 玉 市 4 4 0 0 2 1 0 1

かすみがうら市かすみがうら市 4949 1 4 7 9 1313 1515

つ く ば 市つ く ば 市 1111 0 1 1 1 4 4

桜　川　市桜　川　市 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

稲　敷　市稲　敷　市 2 1 0 1 0 0 0 0

龍 ケ 崎 市龍 ケ 崎 市 2 0 1 0 0 0 0 1 0

笠　間　市笠　間　市 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

美　浦　村美　浦　村 1 0 0 0 0 0 1

行　方　市行　方　市 1 0 1 0 0 0 0

千　葉　市千　葉　市 1 1 0 0 1 0 0 0

計 9494 3 9 1717 1515 2121 2929

（R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）

（R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）
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　④令和６年度保育所（園）・認定こども園・地域型保育の利用者負担額表　④令和６年度保育所（園）・認定こども園・地域型保育の利用者負担額表

階　層　区　分階　層　区　分

※市町村民税課税額による※市町村民税課税額による

利用者負担額（月額）利用者負担額（月額）

満３歳未満児満３歳未満児

保育標準時間保育標準時間

（１１時間）（１１時間）

保育短時間保育短時間

（８時間）（８時間）

第１第１ 生活保護世帯生活保護世帯 0円0円 0円0円

第２第２ 非課税世帯非課税世帯 0円0円 0円0円

第３第３

３A３A 5,800 円5,800 円 5,750 円5,750 円

所得割課税額所得割課税額

48,600 円未満48,600 円未満
12,600 円12,600 円 12,500 円12,500 円

第４第４

４A　４A　77,101円未満77,101円未満 9,000 円9,000 円 9,000 円9,000 円

所得割課税額所得割課税額

97,000 円未満97,000 円未満
20,700 円20,700 円 20,400 円20,400 円

第５第５
所得割課税額所得割課税額

169,000 円未満169,000 円未満
31,400 円31,400 円 30,900 円30,900 円

第６第６
所得割課税額所得割課税額

301,000 円未満301,000 円未満
41,100 円41,100 円 40,300 円40,300 円

第７第７
所得割課税額所得割課税額

397,000 円未満397,000 円未満
50,800 円50,800 円 49,900 円49,900 円

第８第８
所得割課税額所得割課税額

397,000 円以上397,000 円以上
57,300 円57,300 円 56,300 円56,300 円

※年齢は、年度当初のものです。※年齢は、年度当初のものです。

※１　１号認定及び２号認定（年度途中に３歳の誕生日を迎えて２号となった場合を除く）の利※１　１号認定及び２号認定（年度途中に３歳の誕生日を迎えて２号となった場合を除く）の利

用料は無償となります。用料は無償となります。

※２　表中の数字は１人目の金額です。※２　表中の数字は１人目の金額です。

※３　小学校就学前の範囲内に子どもが２人以上いる場合、最年長の子どもを第１子、その下の※３　小学校就学前の範囲内に子どもが２人以上いる場合、最年長の子どもを第１子、その下の

子を第２子とします。第１子は全額負担、第２子は半額、第３子は無料となります。子を第２子とします。第１子は全額負担、第２子は半額、第３子は無料となります。

※４　所得割課税額57,700円未満の世帯については、年齢制限なく最年長の子どもを第１子、そ※４　所得割課税額57,700円未満の世帯については、年齢制限なく最年長の子どもを第１子、そ

の下の子を第２子として、上記と同様に軽減します。の下の子を第２子として、上記と同様に軽減します。

※５　利用者負担額の階層が第３及び第４の一部の方で、「母子または父子世帯」、「在宅障害者※５　利用者負担額の階層が第３及び第４の一部の方で、「母子または父子世帯」、「在宅障害者

（児）世帯」、「要保護世帯」の場合は、それぞれ「第３A」、「第４Ａ」になります。所得（児）世帯」、「要保護世帯」の場合は、それぞれ「第３A」、「第４Ａ」になります。所得

割課税額77,101円未満の場合は、年齢制限なく第２子以降無料となります。割課税額77,101円未満の場合は、年齢制限なく第２子以降無料となります。
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　⑤認可を受けていない保育施設への助成（市単独事業：Ｓ 50.4.1 施行）　⑤認可を受けていない保育施設への助成（市単独事業：Ｓ 50.4.1 施行）

　　保育施設の健全な運営を促進するとともに、利用児童の保育内容の充実及び向上を図ります。　　保育施設の健全な運営を促進するとともに、利用児童の保育内容の充実及び向上を図ります。

　　　○対象施設　　 日々保護者の委託を受けて , 保育を必要とする乳幼児を常時１０人以上保育する　　　○対象施設　　 日々保護者の委託を受けて , 保育を必要とする乳幼児を常時１０人以上保育する

施設で、保育室又は遊戯室を２０㎡、屋外遊技場を３０㎡以上有する施設施設で、保育室又は遊戯室を２０㎡、屋外遊技場を３０㎡以上有する施設

　　　○施設割　　　１保育園　　　　　　　年額　　　１２，０００円　　　○施設割　　　１保育園　　　　　　　年額　　　１２，０００円

　　　○児童割　　　市内児童１人当たり　　年額　　　１２，０００円　　　○児童割　　　市内児童１人当たり　　年額　　　１２，０００円

　　　○職員割　　　保育士１人当たり　　　年額　　　１０，０００円　　　○職員割　　　保育士１人当たり　　　年額　　　１０，０００円

対象施設対象施設

施　設　名施　設　名 定　員定　員 市内通園児市内通園児 令和５年度助成金令和５年度助成金

土浦めぐみ協会附属マナ愛児園土浦めぐみ協会附属マナ愛児園 88人88人 19人19人 260,000円260,000円

中村白百合キッズクラブ中村白百合キッズクラブ 35人35人 15人15人 222,000円222,000円

計 123人123人 34人34人 482,000円482,000円

保育所の運営割合（決算）　（令和５年度）保育所の運営割合（決算）　（令和５年度）

運営費の負担割合運営費の負担割合 児童１人当たり負担割合（月額）児童１人当たり負担割合（月額）

項　目項　目 決算額（単位：千円）決算額（単位：千円） 構成比（％）構成比（％） 決算額（単位：千円）決算額（単位：千円） 構成比（％）構成比（％）

国庫負担金国庫負担金 1,791,6361,791,636 47.347.3 45,64445,644 47.347.3

県 負 担 金県 負 担 金 853,822853,822 22.622.6 21,75221,752 22.622.6

保 育 料 等保 育 料 等 216,461216,461 5.75.7 5,5145,514 5.75.7

市　負　担市　負　担 924,927924,927 24.424.4 23,56323,563 24.424.4

合　　計合　　計 3,786,8463,786,846 100.0 100.0 96,47396,473 100.0 100.0 

国庫負担金

１,７９１,６３６千円

【４７.３％】

県負担金

８５３,８２２千円

【２２.６％】

保育料等
２１６,４６１千円
【５.７％】

市負担

９２４,９２７千円

【２４.４％】

合　計

３,７８６,８４６

　　　千円

運営費の負担割合
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　⑥特別保育事業　⑥特別保育事業

　（ア）延長保育（地域子ども・子育て支援事業）　（ア）延長保育（地域子ども・子育て支援事業）

　　 　保護者の就労形態の多様化や、通勤時間の増加に対応するため、保育時間の延長を実施してい　　 　保護者の就労形態の多様化や、通勤時間の増加に対応するため、保育時間の延長を実施してい

ます。公立保育所においては、１９時まで実施しており、民間保育所等においては保育所によってます。公立保育所においては、１９時まで実施しており、民間保育所等においては保育所によって

１９時～２０時まで実施しています。１９時～２０時まで実施しています。

　（イ）一時預かり事業（地域子ども・子育て支援事業）　（イ）一時預かり事業（地域子ども・子育て支援事業）

　　 　仕事の都合や家族の急病等により、継続的に又は一時的に子どもの面倒がみられない時に、お　　 　仕事の都合や家族の急病等により、継続的に又は一時的に子どもの面倒がみられない時に、お

子さんを預かり保育する事業です。子さんを預かり保育する事業です。

　　　○実施保育所　　 （公立保育所）荒川沖保育所、神立保育所　　　○実施保育所　　 （公立保育所）荒川沖保育所、神立保育所

　　　　　　　　　　　 （公立認定こども園）土浦幼稚園　　　　　　　　　　　 （公立認定こども園）土浦幼稚園

　　　　　　　　　　　 （民間保育所）土浦愛隣会保育所、めぐみ保育園、白鳥保育園、　　　　　　　　　　　 （民間保育所）土浦愛隣会保育所、めぐみ保育園、白鳥保育園、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高岡保育園、藤沢保育園、あおぞら保育園、童話館保育園、　　　　　　　　　　　　　　　　　　高岡保育園、藤沢保育園、あおぞら保育園、童話館保育園、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともっこ保育園、都和保育園、桜川保育園、新生めぐみ保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともっこ保育園、都和保育園、桜川保育園、新生めぐみ保育園

　　　　　　　　　　　 （認定こども園）もみじこども園、もみじ第二こども園、まなべすみれ幼稚園　　　　　　　　　　　 （認定こども園）もみじこども園、もみじ第二こども園、まなべすみれ幼稚園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　土浦聖母幼稚園、ひたち学院幼稚園、　　　　　　　　　　　　　　　　　　土浦聖母幼稚園、ひたち学院幼稚園、中央幼稚園、新学幼稚園、中央幼稚園、新学幼稚園、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　あおば台幼稚園　　　　　　　　　　　　　　　　　　あおば台幼稚園

　　　　　　　　　　　 （地域型保育施設）はっぴー神立園、キッズハウスうみの森、キッズマアム、　　　　　　　　　　　 （地域型保育施設）はっぴー神立園、キッズハウスうみの森、キッズマアム、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　キッズルームやまもと、キッズハウスほしの森、ともっこキッズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キッズルームやまもと、キッズハウスほしの森、ともっこキッズ

　　　○対象児童（公立）　 土浦市内に居住する満１歳から就学前の児童　　　○対象児童（公立）　 土浦市内に居住する満１歳から就学前の児童

　　　○保育時間（公立）　 月～金　　８時３０分から１７時００分まで　　　○保育時間（公立）　 月～金　　８時３０分から１７時００分まで

　　　　　　　　　　　　　土　　　　８時３０分から１２時３０分まで　　　　　　　　　　　　　土　　　　８時３０分から１２時３０分まで

　　　○保育料　　　　　　（公立）４時間以内…８００円    ４時間を超える場合…１，６００円　　　○保育料　　　　　　（公立）４時間以内…８００円    ４時間を超える場合…１，６００円

　　　　　　　　　　　　　（民間）各施設の料金設定による。　　　　　　　　　　　　　（民間）各施設の料金設定による。

　　　○令和５年度利用延人数　　　　２，４５９名（一般型のみ）　　　○令和５年度利用延人数　　　　２，４５９名（一般型のみ）

　（ウ）病児保育（地域子ども・子育て支援事業）　（ウ）病児保育（地域子ども・子育て支援事業）

　　 　保育を必要とする乳児・幼児等で、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、　　 　保育を必要とする乳児・幼児等で、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、

病院、診療所、その他の場所において、保育を行います。病院、診療所、その他の場所において、保育を行います。

　　　○実施施設     　　　○実施施設     

　　　　（病児対応型）　キッズケアなおるーむ（小児科塚原医院内）　　　　（病児対応型）　キッズケアなおるーむ（小児科塚原医院内）

　　　　（病後児対応型）　エンゼルスポーツ幼稚園、愛保育園　　　　（病後児対応型）　エンゼルスポーツ幼稚園、愛保育園

　　　○令和５年度利用延人数　　　○令和５年度利用延人数

　　　　（病児対応型）　１１６名　　　　（病児対応型）　１１６名

　　　　（病後児対応型）　０名　　　　（病後児対応型）　０名

　（エ）多子世帯保育料軽減事業　（エ）多子世帯保育料軽減事業

　　 　子育て家庭への経済的負担軽減策として、多子世帯における３歳未満児の保育料について、第　　 　子育て家庭への経済的負担軽減策として、多子世帯における３歳未満児の保育料について、第

２子は低所得者世帯を対象に半額、第３子以降は全世帯を対象に全額を助成します。２子は低所得者世帯を対象に半額、第３子以降は全世帯を対象に全額を助成します。

　　　○対象世帯　　　　　　　　第２子…市町村民税所得割課税額１６９，０００円未満の世帯　　　○対象世帯　　　　　　　　第２子…市町村民税所得割課税額１６９，０００円未満の世帯

　　　　　　　　　　　　　　　　第３子以降…全世帯　　　　　　　　　　　　　　　　第３子以降…全世帯

　　　○令和５年度実績　　　　　・助成対象児童数　　　　　　 １８７名　　　○令和５年度実績　　　　　・助成対象児童数　　　　　　 １８７名

　　　　　　　　　　　　　　　　・助成金額　　　　　　 １９，５６５千円　　　　　　　　　　　　　　　　・助成金額　　　　　　 １９，５６５千円
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３　地域子ども・子育て支援３　地域子ども・子育て支援

　①地域子育て支援拠点　①地域子育て支援拠点

　　地域の児童の健全な遊び場として、また、乳幼児及びその保護者が相互の交流により、子育てに　　地域の児童の健全な遊び場として、また、乳幼児及びその保護者が相互の交流により、子育てに

ついての相談、情報の提供及びその他の援助を行う、次の施設を設置しています。ついての相談、情報の提供及びその他の援助を行う、次の施設を設置しています。

　（ア）児童館（令和５年度の利用状況）　（ア）児童館（令和５年度の利用状況）

　

　（イ）地域子育て支援センター　（イ）地域子育て支援センター

　　 　親子での遊び方などの指導や、親同士の仲間づくりなど、保護者への支援をとおして子どもた　　 　親子での遊び方などの指導や、親同士の仲間づくりなど、保護者への支援をとおして子どもた

ちの育ちを支えると共に、子育て講演会等の情報提供をしています。ちの育ちを支えると共に、子育て講演会等の情報提供をしています。

　　 　市立認定こども園土浦幼稚園にある地域子育て支援センター「さくらんぼ」、民間の土浦愛隣会　　 　市立認定こども園土浦幼稚園にある地域子育て支援センター「さくらんぼ」、民間の土浦愛隣会

保育所子育て 支援センター「ありんこクラブ」、白鳥保育園地域子育て支援センター、めぐみ保保育所子育て 支援センター「ありんこクラブ」、白鳥保育園地域子育て支援センター、めぐみ保

育園地域子育て支援センター「ひまわり」及び新生めぐみ保育園地域子育て支援センター「ふく育園地域子育て支援センター「ひまわり」及び新生めぐみ保育園地域子育て支援センター「ふく

ろう」の合計５ケ所で実施しています。ろう」の合計５ケ所で実施しています。

　　　○令和５年度利用延人数　　　○令和５年度利用延人数

　　　　認定こども園土浦幼稚園地域子育て支援センター「さくらんぼ」　　５，２８１人　　　　認定こども園土浦幼稚園地域子育て支援センター「さくらんぼ」　　５，２８１人

　　　　土浦愛隣会保育所子育て支援センター「ありんこクラブ」　　　　　１，１２３人　　　　土浦愛隣会保育所子育て支援センター「ありんこクラブ」　　　　　１，１２３人

　　　　白鳥保育園地域子育て支援センター　　　　　　　　　　　　　　 　　１６０人　　　　白鳥保育園地域子育て支援センター　　　　　　　　　　　　　　 　　１６０人

　　　　めぐみ保育園地域子育て支援センター「ひまわり」　　　　　　　　２，３３４人　　　　めぐみ保育園地域子育て支援センター「ひまわり」　　　　　　　　２，３３４人

　　　　新生めぐみ保育園地域子育て支援センター「ふくろう」　　　　　　１，９２３人　　　　新生めぐみ保育園地域子育て支援センター「ふくろう」　　　　　　１，９２３人

　（ウ）子育て交流サロン　（ウ）子育て交流サロン

　　 　子育て中の方々の交流 の場として、平成１６年３月に子育て交流サロン「わらべ」を、また平　　 　子育て中の方々の交流 の場として、平成１６年３月に子育て交流サロン「わらべ」を、また平

成２３年４月から「のぞみ」を開館し、利用者の子育てに関する悩みや、相談に応じています。特成２３年４月から「のぞみ」を開館し、利用者の子育てに関する悩みや、相談に応じています。特

に、近年は、核家族化の進行や転勤などによって、一人で子育てをする母親が多いことから、親に、近年は、核家族化の進行や転勤などによって、一人で子育てをする母親が多いことから、親

同士の交流を図ることにより、子育てに関する不安などを解消することを目的としています。同士の交流を図ることにより、子育てに関する不安などを解消することを目的としています。

　　　○令和５年度利用延人数　　　　　「わらべ」　　　　　２，４１０人　　　○令和５年度利用延人数　　　　　「わらべ」　　　　　２，４１０人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「のぞみ」　　　　　３，４４７人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「のぞみ」　　　　　３，４４７人

（単位：人）（単位：人）

都和児童館都和児童館 ポプラ児童館ポプラ児童館 新治児童館新治児童館 合　　計合　　計

幼   児幼   児 2,3282,328 5,6025,602 2,4312,431 10,36110,361

小学生小学生 5,3285,328 3,6573,657 402402 9,3879,387

中高生中高生 1,1311,131 1,7601,760 1 2,8922,892

大   人大   人 2,9102,910 6,0136,013 2,0552,055 10,97810,978

計 11,69711,697 17,03217,032 4,8894,889 33,61833,618
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　②ファミリー・サポート・センター事業　②ファミリー・サポート・センター事業

　　子育ての手助けをしてほしい人（利用会員）と手助けをしたい人（協力会員）がそれぞれ会員と　　子育ての手助けをしてほしい人（利用会員）と手助けをしたい人（協力会員）がそれぞれ会員と

して登録し、働きながら子育てをしている方や病気などで困ったときなどに、子育ての不安や負担して登録し、働きながら子育てをしている方や病気などで困ったときなどに、子育ての不安や負担

を軽減するために、地域の中で支えながら子育てできるよう支援します。を軽減するために、地域の中で支えながら子育てできるよう支援します。

　　平成２４年度から「病後時預かり」、平成２７年度から、ひとり親及び多子世帯の低所得世帯に対　　平成２４年度から「病後時預かり」、平成２７年度から、ひとり親及び多子世帯の低所得世帯に対

し、年間８０時間を限度に利用料の一部を助成する支援事業を開始しています。し、年間８０時間を限度に利用料の一部を助成する支援事業を開始しています。

　　現在、ファミリー・サポート・センター事業の周知を図り、協力会員、利用会員を増やすなど子　　現在、ファミリー・サポート・センター事業の周知を図り、協力会員、利用会員を増やすなど子

育て支援の更なる充実を図っています。育て支援の更なる充実を図っています。

　○会員数（令和５年度末）　○会員数（令和５年度末）

　　・利用会員　　１８人　　　　　　・協力会員　　７６人　　・利用会員　　１８人　　　　　　・協力会員　　７６人

　○活動実績　○活動実績

　③放課後児童健全育成事業　③放課後児童健全育成事業

　　放課後子ども総合プランに基づき、 次世代を担う人材を育成するため就学児童が放課後等を安全・　　放課後子ども総合プランに基づき、 次世代を担う人材を育成するため就学児童が放課後等を安全・

安心に過ごし多様な体験活動を行う事が出来る様、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型連安心に過ごし多様な体験活動を行う事が出来る様、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型連

携を中心とした両事業の計画的な整備等を進めています。携を中心とした両事業の計画的な整備等を進めています。

　（ア）放課後児童クラブ　（ア）放課後児童クラブ

　　 　共働き世帯の増加などにより、「放課後児童」が年々増加している現状から、親が帰宅するまで　　 　共働き世帯の増加などにより、「放課後児童」が年々増加している現状から、親が帰宅するまで

の時間帯にクラブを組織し、家庭的な雰囲気の中で、家庭生活、集団生活、社会性をかん養するの時間帯にクラブを組織し、家庭的な雰囲気の中で、家庭生活、集団生活、社会性をかん養する

とともに、自主性、自発性、自己制御などを身につけさせ、児童の健全育成を図ります。とともに、自主性、自発性、自己制御などを身につけさせ、児童の健全育成を図ります。

　　○　開所日及び時間　　　　　毎週月曜～金曜日　　　　　　　（授業終了後～午後６時３０分）　　○　開所日及び時間　　　　　毎週月曜～金曜日　　　　　　　（授業終了後～午後６時３０分）

　　　　　　　　　　　　　　　　夏・冬・春休み等長期休業日（午前８時～午後６時３０分）　　　　　　　　　　　　　　　　夏・冬・春休み等長期休業日（午前８時～午後６時３０分）

　　　　　　　　　　　　　　　　毎月第１土曜日、創立記念日等（午前８時　～午後６時３０分）　　　　　　　　　　　　　　　　毎月第１土曜日、創立記念日等（午前８時　～午後６時３０分）

　　○　育成料　　　　　　　　　３，０００円／月（８月分は５，０００円／月）　　○　育成料　　　　　　　　　３，０００円／月（８月分は５，０００円／月）

活動活動内容内容

年度年度

合　計合　計
保育施設前保育施設前
後の預かり後の預かり

保育施設ま保育施設ま
での送迎での送迎

学童後学童後
預かり預かり

放課後放課後
預かり預かり

学校行事等学校行事等
の預かりの預かり

買い物・外買い物・外
出預かり出預かり

病後児病後児
預かり預かり

産前産後産前産後
家事援助家事援助

学校学校⇒おけ⇒おけ
いこ場の送迎いこ場の送迎

回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間 回数回数 時間時間

令和元年度令和元年度 1,4791,479 215215 641641 123123 230230 0 214214 0 1616 4040

令和２年度令和２年度 524524 4 204204 9797 5353 0 153153 0 7 6

令和３年度令和３年度 754754 847.0847.0 129129 56.556.5 305305 131.0131.0 101101 38.538.5 3939 183.0183.0 0 0.00.0 8686 368.0368.0 0 0.00.0 0 0.00.0 9494 70.070.0

令和４年度令和４年度 401401 591.0591.0 4 5.55.5 105105 52.552.5 5555 14.514.5 0 0.00.0 0 0.00.0 173173 460.5460.5 0 0.00.0 1818 21.021.0 4646 37.037.0

令和５年度令和５年度 307307 478.0478.0 0 0.00.0 7777 26.026.0 5656 13.013.0 0 0.00.0 0 0.00.0 151151 419.5419.5 0 0.00.0 1 1.01.0 2222 18.518.5

内　
　
　
　

訳

内　
　
　
　

訳

４月４月 2121 23.523.5 0 0.00.0 5 1.51.5 5 1.01.0 0 0.00.0 0 0.00.0 6 16.016.0 0 0.00.0 0 0.00.0 5 5.05.0

５月５月 2525 32.532.5 0 0.00.0 6 2.02.0 5 1.51.5 0 0.00.0 0 0.00.0 9 24.024.0 0 0.00.0 0 0.00.0 5 5.05.0

６月６月 3535 47.047.0 0 0.00.0 8 2.52.5 7 1.51.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1414 37.037.0 0 0.00.0 1 1.01.0 5 5.05.0

７月７月 2222 43.043.0 0 0.00.0 3 1.01.0 3 0.50.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1515 41.041.0 0 0.00.0 0 0.00.0 1 0.50.5

８月８月 1919 37.537.5 0 0.00.0 2 1.01.0 0 0.00.0 0 0.00.0 0 0.00.0 1111 33.533.5 0 0.00.0 0 0.00.0 6 3.03.0

９月９月 2929 48.048.0 0 0.00.0 8 2.52.5 6 1.51.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1515 44.044.0 0 0.00.0 0 0.00.0 0 0.00.0

１０月１０月 2727 37.037.0 0 0.00.0 9 3.03.0 6 1.51.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1212 32.532.5 0 0.00.0 0 0.00.0 0 0.00.0

１１月１１月 2222 46.046.0 0 0.00.0 3 1.01.0 3 0.50.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1616 44.544.5 0 0.00.0 0 0.00.0 0 0.00.0

１２月１２月 2525 33.533.5 0 0.00.0 9 3.03.0 6 1.51.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1010 29.029.0 0 0.00.0 0 0.00.0 0 0.00.0

１月１月 2525 40.540.5 0 0.00.0 7 2.52.5 5 1.01.0 0 0.00.0 0 0.00.0 1313 37.037.0 0 0.00.0 0 0 0 0.00.0

２月２月 3030 53.053.0 0 0.00.0 8 3.03.0 4 1.01.0 0 0.00.0 0 0.00.0 1818 19.019.0 0 0.00.0 0 0 0 0.00.0

３月３月 2727 36.536.5 0 0.00.0 9 3.03.0 6 1.51.5 0 0.00.0 0 0.00.0 1212 32.032.0 0 0.00.0 0 0 0 0.00.0
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　○児童クラブ開設状況　○児童クラブ開設状況

クラブ名クラブ名 クラブ数クラブ数 定員定員 開設場所開設場所 開設年月日開設年月日 電　話電　話

都和小学校児童クラブ都和小学校児童クラブ 3 3 117 117 学校内余裕教室学校内余裕教室
S41. 4S41. 4

831-1500831-1500
H19. 4. 2移設H19. 4. 2移設

神立小学校児童クラブ神立小学校児童クラブ 3 3 118 118 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設
S52. 6. 9S52. 6. 9

831-5976831-5976
H14. 7.30移設H14. 7.30移設

真鍋小学校児童クラブ真鍋小学校児童クラブ 5 5 190 190 学校内余裕教室学校内余裕教室
S53. 5. 8S53. 5. 8

826-1262826-1262
H12. 9. 1移設H12. 9. 1移設

中村小学校児童クラブ中村小学校児童クラブ 3 3 114 114 
学校内余裕教室学校内余裕教室 S53. 5. 24S53. 5. 24

842-3116842-3116
学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設 H13. 4. 6移設H13. 4. 6移設

下高津小学校児童クラブ下高津小学校児童クラブ 3 3 140 140 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設
S53. 6. 2S53. 6. 2

827-1387827-1387
H17. 2.21移設H17. 2.21移設

土浦小学校児童クラブ土浦小学校児童クラブ 4 4 130 130 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設
S55. 5.19S55. 5.19

822-3071822-3071
H26. 4. 1移設H26. 4. 1移設

乙戸小学校児童クラブ乙戸小学校児童クラブ 2 2 77 77 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設
H 6. 4.30H 6. 4.30

841-2720841-2720
H22. 4. 1移設H22. 4. 1移設

土浦第二小学校児童クラブ土浦第二小学校児童クラブ 3 3 116 116 
学校内余裕教室学校内余裕教室 H11.11. 8H11.11. 8

827-1848827-1848
学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設 Ｒ4. 4. 1増設Ｒ4. 4. 1増設

大岩田小学校児童クラブ大岩田小学校児童クラブ 3 3 118 118 学校内余裕教室学校内余裕教室 H12. 6. 5H12. 6. 5 821-0127821-0127

右籾小学校児童クラブ右籾小学校児童クラブ 2 2 76 76 学校内余裕教室学校内余裕教室 H13. 3.21H13. 3.21 842-2006842-2006

荒川沖小学校児童クラブ荒川沖小学校児童クラブ 2 2 88 88 学校敷地外専用施設学校敷地外専用施設
H13. 6.15H13. 6.15

841-1705841-1705
H24.10. 1移設H24.10. 1移設

東小学校児童クラブ東小学校児童クラブ 3 3 99 99 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設
H14. 7.10H14. 7.10

841-5327841-5327
H19. 1.15移設H19. 1.15移設

上大津東小学校児童クラブ上大津東小学校児童クラブ 2 2 80 80 学校内余裕教室学校内余裕教室 H15. 4. 8H15. 4. 8 828-1620828-1620

都和南小学校児童クラブ都和南小学校児童クラブ 2 2 75 75 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設 H16. 3. 1H16. 3. 1 821-9030821-9030

菅谷小学校児童クラブ菅谷小学校児童クラブ 1 1 38 38 学校内余裕教室学校内余裕教室 H20. 4. 1H20. 4. 1 831-0838831-0838

新治学園義務教育学校新治学園義務教育学校

児童クラブ児童クラブ
4 4 128 128 学校敷地内専用施設学校敷地内専用施設 H30. 4. 1H30. 4. 1 862-5033862-5033
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　（イ） 放課後子供教室　（イ） 放課後子供教室

　　 　小学校等の施設を活用し、子供たちの放課後等における安全・安心な居場所を設け、スポーツ、　　 　小学校等の施設を活用し、子供たちの放課後等における安全・安心な居場所を設け、スポーツ、

文化・体験活動、地域住民との交流活動等の機会を提供することにより、子供たちの社会性、自文化・体験活動、地域住民との交流活動等の機会を提供することにより、子供たちの社会性、自

主性、創造性及び豊かな人間性が地域社会の中で育まれることを推進します。主性、創造性及び豊かな人間性が地域社会の中で育まれることを推進します。

　　○実施日　　　　　概ね週２回（年間約５０回）　　○実施日　　　　　概ね週２回（年間約５０回）

　　○実施時間　　　　授業終了後から午後５時まで（土曜日実施時間は午前９時３０分から１２時まで）　　○実施時間　　　　授業終了後から午後５時まで（土曜日実施時間は午前９時３０分から１２時まで）

　　○放課後子供教室実施状況　　○放課後子供教室実施状況
（R6.4.1 現在）（R6.4.1 現在）

実施場所実施場所 放課後子供教室名放課後子供教室名
延べ参加児童数（人）延べ参加児童数（人） 実施実施

R3R3 R4R4 R5R5 年度年度

東小学校東小学校 東小学校放課後子供教室東小学校放課後子供教室 679679 1,3461,346 1,4821,482 H23～H23～

上大津東小学校上大津東小学校 上大津東小学校放課後子供教室上大津東小学校放課後子供教室 944944 1,3061,306 1,4141,414 H24～H24～

右籾小学校右籾小学校 右籾小学校放課後子供教室右籾小学校放課後子供教室 1,3151,315 1,7261,726 1,3421,342 H24～H24～

都和南小学校都和南小学校 都和南小学校放課後子供教室都和南小学校放課後子供教室 735735 1,2261,226 1,0111,011 H25～H25～

土浦小学校土浦小学校 土浦小学校放課後子供教室土浦小学校放課後子供教室 2,0682,068 3,0193,019 3,4933,493 H26～H26～

荒川沖小学校荒川沖小学校 荒川沖小学校放課後子供教室荒川沖小学校放課後子供教室 892892 2,4652,465 1,9681,968 H26～H26～

下高津小学校下高津小学校 下高津小学校放課後子供教室下高津小学校放課後子供教室 ― 804804 777777 H27～H27～

神立小学校神立小学校 神立小学校放課後子供教室神立小学校放課後子供教室 993993 197197 1,5651,565 H28～H28～

乙戸小学校乙戸小学校 乙戸小学校放課後子供教室乙戸小学校放課後子供教室 852852 952952 1,0781,078 H29～H29～

新治学園義務教育学校新治学園義務教育学校 新治学園義務教育学校放課後子供教室新治学園義務教育学校放課後子供教室 623623 964964 1,1941,194 H30～H30～

大岩田小学校大岩田小学校 大岩田小学校放課後子供教室大岩田小学校放課後子供教室 1,0931,093 2,0812,081 1,5241,524 H30～H30～

土浦第二小学校土浦第二小学校 土浦第二小学校放課後子供教室土浦第二小学校放課後子供教室 110110 337337 232232 H30～H30～

中村小学校中村小学校 中村小学校放課後子供教室中村小学校放課後子供教室 812812 1,1011,101 794794 R1～R1～

都和小学校都和小学校 都和小学校放課後子供教室都和小学校放課後子供教室 473473 753753 1,0581,058 R2～R2～

真鍋小学校真鍋小学校 真鍋小学校放課後子供教室真鍋小学校放課後子供教室 9797 444444 272272
R2～R2～

（1～3年生対象）（1～3年生対象）

菅谷小学校菅谷小学校 菅谷小学校放課後子供教室菅谷小学校放課後子供教室 554554 790790 471471 R3～R3～

－ 221 －
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　④子育て世代包括支援センター　④子育て世代包括支援センター

　　妊娠期から子育て期にかけて、母子保健と子育て支援の両面から切れ目ない総合的相談支援を行　　妊娠期から子育て期にかけて、母子保健と子育て支援の両面から切れ目ない総合的相談支援を行

います。保健師、助産師等が妊娠届出時にすべての妊婦の相談支援を行い、妊娠・出産についてのいます。保健師、助産師等が妊娠届出時にすべての妊婦の相談支援を行い、妊娠・出産についての

悩みや不安等の解消・軽減を図っています。悩みや不安等の解消・軽減を図っています。

　　また、子育て支援コンシェルジュによる出張相談や１歳児の家庭へ電話相談を行い，子育てに関　　また、子育て支援コンシェルジュによる出張相談や１歳児の家庭へ電話相談を行い，子育てに関

する情報提供などをすることで、子育て支援を行います。する情報提供などをすることで、子育て支援を行います。

　　＜令和５年度実績＞　　＜令和５年度実績＞

　　ア　妊娠届出数　（週数別）　　ア　妊娠届出数　（週数別）

　　イ　要支援妊婦数（支援プラン作成）　　　　　　ウ　要支援乳幼児数　　イ　要支援妊婦数（支援プラン作成）　　　　　　ウ　要支援乳幼児数（支援プラン作成）（支援プラン作成）

　　エ　産後ケア事業　　エ　産後ケア事業

　　 　支援が必要な母子に対し、宿泊または通所にて助産師等による専門的な支援や保健指導を実施　　 　支援が必要な母子に対し、宿泊または通所にて助産師等による専門的な支援や保健指導を実施

し、育児に対する不安の軽減や、安心して子育てができるよう支援します。し、育児に対する不安の軽減や、安心して子育てができるよう支援します。

　　〇対 象 者　　産後１歳未満の産婦及び乳児　　〇対 象 者　　産後１歳未満の産婦及び乳児

　　〇委託場所　　 霞ケ浦医療センター、なないろもあバースクリニック、つくばセントラル病院、　　〇委託場所　　 霞ケ浦医療センター、なないろもあバースクリニック、つくばセントラル病院、

Ate-Lu（アテール）、茨城県助産師会Ate-Lu（アテール）、茨城県助産師会

　　〇利用上限　　 １回の出産につき短期入所型・通所型・居住訪問型合わせて７日以内（多胎産婦　　〇利用上限　　 １回の出産につき短期入所型・通所型・居住訪問型合わせて７日以内（多胎産婦

の場合は10日以内）の場合は10日以内）

　　〇自己負担額　 施設の定める金額の１割から、１回の利用につき2,500円を減免した金額（多胎児　　〇自己負担額　 施設の定める金額の１割から、１回の利用につき2,500円を減免した金額（多胎児

の場合、別途加算あり）の場合、別途加算あり）

妊娠届出者数妊娠届出者数 満11週以内満11週以内 満12 ～ 19週満12 ～ 19週 満20週から27週満20週から27週 満28週以上満28週以上 不　詳不　詳 分娩後分娩後

839人839人
780人780人 32人32人 14人14人 9人9人 0人0人 4人4人

93.0%93.0% 3.8%3.8% 1.7%1.7% 1.0%1.0% 0 %0 % 0.4%0.4%

支　援　項　目支　援　項　目 人　数人　数

精神不調精神不調 78人78人

家族などの支援者不足家族などの支援者不足 21人21人

妊娠届出の遅延妊娠届出の遅延 9人9人

外国人の言語や文化の違い外国人の言語や文化の違い 42人42人

若年若年 1人1人

妊婦の持病妊婦の持病 0人0人

多子家庭多子家庭 5人5人

愛着・養育不良の恐れ愛着・養育不良の恐れ 68人68人

経済的不安経済的不安 8人8人

グリーフケアグリーフケア 128人128人

その他その他 42人42人

合　　　計合　　　計 402人402人

年　　齢年　　齢 人 数人 数

出生～生後４か月出生～生後４か月 747人747人

生後４か月～１歳未満生後４か月～１歳未満 35人35人

１歳～３歳１歳～３歳 17人17人

４歳～６歳４歳～６歳 4人4人

学童学童 1人1人

通所通所型
短　期　入　所　型短　期　入　所　型

居宅訪問型居宅訪問型 合　計合　計
１泊２日１泊２日 ２泊３日２泊３日 ３泊４日３泊４日

人 数（人）人 数（人） 1818 2020 3 1 8 5050

日 数（日）日 数（日） 1818 4040 9 4 8 7979

－ 222 －



　　オ　産前・産後家事ヘルパー派遣事業　　オ　産前・産後家事ヘルパー派遣事業

　　 　産前・産後に家族等から家事又は育児の育児の援助を受けることができない妊産婦の方の精神　　 　産前・産後に家族等から家事又は育児の育児の援助を受けることができない妊産婦の方の精神

的・肉体的な負担軽減を図り、安心して妊娠出産することができる環境を整備するため、家事や的・肉体的な負担軽減を図り、安心して妊娠出産することができる環境を整備するため、家事や

育児をお手伝いするヘルパーを自宅に派遣します。育児をお手伝いするヘルパーを自宅に派遣します。

　　〇対 象 者　　母子手帳の交付を受けた日から産後１年未満の妊産婦　　〇対 象 者　　母子手帳の交付を受けた日から産後１年未満の妊産婦

　　〇委 託 先　　 株式会社　ママMATE　　〇委 託 先　　 株式会社　ママMATE

　　〇利用上限　　 １日１回　２時間まで、１か月　上限４回まで（多胎の場合は６回まで）　　〇利用上限　　 １日１回　２時間まで、１か月　上限４回まで（多胎の場合は６回まで）

　　　　　　　　　１回の妊娠につき４８時間まで（多胎の場合は７２時間まで）　　　　　　　　　１回の妊娠につき４８時間まで（多胎の場合は７２時間まで）

　　〇自己負担額　 １時間あたり５００円（生活保護世帯は無料）＋ヘルパーの交通費　　〇自己負担額　 １時間あたり５００円（生活保護世帯は無料）＋ヘルパーの交通費

　　　　　　　　　　　※Ｒ６．３月から事業開始　　　　　　　　　　　※Ｒ６．３月から事業開始

　　カ　妊婦訪問支援事業　　カ　妊婦訪問支援事業

　　 育児が困難になることが予想される妊婦や妊婦健康診査未受診の妊婦に対し、訪問・電話等を行　　 育児が困難になることが予想される妊婦や妊婦健康診査未受診の妊婦に対し、訪問・電話等を行

い早期に介入し、継続的支援をすることで、安心・安全なお産や虐待等の予防をする。い早期に介入し、継続的支援をすることで、安心・安全なお産や虐待等の予防をする。

　　〇令和５年度　相談・訪問等支援件数（助産師）　　〇令和５年度　相談・訪問等支援件数（助産師）

R5年度R5年度

利　用　者利　用　者

実　人　数実　人　数 2

延　人　数延　人　数
産　　前産　　前 0

産　　後産　　後 2

利　用　時　間利　用　時　間 1010

( 単位：件）(単位：件）

事業別事業別

内訳内訳
窓口相談窓口相談

要支援要支援
妊婦妊婦
訪問訪問

要支援要支援
妊婦妊婦
面談面談

要支援要支援
妊婦妊婦
電話電話

妊婦健診妊婦健診
未受診未受診
電話電話

妊娠25週妊娠25週
ランクA.BランクA.B
電話電話

妊婦８か月妊婦８か月

アンケートアンケート

未回答電話未回答電話

妊娠25W電話かけ連妊娠25W電話かけ連

絡つながらなかった絡つながらなかった

再電話再電話
合　計合　計

相 談 件 数（実）相 談 件 数（実） 3 1212 4 8080 1414 6161 3030 5 209209

内　
　

訳
（
延
）

内　
　

訳
（
延
）

妊娠届出・マル福・手当関連妊娠届出・マル福・手当関連 2 0 0 0 0 1 0 0 3

妊娠中のトラブル・合併症妊娠中のトラブル・合併症 2 1111 3 5757 1313 2020 1717 0 123123

保護者の心の健康保護者の心の健康 1 1414 3 5353 1111 2020 1717 0 119119

経済面に関すること経済面に関すること 0 7 2 8 0 0 1 0 1818

出産に関すること出産に関すること 2 1414 3 5555 6 2424 3030 5 139139

産後の支援者・里帰りに関すること産後の支援者・里帰りに関すること 2 1919 3 5656 1111 4444 3131 5 171171

育児に関すること育児に関すること 1 1212 2 2525 5 2 1111 0 5858

子の発育発達・医療関係子の発育発達・医療関係 0 2 0 1 0 0 0 0 3

遊び場に関すること遊び場に関すること 0 1 0 0 0 0 0 0 1

保育所・幼稚園・一時預保育所・幼稚園・一時預
かり、ファミリーサポートかり、ファミリーサポート

1 1111 1 5151 6 0 1212 0 8282

グリーフケアグリーフケア 0 0 0 0 0 0 1 0 1

合　　計合　　計 1111 9191 1717 306306 5252 111111 120120 1010 718718
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　　キ　助産師による電話相談　　キ　助産師による電話相談

　　　〇出張相談　　　〇出張相談

　　　 　地域子育て支援センター、交流サロンに助産師が出張し、妊婦や育児に関する相談に応じます。　　　 　地域子育て支援センター、交流サロンに助産師が出張し、妊婦や育児に関する相談に応じます。

　　　　　実施場所（内容）　 ひまわり（妊婦相談）月１回　　　　　実施場所（内容）　 ひまわり（妊婦相談）月１回

　　　　　　　　　　　　　　さくらんぼ（育児相談）隔月１回　　　　　　　　　　　　　　さくらんぼ（育児相談）隔月１回

　　　　　　　　　　　　　　わらべ・のぞみ・こどもランド（育児相談）各月１回　　　　　　　　　　　　　　わらべ・のぞみ・こどもランド（育児相談）各月１回

〇直通電話相談〇直通電話相談

令和４年度令和４年度 令和５年度令和５年度

59件59件 61件61件

〇相談内容〇相談内容
 　 　（単位：件）（単位：件）

妊娠届出妊娠届出 窓　口窓　口
交流サロン交流サロン
こどもランドこどもランド
支援センター支援センター

マタニティ教室マタニティ教室 電話相談電話相談 訪問・その他訪問・その他 合　計合　計

妊娠届出・マル福・手当関連妊娠届出・マル福・手当関連 242242 1010 6 6565 1414 2 339339

妊娠中のトラブル・合併症妊娠中のトラブル・合併症 248248 1212 4343 162162 2727 1717 509509

保 護 者 の 心 の 健 康保 護 者 の 心 の 健 康 8888 3 3 3636 5 0 135135

経済面に関すること経済面に関すること 102102 2 2 4444 2 0 152152

出 産 に 関 す る こ と出 産 に 関 す る こ と 236236 6 1515 146146 1111 1717 431431

産 後 の 支 援 者・ 里産 後 の 支 援 者・ 里
帰 り に 関 す る こ と帰 り に 関 す る こ と

243243 5 1717 147147 1111 6 429429

育 児 に 関 す る こ と育 児 に 関 す る こ と 116116 6 7777 156156 3939 3737 431431

子 の 発 育 発 達・子 の 発 育 発 達・
医 療 関 係医 療 関 係

7777 5 3737 3232 4444 2727 222222

遊び場に関すること遊び場に関すること 3 1 2323 3131 1010 2 7070

保育所・幼稚園・一時預か保育所・幼稚園・一時預か
り、ファミリーサポートり、ファミリーサポート

1515 4 2020 5 1313 4 6161

グ リ ー フ ケ アグ リ ー フ ケ ア 0 3 0 1 1 0 5

　 合 　 計 　　 合 　 計 　 1,1581,158 6767 287287 825825 177177 165165 2,7682,768

出張回数（回）出張回数（回） 4848

参加者数（人）参加者数（人） 228228

－ 224 －



　　ク　子育て支援コンシェルジュによる相談　　ク　子育て支援コンシェルジュによる相談

　　 　保育士の資格をもつ子育て支援コンシェルジュが、市内の遊び場や市のサービス、保育所に関　　 　保育士の資格をもつ子育て支援コンシェルジュが、市内の遊び場や市のサービス、保育所に関

すること等の情報提供や育児相談を実施し、子育てをサポートします。すること等の情報提供や育児相談を実施し、子育てをサポートします。

　　〇出張相談：子育て交流サロン（わらべ・のぞみ・こどもランド）　　〇出張相談：子育て交流サロン（わらべ・のぞみ・こどもランド）

　　〇定期健診：４か月児健診・１歳６か月児健診・３歳児健診　　〇定期健診：４か月児健診・１歳６か月児健診・３歳児健診

　　〇育児相談：つちまる育児相談、１０か月児育児相談、２歳児育児相談　　〇育児相談：つちまる育児相談、１０か月児育児相談、２歳児育児相談

　　〇令和４年度　相談件数、内容（子育て支援コンシェルジュ）　　〇令和４年度　相談件数、内容（子育て支援コンシェルジュ）

　　ケ　乳幼児ふれあい交流促進事業　　ケ　乳幼児ふれあい交流促進事業

　　 　中高生が妊婦疑似体験をしたり乳幼児とふれあったりすることで、子どもや家庭・生命の大切　　 　中高生が妊婦疑似体験をしたり乳幼児とふれあったりすることで、子どもや家庭・生命の大切

さを学び、妊婦や年少者へのやさしさ、思いやりの育成を促進します。さを学び、妊婦や年少者へのやさしさ、思いやりの育成を促進します。

　　　また、将来、命をはぐくむための健康を増進するプレコンセプションケアの実践を推進します。　　　また、将来、命をはぐくむための健康を増進するプレコンセプションケアの実践を推進します。

　　〇実　績　　〇実　績

　　コ　ペアレント・トレーニング　　コ　ペアレント・トレーニング

　　 　子どもとの会話ややり取りの工夫を紹介する子育て講座です。　　 　子どもとの会話ややり取りの工夫を紹介する子育て講座です。

　　 　また、参加者の子育ての悩みを聞き、助言や情報提供することにより、子育て負担感の軽減を　　 　また、参加者の子育ての悩みを聞き、助言や情報提供することにより、子育て負担感の軽減を

図ります。図ります。

　　〇実　績　　〇実　績

（単位：件）（単位：件）

出張相談等出張相談等

窓口窓口 電話相談電話相談
１歳１歳
すくすくすくすく
電話相談電話相談

合計合計子育て子育て
支援施設支援施設

定期健診等定期健診等

相　　談　　件　　数相　　談　　件　　数 347347 146146 2929 2323 498498 1,0431,043

内　
　
　

訳　
　

（

内　
　
　

訳　
　

（
延
︶
延
︶

保育所認定こども園幼稚園関連保育所認定こども園幼稚園関連 4 5050 1515 1212 9 9090

一時預かり・ファミリーサポート一時預かり・ファミリーサポート 1 5 3 2 3 1414

児童手当・児童扶養手当児童手当・児童扶養手当 1 0 0 0 2 3

遊び場に関すること遊び場に関すること 2727 1111 2 0 5 4545

就学時に関すること就学時に関すること 0 1 9 1 2 1313

子の発育発達・医療関連子の発育発達・医療関連 5 0 1 1 2929 3636

育児に関すること育児に関すること 367367 8888 5 6 504504 970970

保護者の心身の健康保護者の心身の健康 1111 2 1 2 6 2222

育児支援者に関すること育児支援者に関すること 0 1 0 0 0 1

経済・住まいなどその他経済・住まいなどその他 0 0 0 0 0 0

グリーフケアグリーフケア 0 0 0 0 0 0

そ　の　他そ　の　他 3 1 0 0 0 4

合　　　　　計合　　　　　計 419419 159159 3636 2424 560560 1,1981,198

周　　知　　啓　　発周　　知　　啓　　発 0 2,3132,313 0 0 2 2,3152,315

（単位：人）（単位：人）

年　度年　度 令和元令和元 令和 2令和 2 令和 3令和 3 令和 4令和 4 令和 5令和 5

実施回数実施回数 4 ― ― 1 1

人　　数人　　数 1616 ― ― 6 1212

 ※令和２年度、令和３年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止。 ※令和２年度、令和３年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止。

（単位：人）（単位：人）

年　度年　度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

形　　態形　　態 対面対面 対面対面 オンラインオンライン 対面対面 オンラインオンライン 対面対面 オンラインオンライン 対面対面

実施回数実施回数 3 1 2 1 2 5 1 7

人　　数人　　数 1616 6 5 6 5 3333 1 4444

－ 225 －
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　　サ　多胎児家庭交流会（つちまるビーンズ交流会）　　サ　多胎児家庭交流会（つちまるビーンズ交流会）

　　 　多胎児を妊娠中、子育て中の家庭の交流会を通し、仲間づくりを促し、家庭や地域での孤立感　　 　多胎児を妊娠中、子育て中の家庭の交流会を通し、仲間づくりを促し、家庭や地域での孤立感

の解消を図ります。の解消を図ります。

　　〇実　績　　〇実　績

　　シ　出産・子育て応援事業（伴走型相談支援）　　シ　出産・子育て応援事業（伴走型相談支援）

　　 　出産・子育て世帯に、出産・子育て応援給付金の申請と一体的に専門職が面談を行い、相談や　　 　出産・子育て世帯に、出産・子育て応援給付金の申請と一体的に専門職が面談を行い、相談や

必要な支援につなげることで、安心して出産・子育てが行えるよう支援すます。必要な支援につなげることで、安心して出産・子育てが行えるよう支援すます。

　　　※令和５年３月開始　　　※令和５年３月開始

　　〇対象者　　〇対象者

　　　令和４年４月１日以降に妊娠届出をした方　　　令和４年４月１日以降に妊娠届出をした方

　　　令和４年４月１日以降に出生した子を養育する方　　　令和４年４月１日以降に出生した子を養育する方

　　〇面談　　〇面談

　　　 保健師や助産師が面談し、子育てガイドによる出産・育児の見通しや活用できるサービス、給　　　 保健師や助産師が面談し、子育てガイドによる出産・育児の見通しや活用できるサービス、給

付金申請の案内をします。付金申請の案内をします。

　　　①妊娠届出時　　　①妊娠届出時

　　　②妊娠８か月頃にアンケート（希望者は面談）　　　②妊娠８か月頃にアンケート（希望者は面談）

　　　③乳児家庭全戸訪問時　　　③乳児家庭全戸訪問時

　　〇実績　　〇実績

（単位：人）（単位：人）

年　度年　度 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

実施回数実施回数 1 1 2

実施人数実施人数 2 3 (2)3 (2) 11 (2)11 (2)

（　） 内妊婦（　） 内妊婦

①妊娠届出時①妊娠届出時
（単位：人）（単位：人）

面談者数（実）面談者数（実） 837837

②妊娠８か月頃②妊娠８か月頃

面談者数（実）面談者数（実） 8 (2)8 (2)

電話相談者数（延）電話相談者数（延） 401401

アンケート送付者数アンケート送付者数 528528

アンケート回答者数アンケート回答者数 390390

③乳児家庭全戸訪問時③乳児家庭全戸訪問時

面談者数（実）面談者数（実） 723723

※（　） うちオンラインでの面談者数※（　） うちオンラインでの面談者数
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４　母子保健４　母子保健

　母子の総合的な保健対策により、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進を図っています。　母子の総合的な保健対策により、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進を図っています。

　①健康診査　①健康診査

　　４か月児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査は集団健診を実施しています。　　４か月児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査は集団健診を実施しています。

　（ア）４か月児健康診査　（ア）４か月児健康診査

　　 　発育が特に著しい乳児期に、心身の異常の早期発見及び、栄養・育児相談、疾病や事故の予防　　 　発育が特に著しい乳児期に、心身の異常の早期発見及び、栄養・育児相談、疾病や事故の予防

等について助言を行い、正しい知識の普及を図ります。等について助言を行い、正しい知識の普及を図ります。

　　〇実施日及び場所　　　　毎月第２水・木曜日　土浦市保健センター　　〇実施日及び場所　　　　毎月第２水・木曜日　土浦市保健センター

　　〇実　績　　　　　　　　　　〇実　績　　　　　　　　

　（イ）１歳６か月児健康診査　（イ）１歳６か月児健康診査

　　 　幼児初期における心身の異常の早期発見、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養育児に　　 　幼児初期における心身の異常の早期発見、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養育児に

関する指導助言を行い、健康の保持増進を図ります。関する指導助言を行い、健康の保持増進を図ります。

　　〇実施日及び場所　　　　毎月第１水・木曜日　土浦市保健センター　　〇実施日及び場所　　　　毎月第１水・木曜日　土浦市保健センター

　　〇実績　　〇実績

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対　象　者　数対　象　者　数 814814 997997 856856 834834 768768

受　診　者　数受　診　者　数 789789 678678 840840 833833 758758

受　　診　　率受　　診　　率 97.0%97.0% 68.0%68.0% 98.1%98.1% 99.9%99.9% 98.7%98.7%

診察有所見者数診察有所見者数 114114 6969 128128 143143 153153

 ※ 令和 2年度は新型コロナウイルス感染予防のため、集団健診ではなく、医療機関 ※ 令和 2年度は新型コロナウイルス感染予防のため、集団健診ではなく、医療機関

健診（個別）の実績健診（個別）の実績

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対　象　者　数対　象　者　数 937937 869869 856856 828828 851851

受　診　者　数受　診　者　数 904904 898898 812812 803803 840840

受　　診　　率受　　診　　率 96.5%96.5% 96.8%96.8% 94.9%94.9% 97.0%97.0% 98.7%98.7%

診
察
有
所
見
者

診
察
有
所
見
者

身　体　面身　体　面 8080 7272 6464 6565 6666

心理発達面心理発達面 5 1313 1515 1 7

う歯罹患者う歯罹患者 1212 5 4 6 8

う歯罹患率う歯罹患率 1.3%1.3% 0.5%0.5% 0.5%0.5% 0.7%0.7% 1.0%1.0%

 ※ 令和２年３月～６月は、新型コロナウイルス感染予防のため延期し、７月から集 ※ 令和２年３月～６月は、新型コロナウイルス感染予防のため延期し、７月から集

団健診を再開団健診を再開
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　（ウ）３歳児健康診査　（ウ）３歳児健康診査

　　 　心身発達の面で重要な時期の３歳児に対し、心身の異常の早期発見、生活習慣の自立、むし歯　　 　心身発達の面で重要な時期の３歳児に対し、心身の異常の早期発見、生活習慣の自立、むし歯

予防、幼児の栄養、育児に関する助言指導を行い、健康の保持増進を図ります。予防、幼児の栄養、育児に関する助言指導を行い、健康の保持増進を図ります。

　　〇実施日及び場所　　　　毎月第３水・木曜日　土浦市保健センター　　〇実施日及び場所　　　　毎月第３水・木曜日　土浦市保健センター

　　〇実　績　　　　　　　　　　〇実　績　　　　　　　　

　 （エ）２歳児歯科健康診査　 （エ）２歳児歯科健康診査

　　 　う歯の増加が見られる幼児期から生涯を通じた歯の健康づくりが実践できるよう、２歳の幼児　　 　う歯の増加が見られる幼児期から生涯を通じた歯の健康づくりが実践できるよう、２歳の幼児

を対象に歯科健康診査とフッ化物歯面塗布を実施しています。を対象に歯科健康診査とフッ化物歯面塗布を実施しています。

　　〇実施方法　　　　受診券交付　１回分（自己負担なし）　　〇実施方法　　　　受診券交付　１回分（自己負担なし）

　　〇実績　　〇実績

　（オ）マタニティ歯科健康診査　（オ）マタニティ歯科健康診査

　　 　妊婦の歯科健康診査を市内医療機関に委託実施し、口腔衛生の向上を図ります。　　 　妊婦の歯科健康診査を市内医療機関に委託実施し、口腔衛生の向上を図ります。

　　〇実施方法　　　　受診券交付　１回分（自己負担なし）　　〇実施方法　　　　受診券交付　１回分（自己負担なし）

　　〇実績　　〇実績

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対　象　者　数対　象　者　数 937937 869869 856856 828828 829829

受　診　者　数受　診　者　数 904904 898898 812812 803803 820820

受　　診　　率受　　診　　率 96.5%96.5% 96.8%96.8% 94.9%94.9% 97.0%97.0% 98.9%98.9%

診
察
有
所
見
者

診
察
有
所
見
者

身　体　面身　体　面 8080 7272 6464 6565 5656

心理発達面心理発達面 5 1313 1515 1 2020

う歯罹患者う歯罹患者 1212 5 4 6 7171

う歯罹患率う歯罹患率 1.3%1.3% 0.5%0.5% 0.5%0.5% 0.7%0.7% 8.7%8.7%

 ※令和２年３月～７月は新型コロナウイルス感染予防のため延期し、８月から集団健診再開 ※令和２年３月～７月は新型コロナウイルス感染予防のため延期し、８月から集団健診再開

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対　象　者　数対　象　者　数 928928 887887 870870 818818 840840

受　診　者　数受　診　者　数 283283 288288 253253 284284 319319

受　　診　　率受　　診　　率 30.5%30.5% 32.5%32.5% 29.1%29.1% 34.7%34.7% 38.0%38.0%

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対　　象　　児対　　象　　児 887887 1,0201,020 971971 810810 810810

受
診
者
数

受
診
者
数

幼　　　児幼　　　児 654654 442442 354354 472472 467467

保　護　者保　護　者 264264

う歯り患者（児）う歯り患者（児） 2424 2020 1919 2323 1515

う歯り患率（児）う歯り患率（児） 3.7%3.7% 4.5%4.5% 5.4%5.4% 4.9%4.9% 3.2%3.2%

フッ化物塗布数フッ化物塗布数 188188 277277 387387 370370

 ※ 令和２年３月～８月まで集団健診（おやこの歯科健康診査）を新型コロナウイルス感染予防 ※ 令和２年３月～８月まで集団健診（おやこの歯科健康診査）を新型コロナウイルス感染予防

のため中止。９月から医療機関健診（個別：２歳児歯科健康診査）に切り替えて実施。のため中止。９月から医療機関健診（個別：２歳児歯科健康診査）に切り替えて実施。
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　（カ）妊産婦・乳児委託健康診査　（カ）妊産婦・乳児委託健康診査

　　 　妊婦・産婦及び乳児の健康増進を図るため、健康診査を医療機関に委託して行います。　　 　妊婦・産婦及び乳児の健康増進を図るため、健康診査を医療機関に委託して行います。

　　〇実施方法　　　　妊婦健診受診票交付　　１４回分（一部助成）　　〇実施方法　　　　妊婦健診受診票交付　　１４回分（一部助成）

　　　　　　　　　　　産婦健診受診票交付　　２回分（一部助成）　　　　　　　　　　　産婦健診受診票交付　　２回分（一部助成）

　　　　　　　　　　　乳児健診受診票交付　　２回分（自己負担なし）　　　　　　　　　　　乳児健診受診票交付　　２回分（自己負担なし）

　　〇実　績　　　　　　　　　　〇実　績　　　　　　　　

　（キ）多胎妊婦健康診査費追加助成　（キ）多胎妊婦健康診査費追加助成

　　単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査受診が推奨されることから、通常の14回の妊婦健康診　　単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査受診が推奨されることから、通常の14回の妊婦健康診

査に５回追加助成をします。査に５回追加助成をします。

　　〇実施方法　　多胎妊婦健康診査結果報告書交付　５回分（償還払い）　　〇実施方法　　多胎妊婦健康診査結果報告書交付　５回分（償還払い）

　　〇実績　　〇実績

　（ク）新生児聴覚検査　（ク）新生児聴覚検査

　　 　先天性の聴覚障害を早期発見し、早期治療につなげるため、生後６か月未満の乳児の検査費用　　 　先天性の聴覚障害を早期発見し、早期治療につなげるため、生後６か月未満の乳児の検査費用

を助成します。を助成します。

　　〇実施方法　　　　新生児聴覚検査受診票交付　１回分（一部助成）　　〇実施方法　　　　新生児聴覚検査受診票交付　１回分（一部助成）

　　〇実績　　〇実績

　（ケ）健診未受診者訪問　（ケ）健診未受診者訪問

　　 　４か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査が未受診の方に対し、地区担当保健師が訪問し、育　　 　４か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査が未受診の方に対し、地区担当保健師が訪問し、育

児状況や生活状況の把握、相談指導を行い、子どもの安全の確認や健康の保持増進に努めます。児状況や生活状況の把握、相談指導を行い、子どもの安全の確認や健康の保持増進に努めます。

　　〇実績　　〇実績

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

妊 

婦

交 付 件 数交 付 件 数 13,60113,601 13,23813,238 12,83412,834 12,08812,088 12,39112,391

受 診 件 数受 診 件 数 10,64710,647 9,8089,808 10,04710,047 9,3709,370 9,2459,245

産 

婦

交 付 件 数交 付 件 数 1,8701,870 1,9591,959 1,8891,889 1,7441,744 1,8011,801

受 診 件 数受 診 件 数 1,2471,247 1,2481,248 1,3971,397 1,3121,312 1,2941,294

乳 

児

交 付 件 数交 付 件 数 1,9611,961 1,7371,737 1,8611,861 1,8191,819 1,7591,759

受 診 件 数受 診 件 数 1,2111,211 1,3311,331 1,2831,283 1,2501,250 1,1791,179

 ※産婦健康診査は令和元年度から実施 ※産婦健康診査は令和元年度から実施

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

４か月児４か月児
実件数実件数 2020 ― 1212 1414 8

延件数延件数 4040 ― 1313 2020 1515

１歳６か月児１歳６か月児
実件数実件数 1717 2424 3434 2828 1111

延件数延件数 1818 2525 4747 3939 1313

３歳児３歳児
実件数実件数 3636 4141 3939 3434 3131

延件数延件数 7070 7979 6161 6767 5757

 ※ 令和２年度の４か月児健康診査は新型コロナウイルス感染予防のため医療機関健診 ※ 令和２年度の４か月児健康診査は新型コロナウイルス感染予防のため医療機関健診

（個別）で実施し、未受診者訪問はありません。（個別）で実施し、未受診者訪問はありません。

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対 象 児 数（人）対 象 児 数（人） 927927 802802 857857 800800 803803

受 診 件 数（件）受 診 件 数（件） 637637 658658 785785 742742 752752

年度年度 令和4令和4 令和5令和5

多
胎
多
胎

妊
婦
妊
婦

交 付 人 数（人）交 付 人 数（人） 9　　9　　 8　　8　　

追加助成数（回）追加助成数（回） 0　　0　　 1　　1　　
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　②健康相談　②健康相談

　（ア）１０か月児育児相談　（ア）１０か月児育児相談

　　 　１０か月児の発育発達を確認し、母の育児相談をとおして、生活習慣や離乳食、事故の予防等知　　 　１０か月児の発育発達を確認し、母の育児相談をとおして、生活習慣や離乳食、事故の予防等知

識を普及啓発します。また、母の骨密度測定やブックスタートも同時に開催しています。識を普及啓発します。また、母の骨密度測定やブックスタートも同時に開催しています。

　　〇実施日及び場所　　　　毎月第３火曜日　土浦市保健センター　　〇実施日及び場所　　　　毎月第３火曜日　土浦市保健センター

　　〇実績　　〇実績

　（イ）つちまる育児相談　（イ）つちまる育児相談

　　 　出生から１歳１１か月までの児を対象に、保護者が定期的に発育発達を把握できる場として身体　　 　出生から１歳１１か月までの児を対象に、保護者が定期的に発育発達を把握できる場として身体

計測を実施しています。希望する保護者には、保健師や栄養士が相談に対応し、助言指導や情報計測を実施しています。希望する保護者には、保健師や栄養士が相談に対応し、助言指導や情報

提供を行っています。提供を行っています。

　　〇実施日及び場所　　　　月１回（予約制）　　土浦市保健センター　　〇実施日及び場所　　　　月１回（予約制）　　土浦市保健センター

　　〇実績　　〇実績

　（ウ）２歳児育児相談　（ウ）２歳児育児相談

　　　２歳児を対象に、相談及び助言指導により保護者の育児不安を軽減する機会の確保や、発達障　　　２歳児を対象に、相談及び助言指導により保護者の育児不安を軽減する機会の確保や、発達障

害等の早期発見と必要な療育支援へつなげることを目的にしています。害等の早期発見と必要な療育支援へつなげることを目的にしています。

　　〇実施回数及び場所　　　　月１回（予約制）　　土浦市保健センター　　〇実施回数及び場所　　　　月１回（予約制）　　土浦市保健センター

　　〇実績　　〇実績

（単位：人）　 　 　 　 　 　　　　（単位：人）　 　 　 　 　 　　　　

年　度年　度 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

実 施 回 数実 施 回 数 110回110回 24回24回 24回24回 24回24回

乳　児乳　児
実人数実人数 136人136人 136人136人 120人120人 116人116人

延人数延人数 236人236人 246人246人 220人220人 276人276人

幼　児幼　児
実人数実人数 33人33人 15人15人 22人22人 31人31人

延人数延人数 52人52人 41人41人 59人59人 85人85人

※令和２年度は新型コロナウイルス感染予防のため、集団を中止し個別に育児相談を実施した。※令和２年度は新型コロナウイルス感染予防のため、集団を中止し個別に育児相談を実施した。

※令和３年度から、１歳６か月までとしていた対象を１歳１１か月まで拡大した。※令和３年度から、１歳６か月までとしていた対象を１歳１１か月まで拡大した。

年　度年　度 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

実 施 回 数（回）実 施 回 数（回） 3 1010 1111 1212

実　人　数（人）実　人　数（人） 3 4747 103103 119119

延　人　数（人）延　人　数（人） 3 4747 103103 119119

 ※令和３年１月から実施。 ※令和３年１月から実施。

 ※令和３年度４月、１０月は相談の予約なかったため未実施。 ※令和３年度４月、１０月は相談の予約なかったため未実施。

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

実 施 回 数実 施 回 数 2222 ― 1212 2424 2424

人 数人 数 574574 ― 262262 487487 470470

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止。 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止。

 ※令和３年度は１０月から再開。 ※令和３年度は１０月から再開。
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　③健康教育　③健康教育

　（ア）マタニティ教室　（ア）マタニティ教室

　　 　妊婦及び家族に対し、保健師や助産師が妊娠・出産・育児に関する保健指導や沐浴等の実習を　　 　妊婦及び家族に対し、保健師や助産師が妊娠・出産・育児に関する保健指導や沐浴等の実習を

行い、安心してお産を迎えられるよう支援します。行い、安心してお産を迎えられるよう支援します。

　　〇実施日　　　　　毎月第１火曜日　　〇実施日　　　　　毎月第１火曜日

　　〇実施場所　　　　土浦市保健センター　　〇実施場所　　　　土浦市保健センター

　　〇実績　　　〇実績　

　（イ）親子どんぐり教室　（イ）親子どんぐり教室

　　 　育児相談や健康診査等の結果から、親子関係や幼児の発達について経過観察が必要な親子に対　　 　育児相談や健康診査等の結果から、親子関係や幼児の発達について経過観察が必要な親子に対

し集団指導を行います。また、必要な方は療育機関等につなげます。し集団指導を行います。また、必要な方は療育機関等につなげます。

　　〇実施日及び場所　　月２回　土浦市保健センター　　〇実施日及び場所　　月２回　土浦市保健センター

　　〇対　象　児　　　　１歳７　　〇対　象　児　　　　１歳７か月から３歳２月から３歳２か月
　　〇実績　　〇実績

　（ウ）フッ化物洗口普及事業　（ウ）フッ化物洗口普及事業

　　 　むし歯予防に効果があるとされているフッ化物洗口を、市内の４・５歳児の在籍する就学前施　　 　むし歯予防に効果があるとされているフッ化物洗口を、市内の４・５歳児の在籍する就学前施

設に実施し、幼児期からの歯科保健の向上を図ります。設に実施し、幼児期からの歯科保健の向上を図ります。

　　〇内容　　　　　　週５回法、歯科衛生士と保健師による歯科保健指導　　〇内容　　　　　　週５回法、歯科衛生士と保健師による歯科保健指導

　　〇実績　　〇実績

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

実　施　日　数実　施　日　数 2626 2121 2424 2424 1212

対　象　者　数対　象　者　数 928928 883883 870870 819819 839839

受　講　者　数受　講　者　数 279(100）279(100） 166(67）166(67） 213(91)213(91) 268(118)268(118) 265(116)265(116)

 ※令和２年４月のみ中止。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※令和２年４月のみ中止。　　　　　　　　　　　　　　　　　※（　）内夫等再掲※（　）内夫等再掲

 ※令和２年５月からは内容を変更。月１回　午前は集団クラス、午後は個別クラス ※令和２年５月からは内容を変更。月１回　午前は集団クラス、午後は個別クラス

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

実施施設数（箇所）実施施設数（箇所）

※ ( ) うち新規※ ( ) うち新規

1515

（15）（15）

1111

（1）（1）

1212

（1）（1）

1212

（2）（2）

1212

（0）（0）

実人数（人）実人数（人） 683683 392392 432432 469469 434434

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

日　数（日）日　数（日）
バンビバンビ ラビットラビット バンビバンビ ラビットラビット バンビバンビ ラビットラビット

1010 2020 ― ― 1818 2020 2020 1010

参加参加

人数人数

実人数（人）実人数（人） 2020 5454 ― ― 2929 3434 2626 2424

延人数（人）延人数（人） 7474 266266 ― ― 119119 182182 6666 7676

 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止。 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止。

 ※ 令和元年度までバンビ（１歳６か月から２歳２か月児）、ラビット（２歳３か月から３歳 ※ 令和元年度までバンビ（１歳６か月から２歳２か月児）、ラビット（２歳３か月から３歳

　 ２か月児対象）の２クラス制。令和３年度から１クラス制で実施。　 ２か月児対象）の２クラス制。令和３年度から１クラス制で実施。
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　④特定不妊治療費助成事業　④特定不妊治療費助成事業

　　不妊治療（体外受精または顕微授精）を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、費用の　　不妊治療（体外受精または顕微授精）を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、費用の

一部を助成します。一部を助成します。

　　　※平成２９年度から男性不妊治療費助成開始　　　※平成２９年度から男性不妊治療費助成開始

　　　※令和３年１月１日以降の治療終了者より所得制限が撤廃　　　※令和３年１月１日以降の治療終了者より所得制限が撤廃

　　　※保険適用により、令和３年度で事業終了。令和４年度は経過措置として実施。　　　※保険適用により、令和３年度で事業終了。令和４年度は経過措置として実施。

　　〇助成内容　　〇助成内容

　　　・助成金額　　　　　　１回に５０，０００円まで　　　・助成金額　　　　　　１回に５０，０００円まで

　　　・助成回数　　　　　　１０回まで助成　　　・助成回数　　　　　　１０回まで助成

　　〇実績　　〇実績

　⑤不育症治療費等助成金交付事業　⑤不育症治療費等助成金交付事業

　　不育症治療（検査を含む）を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助　　不育症治療（検査を含む）を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助

成します。成します。

　　※令和４年度から助成開始　　※令和４年度から助成開始

　　〇助成内容　　〇助成内容

　　　・助成金額　　　　夫婦１組に対し、１年度あたり５０，０００円まで　　　・助成金額　　　　夫婦１組に対し、１年度あたり５０，０００円まで

　　　・助成交付期間　　初回申請の年度を含めた、３年度を限度　　　・助成交付期間　　初回申請の年度を含めた、３年度を限度

　　〇実績　　〇実績

　⑥母子健康手帳交付　⑥母子健康手帳交付

　　母子保健法により、妊娠届出の受理並びに母子健康手帳の交付を行います。保健師による面接や　　母子保健法により、妊娠届出の受理並びに母子健康手帳の交付を行います。保健師による面接や

助産師による電話相談により、保健指導を行い、妊娠・出産・子育て期における切れ目ない支援に助産師による電話相談により、保健指導を行い、妊娠・出産・子育て期における切れ目ない支援に

つなげます。つなげます。

（単位：件）（単位：件）

年度年度 平成30平成30 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4

助成件数助成件数
実件数実件数 8585 9595 7171 113113 7777

延件数延件数 150150 174174 110110 209209 8989

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和4令和4 令和5令和5

助成件数助成件数
実件数実件数 2 2

延件数延件数 2 2

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

妊娠週数妊娠週数

内訳内訳

11週以内11週以内 874874 836836 829829 778778 780780

12週～19週12週～19週 3535 3131 2626 2828 3232

20週～27週20週～27週 9 1010 5 7 1414

28週以上28週以上 2 6 1010 5 9

不詳不詳 0 0 0 0 0

分娩後分娩後 1515 4 1 1 4

合　　　計合　　　計 935935 887887 871871 819819 839839
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　⑦乳児家庭全戸訪問事業　⑦乳児家庭全戸訪問事業

　　保健師や助産師が、生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの発育の確認や育児相談　　保健師や助産師が、生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子どもの発育の確認や育児相談

を行います。を行います。

　　・平成２１～２９年度　土浦市民生委員・児童委員に委託し実施　　・平成２１～２９年度　土浦市民生委員・児童委員に委託し実施

　　・平成３０年度から、保健師・助産師による実施　　・平成３０年度から、保健師・助産師による実施

　⑧低体重児の届出　⑧低体重児の届出

　　体重２，５００ｇ未満の乳児が出生した時は、母子保健法により、保護者は市町村に届出が必要とな　　体重２，５００ｇ未満の乳児が出生した時は、母子保健法により、保護者は市町村に届出が必要とな

ることから、市はその届出により、早期に適切な養育が行われるように支援します。ることから、市はその届出により、早期に適切な養育が行われるように支援します。

　⑨未熟児の訪問指導　⑨未熟児の訪問指導

　　出生体重が２，５００ｇ未満の乳児に対して、保健師が家庭訪問を実施し、乳児の成長の確認や育児　　出生体重が２，５００ｇ未満の乳児に対して、保健師が家庭訪問を実施し、乳児の成長の確認や育児

相談に応じます。相談に応じます。

　⑩未熟児養育医療給付事業　⑩未熟児養育医療給付事業

　　指定医療機関において入院養育を行う未熟児に対し、その医療に係る費用の自己負担分を一部公　　指定医療機関において入院養育を行う未熟児に対し、その医療に係る費用の自己負担分を一部公

費負担します。費負担します。

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

届出件数届出件数

低出生体重児低出生体重児

(1,500g ～2,499g)(1,500g ～2,499g)
7777 7272 8484 6868 6060

極低出生体重児極低出生体重児

(1,000g ～1,499g)(1,000g ～1,499g)
4 1 6 2 3

超低出生体重児超低出生体重児

(1,000g未満)(1,000g未満)
1 0 4 1 4

計 8282 7373 9494 7171 6767

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

未熟児訪問件数未熟児訪問件数 7777 5858 9090 6363 6363

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

届　出　件　数届　出　件　数 1414 1313 1313 1212 1818

（単位：件）（単位：件）

年度年度 令和元令和元 令和2令和2 令和3令和3 令和4令和4 令和5令和5

対　象　児　数対　象　児　数 927927 802802 875875 798798 804804

訪　　問　　数訪　　問　　数 853853 700700 788788 736736 748748
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５　療育支援センター５　療育支援センター

　　お子さんの健やかな発達を支援するため、発達に係る相談や児童発達支援（児童発達支援セン　　お子さんの健やかな発達を支援するため、発達に係る相談や児童発達支援（児童発達支援セン

ター）保育所等訪問支援、障害児相談支援等の事業を行っています。ター）保育所等訪問支援、障害児相談支援等の事業を行っています。

所　在　地所　在　地 土浦市上高津1809番地土浦市上高津1809番地

開設年月日開設年月日 昭和55年6月1日昭和55年6月1日

施設の規模施設の規模

敷地面積　　　3，333.34㎡敷地面積　　　3，333.34㎡

建物面積　　　　　978.12㎡建物面積　　　　　978.12㎡

構造　　　　　　鉄筋コンクリート2階建構造　　　　　　鉄筋コンクリート2階建

（令和５年度）（単位：人）（令和５年度）（単位：人）

施　設　名施　設　名 事業対象者事業対象者 定員定員 利用登録者数利用登録者数

つくし学園つくし学園

（児童発達支援センター）（児童発達支援センター）

　３歳以上就学前までの、日常生活の　３歳以上就学前までの、日常生活の

自立のために療育支援が必要な児童自立のために療育支援が必要な児童
2020 2121

つくし療育ホームつくし療育ホーム

（児童発達支援）（児童発達支援）

　ゆりかご教室：0歳以上就学前ま　ゆりかご教室：0歳以上就学前ま

での、運動発達に支援が必要な児童での、運動発達に支援が必要な児童
1010 6

　おひさま教室：１歳６ヵ月から就　おひさま教室：１歳６ヵ月から就

学前までの、発達に支援が必要な児童学前までの、発達に支援が必要な児童
1010 1616

幼児ことばの教室幼児ことばの教室

（児童発達支援）（児童発達支援）

　就学前までの、ことばの発達等に　就学前までの、ことばの発達等に

支援が必要な児童支援が必要な児童
1616 8888

保育所等訪問支援保育所等訪問支援
　保育所等に通う就学前までの、集　保育所等に通う就学前までの、集

団生活の適応に支援が必要な児童団生活の適応に支援が必要な児童
5

早期療育相談早期療育相談

（一般相談、障害児相談支援・（一般相談、障害児相談支援・

特定相談支援事業）特定相談支援事業）

　心身の発達に係る相談及び助言を　心身の発達に係る相談及び助言を

必要とする児童及びその保護者必要とする児童及びその保護者

　障害児相談支援対象保護者及び計　障害児相談支援対象保護者及び計

画相談支援対象障害者等（18歳未満画相談支援対象障害者等（18歳未満

の方に限る）の保護者の方に限る）の保護者

早期療育相談　各種相談内容件数（令和５年度）早期療育相談　各種相談内容件数（令和５年度）

業　務　内　容業　務　内　容 件　数件　数

電話による発達相談電話による発達相談 1,0121,012

来所による発達相談来所による発達相談 908908

各種健康診査時の相談各種健康診査時の相談 341341

保育所への巡回指導、幼稚園・認定こども園・保育所への巡回指導、幼稚園・認定こども園・

学校訪問学校訪問
585585

各種療育機関・医療機関との連絡調整各種療育機関・医療機関との連絡調整 1,6191,619

合　　　計合　　　計 4,4654,465

障害児相談支援障害児相談支援
サービス等利用計画作成サービス等利用計画作成 453453

モニタリング作成モニタリング作成 8080
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６　各種手当等６　各種手当等

　①児童手当及び特例給付支給状況　①児童手当及び特例給付支給状況

　　児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援することを目的に、子　　児童手当は、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援することを目的に、子

どもを養育している保護者等に支給するものです。ただし、保護者等の所得が所得制限の限度額以どもを養育している保護者等に支給するものです。ただし、保護者等の所得が所得制限の限度額以

上、上限額未満の場合には、特例給付として児童１人につき５，０００円を支給しています。上、上限額未満の場合には、特例給付として児童１人につき５，０００円を支給しています。

　　○手当月額　　○手当月額

　　　・０～２歳　　　　　　　　　　　１５，０００円（一律）　　　・０～２歳　　　　　　　　　　　１５，０００円（一律）

　　　・３歳～小学校修了前　　　　　　１０，０００円　　　・３歳～小学校修了前　　　　　　１０，０００円

　　　　　　　　（第３子以降は、１５，０００円）　　　　　　　　（第３子以降は、１５，０００円）

　　　・中学生　　　　　　　　　　　　１０，０００円（一律）　　　・中学生　　　　　　　　　　　　１０，０００円（一律）

　　○支給月　　　　　原則として、６月・１０月・２月の年３回　　○支給月　　　　　原則として、６月・１０月・２月の年３回

　　○支給額等　　○支給額等

年度年度

区分区分
令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

支

給

延

べ

人

数
（
人
）

支

給

延

べ

人

数
（
人
）

３歳未満被用者３歳未満被用者 21,20921,209 21,66521,665 21,34521,345

３歳未満非被用者３歳未満非被用者 4,6014,601 4,0584,058 3,7993,799

３歳以上小学生３歳以上小学生

（被用者）（被用者）
79,32879,328 77,32977,329 74,94274,942

３歳以上小学生３歳以上小学生

（非被用者）（非被用者）
23,08223,082 21,66821,668 20,67620,676

中学生（被用者）中学生（被用者） 29,14929,149 27,22227,222 26,55426,554

中学生（非被用者）中学生（非被用者） 8,3428,342 8,4888,488 8,2398,239

特例給付特例給付 11,08211,082 7,9647,964 6,8666,866

合計合計 176,793176,793 168,394168,394 162,421162,421

支

給

総

額
（
円
）

支

給

総

額
（
円
）

３歳未満被用者３歳未満被用者 318,135,000318,135,000 324,975,000324,975,000 320,175,000320,175,000

３歳未満非被用者３歳未満非被用者 69,015,00069,015,000 60,870,00060,870,000 56,335,00056,335,000

３歳以上小学生３歳以上小学生

（被用者）（被用者）
840,375,000840,375,000 818,635,000818,635,000 792,155,000792,155,000

３歳以上小学生３歳以上小学生

（非被用者）（非被用者）
247,830,000247,830,000 233,595,000233,595,000 222,850,000222,850,000

中学生（被用者）中学生（被用者） 291,490,000291,490,000 272,220,000272,220,000 265,540,000265,540,000

中学生（非被用者）中学生（非被用者） 83,420,00083,420,000 84,880,00084,880,000 82,390,00082,390,000

特例給付特例給付 55,410,00055,410,000 39,820,00039,820,000 34,330,00034,330,000

合計合計 1,905,675,0001,905,675,000 1,834,995,0001,834,995,000 173,775,000173,775,000
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　②児童扶養手当支給状況　②児童扶養手当支給状況

　　父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童が養育される家庭の生活の安定　　父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童が養育される家庭の生活の安定

と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的に手当が支給されます。ただし、受給資格者等と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的に手当が支給されます。ただし、受給資格者等

の前年の所得により手当の一部又は全部の支給が制限されます。の前年の所得により手当の一部又は全部の支給が制限されます。

　　○手当額（月額）　　○手当額（月額）

　　○支給月　　　　　５月・７月・９月・１１月・１月・３月（年６回）　　○支給月　　　　　５月・７月・９月・１１月・１月・３月（年６回）

　　○認定数・支給人数　　○認定数・支給人数

　　○支給額等　　○支給額等

令和５年４月～令和５年４月～ 令和６年４月～令和６年４月～

児童１人の場合児童１人の場合 44,140円44,140円 45,500円45,500円

児童２人の場合児童２人の場合 54,560円54,560円 56,250円56,250円

児童３人以上の場合、児童１人につき児童３人以上の場合、児童１人につき 6,250円6,250円 6,450円6,450円

 ※所得が一定以上の方は減額または停止されます。 ※所得が一定以上の方は減額または停止されます。

（R6.3.31 現在）（R6.3.31 現在）

認 定 件 数（人）認 定 件 数（人） 支　給　状　況（人）支　給　状　況（人）

うち新規認定うち新規認定 全部支給件数全部支給件数 一部支給件数一部支給件数 全部支給停止全部支給停止

1,2801,280 135135 602602 470470 208208

年度年度
区分区分 令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

全部支給全部支給
延べ支給人数（人）延べ支給人数（人） 8,6638,663 8,0608,060 7,7747,774

支給額（円）支給額（円） 373,910,010373,910,010 347,353,630347,353,630 342,116,330342,116,330

一部支給一部支給
延べ支給人数（人）延べ支給人数（人） 6,0476,047 6,0966,096 5,8375,837

支給額（円）支給額（円） 175,980,370175,980,370 175,192,610175,192,610 174,533,080174,533,080

第２子加算第２子加算
延べ支給人数（人）延べ支給人数（人） 5,194 5,194 5,1735,173 4,9624,962

支給額（円）支給額（円） 49,492,520 49,492,520 48,929,57048,929,570 48,050,95048,050,950

第３子加算第３子加算
延べ支給人数（人）延べ支給人数（人） 1,405 1,405 1,4521,452 1,3121,312

支給額（円）支給額（円） 8,300,430 8,300,430 8,558,1308,558,130 7,671,7007,671,700

合　計合　計
延べ支給人数（人）延べ支給人数（人） 21,309 21,309 20,78120,781 19,88519,885

支給額（円）支給額（円） 607,683,330 607,683,330 580,033,940580,033,940 572,372,060572,372,060
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　③高等職業訓練促進給付金等事業　③高等職業訓練促進給付金等事業

　　ひとり親家庭の父または母が、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関　　ひとり親家庭の父または母が、就職に有利で生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関

などで６ヵ月以上修学する場合に給付金を支給しています。などで６ヵ月以上修学する場合に給付金を支給しています。

　（上限４年で支給要件があります。）　（上限４年で支給要件があります。）

　○対象資格　　　　　看護師（准看護師含む）、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、そ　○対象資格　　　　　看護師（准看護師含む）、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、そ

　　　　　　　　　　の他市長が必要と認める資格　　　　　　　　　　の他市長が必要と認める資格

　○訓練促進給付金　　市町村民税非課税世帯　　　　　　　　　100,000円（月額）　○訓練促進給付金　　市町村民税非課税世帯　　　　　　　　　100,000円（月額）

　　　　　　　　　　　市町村民税課税世帯　　　　　　　　　　 70,500円（月額）　　　　　　　　　　　市町村民税課税世帯　　　　　　　　　　 70,500円（月額）

　　　　　　　　　　　※卒業年度においては次の額を支給　　　　　　　　　　　※卒業年度においては次の額を支給

　　　　　　　　　　　　　市町村民税非課税世帯　　　　　　　140,000円（月額）　　　　　　　　　　　　　市町村民税非課税世帯　　　　　　　140,000円（月額）

　　　　　　　　　　　　　市町村民税課税世帯　　　　　　　　110,500円（月額）　　　　　　　　　　　　　市町村民税課税世帯　　　　　　　　110,500円（月額）

　○修了支援給付金　　市町村民税非課税世帯　　　　　　　　　 50,000円　○修了支援給付金　　市町村民税非課税世帯　　　　　　　　　 50,000円

　　　　　　　　　　　市町村民税課税世帯　　　　　　　　　 　25,000円　　　　　　　　　　　市町村民税課税世帯　　　　　　　　　 　25,000円

　○高等職業訓練促進給付金等事業受給者　○高等職業訓練促進給付金等事業受給者

　④遺児手当（市単独事業・昭和48年創設）　④遺児手当（市単独事業・昭和48年創設）

　　父母またはその一方が死亡した義務教育終了前の児童を養育している方に対し、手当を支給し、　　父母またはその一方が死亡した義務教育終了前の児童を養育している方に対し、手当を支給し、

遺児の健全な育成を図っています。遺児の健全な育成を図っています。

　○手当額　○手当額

　　　両親が死亡した遺児１人につき月額　　　　　　　　　　　　5,000円　　　両親が死亡した遺児１人につき月額　　　　　　　　　　　　5,000円

　　　父母の一方が死亡した遺児１人につき月額　　　　　　　　　4,000円　　　父母の一方が死亡した遺児１人につき月額　　　　　　　　　4,000円

　○手当の状況　○手当の状況

年度年度

区分区分

令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

世帯数世帯数 支給額（円）支給額（円） 世帯数世帯数 支給額（円）支給額（円） 世帯数世帯数 支給額（円）支給額（円）

児童１人児童１人 40 40 1,604,000 1,604,000 4646 1,948,0001,948,000 4343 1,860,0001,860,000

児童２人児童２人 23 23 2,128,000 2,128,000 2323 1,952,0001,952,000 2626 2,016,0002,016,000

児童３人児童３人 2 2 264,000 264,000 2 96,00096,000 5 492,000492,000

児童４人児童４人 0 0 0 0 0 0 1 192,000192,000

児童５人以上児童５人以上 1 1 240,000 240,000 1 240,000240,000 0 0

計 66 66 4,236,000 4,236,000 7272 4,236,0004,236,000 7575 4,560,0004,560,000

（単位：人）（単位：人）

年　度年　度

資　格資　格
令和３令和３ 令和４令和４

令和５令和５

課税世帯課税世帯 非課税世帯非課税世帯 合　計合　計

看護師看護師 2 2 1 2 3

准看護師准看護師 3 5 2 2 4

臨床検査技師臨床検査技師 0 0 0 0 0

美容師美容師 0 1 1 2 3

保育士保育士 2 2 0 1 1

はり師・きゅう師はり師・きゅう師 1 1 0 1 1

介護福祉士介護福祉士 1 0 0 0 0

教育訓練給付等の指教育訓練給付等の指
定講座（6か月以上）定講座（6か月以上） 0 1 3 2 5

合　　計合　　計 9 1212 7 1010 1717
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７　少子化対策・結婚支援７　少子化対策・結婚支援

　①マタニティタクシー利用料金助成事業　①マタニティタクシー利用料金助成事業

　　妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み、育てられる環境を整備するため、医療機　　妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み、育てられる環境を整備するため、医療機

関に移動する際などに利用したタクシーの料金の一部を助成します。関に移動する際などに利用したタクシーの料金の一部を助成します。

　　　　

　　　〇助成方法　　妊産婦１人につき５００円のタクシー券を４０枚交付　　　〇助成方法　　妊産婦１人につき５００円のタクシー券を４０枚交付

　　　〇有効期間　　母子健康手帳の交付日から１年間　　　〇有効期間　　母子健康手帳の交付日から１年間

　　　〇各年度実績　　　〇各年度実績

　②結婚新生活支援事業　②結婚新生活支援事業

　　結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新生活のスタートに係る費用の補助を行います。　　結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新生活のスタートに係る費用の補助を行います。

　　　○補助対象経費　　　○補助対象経費

　　　　賃貸初期費用の内、敷金・礼金・仲介手数料、引越費用（引越業者等を利用した場合のみ）　　　　賃貸初期費用の内、敷金・礼金・仲介手数料、引越費用（引越業者等を利用した場合のみ）

　　　○補助額　　　○補助額

　　　　１世帯当たりの上限３０万円（千円未満切り捨て）　　　　１世帯当たりの上限３０万円（千円未満切り捨て）

　　　　ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合、上限60万円（千円未満切り捨て）　　　　ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合、上限60万円（千円未満切り捨て）

　　　○各年度実績　　　○各年度実績
（単位：件）（単位：件）

年　度年　度 件　数件　数

令和 3令和 3 1919

令和 4令和 4 2626

令和 5令和 5 3838

年 　度年 　度 利用枚数利用枚数

令 和 ３令 和 ３ 802802

令 和 ４令 和 ４ 2,7292,729

令 和 ５令 和 ５ 7,8057,805

※ 令和３年度までは７４０円のタクシー券を交付。※ 令和３年度までは７４０円のタクシー券を交付。
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８　子ども家庭支援８　子ども家庭支援

　①こども家庭センター児童福祉機能（家庭児童相談室含む）　①こども家庭センター児童福祉機能（家庭児童相談室含む）

　　子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、専門的な相談対応、必要な調査、訪問等による継続的　　子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、専門的な相談対応、必要な調査、訪問等による継続的

な支援を行っています。な支援を行っています。

　 （１）種類別相談件数　 （１）種類別相談件数

　　 （ア）新規相談件数　　　　　　　　 　　 （ア）新規相談件数　　　　　　　　 

　　 （イ）継続相談件数　　 （イ）継続相談件数

　 （２）対応延べ件数　　 （２）対応延べ件数　

 （単位：件）（単位：件）

年度年度
種　別種　別 令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

養護養護
相談相談

児童虐待児童虐待 3434 6363 7777

その他その他 8080 7171 3232

障害障害
相談相談

重症心身障害重症心身障害 1 1 1

発達障害発達障害 5 3 1

育
成
相
談

育
成
相
談

ぐ犯行為等ぐ犯行為等 2 1 0

性格行動性格行動 3 2 5

不登校不登校 1111 7 1313

適　正適　正 0 0 0

育児・しつけ育児・しつけ 0 1 0

そ　　の　　他そ　　の　　他 4 9 7

合　　計合　　計 140140 158158 136136

 （単位：件）（単位：件）

年度年度
種　別種　別 令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

相談相談
対応対応

一 般 相 談一 般 相 談 119119 100100 102102

虐 待 相 談虐 待 相 談 1818 3131 4747

計 137137 131131 149149

（令和５年度）（単位：件）（令和５年度）（単位：件）

組織組織
対応対応

こども家庭センターこども家庭センター
（児童福祉機能）（児童福祉機能）

家庭児童相談室家庭児童相談室 合　計合　計

電　話　相　談電　話　相　談 1,3611,361 401401 1,7621,762

来　室　相　談来　室　相　談 416416 181181 597597

訪　問　相　談訪　問　相　談 478478 9090 568568

情報交換対応協議情報交換対応協議

（電話）（電話）
2,4972,497 520520 3,0173,017

合　　計合　　計 4,7524,752 1,1921,192 5,9445,944

－ 239 －
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　②要保護児童対策地域協議会　②要保護児童対策地域協議会

　　要保護児童の早期発見、早期対応による適切な保護及び要支援児童、特定妊婦への適切な支援及　　要保護児童の早期発見、早期対応による適切な保護及び要支援児童、特定妊婦への適切な支援及

び関係機関の円滑な連携と協力を図るために設置するものです。び関係機関の円滑な連携と協力を図るために設置するものです。

　　代表者会議１回、実務者会議３回、個別支援会議延べ26回開催　　代表者会議１回、実務者会議３回、個別支援会議延べ26回開催

　　＜個別支援会議内訳＞　　＜個別支援会議内訳＞

　③児童福祉施設入所状況　③児童福祉施設入所状況

（令和５年度）（単位：人）（令和５年度）（単位：人）

対象児対象児
種別種別 乳幼児乳幼児 小学生小学生 中学生中学生 高校生高校生 特定妊婦特定妊婦 計

身体的虐待身体的虐待 1 1313 3 2 0 1919

心理的虐待心理的虐待 1 1 1 0 0 3

ネグレクトネグレクト 7 3 0 0 1 1111

性 的 虐 待性 的 虐 待 0 0 0 0 0 0

計 9 1717 4 2 1 3333

 ※きょうだい児童を同時に検討する等、会議開催回数と内訳児童の数は一致しない ※きょうだい児童を同時に検討する等、会議開催回数と内訳児童の数は一致しない

（R6.4.1 時点）（単位：人）（R6.4.1 時点）（単位：人）

区　分区　分 施　設　名施　設　名 所　　在　　地所　　在　　地 定員定員 入所数入所数

児童養護施設児童養護施設

みどり園みどり園 水戸市開江町1069-7水戸市開江町1069-7 4141 4

内原和敬寮内原和敬寮 水戸市小林町1186-84水戸市小林町1186-84 4040 4

日照養徳園日照養徳園 日立市川尻町4-20-12日立市川尻町4-20-12 3636 1

道心園西ホーム道心園西ホーム 土浦市並木3-18-5土浦市並木3-18-5 3030 4

窓愛園窓愛園 土浦市殿里20土浦市殿里20 5050 2222

茨城育成園茨城育成園 筑西市茂田1735-1筑西市茂田1735-1 3737 1

誉田養徳誉田養徳園 常陸太田市瑞竜町1425常陸太田市瑞竜町1425 3535 3

臨海学園臨海学園 高萩市肥前町1丁目80高萩市肥前町1丁目80 3030 1

石崎学園石崎学園 東茨城郡茨城町上石崎4698-2東茨城郡茨城町上石崎4698-2 3636 4

若草園若草園 那珂市鴻巣1191那珂市鴻巣1191 4040 1

同仁会子どもホーム同仁会子どもホーム 高萩市秋山712-1高萩市秋山712-1 2525 4

るんびにーるんびにー 行方市芹沢1651-1行方市芹沢1651-1 3737 3

こどもの里こどもの里 水戸市成沢町904-6水戸市成沢町904-6 3838 2

樹学園樹学園 東茨城郡茨城町小幡2765-4東茨城郡茨城町小幡2765-4 3535 2

つくば香風寮つくば香風寮 つくば市高崎802-1つくば市高崎802-1 3030 4

慈恵学園慈恵学園 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原5173-2鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原5173-2 4040 1

児童心理治療施設児童心理治療施設 内原深敬寮内原深敬寮 水戸市小林町1186-84水戸市小林町1186-84 3535 4

障害児入所施設障害児入所施設

涸沼学園涸沼学園 東茨城郡茨城町上石崎4698-2東茨城郡茨城町上石崎4698-2 3030 1

つくば根学園つくば根学園 つくば市小和田366つくば市小和田366 4040 １

慈光良児園慈光良児園 坂東市生子1617坂東市生子1617 3030 1

茨城東病院茨城東病院 那珂郡東海村照沼825那珂郡東海村照沼825 120120 1

県立あすなろの郷県立あすなろの郷 水戸市杉崎町1460水戸市杉崎町1460 4040 1

愛正会記念茨城福祉医療センター愛正会記念茨城福祉医療センター 水戸市元吉田町一里塚東1872-1水戸市元吉田町一里塚東1872-1 135135 1

児童自立支援施設児童自立支援施設 県立茨城学園県立茨城学園 那珂市後台1484-1那珂市後台1484-1 4444 2

乳　児　院乳　児　院

日赤乳児院日赤乳児院 水戸市小吹町2673-1水戸市小吹町2673-1 3838 4

同人会乳児院同人会乳児院 高萩市肥前町1丁目80高萩市肥前町1丁目80 2020 1

さくらの森乳児院さくらの森乳児院 つくば市高崎802-1つくば市高崎802-1 2020 2

里　　　親里　　　親 1818

合　　　計合　　　計 9898

－ 240 －



　④支援対象児童等見守り強化事業　④支援対象児童等見守り強化事業

　　日常的な見守りが必要な支援児童を対象に、NPO法人に委託し宅食を含めた訪問事業を実施しま　　日常的な見守りが必要な支援児童を対象に、NPO法人に委託し宅食を含めた訪問事業を実施しま

す。す。

　　＜対象人数及び訪問回数＞　　＜対象人数及び訪問回数＞

　⑤子育て短期支援事業　⑤子育て短期支援事業

　　児童の保護者が疾病や社会的事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、乳児院や　　児童の保護者が疾病や社会的事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、乳児院や

児童養護施設において、一時的に養育するものです。児童養護施設において、一時的に養育するものです。

　　＜利用人数＞　　＜利用人数＞

　　　　　　　　　　　　

　⑥ＤＶ相談　⑥ＤＶ相談

　　DVを受けている家庭内に子どもがいる場合があることから、DV相談にも対応しています。　　DVを受けている家庭内に子どもがいる場合があることから、DV相談にも対応しています。

　　　対応別相談件数　　　対応別相談件数

（単位：人）（単位：人）

年度年度 令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

利 用 人 数利 用 人 数 1 0 3

（単位：人）（単位：人）

年度年度
対応対応 令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

Ｄ Ｖ 相 談Ｄ Ｖ 相 談 4242 2929 2525

避 難 支 援避 難 支 援 0 2 0

　

年度年度
実績実績 令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

実 人 数（人）実 人 数（人） 1515 1212 1717

延べ人数（人）延べ人数（人） 101101 7373 111111

訪問回数（回）訪問回数（回） 4848 5555 8282

－ 241 －
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９　児童健全育成等９　児童健全育成等

　①チャレンジクラブ事業　①チャレンジクラブ事業

　　各地区公民館を拠点に、学校週５日制の週休土曜日等に異年齢間の子どもたちによるグループ活　　各地区公民館を拠点に、学校週５日制の週休土曜日等に異年齢間の子どもたちによるグループ活

動を実施し、協調性や思いやりの心を育み、また、地域の大人とのふれあいにより、お互いの顔の動を実施し、協調性や思いやりの心を育み、また、地域の大人とのふれあいにより、お互いの顔の

見える地域づくりを推進する事業です。見える地域づくりを推進する事業です。

　　令和５年度実績　　令和５年度実績

　②赤ちゃんの駅事業　②赤ちゃんの駅事業

　　授乳・おむつ交換スペースを備える公共施設及び民間施設に「赤ちゃんの　　授乳・おむつ交換スペースを備える公共施設及び民間施設に「赤ちゃんの

　駅」のポスターを掲出するほか、市ホームページに一覧を掲載し、子育て中　駅」のポスターを掲出するほか、市ホームページに一覧を掲載し、子育て中

　の人たちが安心して外出できる環境を整備しています。　の人たちが安心して外出できる環境を整備しています。

　　【登録施設数】　　　　　　　３４箇所（令和６年４月１日時点)　　【登録施設数】　　　　　　　３４箇所（令和６年４月１日時点)

　③子育て支援アプリ「つちまるKids」　③子育て支援アプリ「つちまるKids」

　　　　スマートフォンで子育てに関する情報を手軽に確認でき、また、アプリをスマートフォンで子育てに関する情報を手軽に確認でき、また、アプリを

　通じた家族とのつながりにより、楽しく子育てができるよう支援しています。　通じた家族とのつながりにより、楽しく子育てができるよう支援しています。

　 【内　　容】①予防接種のスケジュール管理　②成長の記録と共有　 【内　　容】①予防接種のスケジュール管理　②成長の記録と共有

　　　　　　　③市のお知らせ配信　など　　　　　　　③市のお知らせ配信　など

　 【登録者数】１,８７５人（令和６年４月１日時点）　 【登録者数】１,８７５人（令和６年４月１日時点）

　④こどもランド　④こどもランド

　 （ア）目　　的　　 こどもランドは、子どもの知識と視野を広げ、豊かな情　 （ア）目　　的　　 こどもランドは、子どもの知識と視野を広げ、豊かな情

　　　　　　　　　　操と創造力をはぐくむことを目的に施設を利用した遊び　　　　　　　　　　操と創造力をはぐくむことを目的に施設を利用した遊び

　　　　　　　　　　及び学習の場を提供します。　　　　　　　　　　及び学習の場を提供します。

　 （イ）所 在 地　　大和町９番２号（ウララ2ビル8Ｆ）　 （イ）所 在 地　　大和町９番２号（ウララ2ビル8Ｆ）

　 （ウ）開　　設　　平成９年１０月１日　 （ウ）開　　設　　平成９年１０月１日

　 （エ）開館時間　　午前９時から午後５時まで　 （エ）開館時間　　午前９時から午後５時まで

　 （オ）施　　設　　 工作コーナー・幼児コーナー・図書コーナー・交流スペース・授乳、おむつ替　 （オ）施　　設　　 工作コーナー・幼児コーナー・図書コーナー・交流スペース・授乳、おむつ替

えスペース等えスペース等

　 （カ）休 館 日　　・祝日・定期清掃日　 （カ）休 館 日　　・祝日・定期清掃日

　　　　　　　　　　・年末年始（12月29日～ 1月3日） 　　　　　　　　　　　・年末年始（12月29日～ 1月3日） 　

こどもランド 幼児コーナーこどもランド 幼児コーナー

地区名地区名 一中一中 二中二中 三中三中 四中四中 五中五中 六中六中 都和中都和中 新治学園新治学園 合計合計

実施回数実施回数 9 9 1010 1010 8 8 9 9 7272

延 人 数延 人 数 123123 111111 135135 134134 130130 9090 121121 125125 969969

（単位：人）（単位：人）

年 度年 度 開館日数開館日数
子　　ど　　も子　　ど　　も

大　人大　人 合　計合　計
幼　児幼　児 小学生小学生 中学生中学生 高校生高校生 小　計小　計

令和３令和３ 268268 7,1207,120 350350 1010 2 7,4827,482 6,2756,275 13,75713,757

令和４令和４ 339339 9,4989,498 523523 1414 3 10,03810,038 8,4468,446 18,48418,484

令和５令和５ 340340 11,25411,254 767767 1616 4 12,04112,041 10,37710,377 22,41822,418

－ 242 －



１０　母子・父子・寡婦福祉１０　母子・父子・寡婦福祉

　　母子家庭に対しては、母子及び父子並びに寡婦福祉法により、母子寡婦福祉資金の貸付、窓口で　　母子家庭に対しては、母子及び父子並びに寡婦福祉法により、母子寡婦福祉資金の貸付、窓口で

の生活相談等、福祉の措置が講じられています。の生活相談等、福祉の措置が講じられています。

　　福祉措置としては、児童扶養手当の支給、税制上の優遇措置等が行われています。　　福祉措置としては、児童扶養手当の支給、税制上の優遇措置等が行われています。

　 （１）　ひとり親家庭となった理由・年齢別世帯数　（児童扶養手当認定者）　 （１）　ひとり親家庭となった理由・年齢別世帯数　（児童扶養手当認定者）

　 （２）　母子寡婦福祉資金等の貸付状況　 （２）　母子寡婦福祉資金等の貸付状況

各年４月１日時点各年４月１日時点

年度年度

区分区分
令和４令和４ 令和５令和５

令和６令和６

19歳以下19歳以下 20～29歳20～29歳 30～39歳30～39歳 40～49歳40～49歳 50歳以上50歳以上 計 理由別構成比理由別構成比

離　　別離　　別 1,1301,130 1,1141,114 1 7878 325325 487487 172172 1,0631,063 83.4％83.4％

死　　亡死　　亡 15 15 1414 0 0 1 2 3 5 1111 0.9％0.9％

廃　　疾廃　　疾 2 2 0 0 1 2 0 3 0.2%0.2%

遺　　棄遺　　棄 2 3 0 0 0 0 0 3 2 5 0.4％0.4％

未　　婚未　　婚 193193 188188 1 1 2727 7070 5757 3838 193193 15.1％15.1％

拘　　禁拘　　禁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%0.0%

計 1,3421,342 1,3211,321 2 106106 398398 552552 217217 1,2751,275 100.0%100.0%

年齢別構成比年齢別構成比 0.2％0.2％ 8.3％8.3％ 31.2％31.2％ 43.3％43.3％ 17.0％17.0％ 100.0%100.0%

年度年度

区分区分

令和３令和３ 令和４令和４ 令和５令和５

件数（件）件数（件） 貸付額（円）貸付額（円） 件数（件）件数（件） 貸付額（円）貸付額（円） 件数（件）件数（件） 貸付額（円）貸付額（円）

修 学 資 金修 学 資 金 0 0 0 3 3 4,860,0004,860,000 0 0

就 業 資 金就 業 資 金 1 1 300,000300,000 0 0 0 0 0

就学支度資金就学支度資金 0 0 0 0 0 0 1 1 150,000150,000

転 宅 資 金転 宅 資 金 0 0 0 0 1 90,00090,000

計 1 1 300,000300,000 3 3 4,860,0004,860,000 2 2 240,000240,000

－ 243 －
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11　物価高騰対策事業11　物価高騰対策事業

　①低所得の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業　①低所得の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業

　　食費等の物価高等に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対して、生活の支援のた　　食費等の物価高等に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対して、生活の支援のた

め、臨時給付金を支給しました。め、臨時給付金を支給しました。

　 （ア）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）　 （ア）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

　　○支給対象者　　○支給対象者

　　　Ⅰ　令和５年３月分の児童扶養手当受給者　　　Ⅰ　令和５年３月分の児童扶養手当受給者

　　　Ⅱ　公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の受給を受けていない者　　　Ⅱ　公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の受給を受けていない者

　　　　　　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。　　　　　　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

　　　Ⅲ　 物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に　　　Ⅲ　 物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に

下がった者下がった者

　　○支給額　　　児童１人につき５万円　　○支給額　　　児童１人につき５万円

　 （イ）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）　 （イ）低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）

　　○支給対象者　　○支給対象者

　　　Ⅰ　 「令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」の受給を受けた者　　　Ⅰ　 「令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」の受給を受けた者

　　　Ⅱ　 Ⅰのほか、対象児童（令和５年４月１日時点で18歳未満の子（障害児については20歳未　　　Ⅱ　 Ⅰのほか、対象児童（令和５年４月１日時点で18歳未満の子（障害児については20歳未

満））の養育者であって、以下のいずれかに該当する者満））の養育者であって、以下のいずれかに該当する者

　　　　　・令和５年度の住民税均等割が非課税である者　　　　　・令和５年度の住民税均等割が非課税である者

　　　　　・ 物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同様の水準に　　　　　・ 物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同様の水準に

下がったとの申し出があった者下がったとの申し出があった者

　　○支給額　　　児童１人につき５万円　　○支給額　　　児童１人につき５万円

　②子ども食堂運営支援　②子ども食堂運営支援

　　 　地域で開催している子ども食堂が、継続した食事の提供ができるよう、また、利用者の負担額　　 　地域で開催している子ども食堂が、継続した食事の提供ができるよう、また、利用者の負担額

を増額することがないよう、子ども食堂に対し、食費等の物価高騰相当分の補助を行い、子育てを増額することがないよう、子ども食堂に対し、食費等の物価高騰相当分の補助を行い、子育て

世帯等の生活の支援をしました。世帯等の生活の支援をしました。

　　〇補助対象　　　　市内子ども食堂　　８団体　　〇補助対象　　　　市内子ども食堂　　８団体

　　〇補助対象期間　　令和５年４月分から令和６年３月分　　〇補助対象期間　　令和５年４月分から令和６年３月分

　　〇全体補助額　　　３９９千円　　〇全体補助額　　　３９９千円

支給者数（人）支給者数（人） 対象児童数（人）対象児童数（人） 支給金額（円）支給金額（円）

1,2941,294 1,9071,907 95,350,00095,350,000

支給者数（人）支給者数（人） 対象児童数（人）対象児童数（人） 支給金額（円）支給金額（円）

897897 1,6661,666 83,500,00083,500,000

－ 244 －



１２　出産・子育て応援事業１２　出産・子育て応援事業

　①出産・子育て応援事業（伴走型相談支援）　①出産・子育て応援事業（伴走型相談支援）

　　妊娠届出時から全ての妊産婦さん・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じながら、出産・育　　妊娠届出時から全ての妊産婦さん・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じながら、出産・育

児等の見通しを立てるために保健師等との面談を通して、必要なサービスの案内をしました。児等の見通しを立てるために保健師等との面談を通して、必要なサービスの案内をしました。

　　〇面談時期　　〇面談時期

　　　・妊娠届出（母子健康手帳交付）時　　　・妊娠届出（母子健康手帳交付）時

　　　・妊娠８か月頃のアンケート実施時（希望者のみ）　　　・妊娠８か月頃のアンケート実施時（希望者のみ）

　　　・乳児家庭全戸訪問時（産後１～２か月頃）　　　・乳児家庭全戸訪問時（産後１～２か月頃）

　②出産・子育て応援事業（経済的支援）　②出産・子育て応援事業（経済的支援）

　　出産や子育てをする方の経済的な負担を軽くするため、「出産応援給付金」と「子育て応援給付　　出産や子育てをする方の経済的な負担を軽くするため、「出産応援給付金」と「子育て応援給付

金」の２つの給付金を支給しました。金」の２つの給付金を支給しました。

　 （ア）出産応援給付金　 （ア）出産応援給付金

　　○支給対象者　　○支給対象者

　　　妊娠届出をした妊婦　　　妊娠届出をした妊婦

　　○支給額　　○支給額

　　　妊婦１人あたり５万円　　　妊婦１人あたり５万円

　　〇令和５年度支給実績　　〇令和５年度支給実績

　　　支給件数：1,067件　　　支給金額：53,350,000円　　　支給件数：1,067件　　　支給金額：53,350,000円

　 （イ）子育て応援給付金　 （イ）子育て応援給付金

　　○支給対象者　　○支給対象者

　　　出生した子どもの養育者　　　出生した子どもの養育者

　　○支給額　　○支給額

　　　出生した子ども１人あたり５万円　　　出生した子ども１人あたり５万円

　　〇令和５年度支給実績　　〇令和５年度支給実績

　　　支給件数：916件　　　支給金額：45,800,000円　　　支給件数：916件　　　支給金額：45,800,000円

－ 245 －
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　平成30年度に策定した「第２次観光基本計画」に基づき、つくば霞ヶ浦りんりんロードを活

用した観光誘客を図るため「サイクルツーリズムの推進と拠点機能の強化」、亀城公園を中心

とした城下町に代表される歴史的資産を活用した「まちの資源の活用や空間演出によるブラン

ド化」、本市を訪れた人に対する市民の「おもてなしの意識の醸成と仕組みづくり」を重点施

策として位置づけ、市民・事業者・行政が連携することで観光によるまちづくりの推進を図っ

ている。

（農業産出額（推計）については、令和３年度データ。農業経営対数は２０２０年農林業

センサス。）

　このことから、水産資源の増大を図るため、わかさぎの人工ふ化・放流などに取り組むとと

もに、有害魚のアメリカナマズ・ブルーギル等の駆除を実施している。

　令和４年度経済構造実態調査では、事業所数１７１社、従業員数１４,３４９人、製造品出荷額７,

７９７億円で令和３年度経済センサス活動調査と比較すると、事業所数、製造品出荷額、従業者

数で増加を示している。

　令和３年経済センサス活動調査では、卸売業事業所数３７８事業所、従業者数３,５５９人、年

間商品販売額３,２６４億円、小売事業所数８７９事業者、従業者数８,０３６人、年間商品販売額１,

８２３億円で、平成２８年経済センサス活動調査と比較すると、卸売業では、事業所数で減少を

示しており、従業者数、年間商品販売額で増加を示しており、小売業では、全ての項目で減少

を示している。

繁殖

減少

－ 247 －
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123,210

（令和３年経済センサス活動調査）

67,551 64,518 54,181 7,780 1,092 1,465 3,033 44,162

60,962 38,057 36,094 34,130 753 491 720 1,963 16,510

62,248 29,494

5,869 95 1.62

328 515 8.775.54

1 280 4.770.02

55 165 2.810.94

27 426 7.260.46

22 476 8.110.37

622 670 11.4210.60

199 33 0.563.39

1,531 424 7.2226.09

28,424 20,051 7,027 601 745 1,070 27,652

（令和２年国勢調査）

－ 248 －
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15

1

5

2

5

18

9

21

6

3

11

4

8

製造業計

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

木材・木製品製造業（家具を除く）

家具・装備品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

印刷・同関連業

化学工業

石油製品・石炭製品製造業

プラスチック製品製造業（別掲を除く）

なめし革・同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電車部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械機器製造業

その他の製造業

14,349

2.013

304

130

43

2

21

73

43

39

850

10

90

183

698

1,085

1,924

4,850

333

14

397

1,147

100

77,969,786

8,338,055

3,847,197

67,000

81,995

×

33,898

75,536

×

331,961

3,313,745

×

416,791

×

7,363,155

4,339,505

5,275,986

34,455,522

1,803,935

19,147

1,289,851

3,168,619

1,279,726

1,257 11,595 9.2 40,47250,872,900

2,717 25,745 9.5 57,736156,869,300

1,256 10,400 8.3 25,28731,760,200

1,794 17,010 9.5 32,92659,069,400

907 6,373 7.0 20,68318,759,100

589 4,398 7.5 26,64115,691,700

489 4,639 9.5 22,22510,868,100
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　エ　工業の状況

　オ　従業者規模別の推移

区分

年度
事　業　所　数 従　業　者　数

製造品出荷額
（万円）

24 173 14,839 68,543,159

25 163 13,674 66,929,288

26 157 13,814 60,662,491

27 183 13,921 77,845,806

28 152 12,753 64,544,561

29 150 13,798 65,331,669

30 143 13,995 62,985,786

R1 139 13,601 62,502,272

R2 139 13,900 59,602,928

R3 171 14,349 77,969,786

 ※工業統計調査については平成１３年より従業者数４人以上の事業所が調査対象。

年度

規模別

２９年度 ３０年度 R1年度 R2年度 R3年度

実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比

総　数 150 100 143 100 139 100 139 100 171 100

２９人以下 96 64.0 93 65.0 91 65.5 88 63.3 118 69.0

３０人以上 54 36.0 50 35.0 48 34.5 51 36.7 53 31.0

 ※工業統計調査については平成１３年より従業者数４人以上の事業所が調査対象。

－ 250 －



③土浦市中心市街地開業支援事業

　活力と賑わいのある商店街区の形成に向け、中心市街地の空き店舗に新たな開業する者に

対し、賃借料の一部または改装費の一部を補助する。

活性化を推進してきたが、平成３０年度をもって５年間の計画期間が終了したことから、第２

期計画を策定し、さらにこれまでの成果と課題を踏まえた第３期計画を策定し、令和６年３月

に内閣総理大臣の認定を受け、中心市街地の活性化に取り組んでいる。

－ 251 －
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り、令和６年４月現在、１１社が操業している。また、旧新治村との合併により、東筑波新治工

業団地が新たに加わり、令和６年４月現在１５社が操業している。

１８４,９３９令和６

－ 252 －



（令和３年経済センサス）

6

3
40
39
37
19
6
7
4
5
49
26
40
19
12
21
5
40

2
1
13
16
42
10
24
21
15
7
7
19
49
112
162
112
10
40
15
9
89
13
50
21
29
17
92
44

75

36
604
382
285
165
32
62
38
37
360
274
277
163
85
382
22
280

510
22
59
57
324
41
172
899
88
74
22
66
373
1,208
1,138
841
32
265
88
24
804
47
288
299
175
71
822
365

5,884

1,527
29,959
31,953
34,369
18,903
5,586
7,715
8,826
919

24,022
12,940
30,571
11,313
7,581
71,102
970

22,308

×
×
890
603
4,378
511
2,939
31,788
954
858
196
1,369
1,674
8,133
40,849
30,617
263
9,970
1,789
78

19,398
1,741
19,511
2,651
4,451
886

12,962
13,227

×
×

1,971
2,468
9,883
1,110
9,220
25,860
1,379
754
135
1,388
1,704
7,447
17,129
3,632
1,327
12,170
5,956
322

24,979
2,302
200
4,199
14,944
985

37,933

鉄鋼製品卸売業
非鉄金属卸売業
再生資源卸売業

－ 253 －
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2,397

PGA TOUR SUPERSTOREつくば学園東大通り店

（令和６年４月１日現在）

1,552

1,768

コスモス神立店

クスリのアオキ　まりやま店

カワチ薬品土浦蓮河原店

クスリのアオキ　土浦おおつ野店

神立中央二丁目4011番地691外

大字摩利山新田116-1

蓮河原新町4182外

2023年　4月

184,939

－ 254 －



PGA TOUR SUPERSTORE
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【表Ⅲ-５　土浦商圏の現況（令和３年）】

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 構成比（％）

土浦市 879 17.5 8,036 18.8 182,281 20.1 188,232 16.7

石岡市 486 9.7 3,573 8.3 72,712 8.0 107,265 9.5

牛久市 426 8.5 4,000 9.3 85,731 9.4 104,583 9.3

つくば市 1,352 27.0 13,430 31.4 284,134 31.3 361,346 32.1

稲敷市 306 6.1 2,029 4.7 39,878 4.4 58,327 5.2

かすみがうら市 182 3.6 1,467 3.4 30,643 3.4 34,273 3.0

行方市 262 5.2 1,439 3.4 25,254 2.8 37,460 3.3

鉾田市 320 6.4 2,239 5.2 41,433 4.6 62,878 5.6

つくばみらい市 196 3.9 1,675 3.9 46,347 5.1 50,723 4.5

小美玉市 268 5.3 2,179 5.1 44,933 4.9 54,356 4.8

美浦村 68 1.4 425 1.0 8,266 0.9 5,688 0.5

阿見町 268 5.3 2,302 5.4 46,516 5.1 59,749 5.3

合計 5,013 100.0 42,794 100.0 908,128 100.0 1,124,880 100.0

　令和３年における土浦商圏の現況をみると、最も商業規模が大きいのはつくば市で、商店数の

構成比が２５％超の他、従業者数、年間商品販売額、売場面積の構成比が３０％台となっており、

いずれも前回平成２７年調査時点より高くなっている。土浦市はつくば市に次ぐ規模で、各項目

の構成比は１６. ７～２０. １％となっており、構成比の割合は従業者数と年間商品販売額で前回

調査時点より微増だったものの、商店数と売場面積では微減となった。ただし、実数ではいずれ

も減少している。土浦市の商店数は、県内では水戸市、つくば市、日立市、古河市、ひたちなか

市に次いで第６位となっている。また、年間商品販売額は水戸市、つくば市に次いで第３位となっ

ており、売場面積は水戸市、つくば市、ひたちなか市、日立市、古河市に次いで第６位となって

いる。土浦市は前回平成２７年調査時点と比較して、商店数と売場面積で県内順位を落としたが、

販売額では県内順位を維持した。

（４）土浦商圏の現況（商店数、従業者数、年間商品販売額、売場面積

商店数（店） 従業者数（人） 売場面積（㎡）年間商品販売額（百万円）

出所：「経済センサス活動調査」（事業所に関する集計　産業別集計　卸売業・小売業に関する集計）
※以下の全てに該当する事業所について集計している。
・管理、補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
・「事業所別売上（収入）金額」の「商業」（「卸売の商品販売額（代理・仲介手数料を含む）」　
　及び「小売の商品販売額」を合算したもの。）に金額があり、かつ産業細分類の格付けに
　必要な事項の数値が得られた事業所であること
本章「４. 地区別の実態」で用いる地区別データとは、集計対象が異なるため、「事業所数」、
「従業者数」、「年間商品販売額」は一致しない。ただし「売場面積」は、当該調査項目の数値
が得られた事業所が同じであることから同値となっている。

－ 256 －



（令和６年４月１日現在）

１.２０

１.４０

年次別あっせん実績 （単位：千円）

区分
年度 自 治 金 融 制 度 振 興 金 融 制 度 計

28 343 2,056,930 0        0 343 2,056,930

29 322 1,893,800 3 53,600 325 1,947,400

30 343 2,077,600 1 15,000 344 2,092,600

令和元年度 289 1,842,050 1 20,000 290 1,862,050

　　２　　 97 589,450 1 7,500 98 596,950

　　３　　 191 3,902,270 1 16,000 192 3,918,270

4 195 1,131,040 0        0 195 1,131,040

5 136 779,547 0        0 136 779,547

－ 257 －

経
済

産
業



15

－ 258 －



（令和６年４月現在）

令和６年３５.３

１０

47

令和６年

I J T T

㈱日立製作所土浦診療検診センタ

東 レ コ ム ズ 土 浦 ㈱

㈱日立インダストリアルプロダクツ

令和６年

㈱プロテリアル金属土浦工場

茨城スバル自動車㈱土浦店サービス工場
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マグ・イゾベール ㈱土浦工場

ロ ジ ス テ ィ ー ド 東 日 本 ㈱

㈱ ロ ーズ コ ー ポ レ ー シ ョン

㈱日経東日本製作センター茨城工場

入 江 金 属 工 業

東 京 製 綱 ㈱ 土 浦 工 場

ク レ ハ エ ク ス ト ロ ン ㈱

工業化住宅架構体

フ ラ ッ ト ヤ ー ン

日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱
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食 品 製 造 業ファーストフーズつくば

日 発 運 輸 ㈱

　日発
運輸㈱

ガ ス 給 湯 器

製 造 業

ファースト
   フーズつくば

三 協 フ ロ ン テ ア ㈱
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ヤ マ ト 運 輸 ㈱

㈱ A B C

ヤマト運輸㈱
㈱ ABC

日本特殊コーティング㈱

日本特殊
コーティング㈱
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㈱ ク ス リ の ア オ キ

㈱クスリのアオキ

ド ラ ッ ク ス ト ア

茨 城 日 野 自 動 車 ㈱

日 本 道 路 ㈱

小 売 業

研 修・ 研 究 施 設

ト ラ ッ ク， バ ス

茨城日野自動車㈱

日本道路㈱
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　市内には、霞ヶ浦や小町の里をはじめとする自然環境に加え、亀城公園、上高津貝塚などの歴
史的な観光資源も数多く残されている。観光基本計画に基づき、それらの資源を活用した観光施
策を推進している。
　また、自然、歴史的資源を生かした観光の振興、多様化する観光ニーズに対応し、活力とにぎ
わいのあるまちづくりを推進するため、新たな体験メニューやテーマ性のあるツアー開発、効果
的な PRに努め、受け入れ態勢の充実を図ります。

ア　施策の内容

　・観光基本計画に基づく施策の推進
　・霞ヶ浦、筑波山麓を活かした広域観光の推進
　・魅力ある観光ルートの創設
　・観光行事の充実
　・訪れやすいまちづくりの推進
　・観光施設の運営
　・サイクリングイベントの実施

イ　主要事業

　・観光施策の推進
　・全国花火競技大会事業
　・観光情報発信事業
　・観光案内事業
　・サイクルツーリズム事業
　・ジオパークの推進事業

４　観　　　光

（１）観光行政主要施策

令和５年度案内状況

令和５年度 土 浦 市 観 光 案 内 所 年 報
月 ４ 5 6 7 8 9 10 11 12 令6年1 2 3 計 平均

亀城公園 113 79 69 58 52 50 63 99 63 64 92 149 951
土浦港＆ヨットハーバー 72 73 75 60 128 97 94 88 49 42 50 72 900
文化財 115 92 62 73 74 69 74 109 63 73 116 163 1,083

大岩田総合公園 88 54 47 54 79 43 55 58 45 49 35 66 673
その他 903 741 669 681 721 570 857 1,191 639 529 642 757 8,900
計 1,291 1,039 922 926 1,054 829 1,143 1,545 859 757 935 1,207 12,507
筑波山 18 10 15 19 13 8 26 28 22 12 12 21 204
学園都市 19 18 17 18 26 16 28 31 24 20 14 13 244
水郷（佐原・潮来） 6 13 9 8 6 2 4 3 2 2 3 3 61
その他 71 73 51 58 78 72 80 92 88 53 53 70 839
計 114 114 92 103 123 98 138 155 136 87 82 107 1,348
JR 28 23 18 27 17 15 22 34 17 10 27 28 266

つくばエキスプレス 1 4 2 7 5 6 4 9 6 2 6 11 63
JR・バス 17 27 30 38 37 27 29 26 25 24 23 35 338
関東鉄道バス 128 121 119 128 143 94 147 121 133 102 128 184 1,548
きららバス　タクシー 114 73 89 77 109 71 82 100 66 60 71 97 1,009

計 288 248 258 277 311 213 284 290 247 198 255 355 3,224
旅館案内 28 24 32 27 17 25 25 40 30 22 27 21 318
土産品案内 48 60 41 47 37 33 66 80 40 36 45 47 580
旅館紹介件数 2 2 1 3 2 1 11

計 78 86 74 74 54 58 91 123 70 60 73 68 909
印刷物・パンフレット 462 410 293 314 421 319 478 414 309 279 382 436 4,517
印刷物・英文 20 15 25 12 17 10 27 32 11 8 15 33 225

計 482 425 318 326 438 329 505 446 320 287 397 469 4,742
総計 2,253 1,912 1,664 1,706 1,980 1,527 2,161 2,559 1,632 1,389 1,742 2,206 22,731 0

常駐１名勤務
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１１月第１土曜日

令和５年度観光客入込数調査

77,850 82,905 74,898 45,221 42,517 42,890 67,345 64,430 65,043 52,220 45,549 48.762

709,630

56,357

60,000

600,000 計 716,357人
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５０
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１１月

１１月
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835

835

835

835

835

835

835

835

200

200

200

200

415

415

415

415

200

200

200

200

935

935

935

935

1,670

1,670

1,670

1,670

730

730

730

730
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（５）令和５年度勤労青少年ホーム運営実績

　　施設利用実績（令和５年４月～令和６年３月）

（６）登録人数 

（７）月別男女利用状況調査（令和５年４月～令和６年３月） 

ホーム主催による行事 クラブ活動等による団体利用 個 別 利 用 参加及び
利用人員計

備考
講　座　名 回数 参加人数 クラブ名 回数 利用人数 室　名 利用人数

やさしい手編 32 141 0 0 体 育 館 2,123 2,961 

ピラティス&ヨガ(水 ) 32 291 音 楽 室 7 7 

茶　道 30 193 会 議 室 8 893 

料　理 24 99 和　 室 0 292 

着　付 32 99 調 理 室 62 307 

書　道 32 331 講 習 室 154 1,607

骨盤･姿勢調整エクササイズ 12 98 集 会 室 22 22 

いろいろなお花のレッスン 32 146 陶 芸 室 367 367 

リラックス・ヨガ 32 316 談 話 室 0 141 

ZUMBA 34 721

ピラティス&ヨガ(土) 32 287

やさしい英会話 32 264

英会話 32 290

やさしいバレエ 32 117

ゆるゆるYOGA 34 461

計 454 3,854 0 0 2,743 6,597 

区　分 １５～２４歳 ２５～２９歳 ３０歳以上 合　計

男 0 1 14 15

女 9 9 128 146

計 9 10 142 161

性 別
月 別 男 女 計 開館日数 １日平均利用者数

４ 149 471 620 25 24.8 

５ 97 464 561 23 24.4

６ 120 495 615 26 23.7

７ 142 469 611 25 24.4

８ 87 281 368 26 14.2

９ 105 354 459 24 19.1

１０ 129 512 641 25 25.6

１１ 125 401 526 23 22.9

１２ 127 444 571 24 23.8

１ 115 384 499 23 21.7

２ 122 410 532 23 23.1

３ 199 395 594 26 22.8

計 1,517 5,080 6,597 293 22.5 
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3
2
3
4
4
4
30
2
1
3
33

2
3
2
1
1
1
15

1
1
16

6
5
5
5
5
5
47
2
2
4
51

・Ｈ３０．４ 更新　

・Ｈ３０．４ 更新　・Ｒ３．４ 更新（～Ｒ６．３）

・Ｒ３．４ 更新（～Ｒ６．３）

  ・Ｒ３．４ 更新（～Ｒ６．３）

・Ｒ４．４ 更新（～R9.3）

・Ｒ４．４ 更新（～R9.3）

1

2

2
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Ｈ３０．４ 更新　Ｒ３．４ 更新（～Ｒ６．３）
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（令和６年４月１日現在）

302

8926,939

31 令和６令和５
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　本施設は、平成９年、中小企業に働く勤労者の福祉の充実と勤労意欲の向上及び雇用の促進と職業

の安定に資することを目的に、旧雇用促進事業団が設立し、平成１５年に市が譲渡を受けた施設です。

－ 276 －



2,420 2,970 2,970 7,370

2,970 3,740 3,740 9,240

1,320 1,650 1,650 4,070

1,650 2,090 2,090 5,170

2,315 2,865 2,865 7,040

2,865 3,635 3,635 8,920

1,210 1,540 1,540 3,740

1,540 1,980 1,980 4,840

1,430 1,760 1,760 4,400

1,760 2,200 2,200 5,390

985 1,210 1,210 2,970

1,210 1,540 1,540 3,740

985

270

215

1,210 1,210 2,970

1,210 1,540 1,540 3,740

（令和６年４月１日現在）

309日（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

35,662

28,694

6,982

2,571
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①観光行事の開催

②観光・物産キャンペーン事業

③霞ヶ浦観光帆曳船運航事業

④小さな旅事業

⑤まちかど蔵「大徳」「野村」貸出・活用事業

⑥観光情報の発信

－ 278 －



265 440

155 260

215 365

550 915

330 550

330 550

500 840

435 730

（令和６年４月１日現在）

１，０００円～（１日）
午前9時～午後4時（11月～2月）
午前9時～午後5時（3月～10月）
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※通年で午後５時になりました。

－ 280 －



435

330

1,320

1,320

（令和６年４月１日現在）

（令和５年度）

月
施設名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計

小町の館内
（来館者数） 2,784 3,183 1,628 1,549 1,641 1,910 2,325 3,100 1,814 1,498 1,571 1,662 24,665

ふれあいホール 9 36 100 23 170 30 49 0 58 0 15 53 543

小町ギャラリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

囲炉裏の間 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

体 験 工 房 133 106 108 101 85 115 114 233 200 143 109 127 1,574

お 休 み 処 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

レンタルサイクル 5 8 3 3 0 1 5 5 5 1 2 5 43

小町庵（そば店）1,399 1,550 917 942 941 1,084 1,184 1,370 848 728 806 802 12.571

ハイキング 1,807 1,807 1,192 963 613 821 1,327 1,793 1,463 1,620 1,410 1,691 16,507

自 転 車 41 89 19 26 12 22 40 32 42 32 13 36 404

小町まつり等
（田植え・宵祭り・稲刈り）

80   200 80 360

－ 281 －

経
済

産
業



１１　農　林　水　産

（１）概　要

　本市は、首都圏から約６０㎞圏内に位置し、茨城県南の中心都市として地域の産業経済の重要な

地位を占めている。

　本市の農業は、一大消費地である首都圏への農産物供給の生産地として発展してきたが、近年

の米価の下落、農産物の価格低迷などから、農業経営は厳しい状況に置かれている。

　農業経営の厳しい状況は、全国的な共通の問題であり、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放

棄地増加等の問題に対応するため、平成２１年に「農地法」の改正が行われ、「農地を所有から利

活用へ」との一大転換が図られ、一般企業の農地貸借等による農業参入が大幅に緩和されてきて

いる。さらに平成２４年からは、地域の中心となる経営体の確保及びそれら経営体への農地の集積

プランを地域ごとに作成し、「人と農地の問題」の解決に取り組んでいる。

　本市の農業の特色としては、水田では、日本一の生産を誇るレンコンがあり、また基盤整備さ

れた水田地帯では水稲が栽培されている。畑作では、梨、柿などの果樹類や全国有数の生産量を

誇るグラジオラス、アルストロメリア、ヤナギなどの花き類が主体となっている。

　大消費地の京浜市場への出荷に加え、安心・安全で新鮮な農産物を求める消費者が増加する中、

地産地消の取組の一つである農産物直売所による取扱高も年々増加しており、新たな販売ルート

として定着してきている。

（２）主要振興対策

　 （ア）農地は、国土の保全や美しい景観の提供など多面的な機能を有することから、優良農用地の

積極的な保全に努めるほか、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約による担い手農

家等の規模拡大を推進し、農地の有効活用と耕作放棄地の発生防止に努める。

　 （イ）地域農業の担い手となる認定農業者や新規就農者の育成と確保を図るため、関係機関が連携

し農業経営への支援を行うとともに、流通体制の整備を進め、消費者の志向に適応した生産

性の高い都市近郊型農業の振興と、足腰の強い農業経営体の育成を図る。

　 （ウ）水田農業政策については、食料の安定供給や水田の多面的機能維持のため、規模拡大や集落

営農の組織化・法人化など、効率的な経営へと農業構造を転換していけるよう、地域の特色

を生かした水田収益力強化ビジョンを策定し、国や関係機関と連携を取りながら推進を図る。

　 （エ）本市を代表する農作物であるレンコンについては、日本一の生産地として持続的に発展して

いくため、JA水郷つくばや生産組合等と連携し、品質向上と共販体制の強化に取り組むとと

もに、その他関係機関と連携して消費拡大を図る。

　 （オ）農作物（野菜、果樹、花き等）の生産振興に取り組むため、各生産組織の育成強化を図り、

栽培から出荷までの体制づくりを進め、優良産地化を推進する。また、茨城県銘柄産地指定

を受けている「レンコン」「グラジオラス」の産地の維持発展に努めるとともに、新たな農作

物の銘柄産地指定に向けて、共撰共販体制等の整備を進めていく。

　 （カ）本市の温暖な気象条件や山から水辺まで広がる大地の資源を活用した、生産者の創意工夫に

満ちた農産物やその加工品に恵まれており、その逸品を地域のブランドと認定し、付加価値

の向上と効率的な農林水産業の経営を始め、産業の活性化により、まちの賑わいの創出に取

り組んでいる。

　 （キ）農業経営の安定と効率化を支援するため、経営に必要な機械・設備等の整備のために農業近

代化資金を借り入れた農業者に対する利子補給や、優良花き種苗導入のための低利資金の貸

し付けを進めていく。

　 （ク）畜産経営の振興を図るため、家畜伝染病予防対策を徹底するとともに優良乳牛の改良・育成

対策や家畜ふん尿の堆肥化による農地還元利用を進めていく。

　 （ケ）危険個所や鳥獣害などが多い山林を中心に、森林環境譲与税を活用した整備事業に取り組む

とともに、木材の利活用促進を図り、森林資源の適正管理と有効活用を進める。

－ 282 －



　 （コ）森林の持つ多面的な機能を発揮できるように、市民生活に身近な森林の適正な整備・保全を

図り、快適で豊かな森林環境づくりを推進していく。

　 （サ）霞ヶ浦名産のわかさぎ・うなぎ等の水産資源の増大を図るため、霞ヶ浦漁業協同組合の行う

有害魚の駆除やわかさぎの人口ふ化等の取り組みを支援する。

（単位：ha）

田　畑　計 田 畑

2,870 1,790 1,080

（２０２０年農林業センサス）

（２０２０年農林業センサス）

（２０２０年農林業センサス）

（２０２０年農林業センサス）

1,317

1,548

3,262

主業 準主業 副業的 小計

254

1,662

1,600

2,234 1,253370 177 193981506 271 235406 213 193952 592 360

118

180

144

556

267

212

928

386

362

829

882

620

995 2,312

オ　耕地面積（令和４年作物統計調査）
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作　物　名 作付面積 作　物　名 作付面積

水 稲 985 ほうれんそう 8

陸 稲 17 ね ぎ 32

六 条 大 麦 38 ト マ ト 2

大 豆 3 き ゅ う り 2

そ ば 80 レ タ ス 4

ば れ い し ょ 7 は く さ い 3

か ん し ょ 2 キ ャ ベ ツ 4

に ん じ ん 8 た ま ね ぎ 2

さ と い も 6 ブロッコリー 3

だ い こ ん 8 レ ン コ ン 471

　※レンコンのみ「２０２０年農林業センサス」より

作　物　名 栽培面積 作　物　名 栽培面積

日 本 な し 36 か き 7

う め 2 く り 51

ぶ ど う 5 キウイフルーツ 1

カ　作物別作付面積

キ　果樹栽培面積

（単位：ha）

（単位：ha）
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イ　令和５年度作物別作付実施状況について

（単位：㎡）

一　般　作　物 特　例　作　物

一般作物 24,752 野菜（自家用） 79,511

小麦 1,676 野菜（販売用） 46,991

六条大麦 58,090 きゅうり 3,579

大豆 2,002 トマト 2,994

とうもろこし（飼料） 4,742 キャベツ 1,179

多年生牧草（飼料） 9,832 ねぎ 8,497

そば 24,854 レタス 977

そば（二毛作） 58,090 さといも 5,191

飼料用米 2,193,868 みつば 7,762

芝 1,001 レンコン 5,199,921

ソルガム（地力） 29,209 かんしょ 1,491

花き 91,701 小計（③） 5,357,893

花木 16,246 作付以外

小計（①） 2,517,063 保全管理 2,269,656

永年性作物等 管理農園 1,057

うんしゅうみかん 4,341 林地 939

うめ 19,571 農業生産施設地 21,294

かき 39,824 施設園芸用施設 682

くり 21,627 一時転用 8,184

果樹 27,420 小計（④） 2,301,812

ゆず 447 （小計①～④の合計）

ぶどう 1,954
10,312,392

キウイ 3,101

なし 17,339

小計（②） 135,624

作物別作付状況

　水田を活用して生産される作物の生産性の向上と、需要の動向に応じた米の計画生産を、生産者・

生産者団体の主体的責任をもった取り組みを基準に一体的に実施する「米づくりの本来あるべき姿」

の実施に向け、水田農業の構造改革の促進を図っている。

　本市はれんこん、花き等を主体とした産地づくりが定着している

－ 285 －

経
済

産
業



4,167
3,407
28,899
149.763
4,211

331,059
506,035
166,123
60,497
87,572
20,905
98,570
175,122
43,306
61,188
144,671
363,885
199,250
185,481
40,371
93,878
4,369
18,203
17,890
37,222
76,936
47,835
119,504
82,746
46,494
325,558
87,690
50,612
83,486

56,055
18,770
70,581
51,272
21,658
14,606
6,395

100,430
50,831
69,096
86,425

0
70,400
44,396
22,062
220,002
271,204
255,118
3,057
872

352,916
138,539
245,217
261,326
437,130
44,547
302,029
146,956
373,855
198,348
182,867
155,231
110,749
8,145,845

ウ　令和５年度集落別主食用米の作付実施面積

主食用米の作付確定面積　814ha

（令和３年更新）

レンコン

レンコン

レンコン

主食用米の作付実施面積 主食用米の作付実施面積

－ 286 －



（令和５年更新）

熱

レンコン

－ 287 －
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1,130

6

5

4

1

868

3,497

63,900

R

1,493

1,493 37 37 0 1,456 98 1,358

1,493
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1,130.66 158,528 966.80

519.88

446.92

65.53

98.33

158,528

128,306

30,222

19,659

0.00

521.40

519.88

1.52

0.00

128,666

128,306

360

0.00

445.40

0.00

445.40

98.33

29,862

0.00

29,862

0.00

　本市は、霞ヶ浦に面し、わかさぎ、シラウオ、エビ、ウナギなどの水産資源に恵まれ、古くか

ら漁業が盛んで、この豊かな資源を活かした水産加工業も地場産業として発展してきた。

　霞ヶ浦周辺の都市化等による富栄養化の進行や水生植物帯の減少などの漁業環境の変化に加

え、近年の夏季の高水温化やアメリカナマズ、ブルーギル、などの外来魚の繁殖などから漁獲

量の低迷が続いており、漁業や水産加工業の経営体も減少傾向にある。

　このようなことから、水産資源の増加を図るため、わかさぎの人口ふ化や放流等、広域で水

産業の振興に取り組んでいる。
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土浦ブランド認定品　令和６年４月１日現在

10点 12点 16点
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41.5 7,998

施設

令和５

農　業　基　盤　整　備

－ 291 －
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、大畑前田水利組合

－ 292 －



　農業委員１２人によって組織され、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進

に関する法律などの所掌事務を処理している。

　また、農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保や農地利用の効率化を促進するため、

農地利用最適化推進委員１０人を委嘱し、ともにその活動を行っている。

　農業委員で構成された農業委員会総会を月１回開催し、農地法等に係る許可申請等を審議・

許可する。

（１）

（２）

27

28

令 2.7.19

令 5.7.19

在 任 中川 村 剛 久

令 2.7.20

令 5.7.20

（３）

（４）

－ 293 －
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（５）農地中間管理事業の活用

（６）

（７）

（９）

（８）

　農地の貸付けを希望する所有者に対し、農地中間管理機構に利用者の設定を行うことを積極的

に推進する。

　農外からの新規参入者に対しては、就農環境条件の整備を図るため、土浦地域就農支援協議会

と連携し、就農予定者が希望を持って就農できる環境を整備する。

－ 294 －



都 市 政 策

つちまるバス

１　都市計画 …………………… 295

２　地価公示一覧及び経年変化

　　……………………………… 298

３　建築行政 …………………… 299

４　市街地整備………………… 301

５　公園緑地 …………………… 303

６　駐車場 ……………………… 305

７　荒川沖橋上駅……………… 307

８　土浦橋上駅………………… 308

９　神立橋上駅………………… 309

10　総合運動公園整備概要 …… 310



（令和６年４月１日現在） （令和６年４月１日現在）

（令和６年４月１日現在）

549

174

131

500

78

188

141

16.7

5.3

3.9

15.2

2.4

5.7

4.3

１

－ 295 －
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66,710101,035 66.0

（令和６年４月１日現在）

（令和６年４月１日現在）

R3
3.10
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（令和６年４月１日現在）

－ 297 －
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29,500
31,700
27,200
33,600
34,500
27,600
27,900
34,700
50,000

－
21,700
38,700
33,600
39,200
35,100
31,300
40,900
32,700
23,800
36,700
27,300
28,800
27,800
37,700
39,300
30,700
11,200
10,400
23,000
13,600
9,020
32,500
43,800
59,500
44,800
35,900
46,100
50,600
45,200
34,300
44,300
21,200

29,500
31,700
27,200
33,600
34,500
27,600
27,900
34,700
50,800
37,600
21,600
38,800
33,600
39,200
35,100
31,300
40,900
32,700
23,700
36,700
27,300
28,700

－
37,800
39,400
30,700
11,200
10,300
23,000
13,500
8,820
32,900
43,900
58,900
44,500
35,900
46,000
50,600
45,200
34,200
44,300
21,300

29,500
31,700
27,200
33,600
34,500
27,600
27,900
34,700
51,300

－
21,500
38,900
33,600
39,300
35,100
31,300
40,900
32,700
23,600
36,700
27,300
28,600
27,800
37,900
39,500
30,700
11,200
10,200
23,000
13,400
8,640
33,400
44,000
58,500
44,400
35,900
46,000
50,600
45,200
34,200
44,400
21,500

29,500
32,200
27,200
33,700
34.800
27.600
28,100
34,700
52,100
37,600
21,500
39,400
33,700
39,700
35,300
31,500
41,300
32,800
23,600
37,300
27,300
28,600

－
38,300
39,800
30,900
11,200
10,100
23,000
13,300
8,500
33,800
44,200
58,400
44,400
35,900
46,100
50,700
45,200
34,200
44,400
22,000

29,600
31,700
27,200
33,600
34,500
27,600
27,900
34,700
49,400

－
21,800
38,700
33,600
39,200
35,100
31,300
40,900
32,700
23,900
36,700
27,300
28,900
27,800
37,600
39,200
30,700
11,200
10,500
23,000
13,700
9,220
32,400
43,800
60,500
45,200
36,000
46,200
50,700
45,300
34,400
44,300
21,200

３年４年５年６年 ２年

（令和６年１月１日現在）2

－ 298 －



139

156

36

17

73

5

2

5

5

6

0

0

87

531

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

9

5

10

2

0

3

6

1

0

0

6

0

0

1

0

0

0

1

1

5

0

0

0

1

9

0

0

1

0

3

0

1

2

4

1

0

0

3

15

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

13

4

19

0

0

0

1

3

0

1

2

1

0

1

0

0

9

0

0

0

1

2

0

1

1

0

0

0

165

24

91

7

7

15

22

2

13

（　）内は計画通知で外数（令和５年度）

（　）内は計画通知で外数（令和５年度）

10
（2）

1
（1）

4
（1）

59
（2）

42
（1）

154
（1）

10
（1）

4
（1）

660
（4）

108
（1）

4
0
（1） 1

３
　本市は「夢のある、元気のある土浦」の実現に向け邁進し活力に満ちた街づくりを目指している。

その一端を担う建築行政は昭和 55 年 11 月 1 日に特定行政庁として発足して以来、その指導方針

は建築物が災害等に対し安全性を確保し市民の生命と財産の健全な保持、加えて福祉の増進に大き

く寄与し、そして土地の有効活用を図ることにある。

13
（1）

－ 299 －
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（　）内は計画通知で外数（令和５年度）

（令和５年度）

（令和５年度）

6
(3)

42

13

39

9

55 48 7 0 0

4

3

0 0

0 0

220010210

用途制限
による
建築許可

日影による
中高層の建築物
の高さの制限

敷地等と道路
との関係

道路内の
建築制限

仮設建築物 仮使用承認

6
(3)

（令和５年度）３件

（令和５年度）０件

－ 300 －



４

・令和５年度　：　　　　　　　　　　　　　　　（第三期） 認定

－ 301 －
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1 9

平成２４～令和 ５

－ 302 －



（令和６年４月１日現在）

公園緑地

6.04

広場遊戯施設

ケ

－ 303 －
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ケ

ケ

霞ケ浦総合公園

ケ
ケ

ケ

－ 304 －



82,263,598円 55,352,863円 4,362,850円 1,037,900円 2,105,700円 1,168,200円

127,361台令和５年度利用台数

令和５年度駐車料金

115,140台

（令和６年４月１日現在）

（令和６年４月１日現在）

か

か

か

か
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（令和６年４月１日現在）
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多機能公衆トイレ

－ 307 －
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供用
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まちばん

供用

－ 309 －
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した。

（令和６年３月３１日現在）

111,542.58

59,142.89

1,503,903.63

1,674,589.10

104,139.46

52,639.30

1,378,023.79

1,534,802.55

104,133.99

51,938.33

1,046,700.66

1,202,772.98

730.51

8,396.11

194,523.18

544,464.99

748,114.79

12,742.91

65,499.78

708,445.07

786,687.76

332,029.57

1,161,264.43

41,508.55

1,202,772.98

78.37

22

1,757

4

1,946

25012

2,021

６ , ９６６

１ , ５ ３ ４ , ８ ０ ２ . ５ ５

1,730.44

3,133.59

13,190.10

18,054.13

（令和５年度）

5,672.68

3,370.00

112,689.74

121,732.42

5.47

700.97

331,323.13

332,029.57

99.99

98.67

75.96

78.37

－ 310 －



建　　　　設

帆曳船　

１　土木………………………………………………311

２　建築………………………………………………313

３　下水道 ……………………………………………315

４　都市下水路………………………………………320

５　水道………………………………………………322



（令和６年３月３１日現在）（令和６年３月３１日現在）

111,542.58111,542.58

59,142.8959,142.89

1,503,903.631,503,903.63

1,674,589.101,674,589.10

104,139.46104,139.46

52,639.3052,639.30

1,378,023.791,378,023.79

1,534,802.551,534,802.55

104,133.99104,133.99

51,938.3351,938.33

1,046,700.661,046,700.66

1,202,772.981,202,772.98

730.51730.51

8,396.118,396.11

194,523.18194,523.18

544,464.99544,464.99

748,114.79748,114.79

12,742.9112,742.91

65,499.7865,499.78

708,445.07708,445.07

786,687.76786,687.76

332,029.57332,029.57

1,161,264.431,161,264.43

41,508.5541,508.55

1,202,772.981,202,772.98

78.3778.37

2222

1,7571,757

44

1,9461,946

2502501212

2,0212,021

６ , ９６６６ , ９６６

１ , ５ ３ ４ , ８ ０ ２ . ５ ５１ , ５ ３ ４ , ８ ０ ２ . ５ ５

1,730.441,730.44

3,133.593,133.59

13,190.1013,190.10

18,054.1318,054.13

（令和５年度）（令和５年度）

5,672.685,672.68

3,370.003,370.00

112,689.74112,689.74

121,732.42121,732.42

5.475.47

700.97700.97

331,323.13331,323.13

332,029.57332,029.57

99.9999.99

98.6798.67

75.9675.96

78.3778.37
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地籍調査事業地籍調査事業

90.73㎢（96.0％）90.73㎢（96.0％）

〔Ⅱ〕〔Ⅱ〕
６６

（約 0.24㎢）（約 0.24㎢）

５５
烏山烏山烏山〔Ⅰ〕地区（約 0.18㎢）烏山〔Ⅰ〕地区（約 0.18㎢）

（令和６年４月１日現在）

19,000～43,200円

26,900～46,100円

1,800～ 3,700円

2,200～10,300円

4,500～ 6,700円

4,000～ 6,900円

8,900～13,900円

9,800～26,400円

17,100～26,000円

18,200～27,600円

20,800～31,500円

22,000～34,800円

22,500～39,800円

1,700～ 2,600円

21,700～43,300円

22,000～58,600円

14,600～35,600円

17,600～49,500円

19,600～40,000円

22,000～44,200円

29,800～61,100円

30,100～61,100円

26,100～52,200円

20,200～37,900円

19,200～36,300円

1,186

３番地９

17

216 216

6 6

1010

（令和６年３月３１日現在）

1,006 986

新 治 第 二 住 宅 66

17

327

12

2 2

１７１５番地２　

番地１　

－ 312 －



地籍調査事業

90.73㎢（96.0％）

〔Ⅱ〕
６

（約 0.24㎢）

５
烏山烏山〔Ⅰ〕地区（約 0.18㎢）

（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

19,000～43,20019,000～43,200円円

26,900～46,10026,900～46,100円円

1,800～ 3,7001,800～ 3,700円円

2,200～10,3002,200～10,300円円

4,500～ 6,7004,500～ 6,700円円

4,000～ 6,9004,000～ 6,900円円

88,900～13,900,900～13,900円円

9,800～26,4009,800～26,400円円

17,100～26,00017,100～26,000円円

18,200～27,60018,200～27,600円円

20,800～31,50020,800～31,500円円

22,000～34,80022,000～34,800円円

22,500～39,80022,500～39,800円円

1,700～ 2,6001,700～ 2,600円円

21,700～43,30021,700～43,300円円

22,000～58,60022,000～58,600円円

14,600～35,60014,600～35,600円円

17,600～49,50017,600～49,500円円

19,600～40,00019,600～40,000円円

22,000～44,20022,000～44,200円円

29,800～61,10029,800～61,100円円

30,100～61,10030,100～61,100円円

26,100～52,20026,100～52,200円円

20,200～37,90020,200～37,900円円

19,200～36,30019,200～36,300円円

1,1861,186

３番地９３番地９

1717

216216 216216

66 66

10101010

（令和６年３月３１日現在）（令和６年３月３１日現在）

1,0061,006 986986

新 治 第 二 住 宅新 治 第 二 住 宅 6666

1717

327327

1212

22 22

１７１５番地２１７１５番地２　　

番地１番地１　　
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アア

イイ

ウウ

エエ

オオ

カカ

市営住宅への入居申込資格市営住宅への入居申込資格

※ 家族の中に高齢者、障害者、寡婦、ひとり親等がいる場合は特別控除の適用があり、該当する控除額を※ 家族の中に高齢者、障害者、寡婦、ひとり親等がいる場合は特別控除の適用があり、該当する控除額を
差し引いて計算します。差し引いて計算します。

種　別種　別
同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数

０人０人
（単身者）（単身者） １人１人 ２人２人 ３人３人 ４人４人 ５人５人

世
帯
の
年
間
　

世
帯
の
年
間
　

　
総
所
得
金
額

　
総
所
得
金
額

一般世帯一般世帯
1,896,0001,896,000円円

以下以下

2,276,0002,276,000円円
以下以下

2,656,0002,656,000円円
以下以下

3,036,0003,036,000円円
以下以下

3,416,0003,416,000円円
以下以下

3,796,0003,796,000円円
以下以下

裁量世帯裁量世帯
2,568,0002,568,000円円

以下以下

2,948,0002,948,000円円
以下以下

3,328,0003,328,000円円
以下以下

3,708,0003,708,000円円
以下以下

4,088,0004,088,000円円
以下以下

4,468,0004,468,000円円
以下以下

種　別種　別
同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数

０人０人
（単身者）（単身者） １人１人 ２人２人 ３人３人 ４人４人 ５人５人

世
帯
の
年
間
　

世
帯
の
年
間
　

　
総
収
入
金
額

　
総
収
入
金
額

一般世帯一般世帯
2,967,9992,967,999円円

以下以下

3,511,9993,511,999円円
以下以下

3,995,9993,995,999円円
以下以下

4,471,9994,471,999円円
以下以下

4,947,9994,947,999円円
以下以下

5,423,9995,423,999円円
以下以下

裁量世帯裁量世帯
3,887,9993,887,999円円

以下以下

4,363,9994,363,999円円
以下以下

4,835,9994,835,999円円
以下以下

5,311,9995,311,999円円
以下以下

5,787,9995,787,999円円
以下以下

6,263,9996,263,999円円
以下以下

た方等を含む）た方等を含む）

令和５年度 3,739 88.3％

121,178

231

3,506

277

46

833

529

5,549

591

1,432

3,543

331

364

1,036

406

493

1,628

78

546

1,615

1,072

34

334
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ア

イ

ウ

エ

オ

カ

市営住宅への入居申込資格

※ 家族の中に高齢者、障害者、寡婦、ひとり親等がいる場合は特別控除の適用があり、該当する控除額を
差し引いて計算します。

種　別
同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数

０人
（単身者） １人 ２人 ３人 ４人 ５人

世
帯
の
年
間
　

　
総
所
得
金
額

一般世帯
1,896,000円

以下

2,276,000円
以下

2,656,000円
以下

3,036,000円
以下

3,416,000円
以下

3,796,000円
以下

裁量世帯
2,568,000円

以下

2,948,000円
以下

3,328,000円
以下

3,708,000円
以下

4,088,000円
以下

4,468,000円
以下

種　別
同居しようとする親族（本人を除く）及び別居扶養親族の人数

０人
（単身者） １人 ２人 ３人 ４人 ５人

世
帯
の
年
間
　

　
総
収
入
金
額

一般世帯
2,967,999円

以下

3,511,999円
以下

3,995,999円
以下

4,471,999円
以下

4,947,999円
以下

5,423,999円
以下

裁量世帯
3,887,999円

以下

4,363,999円
以下

4,835,999円
以下

5,311,999円
以下

5,787,999円
以下

6,263,999円
以下

た方等を含む）

令和５年度令和５年度 3,7393,739 88.3％88.3％

121,178121,178

231231

3,5063,506

277277

4646

833833

529529

5,5495,549

591591

1,4321,432

3,5433,543

331331

364364

1,0361,036

406406

493493

1,6281,628

7878

546546

1,6151,615

1,0721,072

3434

334334

－ 315 －
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212212

406406

277277

486486

6,8526,852

9,2059,205

12,97012,970

1,0341,034

1,6201,620

2,3852,385

18,02418,024

7,5177,517

2,4722,472

1,0351,035

974974

3,6573,657

4,2784,278

2,6042,604

1,0521,052

2,1342,134

1,1921,192

2,0962,096

6,0896,089

3,0133,013

5,1205,120

121,178121,178

141,409人

6,017.20ha

4,490.70ha

3,738.68ha

124,795人

117,722人

62.1%

83.3%

88.3%

94.3%

1,532m

令和５年度末整備状況

令和６年度事業計画

東筑波ポンプ場 3 3.3 3 3.3 （令和４年）

（令和６年４月１日現在）

－ 316 －



212

406

277

486

6,852

9,205

12,970

1,034

1,620

2,385

18,024

7,517

2,472

1,035

974

3,657

4,278

2,604

1,052

2,134

1,192

2,096

6,089

3,013

5,120

121,178

141,409141,409人人

6,017.20ha6,017.20ha

4,490.70ha4,490.70ha

3,738.68ha3,738.68ha

124,795人124,795人

117,722人117,722人

62.1%62.1%

83.3%83.3%

88.3%88.3%

94.3%94.3%

1,532m1,532m

令和５年度末整備状況令和５年度末整備状況

令和６年度事業計画令和６年度事業計画

東筑波ポンプ場東筑波ポンプ場 33 3.33.3 33 3.33.3 （令和（令和４４年）年）

（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

－ 317 －
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143143

154154

165165

176176

187187

198198

209209

3333

1,3201,320円円

令和令和2222年度年度

1,2301,230億億円円 14,45714,457haha 245,442人245,442人
147,081147,081
㎥/日㎥/日

121,178121,178

33,77033,770

23,68023,680

31,09031,090

35,72435,724

245,442245,442

6,017.26,017.2

2,104.12,104.1

2,032.62,032.6

2,644.02,644.0

1,659.01,659.0

14,456.914,456.9

67,49567,495

21,59621,596

15,00515,005

22,94722,947

20,03820,038

147,081147,081

17,812

－ 318 －



143

154

165

176

187

198

209

33

1,320円

令和22年度

1,230億円 14,457ha 245,442人
147,081
㎥/日

121,178

33,770

23,680

31,090

35,724

245,442

6,017.2

2,104.1

2,032.6

2,644.0

1,659.0

14,456.9

67,495

21,596

15,005

22,947

20,038

147,081

17,81217,812

－ 319 －
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令和６年度の事業概要令和６年度の事業概要

103103ｍｍ

87,87387,873ｍｍ令和５年度令和５年度 令和６年度令和６年度

（令和６年４月１日現在）（令和６年４月１日現在）

103103ｍの改築等の整備が予定されている。ｍの改築等の整備が予定されている。

No.No. 路　線　名路　線　名
路線延長路線延長
（m）（m）

集　　　水　　　区　　　域集　　　水　　　区　　　域 流末河川流末河川

11 東 中 貫東 中 貫 1,4631,463 中貫、神立町、東中貫町中貫、神立町、東中貫町
中 貫中 貫
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

22 神 立 菅 谷神 立 菅 谷 4,5134,513
神立中央一、二、三、四、五丁目神立中央一、二、三、四、五丁目
中神立町、神立東一、二丁目中神立町、神立東一、二丁目
神立町、白鳥町、菅谷町神立町、白鳥町、菅谷町

一 ノ 瀬 川一 ノ 瀬 川

33 菅 谷菅 谷 568568 菅谷町菅谷町 一 ノ 瀬 川一 ノ 瀬 川

44 菅 谷 東菅 谷 東 865865 菅谷町菅谷町 一 ノ 瀬 川一 ノ 瀬 川

55 都 和都 和 3,3563,356
並木二、三、四丁目、常名並木二、三、四丁目、常名
都和一、二、三丁目、中貫都和一、二、三丁目、中貫

中 貫中 貫
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

66 白 鳥白 鳥 3,3953,395 手野町、白鳥町、神立町手野町、白鳥町、神立町
神 立神 立
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

77 中 貫中 貫 6,0376,037 中貫、小山崎、神立町、木田余、手野町中貫、小山崎、神立町、木田余、手野町
神 立神 立
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

88 神 立神 立 10,63210,632
神立中央五丁目、中神立町、神立町神立中央五丁目、中神立町、神立町
北神立町、手野町北神立町、手野町

境 川境 川

99 常 名 新 田常 名 新 田 1,2181,218 常名常名
常 名常 名
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

1010 東 真 鍋東 真 鍋 769769 東真鍋町東真鍋町 真 鍋 雨 水 渠真 鍋 雨 水 渠

1111 田 村 沖 宿田 村 沖 宿 825825 田村町田村町 田 村 川田 村 川

1212 木 田 余木 田 余 2,8592,859 木田余木田余 境 川境 川

1313 虫 掛虫 掛 1,4301,430 虫掛虫掛 新 川新 川

1414 常 名常 名 1,4661,466 常名常名 新 川新 川

1515 殿 里殿 里 1,4531,453 殿里、西真鍋町、真鍋二、五丁目殿里、西真鍋町、真鍋二、五丁目 新 川新 川

1616 真 鍋 二 丁 目真 鍋 二 丁 目 198198 真鍋二丁目真鍋二丁目 新 川新 川

1717 真鍋二丁目第２真鍋二丁目第２ 396396 西真鍋町、真鍋二丁目西真鍋町、真鍋二丁目 新 川新 川

1818 西 真 鍋西 真 鍋 576576 西真鍋町、真鍋二丁目西真鍋町、真鍋二丁目 新 川新 川

1919 真 鍋真 鍋 1,7891,789 真鍋一、三丁目、東真鍋町、真鍋新町真鍋一、三丁目、東真鍋町、真鍋新町 新 川新 川

2020 木 田 余 第 ２木 田 余 第 ２ 1,1151,115 木田余、真鍋新町木田余、真鍋新町 新 川新 川

2121 上 高 津上 高 津 2,0842,084 上高津、粕毛上高津、粕毛 上 備 前 川上 備 前 川

2222 粕 毛 宍 塚粕 毛 宍 塚 987987 粕毛、宍塚粕毛、宍塚
上 高 津上 高 津
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

22 （神立菅谷 （神立菅谷 5050ｍ、西根竹の入 ｍ、西根竹の入 5353ｍ ）ｍ ）

No. 路　線　名
路線延長
（m）

集　　　水　　　区　　　域 流末河川

23 天 川 上 高 津 1,823 上高津、上高津新町、天川二丁目 備 前 川

24 上 高 津 第 ２ 446 上高津 備 前 川

25 中 高 津 2,594 中高津二、三丁目、下高津三、四丁目 備 前 川

26 国 分 中 高 津 1,632
富士崎一、二丁目、国分町
中高津一丁目、下高津一丁目

備 前 川

27 小 松 1,706
小松一、二、三丁目、千鳥ケ丘町
霞ケ岡町

備 前 川

28 小 松 大 岩 田 1,084
大岩田、千鳥ケ丘町、霞ケ岡町
小松三丁目

備 前 川

29 大 岩 田 1,825 大岩田、霞ケ岡町 備 前 川

30 蓮 河 原 新 町 872 蓮河原新町 桜 川

31 蓮 河 原 934 蓮河原、蓮河原新町、小松一丁目
土浦第二土地
改 良 区 水 路

32 西 根 竹 の 入 3,230 中、中村西根、西根南一、二丁目 花 室 川

33 中 村 西 根 1,223 中村西根 花 室 川

34 永 国 西 1,543 永国、天川一丁目、中高津三丁目 花 室 川

35 中 村 1,405 中、中村西根 花 室 川

36 中 206 中、中村西根 花 室 川

37 原 の 前 2,673 中村南一、二丁目、中 花 室 川

38 永 国 東 1,606 永国 花 室 川

39 右 籾 西 2,068 右籾 花 室 川

40 小 岩 田 西 1,032 桜ケ丘町、小岩田西二丁目 花 室 川

41 桜 ケ 丘 2,012
桜ケ丘町、霞ヶ丘町
小岩田西一、二丁目

花 室 川

42 右 籾 東 1,681 右籾 花 室 川

43 烏 山 南 ヶ 丘 1,868 烏山一、三、五丁目 花 室 川

44 小 岩 田 東 1,427 小岩田東一、二丁目、大岩田 花 室 川

45 烏 山 2,060 烏山二、三、四丁目、右籾 花 室 川

46 長 峰 811 中村西根
西 根 竹 の 入
都 市 下 水 路

47 北 荒 川 沖 1,099 中村南二、三丁目、北荒川沖町
原 の 前
都 市 下 水 路

48 摩 利 山 1,852 摩利山新田、右籾
原 の 前
都 市 下 水 路

49 乙 戸 沼 190 乙戸、中村西根 乙 戸 沼

50 荒 川 沖 北 932 中村南二、三丁目、北荒川沖町
荒 川 沖
都 市 下 水 路

51 乙 戸 949 乙戸 乙 戸 川

52 荒 川 沖 2,362
中村南四、五、六丁目
荒川沖西一、二丁目

乙 戸 川

53 荒 川 沖 東 1,862 荒川沖東二、三丁目、荒川沖 乙 戸 川

合　　　計 95,001

－ 320 －



令和６年度の事業概要

103ｍ

87,873ｍ令和５年度 令和６年度

（令和６年４月１日現在）

103ｍの改築等の整備が予定されている。

No. 路　線　名
路線延長
（m）

集　　　水　　　区　　　域 流末河川

1 東 中 貫 1,463 中貫、神立町、東中貫町
中 貫
都 市 下 水 路

2 神 立 菅 谷 4,513
神立中央一、二、三、四、五丁目
中神立町、神立東一、二丁目
神立町、白鳥町、菅谷町

一 ノ 瀬 川

3 菅 谷 568 菅谷町 一 ノ 瀬 川

4 菅 谷 東 865 菅谷町 一 ノ 瀬 川

5 都 和 3,356
並木二、三、四丁目、常名
都和一、二、三丁目、中貫

中 貫
都 市 下 水 路

6 白 鳥 3,395 手野町、白鳥町、神立町
神 立
都 市 下 水 路

7 中 貫 6,037 中貫、小山崎、神立町、木田余、手野町
神 立
都 市 下 水 路

8 神 立 10,632
神立中央五丁目、中神立町、神立町
北神立町、手野町

境 川

9 常 名 新 田 1,218 常名
常 名
都 市 下 水 路

10 東 真 鍋 769 東真鍋町 真 鍋 雨 水 渠

11 田 村 沖 宿 825 田村町 田 村 川

12 木 田 余 2,859 木田余 境 川

13 虫 掛 1,430 虫掛 新 川

14 常 名 1,466 常名 新 川

15 殿 里 1,453 殿里、西真鍋町、真鍋二、五丁目 新 川

16 真 鍋 二 丁 目 198 真鍋二丁目 新 川

17 真鍋二丁目第２ 396 西真鍋町、真鍋二丁目 新 川

18 西 真 鍋 576 西真鍋町、真鍋二丁目 新 川

19 真 鍋 1,789 真鍋一、三丁目、東真鍋町、真鍋新町 新 川

20 木 田 余 第 ２ 1,115 木田余、真鍋新町 新 川

21 上 高 津 2,084 上高津、粕毛 上 備 前 川

22 粕 毛 宍 塚 987 粕毛、宍塚
上 高 津
都 市 下 水 路

2 （神立菅谷 50ｍ、西根竹の入 53ｍ ）

No.No. 路　線　名路　線　名
路線延長路線延長
（m）（m）

集　　　水　　　区　　　域集　　　水　　　区　　　域 流末河川流末河川

2323 天 川 上 高 津天 川 上 高 津 1,8231,823 上高津、上高津新町、天川二丁目上高津、上高津新町、天川二丁目 備 前 川備 前 川

2424 上 高 津 第 ２上 高 津 第 ２ 446446 上高津上高津 備 前 川備 前 川

2525 中 高 津中 高 津 2,5942,594 中高津二、三丁目、下高津三、四丁目中高津二、三丁目、下高津三、四丁目 備 前 川備 前 川

2626 国 分 中 高 津国 分 中 高 津 1,6321,632
富士崎一、二丁目、国分町富士崎一、二丁目、国分町
中高津一丁目、下高津一丁目中高津一丁目、下高津一丁目

備 前 川備 前 川

2727 小 松小 松 1,7061,706
小松一、二、三丁目、千鳥ケ丘町小松一、二、三丁目、千鳥ケ丘町
霞ケ岡町霞ケ岡町

備 前 川備 前 川

2828 小 松 大 岩 田小 松 大 岩 田 1,0841,084
大岩田、千鳥ケ丘町、霞ケ岡町大岩田、千鳥ケ丘町、霞ケ岡町
小松三丁目小松三丁目

備 前 川備 前 川

2929 大 岩 田大 岩 田 1,8251,825 大岩田、霞ケ岡町大岩田、霞ケ岡町 備 前 川備 前 川

3030 蓮 河 原 新 町蓮 河 原 新 町 872872 蓮河原新町蓮河原新町 桜 川桜 川

3131 蓮 河 原蓮 河 原 934934 蓮河原、蓮河原新町、小松一丁目蓮河原、蓮河原新町、小松一丁目
土浦第二土地土浦第二土地
改 良 区 水 路改 良 区 水 路

3232 西 根 竹 の 入西 根 竹 の 入 3,2303,230 中、中村西根、西根南一、二丁目中、中村西根、西根南一、二丁目 花 室 川花 室 川

3333 中 村 西 根中 村 西 根 1,2231,223 中村西根中村西根 花 室 川花 室 川

3434 永 国 西永 国 西 1,5431,543 永国、天川一丁目、中高津三丁目永国、天川一丁目、中高津三丁目 花 室 川花 室 川

3535 中 村中 村 1,4051,405 中、中村西根中、中村西根 花 室 川花 室 川

3636 中中 206206 中、中村西根中、中村西根 花 室 川花 室 川

3737 原 の 前原 の 前 2,6732,673 中村南一、二丁目、中中村南一、二丁目、中 花 室 川花 室 川

3838 永 国 東永 国 東 1,6061,606 永国永国 花 室 川花 室 川

3939 右 籾 西右 籾 西 2,0682,068 右籾右籾 花 室 川花 室 川

4040 小 岩 田 西小 岩 田 西 1,0321,032 桜ケ丘町、小岩田西二丁目桜ケ丘町、小岩田西二丁目 花 室 川花 室 川

4141 桜 ケ 丘桜 ケ 丘 2,0122,012
桜ケ丘町、霞ヶ丘町桜ケ丘町、霞ヶ丘町
小岩田西一、二丁目小岩田西一、二丁目

花 室 川花 室 川

4242 右 籾 東右 籾 東 1,6811,681 右籾右籾 花 室 川花 室 川

4343 烏 山 南 ヶ 丘烏 山 南 ヶ 丘 1,8681,868 烏山一、三、五丁目烏山一、三、五丁目 花 室 川花 室 川

4444 小 岩 田 東小 岩 田 東 1,4271,427 小岩田東一、二丁目、大岩田小岩田東一、二丁目、大岩田 花 室 川花 室 川

4545 烏 山烏 山 2,0602,060 烏山二、三、四丁目、右籾烏山二、三、四丁目、右籾 花 室 川花 室 川

4646 長 峰長 峰 811811 中村西根中村西根
西 根 竹 の 入西 根 竹 の 入
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

4747 北 荒 川 沖北 荒 川 沖 1,0991,099 中村南二、三丁目、北荒川沖町中村南二、三丁目、北荒川沖町
原 の 前原 の 前
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

4848 摩 利 山摩 利 山 1,8521,852 摩利山新田、右籾摩利山新田、右籾
原 の 前原 の 前
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

4949 乙 戸 沼乙 戸 沼 190190 乙戸、中村西根乙戸、中村西根 乙 戸 沼乙 戸 沼

5050 荒 川 沖 北荒 川 沖 北 932932 中村南二、三丁目、北荒川沖町中村南二、三丁目、北荒川沖町
荒 川 沖荒 川 沖
都 市 下 水 路都 市 下 水 路

5151 乙 戸乙 戸 949949 乙戸乙戸 乙 戸 川乙 戸 川

5252 荒 川 沖荒 川 沖 2,3622,362
中村南四、五、六丁目中村南四、五、六丁目
荒川沖西一、二丁目荒川沖西一、二丁目

乙 戸 川乙 戸 川

5353 荒 川 沖 東荒 川 沖 東 1,8621,862 荒川沖東二、三丁目、荒川沖荒川沖東二、三丁目、荒川沖 乙 戸 川乙 戸 川

合　　　計合　　　計 95,00195,001

－ 321 －
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５　水　　道５　水　　道

（１）事業計画（１）事業計画

　　19811981年（昭和年（昭和5656年）には、第１次拡張事業計画を策定し、その面整備に取り組んでいる。年）には、第１次拡張事業計画を策定し、その面整備に取り組んでいる。

　また、　また、20062006年２月（平成年２月（平成1818年）には、新治村との合併により新治村水道事業を土浦市に統合し、年）には、新治村との合併により新治村水道事業を土浦市に統合し、

更には、更には、20192019年３月（平成年３月（平成3131年）に給水区域外であった中村南一丁目、五丁目及び右籾の一部を給年）に給水区域外であった中村南一丁目、五丁目及び右籾の一部を給

水区域に指定し、第１次拡張事業の変更による事業認可を受け、施設整備を行っている。水区域に指定し、第１次拡張事業の変更による事業認可を受け、施設整備を行っている。

(  )(  )右籾、中村南一丁目右籾、中村南一丁目
五丁目の一部を除く五丁目の一部を除く

第１次拡張事業変更第１次拡張事業変更

土浦市全域土浦市全域

１３６,４００ 　人１３６,４００ 　人

４６,０００　 ㎥４６,０００　 ㎥

３３７　 ℓ３３７　 ℓ

ア　令和５年度損益計算書（消費税抜）

イ　令和５年度剰余金処分計算書

3,116,127
3,049,882

9,481
56,764

3,042,240
1,557,808
336,589
11,266
149,939
52,969
923,154
10,515
125,870

137
102,972
5,789
16,972
75,472
70,370
5,102
13,575

0
13,575
2,463
2,463

0
135,397

0
73,429
208,826

（２）財　　務

その他特別損失

（単位：千円）

４　補　助　金

資　本　金 資本剰余金 未処分利益剰余金

当年度末残高 13,288,974 361,162 208,826

議会の議決による処分 189,976 0 △ 208,826

減債積立金の積立 0 0 △ 18,850

資本金への組入れ 189,976 0 △ 189,976

処分後残高 13,478,950 361,162 0

－ 322 －



５　水　　道

（１）事業計画

　1981年（昭和56年）には、第１次拡張事業計画を策定し、その面整備に取り組んでいる。

　また、2006年２月（平成18年）には、新治村との合併により新治村水道事業を土浦市に統合し、

更には、2019年３月（平成31年）に給水区域外であった中村南一丁目、五丁目及び右籾の一部を給

水区域に指定し、第１次拡張事業の変更による事業認可を受け、施設整備を行っている。

(  )右籾、中村南一丁目
五丁目の一部を除く

第１次拡張事業変更

土浦市全域

１３６,４００ 　人

４６,０００　 ㎥

３３７　 ℓ

ア　令和５年度損益計算書（消費税抜）ア　令和５年度損益計算書（消費税抜）

イ　令和５年度剰余金処分計算書イ　令和５年度剰余金処分計算書

3,116,1273,116,127
3,049,8823,049,882

9,4819,481
56,76456,764

3,042,2403,042,240
1,557,8081,557,808
336,589336,589
11,26611,266
149,939149,939
52,96952,969
923,154923,154
10,51510,515
125,870125,870

137137
102,972102,972
5,7895,789
16,97216,972
75,47275,472
70,37070,370
5,1025,102
13,57513,575

00
13,57513,575
2,4632,463
2,4632,463

00
135,397135,397

00
73,42973,429
208,826208,826

（２）財　　務（２）財　　務

その他特別損失その他特別損失

（単位：千円）（単位：千円）

４　補　助　金４　補　助　金

資　本　金資　本　金 資本剰余金資本剰余金 未処分利益剰余金未処分利益剰余金

当年度末残高当年度末残高 13,288,97413,288,974 361,162361,162 208,826208,826

議会の議決による処分議会の議決による処分 189,976189,976 00 △ 208,826△ 208,826

減債積立金の積立減債積立金の積立 00 00 △ 18,850△ 18,850

資本金への組入れ資本金への組入れ 189,976189,976 00 △ 189,976△ 189,976

処分後残高処分後残高 13,478,95013,478,950 361,162361,162 00

－ 323 －
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ウ　令和５年度貸借対照表（消費税抜）ウ　令和５年度貸借対照表（消費税抜）

23,116,22123,116,221
20,666,20620,666,206
20,665,33120,665,331
363,168363,168
520,391520,391

17,951,34817,951,348
1,726,7881,726,788
3,3123,312
1,2281,228
99,09699,096
741741
741741
134134
134134

2,450,0152,450,015
2,062,6412,062,641
359,813359,813
△ 6,126△ 6,126
33,45733,457
230230

8,491,4248,491,424
5,033,5585,033,558
4,689,7974,689,797
4,689,7974,689,797
343,761343,761
212,330212,330
131,431131,431
674,667674,667
333,896333,896
333,896333,896
302,631302,631
12,66012,660
10,65410,654
2,0062,006
25,48025,480

2,783,1992,783,199
4,717,6284,717,628

△ 1,934,429△ 1,934,429
14,624,79714,624,797
13,288,97413,288,974
1,335,8231,335,823
361,162361,162
361,162361,162
974,661974,661
400,000400,000
365,834365,834
208,827208,827

23,116,22123,116,221

24,000㎥

5,146㎡

ア　配水場

（３）給水計画

（ア）大岩田配水場

30,400人

428ℓ

13,000㎥

創設3.1m、１拡5.1m）

（イ）神立配水場

（ウ）右籾配水場

創設　1983年（昭和58年）  3月

低区　2011年（平成23年） 12月

－ 324 －



ウ　令和５年度貸借対照表（消費税抜）

23,116,221
20,666,206
20,665,331
363,168
520,391

17,951,348
1,726,788
3,312
1,228
99,096
741
741
134
134

2,450,015
2,062,641
359,813
△ 6,126
33,457
230

8,491,424
5,033,558
4,689,797
4,689,797
343,761
212,330
131,431
674,667
333,896
333,896
302,631
12,660
10,654
2,006
25,480

2,783,199
4,717,628

△ 1,934,429
14,624,797
13,288,974
1,335,823
361,162
361,162
974,661
400,000
365,834
208,827

23,116,221

24,000㎥24,000㎥

5,146㎡5,146㎡

ア　配水場ア　配水場

（３）給水計画（３）給水計画

（ア）大岩田配水場（ア）大岩田配水場

30,400人30,400人

428ℓ428ℓ

13,000㎥13,000㎥

創設創設3.13.1mm、、１拡１拡5.15.1mm））

（イ）神立配水場（イ）神立配水場

（ウ）右籾配水場（ウ）右籾配水場

創設　創設　19831983年（昭和年（昭和5858年）  年）  33月月

低区　低区　20112011年（平成年（平成2323年） 年） 1212月月

－ 325 －
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（エ）新治浄・配水場（エ）新治浄・配水場

126.5

231.0

280.5

341.0

165.0

275.0

374.0

154.0

264.0

341.0

181.5

286.0

352.0

203.5

335.5

407.0

533.5

907.5

495

1,320

1,210

7,150

1,265

2,200

（令和元年１０月１日改定）

（令和元年１０月１日改定）

33.0 49.5 55.0 110.0 132.0 440.0 550.0 770.0 1,210.0 1,980.0

ア

（４）業　　務

－ 326 －



（エ）新治浄・配水場

126.5126.5

231.0231.0

280.5280.5

341.0341.0

165.0165.0

275.0275.0

374.0374.0

154.0154.0

264.0264.0

341.0341.0

181.5181.5

286.0286.0

352.0352.0

203.5203.5

335.5335.5

407.0407.0

533.5533.5

907.5907.5

495495

1,3201,320

1,2101,210

7,1507,150

1,2651,265

2,2002,200

（令和元年１０月１日改定）（令和元年１０月１日改定）

（令和元年１０月１日改定）（令和元年１０月１日改定）

33.033.0 49.549.5 55.055.0 110.0110.0 132.0132.0 440.0440.0 550.0550.0 770.0770.0 1,210.01,210.0 1,980.01,980.0

アア

（４）業　　務（４）業　　務

－ 327 －
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H 9 .4.1改定 S58.4.1実施の料金に５％を加算した金額H 9.4.1改定 S58.4.1実施の料金に５％を加算した金額
H26.4.1改定 H20.7.1実施の料金に８％を加算した金額H26.4.1改定 H20.7.1実施の料金に８％を加算した金額
R1.10.1改定 H20.7.1実施の料金に10％を加算した金額R1.10.1改定 H20.7.1実施の料金に10％を加算した金額

イイ

600,000円

1,500,000円

2,670,000円

6,000,000円

40,000円

80,000円

140,000円

210,000円

380,000円

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

※上記加入金に消費税（10％）が加算されます。

ウ

エ

オ

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

3,333,280

3,324,970

3,352,904

3,338,759

3,354,639

95.1

95.3

97.8

97.9

97.9

62,555

62,909

64,717

66,081

66,359

141,655

141,119

141,563

141,801

141,977

134,734

134,454

138,481

138,795

138,970

2,150,180
59,340

2,281,707
59,640

2,271,654
61,533

2,254,299
62,741

2,259,750
63,079

417,935
1,667

382,507
1,697

388,591
1,707

393,545
1,752

414,043
1,736

355,168
19

306,117
23

337,583
19

303,833
24

290,643
22

368,270
1,438

306,931
1,453

312,834
1,363

338,048
1,440

345,922
1,436

8,050
91

13,110
96

6,993
95

12,770
124
7,296
86

－ 328 －



H 9 .4.1改定 S58.4.1実施の料金に５％を加算した金額
H26.4.1改定 H20.7.1実施の料金に８％を加算した金額
R1.10.1改定 H20.7.1実施の料金に10％を加算した金額

イ

600,000600,000円円

1,500,0001,500,000円円

2,670,0002,670,000円円

6,000,0006,000,000円円

40,00040,000円円

80,00080,000円円

140,000140,000円円

210,000210,000円円

380,000380,000円円

H26H26

H27H27

H28H28

H29H29

H30H30

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

※上記加入金に消費税（10％）が加算されます。※上記加入金に消費税（10％）が加算されます。

ウウ

エエ

オオ

H26H26

H27H27

H28H28

H29H29

H30H30

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

3,333,2803,333,280

3,324,9703,324,970

3,352,9043,352,904

3,338,7593,338,759

3,354,6393,354,639

95.195.1

95.395.3

97.897.8

97.997.9

97.997.9

62,55562,555

62,90962,909

64,71764,717

66,08166,081

66,35966,359

141,655141,655

141,119141,119

141,563141,563

141,801141,801

141,977141,977

134,734134,734

134,454134,454

138,481138,481

138,795138,795

138,970138,970

2,150,1802,150,180
59,34059,340

2,281,7072,281,707
59,64059,640

2,271,6542,271,654
61,53361,533

2,254,2992,254,299
62,74162,741

2,259,7502,259,750
63,07963,079

417,935417,935
1,6671,667

382,507382,507
1,6971,697

388,591388,591
1,7071,707

393,545393,545
1,7521,752

414,043414,043
1,7361,736

355,168355,168
1919

306,117306,117
2323

337,583337,583
1919

303,833303,833
2424

290,643290,643
2222

368,270368,270
1,4381,438

306,931306,931
1,4531,453

312,834312,834
1,3631,363

338,048338,048
1,4401,440

345,922345,922
1,4361,436

8,0508,050
9191

13,11013,110
9696

6,9936,993
9595

12,77012,770
124124
7,2967,296
8686
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キキ

カカ

H26H26

H27H27

H28H28

H29H29

H30H30

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

H26H26

H27H27

H28H28

H29H29

H30H30

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

1919

2323

1919

2424

2222

1,4381,438

1,4531,453

1,3631,363

1,4401,440

1,4361,436

1,020,2901,020,290

881,215881,215

947,258947,258

877,905877,905

835,733835,733

986,432986,432

825,823825,823

840,452840,452

910,105910,105

924,230924,230

7,6157,615

12,93912,939

6,0846,084

11,69811,698

6,0476,047

9191

9696

9595

124124

8686

62,55562,555

62,90962,909

64,71764,717

66,08166,081

66,35966,359

59,34059,340

59,64059,640

61,53361,533

62,74162,741

63,07963,079

13,385,13313,385,133

13,441,19913,441,199

13,491,01113,491,011

13,457,35513,457,355

13,527,19513,527,195

10,026,15710,026,157

10,476,73010,476,730

10,446,87910,446,879

10,385,15710,385,157

10,435,76410,435,764

1,344,6391,344,639

1,244,4921,244,492

1,250,3381,250,338

1,272,4901,272,490

1,325,4211,325,421

1,6671,667

1,6971,697

1,7071,707

1,7521,752

1,7361,736

H26H26

H27H27

H28H28

H29H29

H30H30

R1R1

R2R2

R3R3

R4R4

R5R5

13,385,13313,385,133

13,441,19913,441,199

13,491,01113,491,011

13,457,35513,457,355

13,527,19513,527,195

14,174,32114,174,321

14,266,14614,266,146

14,274,97014,274,970

14,236,47414,236,474

14,150,12514,150,125

94.494.4

94.294.2

94.594.5

94.594.5

95.695.6

38,72838,728

39,08539,085

39,11039,110

39,00439,004

38,66238,662

H26H26 H27H27 H28H28 H29H29 H30H30 R5R5

36,98536,985

R4R4

36,26436,264

R3R3

35,24935,249

R2R2

34,59934,599

R1R1

33,67733,677
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教　　　　育

GIGA スクール構想（１人１台端末を用いた授業風景）

１　教育………………………………………………331

２　生涯学習 …………………………………………348

３　青少年教育………………………………………354

４　文化………………………………………………357

５　スポーツ振興……………………………………363



キ

カ

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

19

23

19

24

22

1,438

1,453

1,363

1,440

1,436

1,020,290

881,215

947,258

877,905

835,733

986,432

825,823

840,452

910,105

924,230

7,615

12,939

6,084

11,698

6,047

91

96

95

124

86

62,555

62,909

64,717

66,081

66,359

59,340

59,640

61,533

62,741

63,079

13,385,133

13,441,199

13,491,011

13,457,355

13,527,195

10,026,157

10,476,730

10,446,879

10,385,157

10,435,764

1,344,639

1,244,492

1,250,338

1,272,490

1,325,421

1,667

1,697

1,707

1,752

1,736

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

13,385,133

13,441,199

13,491,011

13,457,355

13,527,195

14,174,321

14,266,146

14,274,970

14,236,474

14,150,125

94.4

94.2

94.5

94.5

95.6

38,728

39,085

39,110

39,004

38,662

H26 H27 H28 H29 H30 R5

36,985

R4

36,264

R3

35,249

R2

34,599

R1

33,677

福 島 幸 子

髙 橋 信 子

石 川 一 幸

（令和６年7月１日現在）
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岡　島　　　学

福　島　幸　子

髙　橋　信　子

石　川　一　幸

長　沼　早　苗

R 2.  9

R 4.  3

R 1. 12

H28.  9

4

R 2.  10 ～ R 5.   3

R 4.  3 ～

R 4.  12～

R 5.  6 ～

R 1.  12 ～ R 4. 12
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（令和６年６月１日現在）

（令和６年4月１日現在）

利用サービス係

－ 333 －
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（令和６年４月１日現在）

－ 334 －



（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

　15

5,754

　272

284

146

318,398

　361

　16

　2

　17

　15

　411

5,75415 272 411 284 146 318,398

554

504

356
313

762
400

313

322

439

380

454

259

244

324

130

23

22

16
17

36
17

16

18

18

17

21

14

13

16

8

34

33

25
24

48
27

25

25

30

25

34

23

20

23

15

24

23

16
17

37
23

15

17

20

17

23

13

15

16

8

18

12

8
10

11
9

12

8

9

6

10

11

8

7

7

　7

　2,960

　123

　123

　113

212,265

　230

　7

　0

　7

　7

　251

　1

　466

　23

　26

　14

　39,720

　35

　2

　1

　2

　2

　42

　

栄 養 教 諭

養護教諭・助教諭
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2,960

2,758 7,722

671 3,296

4,207 17,706

778 6,688

123 237 123 113

373

408

663

457

456

293

310

303

77

59

439

9

4

4

17

19

6

7

32

298

168

466

15

8

23

18

8

26

42

42

8

6

14

16

18

25

18

19

14

13

34

39

50

33

39

28

28

16

18

25

18

19

14

13

17

12

18

17

15

18

16

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）
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（令和６年５月１日現在）

令和６年度は開設なし

（令和６年５月１日現在）

（言語、自閉症、情緒、ＬＤ•ＡＤＨＤ）

5
（3）
32

6
（3）
41

4
（2）
25

6
（3）
32

12
（5）
69

4
（2）
27

4
（2）
23

6
（3）
39

4
（2）
25

4
（1）
21

6
（3）
36

5
（3）
30

6
（3）
37

6
（3）
39

8
（3）
41

3
（2）
19

6
（3）
31

4
（2）
23

10
（5）
49

4
（3）
28

4
（2）
21

2
（1）
10

5
（2）
28

区　分
言　　

語
自閉症・情緒 ＬＤ・ＡＤＨＤ

学校名
土浦
小学校

土浦
小学校

下高津
小学校

真鍋
小学校　

都和
小学校

右籾
小学校

都和南
小学校

土浦第二
中学校

都和
中学校

神立
小学校

乙戸
小学校

土浦第五
中学校

新治学園
義務教育学校

学級数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

エ

※　委員の構成（令和６年７月１日現在）

　　医師   ３名

　　学校教育関係の職員 ８名

　　児童福祉施設の職員 ２名

　　学識経験者   ２名

　　市の職員   １名

　特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する、早期からの一貫した教育支

援を充実させるため、同委員会を設置し、教育委員会の諮問に応じ、上記の幼児等に対する

教育相談及び支援並びに当該幼児等の就学に関し必要な事項について調査審議を行う。

　同委員会は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する16人の委員をもっ

て組織する。

－ 337 －
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学校施設の長寿命化計画に基づき、長寿命化改良工事を実施する。

要配慮児童生徒が入学予定の学校にエレベーターを整備する。

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

19,297

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

Ｒ１年度非構造部材耐震化済

－ 338 －



－ 339 －
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3,095

R5年長寿命化改良工事済

－ 340 －



39,720

H11年度耐震化済　校舎と一体
H27年度非構造部材耐震化済
R4 年度長寿命化改良工事済

R5年度長寿命化改良工事済

－ 341 －
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老朽化により使用停止中

老朽化により使用停止中

老朽化により使用停止中

老朽化により使用停止中

老朽化により使用停止中

－ 343 －
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（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）

作業療法

ア

イ　私立中学校

ア　県立中学校

ウ　私立中等教育学校

エ　県立、私立高等学校（県立５、私立３）

オ　私立短期大学

カ　私立大学

キ　その他

高校・私立学校等

718
95
950

709

655
690

1,838
103

430

1,612

7,800

18
4
24

18

18
18

53
-

18

49

220

71
12
78

67

80
55

211
45

58

151

828

120

1,376

217

260

15

131

32

139
25
15
15

土浦第一高等学校附属中学校 土浦市真鍋四丁目4-2

　本市奨学資金制度は、市内に住所を有する者で、進学の意志と能力を有しながら、経済的理

由により高等学校へ進学することが困難な生徒に対して、その意志を達成させることを目的と

して、昭和40年度から実施している（月額7，000円を給付）。

土浦市小松ヶ丘町4-46

土浦日大高校（全日制）

アール医療専門職大学 土浦市湖北二丁目10-35

土浦日大高校（通信制）

239

290

862

20

35

90

6

10

26
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（令和６年４月１日現在）

1人当り3～5校の小・中学校及び義務教育学校を担当

ウ　令和５年度　児童・生徒体位測定結果（平均値）

29

7

6

6

1

30

16

95

116.9

115.8

123.1

122.2

128.8

127.9

134.2

134.4

139.7

141.5

146.6

148.7

153.8

151.9

160.5

154.5

166.4

155.7

21.9

21.4

25.4

24.2

28.8

27.8

32.0

31.6

36.8

36.7

41.3

42.3

47.0

46.0

51.5

48.2

57.2

50.1

47

23

23

6

1

31

23

154
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小学校 中学校 義務教育学校 計 小・中学校及び義務教育学校
土浦一高附属中学校を含む
完全5日制, 3献立制

施設数 15校 8校 1校 24校

給食数 6,186食 3,440食 515食 10,141食

（令和６年５月１日現在）

・小学校・前期課程（児童）4,200円／月（4,400円うち公費200円）
・中学校・後期課程（生徒）4,700円／月（4,900円うち公費200円）
・土浦第一高等学校附属中学校　4,900円／月
・教職員　　4,900円／月

270円21銭

　衛生的で栄養バランスのとれた給食の充実を図るとともに、学校給食センターの施

設・設備の適正な管理に努め、安心安全な学校給食を目指す。

　学校給食の食材については、地産地消を積極的に取り組みながら、食育に関する指

導の充実に努める。

（ア）地場産物の活用促進

（イ）食育に関する指導の充実（食育指導、給食指導、給食だより、給食メッセージ等）

（ウ）食物アレルギーを持つ児童生徒への対応

（エ）学校給食の安全確保と栄養バランスのとれた給食の提供

（オ）給食費の未納対策強化

79円90銭
65円73銭

124円58銭

148円07銭301円41銭 87円61銭

施設概要

（保護者等負担額）
令和5年10月分から
令和7年3月分まで無償化｝
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13
　教育委員会の諮問に応じて、給食センターの運営に関する重要事項について

調査審議を行う。

　同審議会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、委員１５

人以内をもって組織する。

　※審議会委員の構成（令和６年度は１３名）

　　市議会議員   ３名

　　市立学校長   ３名

　　市立学校のPTAの代表 ２名

　　市立学校の学校医  １名

　　市立学校の学校薬剤師 １名

　　所属保健所の職員  １名

　　学識経験者   ２名

（1）学校給食センター運営審議会

（令和６年４月１日現在）

3 13人（うち会計年度
任用職員２）

（県栄養教諭３
県講師（栄養）１）

（うち会計年度
任用職員１）

給食実施予定日数　令和6年度195日

4人 4人 4人

－ 347 －
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　市民の多様なニーズに対応した学びの機会の充実に努めるとともに、既存の活動の支援、活動
拠点となる施設の老朽化対策などを行い、市民が自主的に学ぶことができる環境の整備に努める。
　また、図書館の活用をはじめ、各種講座の展開や、団体・指導者の育成など総合的に生涯学
習を推進する。

ア

イ

ア　方　針
　　（1）家庭教育支援の充実

　　（2）学習機会の充実

　　（3）地域社会で活躍する人材の育成

　　（4）「土浦市子ども読書活動推進計画」に基づく取り組みの推進

　　（5）図書館サービスの充実

イ　事業概要
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年末年始（12月29日～翌年1月3日）

各地区公民館へ。（3日前までに）

4,194

70

4,679

2,190

（和室）、

－ 349 －
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4,272

7,772

3

2346番地1

4824番地1

32,261 35,90919,521

21,819 28,40815,246

37,539 43,22924,602

34,986 42,12227,803

11,546 11,9017,307

36,498 38,47728,894

19,405 22,95513,310

19,965 29,08615,693

214,019 252,087152,376

439 455387

491 620156

473 604251

392 517316

435 452416

464 460374

928 643710

519 622555

4,141 4,3733,165

2,778 2,7941,745

令和３年度 令和４年度 令和５年度

1,630 1,7801,116

2,639 2,9451,899

2,600 2,7431,998

794 757610

2,751 2,8421,862

1,851 1,9321,272

2,026 2,3481,411

17,069 18,14111,913

（昭和４９年７月開館・平成２５年１０月新築移転）
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464,717

493,862図書 22,046

4,667 5,656 11,720

108,148

364,573 106,078 2,070 21,141

（障害があり来館することが困難な方への郵送サービス・

477,421冊（分館含む、令和２年度３月３１日現在）（分館含む）　総資料数　515,908点

（令和６年４月１日現在）

その他サービス（自主講座の開催、本の通帳サービス、託児サービス）

（情報ステーション、おはなしのへや、研修室、事務室等）
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55,676

13
40

69
3,802
1,388

265

（令和６年４月１日現在）
（令和５年度）

配架
資料数

開館
日数

貸出点数（点） 貸出者数（人） 来館者数（人）

貸出点数 1日当たり 貸出者数 1日当たり 来館者数 1日当たり

土浦市立図書館 435,724 309 526,691 1,704 152,720 494 411,283 1,331

三中地区分館 15,532 276 63,980 231 19,824 72 24,125 87

都和分館 13,713 276 15,892 57 5,699 21 7,460 27

神立地区分館 18,430 276 51,979 188 14,921 54 16,423 59

新治地区分館 32,509 276 33,331 120 9,122 33 19,013 68

Web（貸出延長） ─ ─ 55,964 ─ 25,006 ─   ─ ─

合計 515,908 747,837 227,292 478,304

年末年始（12月29日～翌年1月3日）

4,8755,6834,967

令和５年度令和４年度令和３年度

46,23353,82745,285

○所 在 地　　　〒300-0045　文京町９番２号

　　　　　　　　（TEL：822-3381,  FAX：822-3388）

○面　　積　　　敷地面積：6,336㎡　　延床面積：2,596㎡

○施　　設　　　研修室１～１０、会議室、和室、視聴覚室、ロビー、事務室　ほか

○開館時間　　　午前９時～午後１０時

○休 館 日　　　・毎週月曜日

　　　　　　　　（該当日が国民の祝日に当たるときには、その翌日も休館日とする）

　　　　　　　　・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める日

　　　　　　　　・年末年始（12月29日～翌年1月3日）

○利用申込　　　使用する日の前月1日から受付。

○利用状況

利用件数（件） 利用件数（件） 利用件数（件）利用者数（人） 利用者数（人） 利用者数（人）

　本施設は、広域の社会教育施設として親しまれてきた「土浦・石岡地方社会教育センター」

の解散に伴い、平成 22 年 4月に開館した。また、平成 29 年 11 月の図書館移転に伴い、平成

30年 4月より旧図書館で使用していた 3・4階を研修室として整備した。

－ 352 －
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　青少年がより豊かな人間性を培う機会を提供するため、関係機関や家庭との連携のもと、地域
ぐるみの指導・相談体制の充実を図る。また、青少年団体の育成及び指導者の養成に努め、青少年
の多様な交流活動を推進する。

連携、

92

92

12 12 13 16 13 10 10 6
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141

10,240 令和６年３月３１日現在）

青少年問題協議会は、青少年の健全育成に関する総合的施策について協議する。

土浦市青少年問題協議会

子どもたちが将来立派な社会人となるための人づくりを図る。

・「土浦郷土かるた」史跡めぐり

・親子サマーチャレンジ

・親子サイクリング

・広報紙「市子連だより」発行
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550
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39

444

310

53

147
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21

31

38

176

361

251

33

83

59

66

60

0

15

315

512

1,103

3,268

2,212

1,180

5,623

4,514

580

1,147

1,260

4,770

12,936

8,808

1,853

2,139

0

875 上記以外の利用者１人１泊につき

市外の利用者市内の利用者

場合は全額免除
（利用料の減免）

（５）青少年の家

ア　目　　的

イ　所 在 地

ウ　開　　設

エ　施　　設

オ　休 館 日
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４　文　　化

　市民一人ひとりが生きがいや心のうるおいを得られる地域づくりを目指し、文化芸術活動の振興

に努める。

　また、各種イベントの開催による文化芸術活動の推進をはじめとして、文化芸術を楽しむことの

できる機能の充実、文化財の保護・活用を図るとともに、集客力の高い展覧会事業の企画に努める。

(１) 文化芸術活動・文化事業の推進
　ア　土浦市美術展の開催（第 76 回）

日本画・洋画・彫刻・美術工芸・書・写真・デザインの7部門で構成される美術展覧会の開催

　会　期　令和５年１１月２５日（土）～１２月３日（日）

　会　場　土浦市民ギャラリー

　出品点数　  354 点

　来場者数　1,580 人

　

　イ　土浦市文化祭の開催
土浦市文化祭は土浦市文化協会の主催事業として、春季と秋季に分けて行っている。

・春季美術展覧会
　春季美術展覧会は、土浦市文化協会加盟の３団体（土浦美術協会、常陸彫友会、茨城獅子

頭彫刻研究会土浦支部）が参加して、例年５月に「春の文化祭」として開催している。

　会　期　令和５年５月２０日（土）～２８日（日）

　会　場　土浦市民ギャラリー

　来場者数　2,425 人

・土浦市文化祭（秋季）
　土浦市文化協会の詩吟、茶華道、バレエ、囲碁将棋、演劇映画、芸文鑑賞、邦楽、音楽、

民謡民舞、交響楽、民俗文化、能楽、祭囃子各連盟の団体が参加して文化祭を開催している。

　会　期　令和５年１０月１日（日）～１２月１７日（日）

　会　場　クラフトシビックホール土浦（市民会館）、亀城プラザ、生涯学習館、

　　　　　うらら大屋根広場、ワークヒル土浦

　来場者数　4,846 人

　ウ　土浦薪能の開催に対する支援
　土浦城址本丸内において、土浦薪能倶楽部が、歴史的遺産の保護及び古典芸能の振興、歴史

と伝統を生かしたまちづくりの推進を目的として開催する「土浦薪能」を支援している。

・第２４回土浦薪能
　開催日　令和５年１０月３日（火）

　会　場　土浦城址本丸内

　来場者数　615 人

－ 357 －
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　市民会館の運営については、平成１８年度から指定管理者制度を導入している。なお、建物の

老朽化が著しく、耐震補強も必要であることから、平成２９・３０年度に設計業務を、平成３０・

令和元年度に耐震化及び大規模改造工事を実施した。また、令和２年５月より、株式会社クラ

フトをパートナー企業としたネーミングライツを導入し「クラフトシビックホール土浦」の愛

称となった。

　今後も本市の文化芸術活動の拠点として、市民が利用しやすい施設となるような人的なサー

ビスの向上及び快適な施設環境を提供していくよう努めるとともに、幼児から高齢者まで幅広

い層を対象とした魅力ある自主文化事業を実施し、地域における文化芸術の振興を図る。

している。

６５ ２,５００６

（附属建物含む）

（附属建物含む）

リニューアルオープン　令和２年５月２４日

１９日

１５日

16,548

3,251

1,019

15.0ｍ 9.0ｍ

7.0ｍ

3

593

288

317

426 ）

5,925

クラフトシビックホール土浦（市民会館）管理運営及び文化事業の充実
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  (３) 土浦市民ギャラリー
　市民にとって身近な芸術鑑賞の場を提供し、芸術文化の振興を図るため、土浦市民ギャラリー

において、収蔵美術品や本市にゆかりのある郷土作家・芸術家等に関する展覧会の充実を図る。　
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等

　 ア　方針
　歴史文化の継承と、文化財を活かしたまちづくりを進めるため、令和５年度に文化庁長官の認

定を受けた「土浦市文化財保存活用地域計画」を基に、下記の方向性に基づく諸事業を実施します。

　方向性１：土浦の優れた歴史文化遺産を見出し、保存を図る

　　○遺産の把握・収集を推進する

　　○遺産の適切な保存を推進する

　方向性２：優れた歴史文化遺産を活用して、土浦市の魅力向上を図る

　　○市史の情報発信を推進する

　　○地域の魅力向上を推進する

　　○まちづくりへの貢献を推進する

　方向性３：歴史文化遺産の保存・活用の仕組みをつくり、様々な連携を図る

　　○人材の育成を推進する

　　○ネットワークの構築・拡張を推進する

　　○文化財管理基盤の強化を推進する

R  4年度 霞門保存改修工事

(４)  文化財の保存と活用

集落
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R6.4.1現在

１９

13

7

281

12

7

223

(５)  土浦市立博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場
○土浦市立博物館

○上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）

　国指定史跡上高津貝塚に関する資料を収集・保管・展示すると共に、土浦市の埋蔵文化財を調査・

収集・保存・展示している。

一般２００円（１５０円）　　高校生以下無料　　※（　）は２０名以下の団体

一般１５０円（１１０円）　　高校生以下無料　　※（　）は２０名以下の団体

（博物館）

（上高津貝塚）

－ 361 －
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一

土浦城

令和４～５年に空調設備を中心として大規模改修工事を実施した。

東櫓では復元された建物の特徴や土浦城の概要などを展示・解説している。

3台、普通車50台分。建物：鉄筋コンクリート造、地上2階建、延床面積：1,764㎡。展示部

門（467㎡）、収蔵部門（269㎡）、そのほか、史跡公園には、貝層平面範囲展示や貝層断

面展示施設、竪穴住居等の復元建造物などがある。

　土浦市内の考古資料を収蔵・研究し、展示公開している。主な収蔵品として上高津貝塚出

土品や重要文化財の茨城県武者塚古墳出土品、市内遺跡出土の資料のほか、ジオパークに関

する資料がある。

附

2,539

博物館実習・校外学習・出前講座

歴史・民俗資料の収集保存と活用

附 附

と（ア）企画展・テーマ展等の開催 （イ）考古資料の調査・収集保存と活用

（ウ）校外学習・出前講座・体験講座 （エ）埋蔵文化財の発掘調査・保護指導

（オ）筑波山地域ジオパーク推進協議会の教育・学術部会事務局に関する業務

－ 362 －



ブラインドマラソンの開催

田中冷設神立野球場・一誠商事市民運動広場・南部田中冷設スポーツフィールド・乙戸ファミリース

ポーツ公園テニス場・中貫公園運動広場・右籾地区運動広場・武道館・木田余地区運動広場・新治運
動公園・新治トレーニングセンター・本郷グラウンド

7

－ 363 －
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ブラインドマラソンの開催

･学校体育館の開放
　中学校８校（一中、二中、三中、四中、五中、六中、都和中、新治学園）

　小学校１９校（土浦小、下高津小、東小、大岩田小、真鍋小、都和小、荒川沖小、

　　　　　　　中村小、土浦第二小、上大津東小、神立小、右籾小、都和南小、

　　　　　　　乙戸小、菅谷小、旧上大津西小、旧藤沢小、旧山ノ荘小、旧穴塚小）

　県立高校１校（土浦工業高）

･学校運動場の開放（都和南小、菅谷小、旧穴塚小、旧藤沢小、一中
　　　　　　　　　　夜間開放、土浦産業技術専門学院）

･市民体育祭の実施（令和５年度１１地区開催）
･かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソンの開催

土浦市川口二丁目12番75号
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田中冷設神立野球場（神立公園野球場）２面

（令和６年改修）
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南部田中冷設スポーツフィールド（南部地区運動広場）

軽

－ 366 －



10番16号

1番11号

多目的広場（サッカー・ラグビー・グラウンドゴルフ等）

（少年野球・ソフトボール4面）

番地1

電話　８６２ー１０３２

（平成２６年 野球場改修、令和５年 多目的グラウンド改修）

つくば電気通信新治グラウンド（多目的グラウンド）（サッカー・ラグビー１面（少年サッカー３面））

－ 367 －
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番地

（チ）旧宍塚小学校

　　　所　在　地　土浦市宍塚1478番地

　　　総　面　積　10,050㎡（校舎等含む）

　　　規　　　模　体育館、グラウンド

野球場１面（少年野球２面）
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持 込 機 器 に 係 る 電 気 料 金 1キロワット1日につき 150円

種　別 施設の名称   使用料（１時間につき）

冷暖房設備
大体育室

アリーナ 1,300 円

観客席 1,300 円

ステージ 200 円

ミーティング室 160 円

控室 140 円

小体育室 1,700 円

種
別 施設の名称

利用する床
面積の区分

使用料（1時間につき）

全点灯の場合
3分の 2点灯
の場合

2分の 1点灯
の場合

3分の 1点灯
の場合

照
明
設
備

大
体
育
室

アリーナ

全面 440 円 300 円 220 円 150 円

3分の 2 300 円 200 円 150 円 100 円

2分の 1 220 円 150 円 110 円 75 円

3分の 1 150 円 100 円 75 円 50 円

ステージ 一列につき　10円

小体育室 80 円 40 円

－ 372 －
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区　　分 市　内 市　外 照明料

団体使用料

3分の 1面 1,000 円 2,000 円

半面 1,650 円
／ 1時間

全面 2,200 円
／ 1時間

半　面 1,500 円 3,000 円

3分の２面 2,000 円 4,000 円

全　面 3,000 円 6,000 円

個人使用料
高校生以下 150 円 300 円

一　　　般 300 円 600 円

施設の利用時間は、２時間を単位とする。

つくば電気通信新治グラウンド（多目的グラウンド）
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土浦市スポーツ協会

一
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

二
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

三
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

四
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

五
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

六
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

都
和
中
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

新
治
学
園
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会

パ
ワ
ー
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
部

市スポーツ協会の現況

　市は、自主的・民主的な運営による健全なスポーツの発展を図り、明朗闊達な市民の育成、ひ

いては、明るい活力ある土浦市の建設を目指して活動している。

　組織図のように、市スポーツ協会は、地区スポーツ協会と専門部との二本の柱を軸とし、地区

スポーツ協会は地域内の各地区長、各種組織団体とスポーツ協会役員、スポーツ推進委員等との

緊密な連繫のもとに、地域住民の健康の維持増進とスポーツ人口の拡大を目指し、さらに、新旧

市民の融和親睦を図り、地域総ぐるみの体制づくりに努力している。
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吏員201

468

67令和 6

操法競技
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令和 6

消防総務課

指揮指令係

新消防署整備室

救急救助係

（女性消防分団）

－ 378 －



2447931 56 40 21 201

216

201 73274

( 消防吏員の条例定数及び実員）

消 防

正 監

890 961 91 1,942

－ 379 －
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令和 6

706 10,921 23,663

11,1705,155333

141,977
67,021

468

547 370

294

3915

14 38 3839
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右籾
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トヨタ
平成23年

三菱
平成19年

日　野
令和4年

UD
平成19年

いすゞ
平成18年

トヨタ
平成25年

日　野
令和4年

トヨタ
平成24年

トヨタ
平成21年

トヨタ
平成15年

トヨタ
平成13年

ニッサン
令和3年

スズキ
平成20年

ニッサン
令和5年

トヨタ
平成18年

トヨタ
平成26年

トヨタ
平成9年

ホンダ
平成21年

ホンダ
平成16年

ニッサン
平成17年

ニッサン
平成26年

ニッサン
平成31年

ニッサン
令和6年

ニッサン
平成30年

ニッサン
平成25年

ニッサン
平成28年

トヨタ
平成20年

三　菱
平成27年

三　菱
平成13年

日　野
令和５年

三　菱
平成15年

三　菱
平成13年

日　野
平成22年

日　野
平成23年

日　野
平成24年

日　野
平成29年

日　野
令和6年

いすゞ
平成25年

いすゞ
平成24年

日　野
平成23年

クラウン

日本機械工業

日本機械工業

GMいちはら

GMいちはら

プリウス

ハイエース

クラウン

カローラ

ミニキャブ

日本機械工業

パジェロ

リベロ

GMいちはら

モリタ

モリタ

モリタ

日本機械工業

カルディナ

モリタ

モリタ

セレナ

デュトロ

ヤンマー

ウイングロード

日本機械工業

日本機械工業

アクティー

ステップワゴン

ADバン

バネット

トヨタ
テクノクラフト

京都
オートワークス 533

533

575

721

533

482

668

436

940

716

188

188

190

239

188

176

228

169

249

238

273

273

290

297

249

146

300

147

320

297

2.48

2.48

4.00

5.12

2.48

2.99

7.54

1.49

8.86

5.12

3,255

3,255

6,115

10,790

3,315

1,945

10,650

1,315

21,120

10,770

京都
オートワークス

トヨタ
テクノクラフト

トヨタ
テクノクラフト

京都
オートワークス

京都
オートワークス

京都
オートワークス

エムビーエム
サービス

令和 6

○

○
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令和2年

令和3年

令和４年

令和５年

令和元年

合　　計

合　　計

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和元年

40

47

43

58

48

33

42

22

46

34

35

177

7

14

2

17

6

9

46

14

16

10

15

20

15

75

800

988

446

446

730

682

3,410

105,107

50,040

57,118

71,610

59,072

68,589

342,947

97,825

43,590

54,709

57,193

52,776

61,219

306,093

7,132

6,379

2,380

14,360

5,570

7,164

35,821

150

71

29

57

726

207

1,033

8

12

7

10

8

9

45

4

0

3

4

0

2

11

0

0

0

0

0

0

0

236

25

29

19

32

25

130

12

15

18

23

14

82

247

190

8,192

11,550

91

20,270

3

3

6

3

9

24

105,945

64,911

69,078

85,697

60,584

386,215

105,107

50,040

57,118

71,610

59,072

342,947

591

14,681

3,768

2,537

1,421

22,998

出火

建物火災焼損棟数及び損害額
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令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

40 47 43 5848236

5 4 1 6117

1 1 3

1 1

1 2

1

49

1 1 4

2 2 2

28

6

1

2

4 1

1

1

11

2 4 4

2 4 3 53

111

11

1

1 315

7 2 4 6726

3 7 8 8531

9 11 14 131360

17

123

3 2 3 2

3 5 1 12

212

12

1

2 226

1 12

－ 385 －
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生 田 町

土
　
浦
　
消
　
防
　
署
（
南
分
署
含
む
）

大 岩 田
上 高 津
木 田 余
小岩田西１・２丁目
小岩田東１・２丁目
桜町１、２、３、４丁目
下高津１、２、３、４丁目
田中１、２、３丁目
永 国
中高津１、２、３丁目
並木１、２、３、４、５丁目
常 名
真鍋１、２、３、４、５、６丁目
真 鍋 新 町
矢 作
大 和 町

田 村 町
板谷１、２、３、４、５、６、７丁目

荒 川 沖
荒川沖西１、２丁目
荒川沖東１、２、３丁目
乙 戸

中 村 西 根
中村東１、２、３丁目
右 籾

烏山１、２、３、４、５丁目

中都町１、２、３、４丁目

中 貫
笠 師 町
神 立 東 １、２ 丁 目

白 鳥 町
菅 谷 町

大 志 戸
大 畑
小 野
上 坂 田
沢 辺
高 岡
永 井
藤 沢

神 立 町

58 23332 0 0
1
1 1

1

3

1
1
2

1 1
2

1

1

1 1
2

1
3

1
1
1

13
2 1

12 1
1

2 1
1

1
1

11

1 1

1

1
1

2
1
3

1

1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1

1

1

1

1

2

4

1

4
1
1

1

1

1
3

1

1 1
1 1

13

9

11

25

1 1

1

1
1

1

3
1

1 1
1

1
1

1

1 1

（令和５年中）
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令和6

604 275 111 108

72

42

94

51

64

78

422

1,16163
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令
和
２
年

令
和
３
年

令
和
４
年

令
和
５
年

令
和
元
年

6,829

7,364

6,980

7,549

出動件数（件）

搬送人員（人）

6,640
6,835

8,451

6,077 6,228

7,530

8,045

9,060

6,671

7,237

6,525

7,066

6,532

7,024

8,500

9,000

9,500

10,000

8,000

7,500

7,000

6,500

6,000

5,500

5,000

6,271

6,786

9,060出動件数

令和５年中

救急出動件数等の推移

救急概要

7,969
1,091

8,045

3,676
3,703

523
143

0

0

－ 388 －



9,060

1,840 13 0 126 11 12 251 9 14 1,295 81 0 0 27120.3%

1,645 15 1 131 13 10 214 8 18 1,119 85 0 0 29218.2%

2,012 2 1 126 13 17 248 9 23 1,398 139 0 0 35122.2%

1,540 2 0 100 10 2 212 9 24 1,120 53 0 0 8017.0%

1,456 5 0 91 18 7 152 8 16 1,028 113 0 0 16216.1%

567 1 0 52 15 2 92 1 8 376 15 0 0 506.3%

9,060

8,045 600 6,669 477 00 01,05049 34 78799 00

0 0 0 02 0 1

0 0 0

0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0 0 0 0 00

100%

4,730 166 3,445 341 07500 3 8143 058.8%

2,633 354 1,782 123 019812 30 66644 032.7%

343 73 173 34937 1 44.3%

331 7 263 8

6 2 0

534.1%

8 0.1%

38 2 626 80 50 1,169 44 103 6,336 486 0 0 1206100%

38 6 2 626 80 50 1,169 44 103 6,336 486 0 0 120

7,969 9 0 0 546 79 49 1,038 33 78 5,660 477 0 0 0

1,091 29 6 2 80 1 1 131 11 25 676 9 0 0 120

8,045 9 0 0 600 79 49 1,050 34 78 5,669 477 0 0 0

事故種別所属別出動状況

事故種別年齢別搬送人員

事故種別救急活動状況

出 動 件 数

、
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令和2年 令和3年 令和4年 令和5年令和元年

86 19 4 28 294

33 11 1

2

6 1 131

24 3 1 9 11

10 6 1 3

153 39

113 124 127 153118

79 81 76 8059

62 58 65 6251

24 43

0

01 56305
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旧上大津西小学校体育館

土浦市消防本部
3階事務室前

土浦消防署
　　　　　車両①

土浦消防署
　　南分署　車両

荒川沖消防署
　　　　　　車両

神立消防署
　　　　　　車両

新治消防署
　　　　　　車両

土浦消防署
　　　　　車両②

土浦消防署
　　　　　（貸）

土浦消防署
　　南分署　（貸）

荒川沖消防署　　
　　　　　　（貸）

神立消防署　　　
　　　　　（貸）

新治消防署　　　
　　　　　（貸）

土浦市役所　1F
東側フロア
土浦市役所　2F
総合受付センター
土浦市役所　2F
市民ラウンジ
社会福祉協議会
（ウララ 2　4F）
土浦市老人福祉セン
ター（ウララ2   6F）
教育委員会
（ウララ2　7F）

大町庁舎

都和支所

土浦幼稚園

南支所

上大津支所

土浦保健センター

新治支所
新治保健センター
土浦市老人福祉
センターながみね

土浦市老人福祉
センターつわぶき
新治総合福祉
センター

勤労青少年ホーム

ワークヒル土浦

土浦市営斎場

土浦市亀城プラザ

クラフトシビック
ホール土浦

土浦市シルバー人材
センター

まちなか交流ステー
ションほっとONE

農業センター
（農業公社）

霞ヶ浦総合公園
体育施設管理事務所
霞ヶ浦総合公園
ネイチャーセンター
霞ヶ浦総合公園
テニスコート
日帰り入浴施設
「霞浦の湯」
川口運動公園
管理事務所
上高津貝塚ふるさと
歴史の広場
乙戸ファミリー
スポーツ公園

新治トレーニング
センター

小町ふれあい広場

アルカス土浦　2F

市営東口駐車場

りんりんポート土浦

土浦市立学校
給食センター

市営西口駐車場

アルカス土浦　4F

青少年センター
（ウララ2  8F：生涯学習課）

土浦市老人福祉
センター湖畔荘

土浦市生涯学習館

武道館

博物館

青少年の家

つくしの家

清掃センター

まちかど「蔵」

新治運動公園

19台

4台

26

8台 9台

2台

104台

8台

2台 2台 2台

48台

令和６
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１　市　庁　舎１　市　庁　舎
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東崎町4－7東崎町4－7

汚泥再生処理センター汚泥再生処理センター

保 育 課保 育 課

－ 394 －



名　　 　称名　　 　称 所　　 在 　　地所　　 在 　　地 電話番号電話番号

土浦愛隣会保育所土浦愛隣会保育所 右籾1681右籾1681 841－6439841－6439

め ぐ み 保 育 園め ぐ み 保 育 園 烏山五丁目２２６３－８烏山五丁目２２６３－８ 841－2838841－2838

白 鳥 保 育 園白 鳥 保 育 園 白鳥町１０９６－４白鳥町１０９６－４ 831－2590831－2590

エンゼル・ゆめ保育園エンゼル・ゆめ保育園 真鍋二丁目１０－２３真鍋二丁目１０－２３ 822－1863822－1863

つくば国際保育園つくば国際保育園 真鍋新町８－１６真鍋新町８－１６ 823－7404823－7404

中 央 保 育 園中 央 保 育 園 神立中央一丁目１０－２１神立中央一丁目１０－２１ 830－1284830－1284

高 岡 保 育 園高 岡 保 育 園 高岡２３０３－４高岡２３０３－４ 862－4666862－4666

藤 沢 保 育 園藤 沢 保 育 園 藤沢１７４６藤沢１７４６ 862－2600862－2600

白 帆 保 育 園白 帆 保 育 園 蓮河原新町８－３０蓮河原新町８－３０ 823－3070823－3070

あ お ぞ ら 保 育 園あ お ぞ ら 保 育 園 上高津１８００－１上高津１８００－１ 869－7490869－7490

愛（かな）保育園愛（かな）保育園 中村南一丁目１４－１１中村南一丁目１４－１１ 843－6877843－6877

童 話 館 保 育 園童 話 館 保 育 園 東真鍋町９－２８東真鍋町９－２８ 824－1323824－1323

と も っ こ 保 育 園と も っ こ 保 育 園 真鍋三丁目７－１８真鍋三丁目７－１８ 846－1213846－1213

中村白百合ナーサリー中村白百合ナーサリー 西根南３－４－４６西根南３－４－４６ 842－6253842－6253

都 和 保 育 園都 和 保 育 園 並木２－８－４並木２－８－４ 822－8053822－8053

桜 川 保 育 園桜 川 保 育 園 田中３－４－５田中３－４－５ 821－8341821－8341

新生めぐみ保育園新生めぐみ保育園 中村南1－24－1中村南1－24－1 841－0575841－0575

りんりんポート土浦りんりんポート土浦 川口二丁目１３－２５川口二丁目１３－２５ 846－3320846－3320

学校給食センター学校給食センター 藤沢９６９－２藤沢９６９－２ 846－2601846－2601

大和町１－１大和町１－１ 846－2950846－2950

クラフトシビックホールクラフトシビックホール
土　浦（市民会館）土　浦（市民会館）

土浦市民ギャラリー土浦市民ギャラリー
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　（５）地域型保育事業　（５）地域型保育事業

名　　　称名　　　称 所　　在　　地所　　在　　地 電話番号電話番号 名　　　称名　　　称 所　　在　　地所　　在　　地 電話番号電話番号

キ ッ ズ マ ア ムキ ッ ズ マ ア ム 板谷七丁目６２６－１１板谷七丁目６２６－１１ 896896－55085508 サンルーナ託児所サンルーナ託児所 おおつ野二丁目１－１おおつ野二丁目１－１ 846846－36073607

ど ん ぐ り 保 育 園ど ん ぐ り 保 育 園 神立中央五丁目１１－５０神立中央五丁目１１－５０ 832832－54155415 は っ ぴ ー 文 京 園は っ ぴ ー 文 京 園 文京町４－８文京町４－８ 826826－28812881

キッズランドなないろキッズランドなないろ 大町１１－４１大町１１－４１ 875875－36513651 は っ ぴ ー 神 立 園は っ ぴ ー 神 立 園 神立町３７２１－１神立町３７２１－１ 832832－58815881

キッズルームやまもとキッズルームやまもと 西根南二丁目１－２９西根南二丁目１－２９ 842842－57325732 キッズハウスうみの森キッズハウスうみの森 右籾２３４０－２８右籾２３４０－２８ 804804－09500950

（６）学　　校（６）学　　校

沖宿町２４８９沖宿町２４８９

823823－14601460

897897－33313331

822822－59875987

846846－26452645

若松町１若松町１－７３－７３

富士崎二丁目１富士崎二丁目１－４６－４６
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（７）県の施設（７）県の施設

土浦第一高等学校土浦第一高等学校
附 属 中 学 校附 属 中 学 校

土浦日本大学高等学校土浦日本大学高等学校

県 西 水 道 事 務 所県 西 水 道 事 務 所
新 治 浄 水 場新 治 浄 水 場

土 浦 警 察 署土 浦 警 察 署

本郷１８３９本郷１８３９ 862－4485862－4485

霞 ケ 浦 環 境 科 学霞 ケ 浦 環 境 科 学
セ ン タ ーセ ン タ ー

流域下水道事務所流域下水道事務所
霞ケ浦浄化センター霞ケ浦浄化センター

霞 ケ 浦 北 浦霞 ケ 浦 北 浦
水 産 事 務 所水 産 事 務 所
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（８）国その他の施設（８）国その他の施設

名　　称名　　称 所　在　地所　在　地 電話番号電話番号

土 浦 税 務 署土 浦 税 務 署 城北町４－１５城北町４－１５ 822－1100822－1100

霞ヶ浦河川事務所霞ヶ浦河川事務所
土 浦 出 張 所土 浦 出 張 所

蓮河原町４４９７蓮河原町４４９７ 821－2155821－2155

常陸河川国道事務所常陸河川国道事務所
土 浦 国 道 出 張 所土 浦 国 道 出 張 所

沖新田２９－４沖新田２９－４ 841－0298841－0298

国土交通省関東地方整備局国土交通省関東地方整備局
常 陸 国 道 事 務 所常 陸 国 道 事 務 所

川口一丁目１－２６川口一丁目１－２６ 826－2040826－2040

土 浦 簡 易 裁 判 所土 浦 簡 易 裁 判 所 中央一丁目１３－１２中央一丁目１３－１２ 821－4359821－4359

土 浦 検 察 審 査 会土 浦 検 察 審 査 会
事 務 局事 務 局

　　　　 　　　　 〃 〃

水 戸 家 庭 裁 判 所水 戸 家 庭 裁 判 所
土 浦 支 部土 浦 支 部

　　　　 　　　　 〃 〃

水 戸 地 方 裁 判 所水 戸 地 方 裁 判 所
土 浦 支 部土 浦 支 部

　　　　 　　　　 〃 〃

水 戸 地 方 検 察 庁水 戸 地 方 検 察 庁
土 浦 支 部土 浦 支 部

中央二丁目１６－７中央二丁目１６－７ 822－0040822－0040

土 浦 区 検 察 庁土 浦 区 検 察 庁 　　　　 　　　　 〃 〃

日 本 年 金 機 構日 本 年 金 機 構
土 浦 年 金 事 務 所土 浦 年 金 事 務 所

下高津二丁目７－２９下高津二丁目７－２９ 825－1170825－1170

ハローワーク土浦ハローワーク土浦 宍塚１８３８宍塚１８３８ 822－5124822－5124

水 戸 刑 務 所水 戸 刑 務 所
土 浦 拘 置 支 所土 浦 拘 置 支 所

国分町５－１国分町５－１ 821－0084821－0084

水 戸 地 方 法 務 局水 戸 地 方 法 務 局
土 浦 支 局土 浦 支 局

下高津一丁目１２－９下高津一丁目１２－９ 821－0792821－0792

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 右籾２４１０右籾２４１０ 842－1211842－1211

土 浦 郵 便 局土 浦 郵 便 局 城北町２－２１城北町２－２１ 0570-943-6360570-943-636

土浦労働基準監督署土浦労働基準監督署 宍塚１８３８宍塚１８３８ 822－5127822－5127

土 浦 公 証 役 場土 浦 公 証 役 場 富士崎一丁目７－２１富士崎一丁目７－２１ 821－6754821－6754

国土交通省関東地方整備局国土交通省関東地方整備局
霞ヶ浦導水工事事務所霞ヶ浦導水工事事務所

下高津二丁目１－３下高津二丁目１－３ 822－3007822－3007

茨城陸運支局土浦茨城陸運支局土浦
自動車検査登録事務所自動車検査登録事務所

卸町二丁目１－３卸町二丁目１－３ 050-5540-2018050-5540-2018

自衛隊茨城地方協力自衛隊茨城地方協力
本部土浦地域事務所本部土浦地域事務所

川口一丁目３番１４２号Ｅ－１０７川口一丁目３番１４２号Ｅ－１０７ 821－6986821－6986

名　　称名　　称 所　在　地所　在　地 電話番号電話番号

日本政策金融公庫日本政策金融公庫
土 浦 支 店土 浦 支 店

中央一丁目１－２６中央一丁目１－２６ 0570-0126460570-012646

茨城県建設技術公社茨城県建設技術公社
県 南 支 部県 南 支 部

永国８８６－３永国８８６－３ 824－5116824－5116

茨城県建設業協会茨城県建設業協会
土 浦 支 部土 浦 支 部

中高津三丁目１１－２２中高津三丁目１１－２２ 821－6514821－6514

茨城県宅地建物取引業協会茨城県宅地建物取引業協会
土浦・つくば支部土浦・つくば支部

下高津三丁目７－３６下高津三丁目７－３６ 825－6161825－6161

土 浦 市 医 師 会土 浦 市 医 師 会 東真鍋町２－３９東真鍋町２－３９ 821－0849821－0849

茨城県保険医協会茨城県保険医協会 大町１２－３１大町１２－３１ 823－7930823－7930

ＪＡ水郷つくば本店ＪＡ水郷つくば本店 小岩田西一丁目１－１１小岩田西一丁目１－１１ 822－0534822－0534

Ｊ Ａ 水 郷 つ く ばＪ Ａ 水 郷 つ く ば
営農経済事業本部営農経済事業本部

田中一丁目１－４田中一丁目１－４ 823－7001823－7001

茨城県土地改良事業団体茨城県土地改良事業団体
連合会県南事業所連合会県南事業所

下高津三丁目１４－５下高津三丁目１４－５ 823－2354823－2354

土浦市外十五ケ町村土浦市外十五ケ町村
土 地 改 良 区土 地 改 良 区

上高津４６４上高津４６４ 822－2828822－2828

土 浦 商 工 会 議 所土 浦 商 工 会 議 所 中央二丁目２－１６中央二丁目２－１６ 822－0391822－0391

土浦市新治商工会土浦市新治商工会 高岡１９０２－７高岡１９０２－７ 862－2325862－2325

Ｊ Ｒ 土 浦 駅Ｊ Ｒ 土 浦 駅 有明町１－３０有明町１－３０ 050-2016-1600050-2016-1600

Ｊ Ｒ 神 立 駅Ｊ Ｒ 神 立 駅 神立中央一丁目１－２５神立中央一丁目１－２５ 050-2016-1600050-2016-1600

Ｊ Ｒ 荒 川 沖 駅Ｊ Ｒ 荒 川 沖 駅 荒川沖東二丁目１－６荒川沖東二丁目１－６ 050-2016-1600050-2016-1600

ジェイアールバス関東㈱ジェイアールバス関東㈱
土 浦 支 店土 浦 支 店

富士崎二丁目１－５０富士崎二丁目１－５０ 821－5234821－5234

関 東 鉄 道 ㈱関 東 鉄 道 ㈱ 卸町１－１－１卸町１－１－１ 846－0234846－0234

東 部 瓦 斯 ㈱東 部 瓦 斯 ㈱
茨 城 南 支 社茨 城 南 支 社

有明町２－４９有明町２－４９ 821－1107821－1107

日 本 瓦 斯 ㈱日 本 瓦 斯 ㈱
土 浦 営 業 所土 浦 営 業 所

中荒川沖町２４－２５中荒川沖町２４－２５ 842－8350842－8350

東日本高速道路㈱東日本高速道路㈱
土 浦 北 料 金 所土 浦 北 料 金 所

並木五丁目４８３９－２並木五丁目４８３９－２ 831－9361831－9361
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